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第 1 日

（昭和62年 3月 5日）
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0議事日程第1号

昭和62年3月5日（木） 午前10時開会

第1 会議録署名議員の指名について

第2 会期の決定について

第3 議案第 1号なしヽし議案第43号 …………………………••…• 説 明
議案第 1号 昭和62年度四日市市一般会計予算

議案第2号 昭和62年度四日市市競輪事業特別会計予算

議案第3号 昭和62年度四日市市国民健康保険特別会計予算

議案第4号 昭和62年度四日市市食肉セソター食肉市場特別会計

予算

議案第 5号 昭和62年度四日市市公共下水道特別会計予算

議案第6号 昭和62年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算

議案第7号 昭和62年度四日市市交通災害共済事業特別会計予算

議案第8号 昭和62年度四日市市営駐車場特別会計予算

議案第9号 昭和62年度四日市市福祉資金貸付事業特別会計予算

議案第10号 昭和62年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算

議案第11号 昭和62年度四日市市老人保健医療特別会計予算

議案第12号 昭和62年度四日市市立四日市病院事業会計予算

議案第13号 昭和62年度四日市市水道事業会計予算

議案第14号 昭和62年度四日市市桜財産区予算

議案第15号 四日市市事務分掌条例の一部改正について

議案第16号 四日市市都市提携委員会条例の一部改正について

議案第17号 四日市市職員定数条例の一部改正について

議案第18号 四日市市委員会の委員等の報酬及ぴ費用弁償に関す

る条例の一部改正について

議案第19号 四日市市職員給与条例の一部改正について
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議案第20号 育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正につ 議案第36号 四日市市水道事業の設置等に関する条例の一部改正

いて について

議案第21号 四日市市公営企業職員の給与の種類及ぴ基準を定め 議案第37号 市立四日市病院事業の設置等に関する条例の一部改

る条例の一部改正について 正について

議案第22号 四日市市水道事業管理者給与等支給条例の一部改正 議案第38号 市道路線の認定について

について 議案第39号 委託契約の変更について

議案第23号 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関 議案第40号 工事請負契約の締結について

する条例の一部改正について 議案第41号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

議案第24号 四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する 関する事務の受託に関する協議について

条例の全部改正について 議案第42号 三重県自治会館組合の設立に関する協議について

議案第25号 四日市市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の 議案第43号 町及ぴ字の区域の設定及び変更について

一部改正について

議案第26号 四日市市地区市民セ‘ノタ一条例の一部改正について 0本日の会議に付した事件

議案第27号 四日市市農業委員会の委員の定数に関する条例の一 1 日程第 1及び日程第2

部改正について 2 日程追加 発議第 1号 売上税反対に関する意見書の提出について

議案第28号 四日市市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区に 3 日程第3

おいて選挙すべき委員の定数に関する条例の一部改

正について 〇出席議員 (43名）

議案第29号 四日市市農業委員会の部会構成員の定数に関する条 相松 尚

例の一部改正について 青山峯男

議案第30号 四日市市保育所入所措置条例の制定について 小井道夫

議案第31号 四日市市立労働福祉会館条例の一部改正について 伊藤信

議案第32号 四日市市公共下水道条例の一部改正について 伊藤雅敏

議案第33号 四日市市水洗便所改造助成条例の一部改正について 小川四郎

議案第34号 四日市市幼稚園保育料及び教育委託料徴収条例の一 大島武雄

部改正について 大谷茂生

議案第35号 四日市市少年自然の家条例の制定について 金森 正
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JI I ロ洋二 毛利道哉

川村幸善 森 真寿朗

喜多野 等 森 安吉

久保博正 山 ロ 孝

訓覇也男 山路 剛

粉川 茂 山本 勝

小林清隆 渡辺 彦

小林博次 〇欠席議員 (1名）

後藤寛次 堀 新兵衛

後藤長六

坂口正次 〇出席議事説明者

佐野光信 市 長 加藤寛嗣

高木 勲 助 役 坂倉哲男

田中基介 助 役 片岡

谷口廣睦 収入役職務代理者 相原＼ 宏治

豊田忠正 調 整 監 伊藤長爾

中村信夫 市長公室長 毛利道男

永田正巳 総務部長 栗本春樹

野崎 洋 財政部長 鈴木 美

野呂平和 市民部長 宮田 勉

橋本増蔵 福祉部長 岩山義弘

古市元 商工部長 川村得二

堀内弘士 農林水産部長 竹村二郎

前川辰男 環境部長 鵜飼 滋

益田 力 都市計画部長 東 寛

水野和子 建設部長 島内清治

水野幹郎 下水道部長 前川鉦
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消防長

消防次長

病院事務長

水道事業管理者

水道局次長

山 口 博

田中昌治

石田 進

奥村仁人

尾中忠邦

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第 1号によ

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

教育委員長

教育長

教育次長

一輪喜代司

岡田久江

西村正雄

日程第 1 会議録署名議員の指名について

〇議長（訓覇也男君） 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

今定例会の会議録署名議員には、議長において永田正巳君及び水野幹郎

君を指名いたします。

代表監査委員 吉田耕吉

0出席事務局職員

／
 

事務局長

議事課長

議事課長補佐

議事係長

主幹

日程第2 会期の決定について

〇議長（訓覇也男君） 日程第 2、会期の決定についてを議題といたしま

す。

おはかりいたします。今定例会の会期は、本日から 3月18日までの14日

間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期

は本日から 3月18日までの14日間と決定いたしました。

主 事

樋 口 照ー

板崎大之丞

石原 隆

岡崎雄治

金森伸夫

井上紀久夫

午前10時2分開会

〇議長（訓覇也男君） おはようございます。

ただいまから、昭和62年3月四日市市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は41名であります。

今定例会の議事説明者は、市長はじめ25名であります。

〇議長（訓覇也男君） これより本日の会議を開きます。
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〇議長（訓覇也男君） この際、報告いたします。

本日、前川辰男君外7名の諸君から、発議案「発議第 1号売上税反対に

関する意見書の提出について」が提出されました。

おはかりいたします。本件については、直ちに日程に追加し、議題とす

ることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、本件を直ちに日

程に追加し、議題とすることに決しました。

日程追加 発議第 1号 売上税反対に関する意見書の提出について
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〇議長（訓覇也男君） 発議第 1号売上税反対に関する意見書の提出につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

前川辰男君。

〔前川辰男君登壇〕

〇前川辰男君 ただいま私ども 8名が提案をいたしました発議第1号につ

きまして、早速議会冒頭にお認めをいただきましたことにつきまして、深

く感謝を申し上げます。

本件につきましては、既に国会においても審議が進行中でございまして、

いまさら私が具体的に申し上げる必要はないと思います。

ーロで言うならば、今回の税制改革と申しますか、これは直接税と間接

税の比率を変えることによって、大衆に対する負担を大きくし、私たちの

生活を圧迫するとともに、日本の経済の動向に対しても非常に行く先の不

安を感じさせる大きな問題でございます。

よって、市民、国民各位に非常に大きな関心を呼んでいる次第でござい

ます。これを背景といたしまして、ただいま上程をさせていただきました

内容について、皆さん方に同意を求める次第でございます。

なお、この問題につきまして、私ども代表者としてそれぞれの会派でお

はかりいただき、慎重にご審議もいただいたことと存じますし、その会議

での皆さん方の意見の中には、例えばマル優制度の存続についての意見も

入れるべきであると、こういうご意見もございました。ところが既に私ど

もは昨年の12月にこの問題に触れて、政府に対してはっきりした反対の意

思表示をしておるわけでございます。したがって、重複を避けることにい

たしましたし、また一部におきましては、中曽根総理大臣の公約違反であ

ると、こういう厳しいご意見もございましたが、とにかく各会派一致して

の意見ということで、最大公約数として精いっぱい努力をさせていただい

た提案でございますので、何とぞ皆さん方の絶大なるご同意をお願い申し
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上げまして、提案理由にかえさせていただきます。

どうぞよろしくお願いを申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 提出者の説明は、お聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第3 議案第 1号 昭和62年度四日市市一般会計予算ないし議案第43号

町及び字の区域の設定及び変更について

〇議長（訓覇也男君） 日程第 3、議案第 1号昭和62年度四日市市一般会

計予算、ないし議案第43号町及び字の区域の設定及び変更についての43件

を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 昭和62年度予算をはじめ、諸議案をご審議いただ

くに当たり、所信とともにその概要をご説明申し上げます。

顧みますと、本市は、昭和48年に「緑と太陽のある豊かなまちづくり」

を目指す基本構想が策定され、昭和54年には「4つの都市像」を設定し、

この間、四次にわたって基本計画を樹立し、総合的かつ計画的に市政運営
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に取り組み、数多くの大型プロジェクトを実現するとともに各般にわたる

幅広い施策を充実、推進してまいりました。

今ここに、議員各位の任期満了を間近にして思いますことは、際立って

厳しい行財政環境、社会経済環境の中で、着実な市政の進展が図り得まし

たことは、ひとえに議員各位が市民のニーズを的確に議会に反映され、昼

夜を分かたぬご活躍によって、市政運営にご協力いただいたたまものであ

り、 4年間のご苦労に対し、心から感謝いたしますとともに、今後とも、

市勢の発展のため格別のご尽力を賜りますようご期待申し上げる次第であ

ります。

さて、昭和61年度の我が国経済は、個人消費、住宅投資を中心に国内需

要は緩やかに増加する一方、円高の進展等により輸出が弱含みであること

等から、鉱工業生産は依然として停滞ないし減少傾向で推移しており、屈

用面にも悪影響が及ぴつつあるなど景気の先行きはなお不安定なものとな

っております。

政府は、新年度予算の編成に当たって、経済運営の基本的態度として、

第一に、内需を中心とした景気の持続的拡大を図るとともに、屈用の安定、

地域経済の活性化を促進すること。第二に、内外均衡の同時達成。第三に、

税制の抜本的改革を含む行財政改革を強力に推進すること。第四に、引き

続き物価の安定を維持すること。第五に、活力ある経済社会と安全で快適

な国民生活の実現を目指し、我が国経済社会の中長期的な発展基盤の整備

を図ることを明らかにし、昭和62年度の国民総生産は、 350兆 4,000億円

程度、名目成長率 4.6%、実質成長率 3.5％程度になるものと見込んで

おります。

政府の予算案は、一般会計54兆 1,010億円、対前年度比 124億円、 0.02

％の増にとどまっており、国債費及び地方交付税交付金以外の一般歳出は、

5年連続して前年度を下回る超緊縮予算であります。また、財政投融資計

画の規模は、 27兆 813億円、対前年度比4兆 9,262億円、 22.2％の増とし、
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民間活力の活用等を通じ内需の拡大に期待するところがうかがえるものと

なっております。

地方財政計画においては、昭和61年度における国庫補助負担率の引下げ

措置による地方財政への影響額 1兆 2,800億円に加えて、昭和62年度にお

いて 2,170億円の再引下げの影響額が見込まれるほか、税制の抜本的見直

しによる地方税の減収（平年度ベースで 1兆 5,200偉円程度）等が見込ま

れ、その財源措置として、地方たばこ消費税の税率の引上げ措置の継続と、

地方交付税総額の特例増額及び建設地方債の増発並びに売上譲与税の新設

等による補てんを見込み、総額で54兆 3,700億円、対前年度比 2.9％増と

しております。

本市としては、急激に変貌する経済社会情勢の中にあって、発展的かつ

健全な市政運営を行うべく、現行の第四次基本計画を積極的に推進するこ

ととし、引き続き「魅力と活力ある都市づくり」、 「こころのふれあう地

域社会づくり」、 「高齢化、国際化、高度技術・高度情報化への対応」並

びに「行財政改革の推進」の4つの視点に立って、事務事業の選択と効率

的な経費の配分に努めたのであります。

まず、第一に、 「魅力と活力ある都市づくり」につきましては、本年は

市制施行90周年の節目の都市であります。

今日まで培ってきた自然的、社会的、人的資産を土台として、 21世紀を

展望した地域中核都市としての将来構想を確立するための準備に着手いた

します。

四日市大学については、昭和63年4月開学に向けて、学校施設の建設を

促進するとともに、開学後の公私協力方式のあり方について協議を整え、

大学発展の基礎を固めてまいります。

工業高校跡地における高次都市機能の整備については、市民公園の整備、

公募方式による商業業務ゾーソの開発及びカルチャーセ‘ノター構想の樹立

等を進めてまいります。
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三重北勢地域地場産業振興セ‘ノター（地場産みえ）の完成を機に、地場

産業、既存商工業の振興に資する効果的な各種事業を拡充するとともに、

昨年12月地域指定を受けました特定地域中小企業対策臨時措置法の適用事

業の推進を図ってまいります。

また、東海環状都市帯構想を関係機関等との連携により積極的に推進す

るとともに、道路、公園、河川、上下水道等の整備及び都市の景観形成、

自然環境の保全に努め、港湾機能の拡充を図ってまいります。同時に、地

域への波及効果の高い成長産業の誘導に努め、あわせて農•水産業・商業

の一層の振興、育成を図り、均衡ある産業構造の確立を目指してまいりま

す。

第二に、 「こころのふれあう地域社会づくり」については、地区市民セ

ソターの施設整備を完了するとともに、住民情報オソライソシステムの稼

働により、業務の内容を見直し、セソターを一層地域住民に密着した地域

社会づくりの拠点となるよう機能強化を図り、地域活動を助長し、地域住

民の福祉向上に努めてまいります。

また、教育の面においても、学校と地域が一体となって児童•青少年の

健全育成に努めるとともに、社会教育の充実、地域スポーツの奨励、学校

開放等の推進によって地域住民の連帯が高められるよう努力してまいりま

す。

また、ふるさと意識の高揚と潤いのある市民生活の糧となるよう、全市

民的な各種イベソトを開催します。

第三の視点として、まず「高齢化への対応」については、高齢者の生き

がいは、社会から取り残されることなく、社会に貢献し、人々から敬愛さ

れ続けることであります。そのためには、健康で、明る＜、自らの働きの

場を持ち続けることのできる社会環境を整備していかなければなりません。

したがって、健康に関する予防、保健、医療対策の充実並びに就労機会の

提供をはじめ各種の生きがい対策を推進する一方、寝たきりや痴呆性老人
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に対しては、施設の充実とともに在宅介護者の労をもやわらげる施策充実

に努めてまいります。

「国際化への対応」については、国際化の急速な進展は、今や、経済、

文化、スポーツ、技術革新等市民生活のあらゆる面に直接その影響を与え

ております。また、都市提携事業にあっても、 “親善”から“交流”へと

人も物も文化も相互の流れを深めてきておりますので、従来の交流事業の

充実はもとより、一層民間交流を促進するために、職員の国際理解を深め

る方策を講じるとともに、体制の強化を図ってまいります。

「高度技術・高度情報化への対応」については、エレクトロニクス、新

素材はもとより、バイオテクノロジーでの超自然的な分野にまで到達した

科学技術の開発・実用化は産業界に大きな変革をもたらしております。

このような高度技術（ハイテク）時代に対応するために、産・学・官の

連携、異業種間の交流によって、地域における研究開発機能の強化を促進

して、民間活力の発揚に努めてまいります。

テレトピア構想については、総合行政情報を手始めに生活文化情報、総

合産業情報、総合物流情報の 4つのネットワークシステムを順次構築して

まいりますが、新年度においては、生活文化情報を提供するため、 10月を

目途に県及び民間の協力を得て、第三セクターによる法人を設立し、構想

の実現を図ってまいります。

第四の「行財政改革の推進」については、既に市議会におかれても議員

定数の削減がなされ、各部局においては、第二次行財政改善整備計画に沿

って推進しているところでありますが、引き続き職員定数、職員給与の適

正化並びに業務の委託化等を行い、簡素で効率的な行財政運営を目指して

まいります。

以上のような諸情勢並びに基本姿勢を踏まえて、新年度予算を編成する

に当たっては、 (1)退戦者不補充を前提に職員定数を削減するとともに、特

殊勤務手当の見直しを中心とした給与の適正化による人件費の抑制(2)一般
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行政経費の前年度同額以下での見積り(3)使用料・手数料など受益者負担の

適正化等により極力投資的経費の増額に努めるとともに、学校施設をはじ

め各種公共施設の維持管理及びソフト面にも意を用いたのであります。

昭和62年度予算は、一般会計 551億 7,320万円、対前年度比 3.0％の増、

各特別会計 410億 7,982万 1,000円、対前年度比11.1％の増、各企業会計

159億 5,184万 7,000円、対前年度比 5.0％の増、桜財産区会計 430万

3,000円、対前年度比12.7％の増、総計 1,122億 917万 1,000円、対前年

度比 6.1％の増となりました。

歳入のうち、まず市税については、個人市民税では、 61年度に比べ 4.7

％増を、法人市民税では、景気の停滞傾向によって伸ぴが期待できず 4.2

％増を見込み、固定資産税では、 3.9％増を見込みましたが、電気税では、

電気料金の再引下げにより12.0％減となる見込みであります。これらによ

り、当初予算に計上しました市税総額は、 346偲 1,000万円となり、前年

度に比べ 2.9％増となっております。

なお、今国会に所得税、法人税及ぴ地方住民税等の減税を実施するとと

もに、その財源を売上税等により補てんしようとする一連の税制改正法案

が提出されておりまして、本市財政への影響について、政府原案により経

過措置を含めて試算してみますと、62年度税収では、個人市民税で3偉3,000

万円、電気税で4億円程度の減収となる一方、・たばこ消費税で 1偲1,000

万円、売上譲与税等で5偲 3,000万円程度の増収となり、差引 9,000万円

程度の減収が予測されますが、市税収入を当面現行税制の範囲で見込みを

立て、改正に関連する部分は確定した後に補正によって対応させていただ

きたいと存じます。

地方交付税については、前年度同額を計上いたしました。

国庫支出金については、前年度当初対比 5.3％の減となり、このうちに

は、一部の事業費において、さらに補助負担率の引下げが行われる予定で

あり、対前年度比約 1,800万円の影響を見込んでおります。
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市債については、一般公共事業に係る通常債のほか、国庫補助負担率の

引下げ措置に伴う影響額に対する臨時財政特例債及び調整債並びに財源対

策債の発行を見込み、前年度当初に比べ、約3億 400万円 (9.4%）増の

35偉 5,790万円を計上いたしました。

税外収入であります使用料・手数料については、幼稚園保育料及び公共

下水道使用料の改正を予定するとともに、少年自然の家の使用料を新たに

設定いたします。

以上のような歳入見通しのもとで、より積極的な行政運営を行うべく財

政調整基金及び競輪事業特別会計から、それぞれ 3億円の繰り入れを予定

いたしました。

歳出については、基本計画に則って新規に計上したもの等について、主

な施策の概要を申し上げます。

まず、 「社会福祉の充実」に関しては、合同会館の建設について、 63年

度着工を目途に実施設計等を行います。

また、高齢者対策の一環として、既設の特別養護老人ホームと医療機関

の中間に位置する老人保健施設の整備を目標に研究調査を行います。

地域福祉の充実を図る試みの一つとして、三重団地内に現地での福祉相

談活動の拠点を設けるほか、市社会福祉協議会の強化を促進いたします。

保健・衛生の面では、応急診療所を医師会の建設する医師会館・看護学

院と併設して建設するとともに、医師会館の建設に対して地域医療、保健

事業等での連携を考慮して応分の助成をいたしたいと存じております。

同和対策については、地域改菩対策特別措置法の失効を前に、政府は、

昨年12月の地域改善対策協議会の意見具申を承けて国の財政上の措置を中

心に新法を制定しようとしております。本市としては、未だ残された事業

もあり、人権擁護思想の普及が行き届かない面もあって、今後とも残事業

の推進並びに福祉・教育及び就労対策等ソフト事業を効果的に実施すると

ともに、人権教育をより充実いたしたいと存じます。
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「教育文化の向上」に関しては、まず、学校施設の整備事業として、小

中学校校舎の増改築等、屋内運動場の改築、格技場新設等を行うほか、初

期の鉄筋校舎について老朽度調査を実施するとともに、補修経費を増額し、

施設の適切な維持管理に努めます。

また、少年自然の家を完成させるとともに、学校、地域、家庭が青少年

の健全育成に有効な場として活用されるよう施設の管理運営はもとより、

適切な事業推進に努めてまいります。

文化面では、文化振興財団が行う文化会館の 5周年事業を支援するほか、

博物館及び郷士出身の文芸作家等を顕彰する記念館の建設について調査を

実施いたします。

また、市史の第 1巻「考古編(1)」の出版と研究誌「四日市市史研究」を

刊行します。

スポーツの面では、国際親善 3カ国少年スポーツ交流大会の開催を予定

するほか、施設整備としては、霞ヶ浦サッカー場にクラプハウスを建設い

たします。

「住みよい都市の建設」に関しては、近鉄四日市駅前及び塩浜駅前広場

整備の実施計画設計を行うほか、市営中央駐車場の建設着工をいたします。

土地区画整理事業による市街地の整備についは、市内各地において、公

共施行並びに組合施行による事業の推進を図ってまいります。なお、浜田

第二土地区画整理事業は、収束段階となり、換地処分並びに精算事務を行

います。

公営住宅については、橋北地区で38戸、神前地区で6戸を建設するほか、

新たに老人向け住宅の設備改善を行ってまいります。

消防施設としては、 （仮称）中消防署西分署を建設するとともに、消防

艇及びはしご付消防車等を更新するほか、職員を増員し、消防力の強化に

努めてまいります。

公害対策については、第一種地域の指定解除が、やむを得ず実施される
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場合におけるその後の患者対策及び健康被害発生の未然防止並びに環境改

善対策等についての意見を国に対して十分に申し伝えてありますので、そ

の対応を厳しく監視しながら福祉対策及び環境改善等に一層の努力をいた

します。

「産業の振興」に関しては、川島地区での農地開発造成事業の実施設計

に着手いたしますほか、農業経営の体質強化と水田農業確立対策の推進を

図ってまいります。

中小企業については、先に申しました特定地域中小企業対策臨時措置法

の適用事業の一つとして、地場産業技術開発、人材育成事業等のほか、資

金融資に対する利子補給の拡大を図ります。

商業、なかんずく既存の商店街振興には一層の意を用い、まちづくりあ

るいは再開発の気運を的確にとらえて、これを助長し、活性化を促してま

いります。

工業については、南部工業団地開発を促進するとともに、先端産業の誘

致を積極的に推進してまいります。

また、勤労者福祉の一環として、労働福祉会館の建設に関する調査を行

うほか、勤労者の子女のための教育資金融資制度を労働金庫との協調でも

って実施いたします。

これらのほか、競輪事業におきましては、 59年度以降進めてまいりまし

た事業経営の合理化対策と場内秩序の確保・健全化等により、順調な事業

運営が続けられておりますが、さらにファソサービスの向上策として、施

設の改善整備を実施いたしたいと存じます。

以上が予算を中心とした昭和62年度の施政の方針でありますが、これら

を推進してまいります組織として、政策立案、調整機能、国際交流の分野

並びに教育委員会の事務部門等において、機構改革等による体制の強化を

図りたいと存じます。

続いて条例その他の議案のうち、主なものについてご説明申し上げます。
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議案第15号事務分掌条例の一部改正及ぴ議案第16号都市提携委員会条例

の一部改正については、組織機構の見直しにより、市長公室に新たに国際

交流課を設置するに伴い、事務分掌等について規定の整備を図ろうとする

ものであります。

議案第17号職員定数条例の一部改正につきましては、本年度末で終息す

る失業対策事業に伴う減員のほか、昨年11月から稼働いたしております住

民情報処理のOA化、その他事務事業の見直しにより、職員定数を全体で

36人減員しようとするものであります。

議案第18号は、三洒農業共済事務組合の設立及び少年自然の家の設置に

伴い、委員会の委員について規定の整備を図るとともに、委員等のうち、

学校・保育所の医師等について人数割額等に係る委員報酬を引き上げよう

とするものであります。

議案第19号職員給与条例の一部改正につきましては、職員給与適正化の

一環として、特殊勤務手当の見直しを行うとともに、調整手当等について

規定の整備を図ろうとするものであります。

議案第21号及ぴ議案第22号は、職員給与条例の一部改正に合わせて、公

営企業職員の給与及び水道事業管理者の給与について、所要の改正を行お

うとするものであります。

議案第23号職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改

正につきましては、一般職の職員の給与等に関する法律の改正に合わせて、

休日・休暇等職員の勤務条件について規定の整備を図ろうとするものであ

ります。

議案第24号及ぴ議案第25号は、職員の分限並びに懲戒の手続及ぴ効果に

ついて、規定の整備を図ろうとするものでございますo

議案第27号から議案第29号までは、農業委員会の委員のうち、選挙によ

る委員の定数について36名を30名に減員するとともに、これに伴い、委員

の選挙区の区域及ぴ部会構成員の定数について、所要の改正を行おうとす
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るものであります。

議案第30号保育所入所措置条例の制定につきましては、児童福祉法の一

部改正に伴い、保育所への入所措置について、新たに条例を制定しようと

するものであります。

議案第31号労働福祉会館条例の一部改正につきましては、同会館の管理

を公共的団体に委託するに当たり、規定の整備を図るとともに、会館の使

用について見直しを図ろうとするものであります。

議案第32号公共下水道条例の一部改正につきましては、公共下水道事業

の一層の推進を図るため、下水道の使用料について、負担の適正化を図ろ

うとするものであります。

議案第33号水洗便所改造助成条例の一部改正につきましては、処理区域

内の便所について、水洗化を一層促進するため、貸付金の枠を拡大すると

ともにその利率について見直しを図ろうとするものであります。

議案第34号幼稚園保育料及び教育委託料徴収条例の一部改正につきまし

ては、幼稚園保育料について、負担の適正化を図ろうとするものでありま

す。

議案第35号は、昭和62年度に開館予定の少年自然の家について、実施事

業、使用者の範囲、使用料等を規定するについて、新たに条例を制定しよ

うとするものであります。

議案第36号水道事業の設置等に関する条例の一部改正につきましては、

本年度末をもって水沢簡易水道が上水道へ統合され、本市全域が上水道の

給水区域となるに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。

議案第39号委託契約の変更につきましては、四日市港管理組合に委託し

て施工いたしております新富洲原合同ポ‘ノプ場建設工事について、全体事

業の精査、負担調整等により、 4,803万 2,000円を減額変更しようとする

ものであります。

議案第40号は、塩浜第 1ポ‘ノプ場除幽設備工事について、指名競争入札
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により、 1偉 1,000万円でもって請負契約を締結しようとするものであり

ます。

議案第41号は、昨年11月6日に設立されました三洒農業共済事務組合の

事務のうち、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事

務の一部を当該組合から受託しようとするものであります。

議案第42号は、市町村振興事業の一環として建設予定の三重県自治会館

に関する事務を共同処理するため、県下全市町村により三重県自治会館組

合を設立しようとするものであります。

議案第43号町及び字の区域の設定及び変更につきましては、四日市市山

之神谷土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に伴い、新たに川島

新町を設定しようとするものであります。

以上が各議案の概要であります。

どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。

なお、主な事務事業の概要を、担当者からそれぞれ補足説明いたさせま

すので、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 暫時、休憩いたします。

午前10時41分休憩

午前10時53分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

この際、申し上げます。

補足説明は、各部局の重点的な事業を中心に簡潔にされるようお願いい

たします。

それでは、順次発言を許します。

市長公室長。

〔市長公室長（毛利道男君）登壇〕

〇市長公室長（毛利道男君） それでは、市長公室が所管いたします事業
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につきまして、若干補足説明をさせていただきたいと思います。

もう既に先ほどの市長の提案説明の中でも幾つかの問題について触れら

れておりますので、若千重複する部分があろうかと思いますけれども、ご

了承いただきたいと思います。

まず、新基本構想の策定並びに政策立案、調整機能の充実強化という点

でございます。

現在の基本構想は、ご承知のように54年度を初年度といたしましてスタ

ートしましたけれども、 63年度で目標の期問が満了いたします。したがい

まして、 64年度を初年度といたします新しい基本構想を策定いたしますた

めに、現在その作業を具体的に進めておる段階でございます。

既に前年度から、学戦経験者、あるいは市議会の議員の方々並びに民間

団体の代表の方々など29名からなります「市政懇話会」も結成いたしまし

て、いろいろご協議を申し上げておりますし、またさらには各課には企画

主任等も配置いたしまして、 62年度中に基本構想を策定すべく全庁的に総

力を挙げて取り組んでいきたいというふうに考えております。

なお、現在の非常に厳しい行財政環境の中で、市の行政というものを長

期的な展望に立って、さらには地域に即した政策形成というものを強く求

められておる現状にかんがみまして、新年度には本市における政策課題を

調査、研究する体制機能の整備も図っていきたいというふうに考えており

ます。

2点目は、国際交流の問題でございます。

国際親善につきましては、市長からも説明いたしましたとおり、親善か

ら交流の時代というふうに移行してきておるわけでございますけれども、

こうした中で、本市の国際親善につきましても、さらに市民レベルでの各

分野にわたる幅広い交流の一層の促進を図っていきたい。

したがいまして、新年度では、行政各部門のそれぞれの役割分担を明確

にしながら、これを取りまとめ、国際交流の企画、調整というものを担当
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するために国際交流課を設置いたしまして、国際化時代にふさわしい交流

事業の推進を図ってまいりたいというふうに考えます。

次は、高度情報化社会への対応でございますが、高度情報化社会への対

応につきましては、既に昨年に指定を受けましたテレトピア構想に沿いま

して、総合行政、生活文化、総合産業、総合物流の4つの情報ネットワー

クを順次整備をしてまいりたい。

そこで、新年度には生活文化を中心にいたしました情報の提供、交流の

ために63年の 4月営業開始ということを目標にいたしまして、本年の10月

を目途に、県並びに民間の協力を得ながら、第三セクターによりますテレ

トピア推進法人を設立し、構想を実施段階へと推進してまいりたいと考え

ております。

次は、 4点目に鈴鹿山椀研究学園都市構想の推進でございますけれども、

東海環状都市帯構想の中で位置づけられております鈴鹿山麗研究学園都市

構想につきましては、さらにその具体化のために、国・県及ぴ関係市町村

との連携を図りながら、十分な調査・研究を精力的に進めてまいりたいと

いふうに考えております。

それから次は、企業誘致でございますけれども、石油化学工業に従来ま

で大きく依存してまいりました本市の産業構造を、さらに高度化、多様化

し、活力と調和のある総合産業都市を実現するために、既存産業の振興と

合わせまして内陸部開発を促進し、先端企業等の誘致を積極的に推進して

まいりたい。

そのために、内陸型工業団地として60年度から開発を進めております南

部工業団地の早期完成に努めるとともに、工場立地説明会の開催、個別企

業訪問等を実施しながら、精力的な企業誘致活動の展開を図ってまいりた

いと考えております。

次は、四日市大学でございますが、四日市大学につきましては、ご承知

のように昨年の末第 1年次の審査をパスいたしまして、新年度は昭和63年
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4月の開校を目指しながら、昨年度に引き続き造成及び建築工事を推進い

たしますとともに、本年6月末の第2年次の審査資料提出に向けて諸準備

を進めております。

また、この四日市大学の今後のあり方を検討し、さらには情報収集のた

めに、 「四日市市大学問題懇話会」、さらには「大学設置推進委員会」等

々が現在組織されておりますけれども、こういった組織をそれぞれ発展的

に改組いたしまして、今後行政と大学がどのようなかかわりを持っていく

かといった点を十分研究いたしますために、新しい組織づくりを考えてま

いりたい。そうした上で、市民にとって望ましい大学、かつ学生にとって

も魅力のある学校となるように努めてまいりたいというふうに考えており

ます。

それから 7点目は、市制施行90周年記念事業でございますけれども、本

年の8月1日は、ご承知のように四日市市が市制を施行いたしましてから、

ちょうど90周年に当たります。これを記念いたしまして、当日は文化会館

におきまして市政功労者の表彰、記念講演などの式典を行いますけれども、

このほか各部局でも、当日の前後に、 3カ国スポーツ交流大会なり、ある

いは天津市との写真の交流展等々、こういった協賛事業も行いたいという

ふうに考えております。

最後に、合同会館の建設でございますけれども、福祉会館、保健セソク

一、それから教育セソター、この 3つの機能を中心にいたしまして、合同

会館の建設計画を進めておりますけれども、さる12月市議会での庁舎周辺

整備特別委員会の中で、この問題をいろいろご議論いただきまして、ご提

言も賜っておりますので、その報告を踏まえて、現在成案を検討中でござ

います。 62年度はその具体化を図るために実施設計を行いまして、 63年度

建設着工を目途に、この事業の推進に努めてまいりたいというふうに考え

ております。

非常に簡単でございますけれども、市長公室の所管いたします62年度の
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主要事業について補足説明とさせていただきます。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 総務部長

〔総務部長（栗本春樹君）登壇〕

〇総務部長（栗本春樹君） 引き続きまして総務部が所管いたします新年

度の重点事業につきまして、補足説明をさせていただきます。

主な事業といたしまして、 11項目に取りまとめをさせていただいており

ます。

まず第 1点でございますが、行財政改革の推進についてでございます。

既にご承知のとおり、昭和60年度に本市の行財政改革大綱と第二次行財

政改善整備計画を策定いたしておりますが、具体的な項目といたしまして

は、 128項目を掲げております。そしてそれぞれの項目につきまして、年

度の設定などの目標を定めまして、逐次その改善整備の推進に努めておる

ところでございます。

特に、新年度につきましては、現在名市大の牛嶋教授にも参画を願って、

策定中の標準定員モデルを活用いたしまして、本市の職員数や業務内容の

分析、課題の摘出などを行い、望ましい職員体制のあるべき姿を模索して

いきたいというふうに考えております。

また、昨年10月、第三セクタ一方式により設立いたしました聡四日市市

生活環境公社の活用につきましては、生活環境、公衆衛生部門においてそ

の活用を図っておるところでございますが、新年度にはさらに公園の維持

管理業務の委託拡大、し尿投入施設の運営業務の委託などを進め、効率的

な行財政運営に努めてまいる所存でございます。

さらにまた、住民情報オソラインシステムが計画どおり逐次稼働してま

いりますので、これに伴う執行体制につきまして見直しを行い、 63年の4

月を目標にこれらに関連いたします機構の整備等につきまして成案を取り

まとめる考えでございます。

2点目は、職員給与の適正化についてでございます。
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昨年4月より、給料表の改正、初任給調整の縮減、定期昇給の 6カ月延

伸等の給与是正を実施してきたわけでございますが、これに引き続きまし

て特殊勤務手当の抜本改正を行うべく職員団体との協議、交渉を重ねてま

いりました。一応の協議が整いましたので、 62年7月支給分から特殊勤務

手当の廃止、減額、統合及ぴ調整手当の整備等を中心とした改正を実施す

る考えでございます。

3点目は、職員数の管理についてでございます。

新年度の職員体制につきましては、市民の健康と安全にかかわる市立病

院、保健、消防等の各部門で増員を行いますが、 OA化、外部委託、事務

事業の見直し等により、定数で、先ほども市長提案がございましたように、

36名の削減を図ってまいります。職員定数を全体で 3,210名といたしてお

ります。今後とも市民サービスの低下にならないように配慮しながら、行

政執務体制の効率化、減量化に努めてまいります。

なお、国鉄職員の受け入れにつきましては、消防職員として 2名、土木

技術職員として2名、計4名を予定をさせていただいております。

4点目は、職員研修についてでございます。

新しい時代の要請にこたえ、より能率的、効率的な行政を執行するため

には、職員一人ひとりの資質の向上と職場の活性化が何よりも必要でござ

いますので、従来の研修内容の充実・強化を図ってまいりますが、さらに

市長の議案説明でも触れておりますように、国際化への対応は、 21世紀へ

向けてますますその重要性が増してくるという認識をいたしております。

このため、特に新年度につきましては、本市の国際交流の一層の活発化

にかんがみ、英会話及び中国語の語学研修を実施するとともに、熱意ある

希望職員を海外に派遣して、国際惑覚を身につけた職員の養成に努めてま

いります。

また、職員を民間企業、 NTTを予定をさせていただいておりますが、

職員派遣研修をさせまして、民間の持つ経営感覚やサービス精神を学ぴ、
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職員の意識変革、職場の活性化の起爆剤として役立ててまいりたいという

ふうに考えております。

さらに、労務職員に対する研修につきましては、従来より不十分である

との反省から、新年度からチームワークや接遇などの研修を始める計画で

ございます。

5点目は、住民情報オソライソシステムの推進でございます。

これは、昭和60年4月から 3カ年計画で開発を進めてきており、既にご

存じのように昨年11月1日、第 1次開発分として住民記録、印鑑等の運用

を開始しました。引き続き新年度は、第 2次開発分の税、国保・年金、収

納のシステムにつきまして、 63年4月の運用開始を目指して、予定どおり

その推進を図ってまいります。

6点目は、情報公開制度の推進についてでございます。

昭和63年度に条例制定、 64年度に実施を目指して、現在準備を進めてお

るところでございます。 61年度は、庁内組織でございます情報公開準備委

員会で内部検討を行ってきましたが、新年度につきまして、いよいよ市民

各界各層の代表者、学識経験者等による「情報公開懇話会」を設置いたし

まして、本市情報公開制度導入の具体的な方向づけを行う予定でございま

す。→

7点目は、防災対策事業の推進についてでございます。

災害に対処するためには、平常からの備えである災害予防対策と、万一

災害が発生したとき的確に対応する災害応急対策の両輪が必要でございま

す。このため、新年度には災害予防対策の基本となる地域や家庭における

乎常時の防災意識の高揚を図るために、防災手帳を作成いたしまして、全

世帯に配付することにいたしております。また、その他の啓発事業といた

しましては、従来どおり防災ポスターの作成、あるいは総合防災訓練等を

実施いたしてまいります。

なお、局地的な集中豪雨や河川の急激な水位上昇等の非常事態に対処す
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るため、雨量、水位観測システムの整備につきましてなお調査研究を進め

る必要があると考えておるところでございます。

8点目は、市史編さん事業の推進でございます。

先ほども市長公室長の方から説明がありましたように、本年 8月に予定

されております市制施行90周年の記念式典に備えること、そしてあわせて

郷土史についての市民の関心を高めるために、特に研究誌として「四日市

市史研究」を刊行することにいたしております。また、市史の第 1巻であ

る「考古編(1)」を、予定どおり年度末になろうと思いますが、出版をいた

したいというふうに考えております。

また、既に考古、自然、文化財の各部会につきましては、専門員により

作業が推進されておるわけでございますが、これに加え、新たに、古代・

中世、近世の両部会も発足させて、資料の調査収集、並びに編集のための

研究を推進してまいります。

なお、 63年度に着手予定の民俗、絵図、近代、現代の各編につきまして

も、専門員による研究会の開催などを行って、その準備体制を固めながら

市史編さん業務の円滑な推進に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。

9点目は、本庁舎のメ‘ノテナソスについてでございます。

この庁舎は、昭和47年2月に竣工し、既に15年を経過いたしております。

このため建物自体に物理的な劣化が見受けられるようになってまいりまし

た。設備機器等につきましても、保守、管理、改修にかかわらず機能や性

能が徐々に低下している状況にあります。このため、今後 3カ年計画で本

庁舎の改修整備を行ってまいりたいというふうに考えております。

新年度につきましては、急施を要する部分から逐次、建物、設備機器等

の改良を行っていくことにいたしております。

10点目でございますが、工事等の契約事務及び工事検査についてでござ

います。
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公共工事等の発注に当たりましては、専門知識の習得、的確な情報の伝

達をもって、公正かつ厳正に行い、円滑な事務を執行することに尽きると

考えておるところでございます。

また、検査事務につきましても、同様に適正に行うことが肝要でござい

ますので、これが適正化について、さらに努力をしてまいりたいというふ

うに考えております。

最後は、選挙事務の管理執行についてでございます。

昭和62年度は、早々に統一地方選挙の県議会議員選挙及び市議会議員選

挙が、それぞれ4月12日、 4月26日に行われる予定となっております。

特に、市議会議員選挙につきましては、今回から新聞紙大4ページもの

の選挙公報を発行いたしまして、公営選挙の拡大を図ることでお願いをい

たしておりますが、選挙の管理執行につきましては、選挙管理委員会の意

を体して万全を期してまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し

上げます。

以上、大変簡略でございますが、総務部所管の主な重点事業についての

補足説明とさせていただきます。

〇議長（訓覇也男君） 財政部長。

〔財政部長（鈴木一美君）登壇〕

〇財政部長（鈴木一美君） 昭和62年度予算に関連いtこしまして、市長の

説明に若千補足をして、ご説明を申し上げたいと思います。

62年度の予算編成に当たりましては、一般会計予算が対前年度比 3％の

伸びということで計上をさせていただいたわけでございますが、本年度は、

小中学校建設費、公営住宅建設費、消防施設設備整備費等で大幅増額とな

りましたが、 60年度から継続で進めてきておりました北部清掃工場焼却炉

増設工事が最終年を迎えまして、事業費が大きく減額となりました。また、

少年自然の家建設がおおむね完了するということもございまして、このほ

かに四日市港管理組合及び北勢公設地方卸売市場組合の負担金が減額とな
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ってまいります。これらによりまして、対前年度比差し引き 3％の伸びと

いうことで、地方財政計画が 2.9％という見込みを立てておりまして、こ

れをわずかに上回るということで計上いたしたところでございます。

また、特別会計におきましては、競輪事業収入の増加、あるいは浜田第

二土地区画整理事業の精算事業及び市営駐車場建設事業の着工等に伴いま

して、特別会計全体で対前年度比11.1％の増となりましたが、一方企業会

計につきましては、農業共済事業が一部事務組合に移行したこと等により

まして、 5％の伸ぴにとどまっております。これらの結果、全会計の伸ぴ

が 6.1％の増になったということでございます。

予算編成に当たりましては、本市の行財政改革大綱に沿いまして、事務

事業の徹底した見直しを行い、定数削減、事務事業の外部委託等の推進、

受益者負担の適正化等に努めました結果、約4億 7,000万円程度の経費節

減が図られる見通しであります。

以下、別冊でお配りをいたしております昭和62年度予算資料の中から、

若干歳入歳出についてご説明を申し上げたいと思います。

歳入面について見ますと、市税の伸ぴは 2.9％でございますが、限られ

た財源の効率的な配分に努めまして、より積極的な行政運営を行うべく、

財政調整基金及び競輪事業特別会計から、それぞれ 3億円の繰り入れを予

定いたしたところでございます。 一

この結果、市税の構成比は、前年が62.8％でございますがほぼ前年並み

の62.7％となりまして、負担金、使用料手数料、諸収入等を含めました自

主財源比率は、先ほど述べました繰入金の増額等によりまして、 61年度の

76.2％に比べまして62年度は76.5％と若千高まったものでございます。

一方、依存財源におきましては、市債が国庫補助負担率の引き下げによ

る影響額に対する臨時財政特例債及び調整債並びに財源対策債の発行、こ

れらを5億 5,700万円程度計上いたしておりますが、これらによりまして

市債では対前年度 3偲 400万円の増額になっております。しかし、国庫支
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出金等が北部清掃工場焼却炉の増設に係る補助金等大幅に減額になってい

ることなどによりまして、依存財源比率は23.5％となり、前年度の23.8%

に比べ若干低下をしたところでございます。

次に、歳出面でございますが、対前年度の伸ぴ率を見ると、人件費、公

債費は、それぞれ 2.9%、 2.4％の伸びとなりましたが、扶助費が生活保

護受給率の低下等による影響によりまして 0.2％のマイナスとなっており

ます。義務的経費全体では 2.0％の増となりました。

一方、投資的経費につきましては、補助事業は、冒頭に述べました大型

事業等の減少によりまして .6.3％のマイナスとなりましたが、単独事業に

つきましては12.9％の増と比較的高い伸びを示したものでございます。ま

た、維持補修費につきましては、小中学校の校舎等の補修費をはじめ公園

維持管理費ほかの増額を図った結果、対前年度比21.1％と大幅な伸びとな

りました。

次に、公債費でございますが、毎年のように起債の充当率が変動してお

る状況のもとで、今後の見通しを立てることは極めて困難ではございます

が、第四次基本計画に基づいて推計をいたしますと、償還額は今後も逓増

してまいります。 67年度ごろをピーグに以降減少傾向をたどるものと予想

しておるところでございます。また、公債費比率については、 61年度14.5

％、 62年度は15.0％程度になるものと推計しておりまして、 63年度以降横

ばいないし低下傾向を示すものというふうに考えております。

いずれにいたしましても、長期的な財政運営の方針といたしましては、

今回の税制改正によります本市への影器がはっきりしない現時点で財政の

将来を見通すことは極めて困難でございますが、市税をはじめとします自

主財政の確保に一層の努力をいたしまして、財政基盤の強化を図るととも

に、行財政運営の一層の簡素合理化により、年々複雑多様化する行政需要

に弾力的に対応してまいりたいと考えております。

最後に、税制でございますが、現在国会審議中の税制改正法案に関連す
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る市財政への影響につきましては、先ほど市長説明の中に述べられており

ますが、仮にこれらすべての法改正が行われない場合、現行法の附則規定

に設けられております特別措置の中で、法人税の暫定税率及び市たばこ消

費税の特別税率の適用期間は61年度限りとされておりますので、これによ

ります62年度収入への影響は、 61年度収入見込みに対しまして法人税割市

民税で約 1億円、市たばこ消費税で約 1偉円、合わせて2億円の減収とな

る見込みでございまして、これらを見込んだ上で現行法上の税の見通しを

立てておるところでございますが、年度中におきます税の当初計上後にお

きます増収見込み、いわゆる補正財源留保分でございますが、現在のとこ

ろ約12億円を見込んでおるところでございます。

なお、税制の事務の中で63年度が新たな固定資産の評価の基準年度に当

たっておりまして、評価替えの作業を本年度適正評価に向けて進めてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 市民部長。

〔市民部長（宮田 勉君）登壇〕

〇市民部長（宮田 勉君） 市民部の所管いたします昭和62年度の主要事

業8項目につきましてご説明申し上げます。

まず、初めの地域社会づくりにおける行政の役割についての調査研究で

ございますが、市政の重要な柱であります地域社会づくりの推進につきま

しては、これまでハード、ソフトの両面において各種の施策を実施してま

いったところでございますが、地区市民セソターを真に地域住民の拠点施

設としていくためには、諸条件の整備を一層図っていかなければならない

と考えております。

このため、昨年8月に地域社会づくり研究会を設置いたしまして、地域

社会づくりを展開していくための行政の役割、特に地区市民セソターの機

能等について調査研究をしているところでございますが、新年度におきま

しては、これの具体的な方策を取りまとめたいというふうに考えておりま
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す。

2つ目に、地区市民セソターにおきます地域振典業務の充実についてで

ございますが、地域社会づくりを推進していくために欠かすことのできな

い地域の福祉問題について、地区市民セソターが積極的に取り組んでいか

なければならないというふうに考え、その一環として民生委員を中心とし

て、福祉相談を地区市民セ‘ノター事業として実施してまいりたいというふ

うに考えております。

3番目の地区市民セソターの施設整備についてでございますが、施設整

備につきましては、第四次基本計画に基づきまして、これまで実施してま

いったところでございますが、昭和61年度から継続事業といたしまして、

現在大矢知地区市民セ‘ノターの整備を行っております。これの継続を進め

てまいりたい。

4番目の広報広聴の充実についてでございますが、 「広報よっかいち」

は、本市の広報活動の重要な役割を担っております。市政の円滑な推進の

ため、より一層の充実に努めなければならない。特に市民に親しまれ、読

みやすい広報を目指し、 61年度から実施いたしましたカラー印則の回数を

増ゃすほか、市制90周年記念として、臨時特集号を発行いたしたいと考え

ております。

また、広報用ピデオの制作でございますが、新しい広報媒体であるビデ

オ広報にも取り組んでまいりたいというふうに考えております。

広聴活動については、市政モニター制度や地区懇談会の充実に努め、市

政に反映させていきたい。特に地区懇談会につきましては、住民相互、ま

た住民と行政との話し合いの場として、地域の特性に応じた懇談会を計画

的に実施してまいりたいというふうに考えております。

次に、あさけプラザの管理運営についてでございますが、開館して2年

半が経過し、子供からお年寄りまで利用できる複合施設としてほぼ順調な

利用の推移を経てきているところでございますが、新年度は運営協議会の
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充実を行うとともに、広域サービスシステムの形成に一層努め、四日市地

区広域市町村圏の中核施設としての機能を充実させたいというふうに考え

ております。

次に、戸籍住民基本台帳事務についてでございますが、戸籍住民基本台

帳事務は、行政の適正な執行を図るための最も基本的な事務でざいまして、

関係法令に基づいて正確かつ円滑な事務処理の遂行に一層努めたいという

ふうに考えております。

また、窓口事務につきましては、昭和61年11月1日住民情報オソライソ

システムの稼働に伴いまして、住民表の写し、印鑑証明の発行等について

所管区域を撤廃し、市民サービスの向上を図るとともに、事務の効率化、

迅速化を図ってまいったわけでございますが、今後ともさらにその合理化

に努めたいというふうに考えております。

62年度中に完成いたします第2次開発分のシステムにあわせまして、市

民に係る業務の集中あるいは統合化等よりよい窓口のあり方について、組

織、機構の見直し等を含め十分検討してまいりたいと考えております。

また、オ‘ノライソ化に伴います個人情報の保護につきましては、 61年11

月1日に施行されました「四日市市電子計算組織に係る個人情報の保護に

関する規則・規程」に基づきまして、適正な管理運用に努めたいと考えて

おります。

次に、交通安全対策についてでございますが、依然として増加の傾向に

あります交通事故を防止するため、 「スクールゾーソ通学路を中心とした

交通安全施設の整備」、 「子供・高齢者等いわゆる交通弱者を対象とした

、 交通安全教育の推進」、さらには「市民への交通安全啓発活動の実施」を

重点といたしまして、関係機関との緊密な連携のもとに対策の推進を図っ

てまいりたいというふうに考えております。

また、交通事故の発生に伴って起こります諸問題に対しましては、交通

事故相談の実施や交通災害共済事業の充実により被害者の救済に努めたい
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というふうに考えております。特に交通災害共済事業につきましては、福

祉の増進の観点から制度の見直しによる改善を図りたいというふうに考え

ております。

最後に、放置自転車対策についてでございますが、交通安全対策の窓ロ

の一元化ということで市民部において所管することになりました放置自転

車については、昨年12月1日から施行されました「四日市市自転車放置防

止条例」に基づきまして、自転車の巡視、警告等の実施に努めるほか、自

転車利用者への啓発活動を一層推進するとともに、商店街発展会、鉄道事

業者等の関係者に対しましても協力を要請いたしまして、官民一体となっ

た対策を講じてまいりたいというふうに考えております。

以上簡単でございますが、説明とさせていただきます。

〇議長（訓覇也男君） 福祉部長。

〔福祉部長（岩山義弘君）登壇〕

〇福祉部長（岩山義弘君） 福祉部の所管いたします62年度の事業につい

て補足させていただきます。

まず最初に、老人福祉についてでございますが、本市の65歳以上の老人

人口は2万 5,913人、昭和61年10月 1日現在の数字でございますが、老人

人口比率は 9.8％を示しておりまして、着実な高齢化が進む中で、老人が

家庭や地域社会の一員として健康で生きがいのある生活が送れるよう社会

参加の促進を図るとともに、要援護老人に対する福祉サービスの充実に努

めてまいりたいと思います。

そのうち、寝たきり老人等の要援護対策といたしましては、家庭奉仕員

制度の充実、特殊寝台利用料の助成、痴呆性老人の介護手当を新たに実施

するほかに、老人短期保護デイサービス・入浴サービス等の事業の充実を

図ってまいります。

ひとり暮らし老人に対する緊急時の通報連絡体制の整備が課題となって

おりますので、増設する福祉電話については、 「シルバーホソあんしん」
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を設置して試行するなど老人福祉の増進を考えてまいりたいと思います。

また、高齢者の持つ豊かな経験や技術を生かし、生きがいとしての就労

の機会を提供いたしますシルパー人材セソターヘの加入を促進しまして、

組織体制の充実を図っていきたいと思っております。

本年度に引き続き実施いたします高齢化対策研究につきましては、研究

会におきまして、生きがいと社会参加、地域福祉の向上、福祉の充実、そ

れから保健医療サービスの充実を基本課題として方向づけをしてまいりた

いと思っております。

次に、心身障害者の福祉についてでございますが、本市の身体障害者は

4,540名、精神薄弱者は 622名、同じように61年10月 1日現在でございま

すが、障害の重度•重複化に加えて高齢化などその実態は極めて多様化し

てまいっておりまして、きめ細かな配慮のもとに対策を進めていくことが

必要でございます。

障害者の自立助長と社会参加の促進を図るため、小規模授産事業補助の

増額、ミニファックスの設置拡大、これは聾唖者に対してでございますが、

はり・きゅう・マッサージ給付事業の改善を図るほか、福祉モデル都市事

業についても引き続き実施してまいります。

また、在宅障害者に対する訪問審査、手話通訳、点訳、録音奉仕員等ボ

ラソティアの養成に努めるほか、精神薄弱者の青年学級運営事業の助成を

行いまして、福祉の増進に努めてまいりたいと思います。

次は、 3番目に、児童福祉についてでございます。

年々多様化する保育需要にこたえるべく、保育園におきましては、障害

児の拠点園、準拠点園の充実、一般園における軽度障害児の受け入れ、保

々保育園における乳児室の整備等をはじめとしまして、地域に根差した保

育を目指すとともに、知識・技術の向上を図るため職員の研修を強化し、

保育の充実に努めてまいります。

また、保育料につきましては、平均2.13％の値上げをさせていただきま
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す。

さらに、あけぼの学園につきましては、通園バスの買換、専門職員とし

ての言語療法士及び理学療法士を配置いたしまして、療育指導の充実に努

めてまいります。

次に、低所得者の福祉についてでございます。

現在、本市における生活保護世帯は 1,377世帯、 2,472人で、保護率は

9.4%;となっており、年々減少傾向にございますが、他法•他施策の改正

と相まって多様化する保護行政の推進につきましては、関係機関との連携

を図りながら適正な保護の実施に努めてまいる所存でございます。

また、生活保護につきまして、その実態が常に変動するために、保護決

定の事務を新年度より電算化を進め事務の効率的な運用を図りまして、相

談・援護機能をさらに高めてまいりたいと思います。

なお、法外扶助といたしまして引き続き、夏期・歳末見舞金、入学祝金

のほか、付添看護料の基準差額などの助成を行ってまいりたいと思います。

国民健康保険につきましては、年々増高する医療費において、対前年度

8.2％の増を見込み、保険料につきましては、昨年10月に 15.85％の引き

上げをお願いいたしましたことから、前期分については据え置いてござい

ます。

国庫補助削減による影響が非常に大きく深刻な問題となってきておりま

すので、今後も全国的なレベルで対処してまいりたいと考えております。

また、一般会計繰入金につきましては、 5,000万円を増額し、保険料の

負担の軽減を図った次第でございます。

最後に、同和対策事業につきましては、昭和40年8月に同和対策審議会

から「同和問題の早期解決は国の責務であり、国民的課題である」との答

申が出されて以来、 18年にわたり同和対策事業特別措置法とこれに続く地

域改善対策特別措置法によって施策が推進されており、本市においても同

和問題の根本的な解決を図るため、行政各般にわたり積極的に取り組んで

-36-

まいりました。

こうした中で、地域改善対策特別措置法がこの 3月末日をもって失効す

ることから、現在国においては、新規時限立法の制定作業が進められてお

ります。従来の施策によって生活環境の改善については、一定の成果は見

ているものの、人権、教育、就労問題等、なお解決すべき多くの課題が残

されているのが現実であります。

したがって、今後同和対策につきましては、国の制度改正の動向を慎重

に見きわめながら、残事業の効果的、効率的な推進に努めるとともに、市

民の正しい理解と認識を深めるための啓発教育の一層の展開により、人権

思想の普及高揚を図り、差別のない明るい地域社会の実現に努めてまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔議長（訓覇也男君）病気のため退場、副議長（山路 剛君）議長席

に着席〕

〇副議長（山路 剛君） 訓覇議長にかわりまして、議長の職務を務めさ

せていただきますので、よろしくお願いします。

商工部長。

〔商工部長（川村得二君）登壇〕

〇商工部長（川村得二君） 商工部の所管につきましてご説明申し上げま

す。

まず、商工業の振興についてでありますが、産業構造の変化、為替相場

の変動等によりまして、厳しい経済情勢下にあります地場産業をはじめ、

石油関連、機械器具等、主要産業の生産動向と地域への影響を把握いたし

ますとともに、特に地域経済の重要な担い手でございます中小企業の時代

に応じた活性化、体質強化を図ります。そのため各業界の的確な状況把握

を行いますとともに、集団化、協業化への誘導等指導体制を強化し、また

人材養成のため時代の要請や受講者のニーズに合った経営合理化講座、専

門講座の充実に努めます。
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／
 

近鉄四日市駅周辺をはじめといたしました商業集積地域あるいは商業集

積予定地の適正な発展を促しますとともに、消費性向の変化等に対応する

ため、商工会議所や商業団体等と連携をとりながら商店街活性化対策を講

じてまいります。

また、新技術、新製品開発のための異業種交流事業につきましては、若

干の結実を見つつありますが、さらに流通、物流関連業種を含めますとと

もに、県外グループとの交流を深めながら、活動のより一層の充実を図っ

てまいります。

次に、地場産業についてでございますが、消費者ニーズの変化、新興工

業国の追い上げ等厳しい環境に置かれておりますことから、高付加価値商

品の開発、新技術の開発、海外を含めた市場の開拓が課題でございます。

陶磁器、漁網、機械器具をはじめ、各業界が実施する講習会や国の内外の

見本市、あるいは物産展等に対し積極的に助成を行い、業界の活性化を促

進いたします。

特に輸出比率の高い萬古陶磁器や漁網等は輸出環境が厳しいため、技術

の開発、業種転換等を見据えながら、国の地域指定を受けた特定地域中小

企業対策臨時措置法による助成あるいは特別融資等を適用し、構造改善を

促進いたします。

北努地域における産業振興の柱となる三重北勢地域地場産業振興セソタ

ーにつきましては、今年の竣工を目指して建設中でございます。人材養成、

情報収集提供、需要開拓等の諸事業の推進を図りますため、必要経費を助

成いたしますとともに、業界と一体となった効率的な運営を図ってまいり

ます。

次に、 3番目に金融事業でございますが、昨年に引き続き四日市市中小

企業振興資金をはじめ、各種融資制度の原資の預託を行いますほか、保証

料補給、利子補給を実施いたします。

特に、昨年12月に施行されました特定地域中小企業対策臨時措置法によ
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る特別融資の貸付を受けた事業者に対し、一部利子の補給を実施いたしま

す。

4番目に、観光・貿易事業についてでございますが、大四日市まつりは

20回を超える歴史を積み重ねておりますが、各般のご意見を取り入れなが

ら、時代に適応した、市民が心から楽しめるようなまつりに改革してまい

りたいと考えます。

なお、昨年に引き続き花火大会を開催いたします。また、近年観光のあ

り方の変化に伴い、産業、農業観光等本市の特性を生かした観光PRとと

もに、市の新しいイメージを積極的にアピールを行ってまいります。

次に、貿易振興についてでありますが、四日市港の輸出入は、昭和61年

輸出額で 5,111億円、輸入額は 4,664億円と、集荷促進事業の効果、為替

相場の変動、原油価格の値下がり等から、初めて輸出額が輸入額を上回り

ました。引き続き三重県貿易振興会、四日市港振興会ともども集荷促進事

業の推進、輸出型産業の振興、港の宜伝・紹介に努めてまいりたいと存じ

ます。

5番目に、雁用対策事業についてでございますが、労働力の確保と屑用

安定対策につきましては、円高等内外の経済的事情の変化により環境の悪

化する中で、特に中高年齢者、心身障害者の雇用機会の増大を重点事業と

いたし、さらに職業訓練促進の啓発事業等を、職業安定所等労働関係機関

と連携を密にして実施いたします。

近年労慟人口に占める婦人労働者の比率が高まりつつありますことから、

男女屈用機会均等法等の趣旨啓発をさらに進めますとともに、婦人の就労

相談に対する援助を通じて、婦人の社会進出を促進します。

雁用対策協議会をはじめ、関係団体、労慟組合団体等と協力して教育ロ

ーソの新設助成等勤労者福祉向上に努めますとともに、若年労働者の福利・

文化活勁の拠点施設であります勤労青少年ホーム及びヤ‘ノグプラザについ

て事業の充実を図ります。
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労働福祉会館については、施設の新設に向けて調査研究を進めてまいり

ます。

6番目の消費者行政についてでありますが、近年、消費者を取り巻く環

境は、情報社会の進展の中にあって個性化、多様化が顕著になっており、

消費者は、より一層の自主的な選択能力の向上が必要となっております。

こうした状況を踏まえ、消費者団体の育成支援並びに消費生活展、消費

者講演会等による啓発事業の充実、さらには特殊商法による被害者救済等

の増え続ける消費者相談に迅速、的確に対処するための相談員の常駐態勢

を整え、充実したものにいたします。

取引に使用する計量器の定期検査はもとより、試買検査、立入調査によ

り事業者の適切な指導を図り、消費生活の保護、安定に努めます。

毎月最終日曜日に開催しております消費者と生産者、商業者を結ぶ「な

んでも四日の市」をより充実発展させ、当地域の名物となるよう育成いた

しますとともに、地域の活性化に寄与いたしてまいりたいと存じます。

最後に、競輪事業についてでございますが、昭和61年の歴年の車券売上

額は 135億 7,000万円でありましたことから、昭和62年度より一号賞金競

輪場となり、選手賞金あるいは諸経費の大幅の増額が見込まれますので、

より一層ファソの誘致対策を講じ、売上増を図る目的で諸施策を行ってま

いります。

まず施設の整備でございますが、メーソスタ‘ノドの 2、3階部分の特別

観覧席への改修を、これは約11億円程度かかる予定でございますが、 62年

度、 63年度の 2カ年事業として実施をいたしてまいりたい。

次に、現在の第2投票所の活用を図るという目的で、前売払い戻し専用

投票所の新設、あるいは売店、休憩所の整備を行っていきます。

さらに、広告宜伝の一層の充実を図りますとともに、名古屋からのファ

ソパスの充実を行います。

以上の諸施策を講じ、昭和62年度は入場者34万人、車券売上額 130億円
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を見込み、施設整備費5偲 858万円、繰出金3億円を計上させていただき、

iji年度収益は、約4偉 7,000万円となります。

以上簡単でございますが、商工部の補足説明とさせていただきます。

〇副議長（山路 剛君） 暫時、休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後 1時1分再開

〇副議長（山路 剛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

農林水産部長。

〔農林水産部長（竹村二郎君）登壇〕

〇農林水産部長（竹村二郎君） 農林水産部の重点事業につきまして補足

説明を申し上げます。

まず、農業政策についてでございますが、農業の生産基盤の整備といた

しまして、新年度も継続いたしまして小山田、水沢地区を中心に17haの圃

場の整備を実施いたしますとともに、フラワー道路等、農道の整備を約 1

km実施いたします。さらに、新年度は新たに農道舗装事業を推進するため

国庫補助の導入に努めたいと考えております。

また、減少いたします農地に歯どめをかける農地造成事業といたしまし

て、昨年度に引き続きまして川島地区において県営農地開発事業の実施設

計に着手いたします。

さらに、農村地域の環境整備とモール化を促進する事業といたしまして、

農村総合整備モデル事業を引き続き実施いたしますとともに、農業集落排

水事業に対する地区住民の意識調査にも着手いたしたいと思います。

また、昭和62年度から国が新たに米の生産調整対策といたしまして、水

田農業確立対策事業を実施いたしますが、本市もこの事業の趣旨を踏まえ

まして、集落ぐるみで作物を集団生産する組織に対しまして補助育成を行

いまして、農業生産物・食糧自給率の向上を図りたい考えでございます。
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同時に、本事業を契機に農業経営の体質をさらに強化いたしまして、中核

農家の育成に努めたいと考えます。

また、農村と都市、生産農家と消費者との交流、ふれあいの事業といた

しまして、新年度は三重県主催の農林水産まつりが四日市市で開催されま

すので、本市の市民農業まつりとあわせまして、実りあるイベ‘ノトといた

したいと思います。

さらに引き続き、市民菜園また市民園芸講座を充実いたしまして、農業

への理解と啓発に努めます。

2点目でございますが、農業研究指導所の充実についてでございます。

農業の高度栽培技術に対応するため、 61年度に国庫補助を導入いたしま

して、バイオテクノロジーの一分野でございますメリクロソ培養の施設を

建設いたしております。

新年度は、この施設を活用いたしまして、優良花舟種苗の育成・増殖に

取り組みますとともに、土壌診断も引き続き行いまして、農家の土壌改良

に役立てたいと思います。

3点目でございますが、農業共済事業の広域化についてでございます。

四日市市と三重郡4町によります三油農業共済事務組合は、昨年11月組

合設立認可の許可をいただきまして、去る 2月、組合議会が開催されまし

て、昭和62年度予算ほか諸議案を議決いただきました。

昭和62年4月1日より事業実施の運ぴとなるわけでございますが、今後

は1市4町が協力して事務の共同処理に取り組み、広域合併による事業効

果の発現に努めます。

4点目でございますが、漁業の振興についてでございます。

昭和57年度に着手いたしました磯津漁港の北防波堤工事が新年度に完成

をいたします。

この完成によりまして、漁港内の 190隻の漁船の航行が安全かつ迅速と

なり、漁獲量の増大等漁業振興に果たす役割は大きく、事業効果を期待す

-42-

るものでございます。

また、水産資源の保全確保対策といたしまして、引き続き本市周辺沿岸

の6漁業協同組合と協力いたしまして、クルマエピ、ワタリガニ、アサリ

の種苗放流を実施いたします。

次に森林対策についてでございますが、水沢、桜地区を中心に78haの森

林に引き続き松くい虫駆除事業を実施いたしまして、森林保全を図ります

とともに、被害森林に対しましては、国の補助事業でございます樹種転換

造林事業を計画的に実施いたしまして、森林機能の回復を図ってまいりま

す。

次に、畜産対策についてでございますが、食肉の安定供給を図るため、

新年度も引き続き県費補助を導入いたしまして、食肉流通特別対策事業を

実施いたします。

また、畜産農家におけます施設の改善を図りますことにより、環境汚染

を防止いたしまして、ふん尿を有機肥料として農地へ還元し、土づくり対

策の一環といたしたいと思います。

食肉市場関係につきましては、厳しい経営状態にございます株式会社三

重県・四日市畜産公社の経営を見守りながら、市場施設の管理者としてま

た出資者として適切な指導を行いますとともに、新年度も引き続き食肉流

通特別対策事業を通じて公社ともども養豚生産者へ当市場への増頭出荷キ

ャソペーソを行い、公社の経営安定を図ってまいりたいと思います。

最後でございますが、三重用水事業についてでございます。

新年度も引き続き県地区を中心に約 170haの水田に暫定給水を受けます。

水資源開発公団から受託事業といたしまして、桜地区におきまして菰野

調整池築造関連工事の道路工事を 1.2km実施いたします。

また、昭和64年度完成を目途に、 61年度に引き続きまして計画変更作業

を関係機関と行いますとともに、国及び三重県に対して事業の早期完成、

負担金の軽減等の要望を続けてまいりたいと思います。以上でごさいます。
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〇副議長（山路剛君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼 滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 環境部が所管いたします62年度の重点事業
に

ついて補足説明を申し上げます。

まず、救急医療対策についてでございますが、市民の休日、夜間にお
け

る救急医療対策をより一層充実させるため、今般消防本部東隣に四日
市医

師会館と併設して応急診療所を移転整備し、消防本部、医師会ともさ
らに

緊密な連携を図り、積極的に推進をいたしたいと考えておるわけでご
ざい

ます。

また、四日市医師会館の建設に対しましては、地域医療確保と保健事
業

への協力等医師会とのかかわりを配慮し、応分の助成をいたしたいと
存じ

ております。

続きまして、健康づくりの推進についてでございますが、健康づくり
の

推進の根幹は、 「自分の健康は自分で守る」ことにあり、昭和55年に設置

した四日市市民健康づくり推進協議会を核に、市内28地区に確立した地
区

健康づくり組織とともに地域に即した総合的な健康づくり施策の推進
に努

め、特に住民の健康増進は地域社会づくりの基盤をなすことから、 「
年 1

回健診」をスローガ‘ノに地区活動と併せ健康審査の受診率向上を図り
、健

康づくりの推進に一層の努力をしてまいりたいと存じております。

続きまして、保健サービスの充実についてでございますが、本格的な
高

齢化社会を迎え、脳卒中による寝たきり者や、痴呆性老人の増加など
に加

ぇ、成人病による死亡率が全体の 6割を超え、積極的な緊急対策が急
務と

なり、国は昭和62年度を初年度とする保健事業第二次五カ年計画を策定し
、

がん対策の拡充をはじめ、成人病の早期発見、早期治療をさらに推進さ
せ、

死亡率の逓減と医療費の減少を最大の目標にしておるところでございま
す。

本市といたしましても、これら目標を達成させるべく魅力ある健診を
実

施し、一人でも多くの方に受診していただけるよう、地区市民セソタ
ー等
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巡回する集団健診に新たに乳がん検診を加え、昭和61年度40歳で実施をし

ていた胃がん検診と成人病一般健康審査のミニ人間ドックにはさらに
50歳

も対象とし、また子宮がん検診では発生率の多い40歳を対象に加えるなど、

受診率の向上に努めてまいりたいと存じております。

また、各種保健サービスの主役を担う保健婦の増員を図り、寝たきり
者

の訪問看護など、社会的弱者に対する保健サービスの提供や、検診受
診後

の観察にも重点を置き、関係医療機関や福祉サービスとの有機的な連
携を

図り、住民の健康増進に努めてまいりたいと存じます。

これら保健事業を推進するためには、あらゆる機会を通じ健康教育を
重

点的に実施するとともに、昭和61年度国の特別補助により実施いたしまし

た市民健康実態調査の調査結果を待って、来るべき高齢化社会に対応
がで

きる基本資料として今後有効活用を図ってまいりたいと考えておるわ
けで

ございます。

続きまして、墓地、火葬場の整備についてでございますが、富田、富
洲

原斎場火葬炉の改修と北大谷斎場の火葬炉を全面改修するための基本
設計

を行い、市営斎場の環境整備を実施してまいります。

さらに、環境監視についてでございますが、現在の環境は、法律、条例
、

協定等に基づく厳しい規制や指導とその効果を確認するための監視に
よっ

て実現をしているところでございます。

環境監視の充実のため、イオソクロマトグラフ等新鋭機器を導入し、
自

動車排ガス等の影響により態様に変化が見られた大気汚染、生活排水
によ

る水質汚濁など幅広い調査を実施してまいりたいと考えておるわけで
ござ

います。

続きまして、公害健康被害者対策についてでございますが、健康回復
事

業につきましては、患者の高齢化、 15歳未満の児童患者数の減少に対応し

た事業への転換を行い、内容の充実に努めたいと存じております。特に
、

成人患者におきましては、事業への参加ができにくい患者が増加して
おる
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ことでございますから、家庭療養指導を一層充実強化してまいりたいと考

えております。

さらに、経年的に実施をしております大気汚染と健康影響の関係につき

まして、三重県公害保健医療研究協議会を通じ調査研究を進めてまいりた

いと存じております。

続きまして、ごみの収集・処理についてでございますが、市内から排出

されるごみは、直営収集量といたしまして年間6万 1,700t、民間による

事業系ごみの搬入量5万 3,800t、計11万 5,500tを見込んでいるわけで

ございまして、その処埋は焼却処分で5万 6,100t、埋め立て処分で5万

9,400 tを計画しておるわけでございます。

その他に、再生可能物として資源ごみ 6,600t程度の収集と処分を行う

計画をいたしておるところでございます。

また、資源の有効利用とごみの減量化を目的に再資源化の促進と分別収

集の徹底を図り、同時に生ごみの再利用を図るため、試行的に生ごみ堆肥

化器を一部公共施設に設置し、その成果を見きわめつつ、住民啓発を積極

的に推進してまいりたいと考えておるわけでございます。

また、昭和60年度に着工いたしました北部清掃工場の焼却炉増設工事で

ございますけれども、本年度で完成させるべく取り進めてまいりたいと存

じております。

最後に、し尿収集処理についてでございますが、直営・委託を合わせた

くみ取り対象約 3万 2,000世帯の収集巌を年間7万 5,600k£と計画をいた

します。朝明衛生処理場への投入2万 4,700k£、日永浄化セソターヘの投

入 1万 4,500k£、残る 3万 6,400k£程度を海洋投棄によって処分いたした

いと存じておるわけでございます。

さらに、浄化槽清掃による抜き取り汚泥3万 _3,700k£につきましても、

海洋投棄処分を行うよう計画をいたしたわけでございます。大井の川海洋

投棄所の整備につきましては、本年度で完成させるべく取り進めてまいり
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ます。

なお、昭和61年度から検討を重ねてまいりました大井の）1|海洋投棄所、

日永下水投入槽の運営につきましては、 62年度から株式会社四日市市生活

環境公社に委託をすることといたしました。

また、個人浄化槽の実態調査を実施するとともに、適正な維持管理につ

いて届出、点検、清掃等の徹底を図るべく保健所等関係機関とも連携をし

ながら、設置者に対する啓発と清掃業者に対する指導を強化してまいりた

いと考えておるわけでございます。以上でございます。

〇副議長（山路 剛君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（東寛君）登壇〕

〇都市計画部長（東 寛君） 都市計画部の所管いたします62年度重点事

業につきまして補足説明させていただきます。

まず、工業高校跡地の活用についてでございますが、都市間競争の時代

に向かい、中心市街地における魅力をより高めていくことから、工業高校

跡地開発は大きな役割を担っておりまして、新年度は地場産業振興セソタ

ーがオープソし、また62年 1月から実施しております計画公券によりまし

て、商業施設等の開発事業者を決定してまいりたいと思います。

今回の計画公募は、最もすぐれた案の提供者に高次商業施設、シティホ

テル、駐車場の開発及ぴ管理運営をさせていこうという趣旨でありますの

で、所期の目的達成のため努力してまいりたいと思います。

次に、都市計画道路等の整備推進についてでございます。

国・県道の整備と整合をとりながら自動車交通の円滑化を図るため、昨

年に引き続きまして千歳町小生線、堀木日永線、阿倉川西富田線、環状 1

号線等の街路整備を行い、また緑を増やした景観にも配慮したモール化事

業として諏訪新道線の整備を行ってまいりたいと思います。

また、庁舎周辺整備の一環といたしまして、旧市民ホール跡地に62年度

から63年度に収容台数約 430台の駐車場の建設を行ってまいりたいと思い
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ます。

一方、近鉄四日市駅においては、市の玄関としてふさわしい駅前広場の

整備に向けて、それから近鉄塩浜駅におきましても、東西連絡線の完成に

伴い早期に駅西広場を整備するため、新年度に実施計画設計を行ってまい

りたいということでございます。

なお、北勢バイパスの計画にあわせまして、都市計画道路網の見直しを

同時に行ってまいりたいと思います。

次に、都市計画基礎調査並びに都市景観形成の問題でございます。

昭和65年度に市街化区域及ぴ用途地域等の見直しを行うため、その基礎

となる土地利用等の現状を62~63年度にかけて調査してまいります。

また、 61年度に発足いたしま した四日市市都市景観協議会におきまして

も、引き続き本市中心市街地の良好な景観のあり方、施策の基本的な方向

について調査、協議を行ってまいりたいと思います。

次に、公園緑地の整備並びに自然環境保全についてでございます。

潤いのあるまちづくりを進めるため、 61年度に継続いたしまして公園及

び緑地の整備を実施してまいります。このうち市民公園にあっては、イベ

ソトを中心としたよりグレードの高い公園づくりを目指していこうとする

ところでございますが、当面新年度といたしましては、用地購入に加えー

部の植栽を行いまして、土地の有効利用を図ってまいります。

また、既存施設の維持、修繕等については、新年度から直営部門におき

まして一部生活環境公社に外部委託いたしまして、より一層の充実を図っ

てまいりたいと思います。

そのほか、自然環境の保全に当たりましては、市民の快適な環境を保持

し、将来に継承していけるよう四日市市自然環境保全対策協議会の意見を

尊重しながらよりよい都市環境を目指してまいりたいと思います。

次に、土地区画整理事業についてでございます。

公共団体施行の浜田第二土地区画整理事業につきましては換地処分公告
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を行い、換地及び精算金を確定します6それから、徴収交付事務を進めて

まいります。現在啓発中の 6地区につきましては、地元の協議会を通じニ

ュース発行とか説明会、懇談会の開催などにより地域住民の意識高揚を図

りながら、早期事業化に向けてさらに努力してまいりたいと思います。

組合施行につきましては、采女、伊坂、白山及ぴ浮橋地区は早期に着工

できるように努力してまいります。新規地区といたしましては、桜、南小

牧、山城東山のほか推進地区24カ所等を中心に住民自身の手によるまちづ

くりに向け啓発指導してまりいたいと思います。

なお、再開発の関係でございますが、諏訪栄町、呉服町、本町地区は魅

力ある中心市街地の形成を進める上で改善していく必要性の高い地区でご

ざいます。地元や関係部課と連携をとりながら啓発を行ってまいりたいと

思います。

次に、復興土地区画整理事業についてでございます。

62年11月に精算事務の受任期間が完了いたします。県との協議の結果、

事務処理につきましてはすべて県が引き継ぎ、未償還部分についても県が

一括して負担することで合意を見ておりますが、残された期間なお一層徴

収事務に努力してまいりたいと思います。

次に、東橋北住環境整備事業でございますが、新年度は組合の設立認可、

換地設計、屋外工作物調査及ぴ一部移転補償に入ってまいりたいと思いま

す。

次に、公共施設の整備と保全についてでございますけれども、特に営繕

工事につきまして関係部課との連携をとりながら、営繕計画書の作成とい

うものを考えながら、公共施設の基本理念を持って計画的かつ統一的に整

備し、良好な都市環境の創造を図るとともに、既存建築物につきましても

関係部課との連携をとりながら良質な公共施設の有効活用とか、維持保全

計画の策定を図ってまいりたいと思います。

最後に、建築基準法に基づく道路等調査業務でございますが、提出され
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ます建築確認申請のうち約70％が幅員4m未満の道路に関係する申請でご

ざいます。市道認定路線以外の狭陰道路の現況図を継続して作成し、市民

サービスの充実に当たってまいりたいと思いますし、また道路の整備等に

対しまして、 61年度に庁内関係各課による調整委員会を設けましたけれど

も、新年度も作業を続けてまいりたいと思います。

なお、定期報告制度につきましては、 61年10月に建築基準法施行細則の

改正を行いまして、調査者には市開発公社に業務登録をしていただき、ま

た関係団体、関係機関に協力を求め、市民の方々に啓発を行い、建物の維

持保全の重要性の認識を深めて、防災意識の高揚を図ってまいりたいと思

います。

以上、簡単でございますけれども、説明いたしました。

〇副議長（山路剛君） 建設部長。

〔建設部長（島内清治君）登壇〕

〇建設部長（島内清治君） 建設部にかかわります重点事業につきまして

補足説明をさせていただきます。

まず、道路事業でございますが、新設改良事業につきましては、国補事

業として実施をいたしております松本貝家 1号線ほか 5路線、また新規事

業では西村山城線、北小松鹿間線に着手をいたします。また、単独事業と

いたしましては、市民の日常生活に密着をいたしております生活道路の局

部改良とネック箇所の解消に努め、さらに石油交付金事業と地方道路整備

臨時交付金事業によりまして、道路の整備を実施いたしてまいります。

また、舗装事業でございますが、舗装率78％を目標に未舗装道路の解消

に努めるとともに、再舗装につきましても計画的に進めてまいります。

橋梁整備につきましては、国補事業として四日市土山線パイパスに接続

をいたします（仮称）伊倉橋の新設工事に着手をいたします。また、単独

事業といたしましては、木造橋の架け換え、あるいは治水上ネックとなっ

ております橋梁の改良等も行ってまいります。
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道路の維持管理につきましては、利用者が安全に通行できるよう道路補

修等を効果的に実施するとともに、路上における看板を撤去するなど関係

諸団体の協力を得て道路の美化を図ってまいります。

なお、北勢バイパス並ぴに第二名四道路の計画決定と、四日市竜王線の

国道昇格は引き続き国、県に対しまして強く働きかけていく所存でござい

ます。

さらに、国道、県道の整備につきましても、関係機関に対し促進を要請

してまいります。

次に、河川事業でございますが、準用河川では国補事業として米洗JIIを

はじめ 7河川の改修事業を実施するとともに、采女土地区画整理事業に関

連をいたします都市小河川改修事業にも着手をいたします。

また、普通河川や建設部が所管いたしております排水路の整備につきま

しては、護岸の改良、ネック箇所の解消、維持しゅんせつ等を行います。

なお、国、県に対しまして、基幹となります河川改修を促進するよう要

請していきます。

次に、四日市港管理組合にかかる事業でございますが、第7次港湾整備

計画並びに第4次海岸事業計画に基づきまして、霞ケ浦南埠頭を中心に岸

壁の築造、埠頭用地の造成、第2航路のしゅんせつなど、機能の整備と排

水施設、護岸補強など高潮対策事業が計画されております。

また、港湾機能の整備に伴うしゅんせつ土砂の処分予定地である石原地

先を対象とした環境影響調査も予定されております。

なお、快適で地域住民に親しまれるための環境整備等につきましては、

県・市・管理組合が一体となって努力してまいる所存でございます。

次に、水防事業でございます。

水防体制の充実を図るとともに、水防意識の高揚に努め、水防倉庫の新

設並びに資材の補充を行ってまいりたい。

最後に、住宅事業でございます。
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住宅の建設につきましては、東橋北住環境整備事業の関連事業といたし

まして、東新町地内に62年度、 63年度の 2カ年で38戸、この中には老人向

け住宅8戸も含まれておりますが、それを新設、また寺方町地内では、 6

戸の新築に加えまして既設住宅 3戸の改良を実施いたします。

一方、新たな課題といたしまして、高齢化社会の進展に対応すべく既設

住宅の一部を老人向け住宅として施設、設備の改良を行ってまいりたいと

考えております。

また、市営住宅の管理運営については、居住水準の向上を図るため、建

物修繕工事などの諸事業を計画的かつ効率的に実施してまいりたいと考え

ております。

「勤労者持家促進資金融資貸付制度」につきましては、持家志向に積極

的に対応していくために貸付限度額の増額あるいは貸付条件の整備等を図

りまして、一層制度の充実を図ってまいりたいと考えております。

また、同和地区を対象といたしました住宅新築資金貸付制度につきまし

ては、地域改善対策協議会の意見具申を受け、制定が予定されている新法

に基づきまして、効率的な運用に努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。

〇副議長（山路剛君） 下水道部長。

〔下水道部長（前川鉦一君）登壇〕

〇下水道部長（前川鉦一君） 下水道部所管の事項につきましてご説明申

し上げます。

昭和62年度の重点事業といたしましては、浸水地域の早期解消と、水洗

化区域の拡大を図りますために、都市下水路事業並ぴに公共下水道事業の

推進に努めてまいりますとともに、下水道施設の適切な維持管理と下水道

財政の健全化に努めてまいる考えでございます。

まず、 1番目の都市下水路事業についてでございますが、市街地の浸水

解消を図るため基幹施設であります羽津、雨池、塩浜、羽津茂福の各都市
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下水路を前年度に引き続きまして整備いたしますとともに、各支派線水路

の新設改良工事を合わせ行ってまいりたいと存じます。

このうち羽津都市下水路につきましては、 1号、 2号、 3号の各幹線水

路を延長いたしますとともに、新たに4号、 7号幹線水路の整備を行って

まいりたいと存じます。

また、雨池都市下水路につきましては、 4号、 5号幹線水路の延長を図

ってまいりますとともに、大井の川改修事業との調整を図りながら、雨池

ポソプ場 2,800mmポ‘ノプ1台の製作と、ポ‘ノプ場放流渠の実施設計を進め

てまいります。

また、塩浜都市下水路につきましては、第 1排水路の整備を行うととも

に、塩浜第 1ポ‘ノプ場 1,500mmポ‘ノプ1台の据え付けと除襄機の設置を行

ってまいります。

また、羽津茂福都市下水路につきましては、 1号幹線水路の延長を図る

ほか、白須賀ポソプ場に 1,000mmポ‘ノプ1台を設置するとともに、集中管

理システムの導入を図るため遠方監視制御設備工事に着手してまいりたい

と存じます。

次に、 2番目の公共下水道事業につきましては、市街地の浸水対策を進

めるとともに、生活環境の向上を図るため、水洗化区域の拡大を進めてま

いりますが、昭和62年度末にはおおむね雨水整備率は44%、下水道普及率

は30％となる見込みでございます。

管渠工事につきましては、橋北、常磐、南部排水区の幹線、支線の整備

を進めてまいりますとともに、富田、富洲原排水区につきましては、運河

内の雨水 1号幹線と八風街道沿いの雨水4号・汚水4号幹線を前年度に引

き続き実施し、年度末には事業効果が発揮できるよう計画をいたしており

ます。 ・

また、来年 1月には北努沿岸流域下水道（北部処理区）の一部が供用開

始となる予定でございますので、それに合わせまして汚水の面整備を推進
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いたしてまいります。

また、ポ‘ノプ場工事につきましては、新富洲原ポ‘ノプ場に沈砂かき揚げ

機を設置いたしますとともに、大井の川ポ‘ノプ場の上屋新築工事と雨水ポ

ソプ3台の製作を行ってまし一ヽりますほか、落合ポ‘ノプ場と南部第2中継ポ

ソプ場の工事にも着手してまいりたいと存じます。

次に、 3番目の県関係事業についてでございますが、北勢沿岸流域下水

道（北部処理区）にっぎましては、前年度に引き続きまして浄化セ‘ノター

と幹線管渠の整備を進めてまいりますが、南部処理区につきましては、早

期に事業着手できるよう事業認可に向け準備作業を進めてまいりたいと存

じます。

また、大井の川改修事業につきましては、前年度に引き続きまして建物

等の補償業務と県道大井の川橋の架け換え工事の促進を図ってまいります

とともに、改修に伴う周辺環境の整備を進めてまいりたいと存じます。

次に、 4番目の下水道施設の維持管理についてでありますが、浄化セ‘ノ

ター、ポ‘ノプ場等各施設のより効率的な運営を図るために、常に適正な管

理に努めまして、経費の節減と業務の見直し、改善を行ってまいりますと

ともに、前年度から検討を進めております新富洲原ポ‘ノプ場の集中管理シ

ステム導入について具体的な検討を加え、工事に着手してまいりたいと考

えております。

なお、雨水 1号幹線の一部完成によりまして、新富洲原ポ‘ノプ場の運転

を行う必要が生じてまいりましたため、 62年度は暫定的に直営方式で、ま

た63年度からは第三セクターに委託して運営管理を行ってまいりたいと考

えております。

最後に、 5番目の下水道財政についてでございますが、下水道事業はご

存じのように地方財政法上地方公営企業として位置づけがなされておるわ

けでございます。下水道財政の健全化と負担の公平化を図るため、下水道

使用料の適正化を図ってまいりたいと考えておるわけでございます。
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したがいまして、下水道使用料の算定に当たりましては、国の下水道経

営問題研究委員会、さらには第 5次下水道財政研究委員会の提言及び自治

省、建設省の指導基準に基づきましておおむね維持管理費相当額充当を目

途に、今回やむなく料金の改定をお願いするものでございます。

また、既に整備が完了いたしました水洗化可能区域における水洗化普及

率の向上を図ってまいりますため、水洗便所の改造資金貸付枠の拡大など

助成制度の一部見直しを行ってまいりたいと存じます。以上でございます。

〇副議長（山路剛君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登壇〕

〇教育長（岡田久江君） 教育委員会の補足説明を 5項目に分けて説明さ

せていたfぷきます。
臨時教育審議会での教育改革案の全貌が判明するまでにはまだしばらく

ございまして、近く出されます第三次答申を待たなければならないのでご

ざいますが、これらの動向に注目しながら、新年度においては次の重点施

策を積極的に推進してまいります。

1番目に、より充実した学校教育活動を推進するための施策でございま

す。

次代を担う子供たちが充実感の持てる学習活動ができるように、 61年度

に引き続き特色ある学校づくりを推進いたします。また、国際化社会への

対応として、英語指導員をロソグビーチ市から 2名採用、県から 1名派遣

とし、計3名を予定するとともに、国際理解教育推進校を設置いたします。

情報化社会への対応として、 61年度までのパソコソ全校 1台配置に加え、

新年度は拠点校への重点配備を実施いたします。

子供たちに、自然に触れ親しみ、仲間との共同作業を通じて、 「やさしさ」

「おもいやり」 「社会のルール」等を身につけさせるために、 61年度に引

き続き全小中学校を対象に野外特別活動を実施いたします。

教職員の安全教育に関する知識と実践力を養うため、学校安全教育指導
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者の研修に力を入れますとともに、多様な問題を持つ児童生徒に対する教

育相談等の機能を充実するため、特に中学校において教育相談室の設置に

努めます。

また、義務教育における父母負担の軽減に努める一方、就学援助、就園

奨励事業の充実を図るとともに、奨学制度についてはその対象を専修学校

まで拡大いたします。

なお、懸案となっております就学前教育の諸問題については、 61年度に

引き続き幼児教育問題研究会を設置し、その中で研究・検討をすることに

しており、新年度中にその方策をまとめてまいります。

学校施設については、それぞれの学校の状況に応じて必要な増改築ある

いはまた余剰教室の改修による特別教室等の整備促進をするほか、昭和30

年代初期に建築されました三浜小学校、富洲原中学校の校舎について、老

朽度調査を実施するとともに、緊急度の高い同様の校舎についても損傷箇

所の補修を含め、抜本的な対応策を検討いたします。

2番目に、文化を育て、地域に根差した社会教育を推進するための施策

についてでございます。

地域社会づくりの拠点としての地区市民セソター施設の整備、学習活動

の充実を図るとともに、関係職員の研修の機会を拡大し、地域社会教育活

ー動を積極的に進めてまいります。また、婦人、青年の社会参加を目指して、

さらに自主性のある組織活動となるよう育成に努めてまいります。

文化財については、新たに「文化財学習講座」を開催するほか、民俗文、

化財の保護・保存と愛護思想の一層の普及に努めてまいります。また、文

化財パトロール員の増員を図ってまいります。

次に、市民大学の運営については、従来の熟年大学との統合を図り、カ

リキュラムの編成などを考慮いたしまして、市民の多様な学習ニーズに対

応するなど、さらに充実させてまいりたいと考えております。

文化振興につきましては、四日市市文化振興財団との提携を密にしなが
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ら、市民の芸術文化の発表の場、あるいは鑑賞の機会を充実するとともに、

文化団体の育成に努めるほか、文化振興基金の趣旨のPRにも努め、全市

的な盛り上がりを図ってまいります。

また、将来の博物館建設のための準備調査を開始するほか、郷土作家記

念館の調査も実施いたします。

3番目に、学校、地域、家庭が一体となった青少年健全育成を推進する

ための施策についてでございます。

青少年が自然に接し、野外活動、集団宿泊訓練を通じて豊かな精神を養

うことを目的として、 「少年自然の家」の整備を完了するほか、隣接する

青少年野外活動セソターの改修を行い、小学校野外特別活動を中心とした

受け入れ事業、青少年の健全育成、それから家庭教育の振興などを目的と

して、周辺の自然等を生かした事業を企画実施いたします。

また、地域の青少年健全育成機能の強化をするため、青少年団体等の指

導者の育成、資質の向上に努めるほか、非行防止の早期発見、早期補禅を

強化するため、補導員活動の充実にも努めてまいります。

学校教育においては、前述の諸団体等との連携を密にしながら、学校長

みずからの指導性を発揮し、各学校の実態と地域の特性に即した広範な生

活指導あるいは問題行動の未然防止、解決が可能となるよう、従前の施策

の効果的な統合、改廃を図り、新たに「生徒指導対策事業」としてスター

トさせてまいります。

このほか、健全育成の意識高揚を図るため、市民が気軽に参加できるイ

ベソトとして、新年度は特に市制90周年事業として「市内横断ウォークラ

リー」を開催いたします。

4番目にスポーツ・レクリェーショソ活動の振興を図るための施策でご

ざいます。

市民の健康と体力の向上のため、地域を基盤としたスポーツ・レクリェ

ーショソ活動の日常化を図ることはとりわけ大切でございます。そこで、
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普及活動として各種大会、行事等を開催するほか、地域スボーツ組織、ス

ポーツクラプの育成、指導者の要請等にも努めてまいります。そのほか、

スポーツ振興のため中央から著名人を招き、 「スポーツ教室」を開催する

ほか、市制90周年事業としてロソグビーチ市、天津市から少年スポーツ団

を招き、 「国際親善3カ国少年スポーツ交流大会」を開催いたします。

体育施設については、整備及ぴ補修に努めるとともに効率的な運営を図

ってまいります。なお、施設整備面では、霞ケ浦サッカー場の改修と同ク

ラプハウスの建設を行い、本市のサッカー振興に一層の寄与をいたしたい

と存じます。

5番目に、人権意識を高め、差別のない社会を実現するための施策でご

ざいます。

国民的課題である「同和問題」、また今や大きな社会問題となっており

ます「いじめ」等の解消、解決には、何をおいても人権擁護思想の徹底、

普及が重要であると考えます。

そこで、同和問題に関する市民啓発を強化し、同和教育推進協議会、社

会教育団体の育成並びに同和教育推進員の資質向上に努めたい。また、同

和地区の児童生徒の学力向上を図り、生活指導及び進路保障の取り組みを

強化するとともに、あわせて父母等への教育啓発にも取り組み、また教職

員及ぴ社会教育指導者の同和問題に対する認識を深め、実践力を培うため

研修を強化する一方、企業における同和問題研修の推進のためにも指導、

助言体制の充実を図ってまいりたい。

以上、これら広範な教育行政を積極的に推進するため、管理・社会教育

部門担当次長、学校教育部門担当次長の二人次長制を導入するほか、一部

機構改革を行い、教育委員会事務局の機能の充実に努めてまいりますので、

よろしくお願いいたします。以上でございます。

〇副議長（山路剛君） 消防長。

〔消防長（山口 博君）登壇〕
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〇消防長（山口 博君） 消防本部関係の補足説明を申し上げます。

まず、消防分署の新設についてであります。

本市内陸部における消防行政需要の増加に伴いまして、桜地区に消防分

署を建設いたしまして、昭和63年4月に開所を予定いたしておるところで

ございます。

また、分署用車両として、水槽付消防ポ‘ノプ自動車、救急自動車及び広

報車をそれぞれ 1台配備いたしまして、配置職員は分署長以下22名を予定

いたしております。

この分署の設置によりまして、火災をはじめとする警防活動及び救急活

動の新しい拠点として各種災害に迅速に対処することができ、消防力の増

強が図れるものと考えております。

2番目は、消防装備の充実強化についてでございます。

消防装備の充実強化を図りますために、まず消防艇を更新する予定でご

ざいます。現在の消防艇「あさかぜ」は昭和45年に配備されたものでござ

いますが、近年老朽化が著しく、その維持管理に要する経費は逐年多くな

っておるのが現状でございます。

一方、港湾防災に関しましては、現在の消防艇を配備した当時に比較い

たしますと、非常に充実をいたしておりますことから、この更新に際しま

して、消防艇を小型化し、機動力の向上と初期消防体制の強化を図ってま

いりたいと考えておるものでございます。

次に、はしご付消防ポ‘ノプ自動車 3台のうち、昭和34年に配備された最

も老朽化している 1台を更新いたしたいのでございます。このはしご車の

はしごの高さは18mで、最近の建築物の高層化に対応できない状況にあり

ますことから、 30m級の近代装備を備えたはしご付消防ポ‘ノプ自動車を購

入いたそうとするものでございます。

これらの更新によりまして、申すまでもなく消防防災の実状に適応する

と考えられるものでございまして、警防活動上多大の効果が得られると考
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えております。

3番目は、予防行政の推進についてでございます。

火災予防の目的につきましては、火災の発生及び人命の損傷危険を事前

に排除することにあることは当然のことでございますが、そのために査察

体制の強化、違反対象物の改善指導などを積極的に行いますとともに、自

主防火管理体制の強化を図．ってまいりたいのでございます。

また、幼年期からの防火意識の高揚を図りますために、少年消防教室の

開設、消防ひろば等の開催を予定いたしております。

4番目は＼地震対策の推進及び消防団の充実についてでございます。

大規模地震対策につきましては、年次計画事業といたしまして耐震性貯

水槽等の整備、自主防災組織の育成指導を進めてまいっておるところでご

ざいまして、現在30基の貯水槽を市内の主要な地域に設置するとともに、

237隊の自主防災組織を育成いたしております。

昭和62年度におきましても、引き続き貯水槽の増設、自主防災組織の結

成を促進いたしまして、本市の地露防災対策に万全を期したいと考えてお

るところでございます。

また、消防団につきましては、消防団組織の活性化を重点課題といたし

まして、装備類等の充実を図り、総合的な消防体制の確立に努めてまいり

たいのでございます。

最後に、その他の事業といたしまして、消防業務にバソコソ、ファクシ

ミリ等のOA機器を導入いたしまして、事務を一層きめ細かく、かつ迅速

に処理をいたして、事務の効率化を図ってまいるとともに、各種防災機関

と消防本部との災害情報の伝達収受を確実、迅速にしてまいりたいと考え

ております。

また、教育訓練等の戦員の研修についてでございますが、さらにこれを

充実いたしまして、消防職員の資質の向上に努めてまいり、消防の効率的

な運用を図ってまいりたいと考えております。
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簡単でございますが、以上で終わります。

〇副議長（山路 剛君） 水道事業管理者。

（水道事業管理者（奥村仁人君）登壇〕

〇水道事業管理者（奥村仁人君） 水道局の新年度重点事業について申し

上げさせていただきます。

まず第1に、 62年度水道事業の業務量といたしましては、給水戸数を 9

万 2,700戸、年間配水量を 4,303万 1,000tと予定をいたしました。

次に、第3期拡張事業につきましては、本年4月より全市を上水道区域

に編入をいたしますとともに、安定給水の確保、赤水対策の充実を図りま

すため、各種配水管布設事業、老朽管の布設替事業、北部水源管理セソタ

ー設備工事のほか、新しく第4期拡張事業計画の策定に着手いたします。

次に、防災対策の充実についてでありますが、災害時の飲料水確保のた

め、耐裳型貯水槽を 2カ所に埋設いたしますほか、配水幹線の損壊による

災害の発生を防止するため、配水池構内に緊急遮断弁を、配水本管に主管

遮断弁を各々 1基ずつ設置いたしますとともに、運搬給水用資材の充実に

努めるほか、停電時の予備動力確保のため、水源地にディーゼル『エソジ‘ノ

設備を設置いたします。

次に、隔月検針・集金制についてでありますが、昭和63年度から隔月検

針・集金制を実施いたしますための啓発経費を計上いたしました。

最後に、財政状況について申し上げます。

新年度の財政状況は、収益的収支で 1億 8,799万円の純利益に対しまし

て、資本的収支で15億 4,050万 7,000円の不足額を生じますが、これは建

設改良積立金、過年度・当年度の留保資金及び繰越利益剰余金処分額で補

てんいたしたいと存じます。

水道事業を取り巻く環境につきましては、水源開発をはじめといたしま

して、既存水源の保持、水質の保全など厳しい状況にありますが、今後と

も管理運営の適正化、経我の節減、体制の見直しなどを図りながら、より
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一層の企業努力をいたしてまいりたいと存じます。以上でございます。

〇副議長（山路剛君） 病院事務長。

〔病院事務長（石田 進君）登壇〕

〇病院事務長（石田 進君） 病院の事業について補足説明申し上げます。

まず、初めに病院事業の業務量についてでございますけれども、新年度

病院事業の業務量といたしましては、年間、患者数、入院18万 3,000人、 1

日平均 500人、外来43万 3,620人、 1日平均 1,460人の予定といたしまし

たものでございます。

次に、医療機器の整備についてでありますが、医学の進歩と医療需要の

増加、多様化に、また医療技術の進歩高度化に対応するため、 62年度にエ

ックス線診断システム、コソピューテッドラジオグラフィーを新規に購入

するほか、脳外科手術用の顕微鏡、生化学自動分析機、生化学データ処理

システム等をより高度なものに更新いたしまして、より診療内容の充実に

努めるとともに、地域住民の期待と信頼にこたえてまいりたいと存じてい

るところであります。

次に、医療技術員の充実でございますけれども、放射線技術員を 2名増

員いたしまして、新規導入の医療機器をはじめといたしまして、諸機器の

運用を円滑にし、息者サービスの向上を図ってまいりたいと思っていると

ころでございます。

さらに、 4点目のリハビリテーショ‘ノの充実でございますが、作業療法

士 1名を増員いたしまして、重篤息者に対する機能回復の需要の増加に対

応するとともに、その質的向上を図ってまいる所存でございます。

次に、 5点目でございますが、救急医療の整備についてでございますが、

第2次救急医療施設の告示を受けて、病院群輪番制病院による救急医療体

制の充実を図り、医療サービスの提供に努力しているところでありまして、

さらに市民サービス、医療水準の向上に努め、体制の強化を図ってまいり

たいと存じているところであります。
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最後になりましたけれども、財政状況についてでございますが、新年度

の財政状況につきましては、収益的収入で対前年度比 4.7％の増額計上、

支出にあっては対前年度比 4.9％の増額計上をいたしておりまして、収益

的収支で 5,991万 3,000円の純損失であります。

また、資本的収支では、 2偲 8,192万 3,000円の不足額を生じてまいり

ますが、これは過年度分損益勘定留保資金をもって補てんいたしたいと考

えております。

何分にも病院事業経営は厳しい環境下にあることは事実でございますの

で、引き続きまして経営基盤の確立に努め、医療サービスの向上に努力し

てまいりたいと思っておるところでございます。よろしくお願いいたしま

す。以上です。

〇副議長（山路 剛君） 提案理由の説明はお聞き及びのとおりでありま

す。

議事日程に従い、本件に関する審議は留保いたします。

〇副議長（山路 剛君） この際、報告いたします。

専決処分の報告及び監査結果の報告がまいっております。既にお手元に

送付いたしておりますので、ご了承願います。

〇副議長（山路 剛君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は3月9日午前10時より会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後2時5分散会
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,. i -I i •:'—, .• ,'I  

川 村幸善

喜多野 等

久保博正

訓覇也男

粉川 茂

小林清隆

小林博次

後藤寛次

後藤長六
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坂口正次 〇出席議事説明者

佐野光信 市 長 加藤寛嗣

高木 照 助 役 坂倉哲男

田中基介 助 役 片岡

谷口廣睦 収入役膜務代理者 相原宏治

豊田忠正 調 整 監 伊藤長爾

中村信夫 市長公室長 毛利道男

永田正巳 総務部長 栗本春樹

野崎 洋 財政部長 鈴木 美

野呂平和 市民部長 宮田 勉

橋本増蔵 福祉部長 岩山義弘

古市元 商工部長 川村得二

堀内弘士 農林水産部長 竹村二郎

前川辰男 環境部長 鵜飼 滋

益田 力 都市計画部長 束 寛

水野和子 建設部長 島内清治

水野幹郎 下水道部長 前川鉦

毛利道哉 消 防・長 山口 博

森 真寿朗 消防次長 田中昌治

森 安吉 病院事務長 石田 進

山口 孝 水道事業管理者 奥村仁人

山路 剛 水道局次長 尾中忠邦

山本 勝

渡辺 彦 教育委員長 三輪喜代司

〇欠席議員 (1名） 教 育 長 岡田久江

堀 新兵衛 教育次長 西村正雄
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代表監査委員 吉田耕吉

0出席事務局職員

事務局長 樋口照ー

議事課長 板崎大之丞

議事課長補佐 石原 隆

議事係長 岡崎雄治

主 幹 金森伸夫

主 事 井上紀久夫

午前10時2分開議

〇議長（訓覇也男君） これより本日の会識を開きます。

ただいまの出席議員数は、 35名であります。

本日の議事は一般質問であります。

日程第 1 一般質問

〇議長（訓覇也男君） これよ り一般質問を行います。

順次発言を許します。

久保博正君。

（久保博正君登壇〕

〇久保博正君 おはようございます。今期最後の一般質問のトップバッタ

ーとして質問させていただくわけでありますけれども、 4年目の今、皆様

には何かとご迷惑やらご心配をおかけしましたが、大目に見ていただき、

その上に温かい激励をちょうだいいたしましたことに対しまして、厚く御

礼申し上げる次第でございます。

それでは、通告の順に従いまして、質問いたします。

まず、売上税についてお尋ねいたします。
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円高による影響はさまざまな形で出てまいりまして、輸出関連企業は軒

並みに大打撃を受けております。日本の基幹産業であった鉄鋼、石炭が次

々に姿を消して、小は数百人から、大は4万人とも 5万人ともいわれる人

々が職を失い、家庭を抱えてこの寒空になすすべもないことを思いますと

きに、哀れでなりません。本市の萬古業もその例外ではなく、鉄壁を誇っ

ていると思われていた宮尾陶器が昨年末に人員整理をし、その深刻さを改

めて思い知らされました。

米国、 EC諸国から、貿易不均衡を盾に、保護貿易の色彩を強く打ち出

してまいりました。そして、我が国に市場開放と内需拡大を要求してきて

おります。世界の中で数少ない経済大国になった我が国の義務であり、当

面、内霊拡大の方向へ向かわねばならないことはご承知のとおりでござい

ます。

ところが、中曽根総理はとんでもない法案を提案してまいりました。内

需拡大どころではない事態に立ち至っているのでございます。ご存じのよ

うに、国会は売上税で空転しております。予算委員会での法案説明を自民

単独で行い、社・公・民の強い反発に逍って、一応収拾の方向に向かいつ

つあったのもつかの間で、今度は国会での論議に国民が注目しておりまし

たところ、社会党の山口因記長の質疑が中断され、理事会で数を頼んで公

聴会の日程を決めてしまったのであります。相次ぐ自民党の暴挙にあきれ

るばかりであります。国会での論議が国民に知られるならば、この売上税

がどれほど国民にとって不利益になるかはかり知れないものがあり、焦点

をすりかえる以外に勝ち目がないと踏んでのことと考えずにはいられませ

ん。さらに、新年度予算が成立しない場合の不利益を国民に知らしめ、大

義名分を取り紐おうとしている苦悩する中曽根自民党が見えつ隠れつする

わけでございます。しかし、たとえ暫定予算になろうとも、一時のために

悔いを後世に残すべきではないと思うのでございます。

さて、我々公明党は、さきに市長に対しまして、 62年度予算に売上譲与
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税を計上しないように申し込んでいましたが、我々の申し出に沿った形で

予算編成に当たられ、自治省からの指導をはねのけ、決断されたことに市

長の強い意思を感じまして、心から敬意を表しますとともに、高く評価す

るものでございます。

ところが、三重県におきましては、田川知事は、残念なことに売上譲与

税を計上して予算編成してしま ったのでございます。三重県史に重大なる

汚点を残したと言うべきでし ょう。そして去る 4日には、農林水産、厚生、

商工労働企業の各常任委員会で、売上譲与税とマル優廃止に伴う県民税利

子割を含んだ予算を自民党の多数で認めてしまいました。翌5日には、総務

振興、教育警察、土木の常任委員会が開かれ、特に総務振興では、民主ク

ラプ、県民クラプからの強い反対があり、 35議席の自民党県議の強いバッ

クアップに支えられていた田川知事も、ついに国会の議決まで予算の執行

は行わないことになったようでございます。この法案の持つ意味を考える

ならば当然のことであり、何を今さらというのが実感であります。

売上税が導入されるならば、物価高を招くことはもちろんでありますが、

5％が5％に終わらない危険性をその奥に秘めていることを思うとき、断

じてこれを認めるわけにはまいりません。たとえ 3%、1％に修正されよ

うとも、売上税とか付加価値税と名のつ くものを認めることは、悪魔に魂

を売るようなものであります。売上税は、 ーたん導入されたならば、防衛

費拡大、財政再建を口実に、打ち出の小づちになることは間違いありませ

ん。レーガ‘ノ大統領ですら、余りひどい内容のため、導入を断念したとい

う経緯があるようでございます。

さらに、減税のためとは名ばかりの、実に産業界までも合理化してしま

う性格を持っていることを見落としてはならないと思うのでございます。

いわゆる中小企業、零細企業にとって、まさしく死活問題になるという,..
‘一

とであります。年間売り上げ1億円を基準にして、以上は課税業者、以下

は非課税業者に分けられるようで>•'--ざいますが、 「1億円以下の業者は全
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体の86％であるがゆえに大型ではない」という中曽根総理の言業は、余り

にそらぞらしく聞こえてなりません。なぜかならば、その86％の 1偲円以

下の企業の総売り上げは、全体のわずか10％以下にすぎないのであります。

中曽根総理は、選挙公約として、多段階的、網羅的に投網をかけるよう

な税改正はやらないと言明して 304議席を獲得したわけであります。まさ

に公約違反であり、国民をだまそうとしていることは明らかな事実でござ

います。中小・零細の下請の人々は、大企業または商社の傘下に入って 5

％の売上税を払わないで済む自衛策をとらざるを得なくなります。さもな

ければ、従来のような商取引はできなくなり、系列から外される業者が多

数出てくることになり、さらには納税事務の繁雑さに押しつぶされる業者

が出るのも明らかであります。日本人の英知が築き上げた日本独特の産業

構造が今まさに破壊されようとしているのを座視する者は、だれもおりま

せん。中小・零細企業の人々の悲痛な声を、大地に耳をつけて聞くべきで

あります。

本市にあっては、市長の重大決意のもとに、売上譲与税は計上されなか

ったわけでありますが、一般市民のため、中小・零細企業の人々のために、

市長のご所見を承りたいと存じます。また、我々市議会としては、開会冒

頭に異例の売上税反対の意見書を採択したところでございますが、今後、

市長としては政府に慟きかけていかれるご意思があるのかどうか、あわせ

て承りたいと存じます。

次に、公害指定地域の全面解除についてでございますが、環境庁から公

害指定地域の全面解除について51自治体に意見を求められていた結果がま

とまったわけでありますが、 「同意できない」 「適切でない」 「納得しが

たい」といった強い姿勢の反対意見を出した自治体は21、 「慎重な対処が

望まれる」という慎重論が24、 「やむを得ない」という贅成が 6という結

果でございました。大半が否定的な見解を示した中で、 6自治体だけが費

意を示したのでございます。そのうち 3つが、三重県と楠町、そして条件

-71-



つきとはいえ、本市が名を連ねたことに強い不満を抱かざるを得ません。

我々公明党は、さきに本市の公害指定地域解除は時期尚早であり、公害

の原点ともいうべき本市としては、最後まで反対すべきである旨の申し入

れを市長に対して行っており、今回の措置には同意しかねているところで

ございます。本市は、確かに行政と企業の努ヵによりまして、昔の空気と

空を取り戻したことはだれしも認めるところであり、高く評価するところ

でございます。そのため、私は、 59年3月の一般質問におきまして、公害

撲滅宜言をしてはどうかと提案したのでございますが、市長は「基準内に

あるとはいえ、全くなくなったわけではないので、情緒的にやるべきでは

ない」との答弁でございました。

今になって思いますのに、あのとき環境はクリアされ、息者の方々もそ

の努力は認めていただいたはずであります。そうであれば、状況が随分変

わっていたのではないかと思うのでございます。私の意図したところは、

本市から公害のイメージを払拭して、公害を撲滅した四日市と企業の努力

を日本中に知らしめることがねらいでございまして、決して公害認定患者

を見捨ててよいという内容ではなかったことは、ご承知のとおりでありま

す。

3年後の今日、状況が大きく変わったとすれば、経済状態だけではない

かと思うのでございます。市長としては、大気汚染の面から、確かに基準

内にある上、非汚染地域と比較して遜色がない点で同意せざるを得ない心

中も察せられるわけでございますが、世界中に知られた公害の町四日市の

市長として、他の全部が賛成しても最後まで反対すべきではなかったのか

と思わずにはいられません。それが公害認定息者の皆さんに対する義務で

はなかったのかと考えます。本市には今なお 800名余の人々が認定を受け

ておられ、病と闘いながらもたった一つ、公害健康被害補償法をよりどこ

ろとして頑張っておられるわけであります。その法律が、今まさに大幅に

縮小、改悪され、今国会に提出されようとしているのであります。
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先日、公害認定患者の会の皆様が同意撤回を申し入れておられましたが、

むべなるかなの思いでいっぱいでございます。病を患って初めて健康のあ

りがたみがわかると言われますが、市長も入院の経験者として、その点は

深くご理解いただけると思いますが、ご所見と、そして今後の取り組みが

あればお伺いいたしたいと思います。

続いて、エイズ対策についてお尋ねいたします。

人類の歴史は病との闘いの歴史であるとも言われておりますが、今世紀

最大の病はがんであり、世界中がその撲滅に取り組んできたところであり

ます。ところが、今世紀も余すところわずかになって、降ってわいたよう

に、エイズという未知の病と遭遇することになりました。 21世紀を目前に

した人類への一大警鐘と言わねばなりません。

7年前アメリカで発見されたエイズは、学者の推計によりますと、今世

紀末には 100万人の人が死ぬであろうと言われております。ロックハドソ

ソという有名な俳優が亡くなって驚いたものでございますが、なお対岸の

火という惑じがございました。ところが、松本、神戸、高知、そして東京

でも 1人のキャリアが次々に発見されるに及んで、足元に火がついたよう

な事態に立ち至っているところでございます。既に我が国では29人の患者

が確認され、 21人は既に死亡しているとのことでございます。政府も、今

国会にエイズ対策の法案を提出するようであります。

アメリカのある都市では 1カ月に 100人ほどがエイズで死亡し、．検体の

50％がエイズであると言われております。非常に残念なことに、輸血を必

要とする病人が、アメリカから輸入した血液製剤によって感染しているこ

とであり、慰めの言葉もありません。しかも、その患者が感染源であった

という事実もございました。日本中どこで発生してもおかしくない状況で

ございます。

四日市におきましても、あちらこちらで耳にするわけでありますが、エ

イズ患者が出て病院に隔離されているといううわさが飛び交っております
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が、事実でありましょうか。

また、近く献血セ‘ノターがオープソする見通しでございますが、聞くと

ころによりますと、エイズの検査は簡単にできるそうでございますので、

これを加える方向で検討してはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。

潜伏期間が、長いのは10年というのもあるようですので、少なくとも10年

は検査を兼ねた対策を実施すべきであると思います。注射針からの感染も

あるようですので、十分な注意が必要であろうと思います。

さらにもう一つ困ったことは、家庭におきまして、今までのニュースの

時間にはほとんどなかったセックス、同性愛、麻薬といった言葉が、エイ

ズ関連のニュースでは必ず出てまいりまして、子供を持つ親にとって、ま

ことに迷惑なことでございます。小学校の高学年、中学生にしてみれば、

興味を持つなと言う方が無理でございますが、考えようによっては、教育

上またとないチャ‘ノスではないかと思いますが、いかがでしょうか。

次に、本市は東京、大阪の中間部に位置するところから、物流拠点とし

て熱いまなざしが送られていると聞きます。大阪新国際空港が完成の暁に

は、何倍もの内陸輸送が増大し、中継基地として重要性が増すのは間違い

なさそうでございます。また、中部新国際空港の計画も浮上しているわけ

で、ますます脚光を浴びてくるわけであります。道路網としては、新たに

第 2名四、北勢バイパス、湾岸道路等がいろいろな形で登場してまいりま

した。それらが完成いたしますと、相当の交通量を吸収することができる

ことになります。大阪新国際空港に合わせて、こちらも一日も早く計画の

段階から実施の段階へ入らなければ間に合わなくなるのではないかと危惧

するところでございます。

コソビナートから出る製品を貯蔵するのに住宅密集地の倉庫が利用され

て、大きな問題になったわけでありますが、こうしたことを防ぐ意味にお

きましても、住宅地から離れたところに配置すべきであると思うのでござ

います。
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一方、交通面から見た場合、市内に点在するトラック基地は、狭い道路

を利用しているところもありまして、大型のトラックが進入してくるため、

歩行者や自転車の人は大変危険な状態に置かれているわけでございます。

このため、トラック基地を早急に市街地の外の一画に集めることができれ

ば、相当危険も緩和されることになると思います。黄金町の工業団地や西

南部工業団地のように、行政主導の開発が望まれるところでございます。

ご所見を承りたいと思います。

最後に、団地造成についてお尋ねいたします。

市内に幾つもの団地がございますが、湯の山街道沿いほど集中している

ところはほかにありません。さらに、桜地区に労住が完成に近づいていま

すので、ますます湯の山街道のパイパスの早期完成が望まれるところでご

ざいます。

ところで、三滝台のすぐ西にかわしま園がございますが、急ピッチで住

宅が建てられつつあります。東側の 1期分は既に相当の戸数がありまして、

現在次々に建築中の住宅は、西半分の 2期分に当たるのではないかと思い

ますが、この川島地区は小高いところにございまして、すぐ下、といいま

しても五、六百メートル離れたところに、近鉄湯の山線の高角駅がござい

ます。現在入居が進んでいる 2期分の住居の人は、この駅がほとんど利用

できない状況でございます。それは、 1期分の住宅の東端に道路が取りつ

けてあるのでございますが、ここまで来ると高角駅は相当遠くなり、 1駅

四日市に近い川島駅へ行くのも、高角駅へ戻るのも同じぐらいになってし

まいます。

そこで、高角駅に最も近い道路を取りつけ、住民の不便を解消する必要

があろうかと思うのでございます。もちろん通学路にもなるわけでありま

す。民問による団地造成の際、通勤・通学の道路の確保については、十分

過ぎる注意を払う必要があろうかと思います。

次の点は、学校区についてでございます。
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常磐地区青葉町の南部に、陽光台という団地が造成されました。相当大

きな団地でございますが、入居戸数はまだ微々たるものでございます。こ

の陽光台を東西に分ける道路が走っているのでございますが、青薬町から

笹川団地へ抜ける予定の、いわゆる環状 1号線でありまして、これによっ

て分けられた東側は、全体の 2割程度でございますが、常磐地区に入って

おります。そして西側は川島地区に入るわけでございます。

ここで、学校区の点で問題があります。自治会や地区市民セソターでは、

相当話し合った上での結論とは思いますが、東側は、目の前の常磐西小学

校と常磐中学校へ通学できるのでございますが、川島地区に入る浮橋地区

は、それらの学校を目と鼻の先にしながら、随分離れた川島小学校と、さ

らに遠い三滝中学校へ通学しなければなりません。当然、入居する場合、子

供の通学を真っ先に考えない親はいませんので、必ず管理会社に常磐地区

をと申し出るのですが、会社としては、まず浮揺地区から発売する方針を・

立てていますので、希望通りにはいかないようでございます。今は入居戸

数も少ないのですが、既にそうした声も出ておりまして、今のうちに変更

できないものかと思う次第でございます。

行政面の問題もあるわけでございますが、できる限り子供を中心にした

物の考え方に立って、今後のまちづくりを進めていただきたいと思うので

すが、いかがでしょうか。

最後になりましたが、団地造成に関連した一つに、住居表示の問題がご

ざいます。市街地は別にして、今なお地番をそのまま使っているところが

多く、団地だけは大変便利な住居表示になっているのでございます。何千

番という番地があちらこちらに点在しておりまして、全くわかりにくくな

っております。少なくとも団地ができたならば、それと同時にその地域の

住居表示もあわせて実施してはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。

以上で第 1回目の質問を終わります。

〇議長（訓覇也男君） 市長。
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〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ご質問にお答えをいたしますが、私からお答えを

申し上げなかったことにつきましては、それぞれ担当の方からお答えをさ

せていただきます。

まず、売上税でございますけれども、大体、売上税といいますか、今度

の税制改正についての私の感想的なものをまず申し上げてみたいと思いま

す。

今日の税制というのは、昭和25年にございましたシャウプ勧告をもとに

してつくられた税制でございます。それから既に三十五、六年ぐらいたっ

ているわけでございますし、その間の社会経済というものが大変変わって

まいりまして、当時の状況と今日の社会状況というのは、随分変わってお

ります。したがって、この変わってきた社会状況に合わせた税制にしよう

というのが元来のねらいではなかったかというふうに私は想像をいたして

おります。

その想像の原因はといいますと、いわゆる税負担の公乎感の問題で、ク

ロヨソ税制であるとか、あるいはトーゴーサソピソ税制であるとかいうふ

うに言われておりまして、サラリーマソ、いわゆる源泉徴収の比重が非常

に大きい。その他の業種の方々の負担のぐあいと比べると、サラリーマソ

の負担が大きいということが言われておりまして、この問題を改正をしな

きゃいかん。あるいはまた、今日、日本の国民の大多数が中産階級意識が

あるということでありまして、それに比して、今日の所得税の税率、余り

にも累進課税過ぎるというような批判があったこと。あるいは、その他金

融制度等についての欠陥を補正をするというようなことがあったと思うん

でございますが、元来、税制そのものは改正することがいいことにはなら

ない。これはちょっと逆説的な言い方なんですが、我々の日常生活という

ものは、現行の税制、あるいは経済体制、そういうものによって構成をさ

れてきておる。したがって、それを大きく変更をされると、今までやって
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きたことが狂ってくる。そういった意味から、税制改正はしない方がいい

というようなことが言われております。それも一理あるということでござ

いますが、今度の改正が、果たして今言いましたような欠陥を完全に補う

ことができるのかどうかということについては、私もいささか疑問を持っ

たという点がございます。したがって、それらのことにつきましては、過日、

大蔵省の政務次官以下が来られまして、四日市で税制改正についての財政

懇談会が行われましたときに、私は出席をいたしまして、この問題につい

て、自分なりの意見を申し上げたわけです。

その意見の中身というのは、余りにも改正税率変更の経過措置というの

が短期間であり過ぎるということでございます。それから、非課税品目で

ありますとか、あるいは非課税事業者の対象でありますとかいうことが、

いろいろ制限をされてきておりますので、 かえって私は公乎感を増してい

くことにならないんじゃないだろうかというようなことを、文書で意見提

出をいたしておきました。

なお、自治省の方へは、今度の改正によりまして、本市の財政にはかな

りなマイナス影響が出てまいります。それは、電気税・ガス税がなくなり

まして、売上譲与税に切りかわるわけでございますが、電気税・ガス税の

当市の税収入の中に占める比率が、約8％ぐらいだと思うんですが、これ

がならされますと、半分ぐらい減っていってしまう。こういうよ・うなこと

がありますので、私は、その点について、自治省の方々に機会あるごとに

申し上げてまいりました。いわゆる売上譲与税の配分の仕方、計算の仕方

について随分意見を申し上げてきたんですが、私どもの意見が聞き入れら

れたかどうかはわかりませんが、多少の改正はしていただいたようでござ

います。

しかし、それであっても、過日議案説明で申し上げたとおりマイナスが

出てまいります。そういった意味合いにおきまして、私は、もう少し時間

をかけて、緩和措置をゆっくりやりながら税制改正をやるぺきではなかっ
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ただろうかというのが私の感想でございまして、今日、私は、いろんな議

論が巻き起こっておりますので、そういった議論の行く末をしっかり見詰

めながら、国の方でも決定をされることだろうと、それを眺めた上で、私

どもは、さらに国の方に意見を申し出ていきたいと、こういうふうに考え

ておるところでございます。

いずれにいたしましても、私は、一方で納税者でありますと同時に、一

方で皆さん方からの税金をお預かりして行政を運営する立場にあるという

ことでございますから、その立場を踏まえながら意見を申すべきことは国

の方に申し上げてまいりたいと、こう考えておりますので、今後ともよろ

しくご指導のほどをお願い申し上げます。

次に、第2点でございますが、公害指定地域の解除についてでございま

すが、当市におきましては、申し上げるまでもなく、公害裁判というもの

が行われまして、大気汚染の原因物質の排出をする企業が特定をされてま

いりました。そういうこともありまして、私は、公害防止ということにつ

いては、 3次にわたる公害防止計画を着実に実施をしてまいったこと、並

びに総最規制が行われておる、あるいは公害防止協定というのが正確に守

られている、そういうようなことから、最近におきましては、ご承知のよ

うに、先ほど久保議員がおっしゃられましたように、汚染物質というもの

の環境基準値が確実にクリアされてきておる。こういうような実態、ある

いはまた、大変多くの市民の方々から、何とか四日市のイメージを明る＜

しようと、これはもう久保議員のご指摘のあったとおりでございますが、

そういうご意見は随分ちょうだいをしてまいりました。

そして、三重県の公害保健医療研究協議会で行っております慢性閉塞性

肺疾患の新規発生率の調査におきましても、 56年以降は、汚染地域と非汚

染地域の間で統計学上の有意差が認められなくなったという結果が報告を

されております。

また、多くの一般市民の方々からのイメージチェソジの要望もあるとい
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うことを踏まえまして、本市の現実を見詰めながら、公害対策審議会のご

意見、あるいは、時間は短かったんですが、議会の皆さん方のご意見等、

あるいはその他地域の団体の方々のご意見、あるいは息者の方々のご意見

等も拝聴をいたしながら、あの意見書を出したわけでございます。

なお、私は、この際一番大事なことは、現在の患者さん方がちゃんと守

られるかどうかと。これ、実は、指定地域が解除になるかどうかというこ

とでありまして、賦課金の制度が変わるということであって、公害の息者

さんに対する補償の問題は、患者さんご自身に対する補償内容そのものは

変わるということではございませんし、私も変えるべきではないというふ

うに思いますので、この点については強く国の方にも要望をしてまいりた

いというふうに思っておるわけでございます。

なお、これがもし解除になりましても、その後環境基準の監視というも

のは十分行う必要がありますし、その監視を行いながら、状況を見ており

まして、非常にまた悪いような状況が出てくるということであるならば、私

は、その際にはそれなりの措置を講じて、国の方に対策を要請してまいろ

うと、こういうふうに考えておるところでございます。

いずれにいたしましても、これは、まず息者さんの救済ということを大

前提で考えて臨まなければならぬだろうと、こういうふうに思っておると

ころでございますので、ご理解をちょうだいいたしたいと思います。

次に、エイズ対策でございますが、これは、感染経路は、エイズウイル

スによって汚染された体液から惑染をするというふうに言われております。

現在までの発生状況につきましては、先ほどお話がありましたように、

我が国におきましては、今年の2月いっばいで大体29人。なお、エイズウ

イルスの感染力は非常に弱いと言われておりますし、さらに、我々自身が

十分気をつける、気をつけるといいますか、健全な生活を送ることにより

まして、予防できる病気であります。空気感染でありますとか、あるいは

飲食物などからの感染でありますとか、入浴からの惑染でありますとかい
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うようなことはまずないそうでございます。健康な日常生活を送っておれ

ぱ、感染の心配はないということでございますので、その点、市民の皆様

方に十分ご承知おきを賜るべく、いろいろと PRの方法を講じてまいりた

いというふ・うに思っております。

なお、三重県におきましては、 2月19日現在でございますが、 180名余

の人々の検査を実施をされまして、そのうち四日市の方々も50名ぐらい入

っているそうですが、患者の方は 1人もいないということでございますか

ら、ご報告を申し上げておきます。

こういったようなことで、国の方でも種々対策を講じておるようでござ

いますから、これらの動向を見守りながら、今後、関係機関、いわゆる医

師会でありますとか、保健所でありますとか、あるいは市立病院の先生等

でありますとか、そういった方々の協力を得ながらその対策を立ててまい

りたいというふうに思っておる次第でございますので、ご理解をいただき

たいと思います。

次に、物流拠点でございますが、本市の内陸部は、東名阪自動車道が縦

貫をしておりまして、既に名古屋高速道路1号線との連絡もなされました

し、近畿四と中京圏との交通最はさらに増加をしつつあるというのは、ご

指摘のとおりであります。将来的には、東海環状道路、第2名四国道並ぴ

に北努パイパスの完成によりまして、飛躍的に当市の地理的条件は高まる

ものだろうというふうに思います。

さらに、本市は特定重要港湾を持っておりますので、港から発生する貨

物及ぴ内陸部開発に伴う貨物の発生等が相当凪ありますので、四日市の将

来を展望いたしましたとき、ご指摘のとおり、物流拠点の整備は大変重要

ではないかというふうに思います。こういった状況を踏まえまして、現在

本市がまとめつつあります新生四日市構想の中で、物流基地についての考

え方をまとめつつあるところでございます。

その要件といたしまして、幹線道路を有してイソターチェソジに近いこ
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と。港湾、鉄道との連係を図る可能性のあるところ。相当規模の用地取得

が可能な地域。なお、住環境に影響を余り多く与えないというような点が

重要ではないかというふうに考えておりまして、その構想の具体化、促進

化を図るため、改めて物流企業の実態についてよく調査をしながら、関係

企業と協議を進めつつ展開をしていきたいと、こういうふうに思っておる

ところでございます。

団地造成の件については、担当の方からお答えをさせていただきます。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 建設部長。

〔建設部長（島内清治君）登壇〕

〇建設部長（島内清治君） 5点目の団地造成につきましての道路関係に

ついて、お答えを申し上げます。

ご質問のかわしま園団地は、既に造成が完了されております。規模とい・

たしましては、面積が21ha、計画戸数が 570戸ということで、東西に細長

い形状をいたしております。現在では既に 374世帯が入居をされておりま

す。

また、団地内の計画道路につきましては、すべて整備が完了しておると

いうことでございますが、ご質問の団地外の道路につきましては、団地の

東側寄りの方は、今ご質問にもございましたように、川島駅までございま

して、これは既存の道路で一応連絡をしておるわけでございますが、この

団地の西側にお住まいのお方は、かなり迂回をして高角駅の方へ向かうの

が現状でございます。したがいまして、その短絡路の検討につきましては、

開発者とよく協議をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理

解を賜りたいと思います。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登埴〕

〇教育長（岡田久江君） ご質問の 3番目のエイズに関述しまして、お答
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えいたします。

ご指摘のように、エイズの情報が家庭にニュースなどで入り込んでおり

ます現在、教育委員会としてどうかというご質問でございましたので、そ

の分についてお答えいたします。

エイズ関連の情報というのは、大変たくさん最近出てまいりましたが、

大人だけではなくて、子供たちの世界にもいろんな影響を与えていると思

います。本市の学校現場におきましては、現在のところ目立って混乱とか

問題は生じていないように存じますが、放置できない問題として受け止め

ております。

このような事態に対応するためには、まず学校の教師がこの問題に対す

る正しい理解を深めることが必要でございます。そして、このことを踏ま

えて、生徒指荘、あるいは健康教育、正しい性教育の指導を通して、子供

たちの不安や、あるいは混乱を取り除いてやる必要があると考えておりま

す。

教育委員会といたしましては、今後、関係の機関並びに専門家の助言あ

るいは協力を得まして、教師向けの啓発パソフレットなどを配布し、指導

のための研究会の開催などを計画しまして、学校現場への指導、助言をし

てまいりたいと存じております。

それから、 5番目の団地造成に関述して、通学区域の問題についてお答

えいたします。

通学区域の設定に当たりましては、通学の距雌、あるいは通学の安全性、

あるいは学校の規模、そのほか地域コミュニティ醸成の観点から、地理的

なまとまりや、地域住民組紐のつながりなどを総合的に勘案して設定いた

しております。

住宅団地の場合、団地の造成が完了いたしましても、入居が始まるまで

に町名とか通学区域の設定が行われますが、この設定に当たりましては、

地区の方々との話し合いをもとに行っております。しかし、そこに住む住
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民の意向は、まだ入居されていないということから、反映することができ

ません。そこで、ご指摘のように、入居した住民の方々が通学区域に変更

を希望するというこもあろうかと存じます。

通学区域は、一度設定したら変更てきないというものではなく、学校や

地域の実情に照らし、望ましい形に変更することは可能でございますし、

また、していくべきだと考えております。通学区域の変更が、住民のまと

まった意見として出された場合は、学校規模、通学の安全性のほか、地域

の連帯意識醸成の観点から、行政区域、自治会組織との整合性といった地

域社会づくりの上の要素を総合的に勘案して検討いたしたいと存じます。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 総務部長。

〔総務部長（栗本春樹君）登壇〕

〇総務部長（栗本春樹君） 団地造成に関連いたしまして、住居表示のあ

り方についてのご指摘がございました。

まず、一般論としてご理解をいただきたいわけでございますけれども、

住居表示の整備事業につきましては、すべての地域について実施するので

はございません。住居表示に関する法律に基づきまして、人口が密集した

市街地、例えば 1如当たり 4,000人以上となる地域でございまして、しか

も、住所の番地が著しく混乱しておる地域を計画的に整備をするというこ

とが基本となっておるわけでございます。

それで、本市の場合におきましても、臨海部を中心に従来整備を図って

きておるところでございまして、これまでに約28如の区域で実施してき

ております。

団地開発された区域につきましては、住居表示の制度の手法ではなしに、

新しい町を設定いたしまして、番地を住居表示に準じた形で付定をいたし

まして、わかりやすい住所となるように、開発業者に指羽をしておるとこ

ろでございます。
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また、できるだけ町界がはっきりするように、今議会に上程しておりま

す川島新町をはじめといたしまして、昨年の12月の議会でも議決いただき

ました、いわゆる南坂部町におきましては、一部開発区域外の周辺につき

ましても、地権者あるいは地元の皆さんの同意を得た上で、新町設定の区

域の中に入れているところでございます。

しかし、ご指摘の団地周辺につきましては、従来からの町の区域の中に、

特にかわしま園がそうだと思いますけれども、新しい町ができたり、ある

いは土地の分筆、合筆が繰り返されることによりまして、地番が順序よく

並んでいないため、住所の表示が非常にわかりにくくなっておるというと

ころでございます。

これらの問題を解消する一つの方法といたしましては、住居表示整備事

業を実施することが考えられるわけでございますが、しかし、現段階では、

その団地周辺は、山林とか、あるいは田畑等が非常に多くて、今後の開発

がどのように進むかわからない状況にございますし、また、人家がある程

度密集しておりませんと、住居表示のメリットである、いわゆる住居番号

が必ずしも順序よく並ぶという効果が出せない。つまり、歯抜けの状態に

なってくるということで、そういうことでは番号付定がなかなかしづらい

ということにもなりますので、しかし、今後、市街地としてそこのところ

が形成された段階におきましては、住居表示を実施するか、あるいはまた

町界変更とか新町設定を行うことなどによって、わかりやすい住所の表示

ができるように、地元の皆さんの意向、あるいは地権者の意向等も踏まえ

まして、整備をしていきたいと考えますので、ご理解をいただきたいと思

います。以上でございます。

〇議長（訓翔也男君） 久保博正君。

〔久保博正君登埴〕

〇久保博正君 ありがとうございました。市長の方からのご答弁、そのま

ま認めさせていただきたいと思っております。
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売上税につきましては、塗装店の社長さんの言うのによりますと、現在

はある Aという企業の協力店ということで、相当額の仕事はしているけれ

ども、それだけではやっていけないので、 BとかCという企業の仕事もや

っている。ところが、売上税が導入されたならば、 Aの仕事しかやれなく

なるのは目に見えていると、このような大変な危機感を覚えておるわけで

あります。

また、公害指定地域の全面解除に関しましては、先ほど市長の方からご

答弁いただきまして、大変よくわかるわけであります。またそれから、現

在の息者さんの気持ちもよくわかります。現在の医療、あるいは補償はそ

のまま補償されると、こういうお話でございました。これがどうか守られ

るように、しっかりと頑張っていただきたいと思います。

さらに、潜在息者の方がおられますが、こういう人たちに対する配慮も、

今後どのような形でやっていくか、ご検討願えればありがたいと思いまず。

そしてまた、公害を再び出さない、いわゆる公害防止協定、しっかり守

っていただきたい。これを重ねてお願いをしておきたいと思います。

エイズ対策については、先ほどPRの方法を考えるということでござい

ました。早速そのような方向に進めていただければ大変ありがたいと思っ

ております。

さらに、物流拠ぶiとしてということで、ある企業の幹部は、物流の処点

として、大変四日市は最適だと、しかし、その場所の確保が難しい。こう

いうふうに言っておりますので、その辺もあわせて、ひとつ前向きにお願

いをしたいと考えております。

団地造成につきましては、一応このとおり、ひとつよろしくお願いを申

し上げたいと思います。

大変ありがとうございました。以上で終わります。

〇議長（訓翔也男君） 暫時休憩いたします。

午前10時52分休憩
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午前11時6分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

毛利道哉君。

〔毛利道哉君登壇〕

〇毛利道哉君 58年の選挙で四日市の市会議員にさせていただきまして、

早いもので、 4年目を迎えさせていただきました。その間、市長はじめ理事

者の方々、また先輩議員、同僚議員のご指導、激励をいただきながら今日

まで大過なく過ごすことができましたこと、この席をかりまして厚く御礼

を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。

それでは、通告の順序に従いまして、質問をさせていただきます。

まず最初は、国際化への対応についてであります。

加藤市長は、去る 1月20日から訪米され、ロソグビーチ並びにフィラデ

ルフィアの両市を訪問、萬古展の開催、大学交流計画等々、多大の成果を

おさめられてお帰りになりました。市長の帰国報告や訪米記も、新聞等マ

スコミで詳しく報じられたところであります。訪米の成果をともどもに喜

ぶと同時に、大変にご苦労さまでしたと市長に申し上げておきます。・

国際化の対応につきましては、本会議冒頭の市長の議案説明の中にもご

ざいましたが、新年度の施策の中で、国際交流課が設置されるとのことで

ありますが、市長もご指摘のごとく、国際親善については、親善から交流

へと流れが深まってきております。その意味からも、国際交流課の設置は、

まことに時宜を得たものであると評価するものであります。

市長公室長の補足説明の中にも、この点に触れられておりましたが、こ

の新しく設詮される窓口の業務内容をいま少し具体的にお示しいただきた

いと思います。

国際交流課という新しい機構、組織が整えられるわけでありますから、

そこで、私は、親善から交流への流れをより本格的なものに、また永続性
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あるものにするために、国際交流のための基金を設定してはどうかと提案

するものであります。また、国際交流の中心拠点ともなる国際交流セソタ

ー構想も今後必要となってくると思われますが、あわせてご所見を伺いま

す。

次に、交流計画の一端として、小中学生の海外派遣事業は考えられない

かお尋ねいたします。 21世紀を担う児童生徒にとって、外国の文化や伝統

等について深い理解と豊かな国際感覚を身につける機会を与えることは極

めて意義のあるものと考えますが、いかがでありましょうか。

次に、 2番目の商店街の活性化について質問いたします。

地元の商店街というのは、私ども地域住民にとって極めて身近な存在で

あり、いわば町の顔とでも言うことができます。当四日市の都心の商店街

もカラー舗装が施され、新しいアーケードも完成し、様相が一変してまい

りました。大変結構なことだと思います。

しかし、歩道がカラー舗装され、アーケードができ、街路樹が植えられ

ただけで、果たして人が集まるでしょうか。活性化されるでしょうか。商

店街を構成する個々のお店の方々が、豊富な品ぞろえ、楽しい雰囲気の演

出という商業機能の充実を図ることは当然でありますけれども、より人を

引っ張ってくるというか、引きつけるには、商業機能以外の何かが必要で

あります。

商店街は単に買い物の場であるばかりでなく、楽しみながら買い物がで

き、あるいはさまざまな文化的欲求を持った人たちのニーズを満たしてい

＜潤いの場であることが求められております。また、今のヤソグ層の人た

ちにとっては、自己表現の場というか、自己主張のステージでもあると呼

べるかもしれません。昔は映画が大衆娯楽の一つとされ、町に人を集める

のに大いに役立ちました。最近、大型スーバーが店舗の中にカルチャーセ

ソター、プール、ミニ映画館等を設ける傾向が強いようでありますけれど

も、これもこの端的な例であります。
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今や商店街は、商業機能と異なった、何か人を引きつける機能というか、

仕掛けを考えなければならないところに来ているのではないでしょうか。

当四日市の中心部の商店街の活性化のため、商店街の方々の意識革命は当

然ですが、指禅、助言する立場でもある商工部のご意見を伺いたいと思い

ます。

次に、市民に親しまれる港湾整備についてであります。

情報化、国際化、高齢化の進む中で、 21世紀を目指し、新しい時代にふ

さわしい四日市港のあり方が求められるわけでありますが、より市民に親

しまれる港湾の整備について、今後の計画があればお尋ねをいたします。

これは、港議会での質問内容かもしれませんが、港を抜きにして四日市を

語ることはできません。よろしくお願いいたします。

次に、コソベソショ‘ノシティについてお尋ねいたします。

国際化、情報化時代を迎えて、全国の主要都市は、最近、コソベ‘ノショ

ソシティづくりを大きな目標に掲げております。国際的な人と情報の交流

を活発にすることこそ、これからの都市活性化への道というのが大方の一

致した見方であります。ある著名な都市問題研究家は、 「コソベ‘ノショソ

こそ現代都市の最大の産業であり、都市戦略の中心的課題である」とまで

指摘しているのであります。

情報化時代、国際化時代と言われる今日、なぜコ‘ノベ‘ノショソなのか。

テレポートやテクノポリス、それにテレトピア構想が計画され、イソテリ

ジェソトビルの建設が進み、都市は急速に高度の情報機械設備で満たされ

るようになります。つまり、コソピュークーが人間の手と足の役割をする

となると、当然ながら、情報の多くはコソピューターのネットワークで処

理されることになります。となると、情報と人の動きというのは表裏一体

の関係にあるもので、人の動き、流れがとまってしまう。アルビ‘ノ・トフ

ラーの言う在宅勤務、ワークステーショソ等が一般化すれば、ますます人

の流れはなくなってしまうわけであります。そもそもおぴただしい人の流
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れこそが都市のダイナミズム、活力になっているわけで、人の動き、人の

流れが消滅すれば、それは間違いなく都市の衰亡につながると、このよう

に指摘しているのであります。

したがって、何とかして人の流れをつくらなければならない。これまで

は、通信や物、情報を運ぶことで自然に人の流れができていた。これから

は、人の流れが起きる仕掛け、コソベソショソ、またはメッセ、ディズニ

ーラソドといったものをつくって、人の流れー、ダイナミズムをつくる、そ

れが都市活性化の最大の課題であり、頭の働かせどころ、知恵の出しどこ

ろとなる。このように結論づけているのであります。

コソペソショソシティづくりは、既にヨーロッバやアメリカでかなり以

前から意識的に都市戦略として取り入れられており、アメリカでは、コソ

ベソショ‘ノシティとして名のる都市がすでに 400を越え、コソベソショソ

は30兆円を超える産業に成長しているそうであります。加藤市長の過日の・

訪米記の中にも、姉妹都市ロソグビーチの変貌ぶりが報告され、コソペソ

ショソシティについても触れられておりました。

コ、ノベ‘ノショ‘ノシティとしての装置は、まず国際会議場であり、見本市

会場、メッセであり、宿泊施設としてのホテルであります。しかし、単に

会議の施設とかホテルの収容力だけではなく、より大事なことは、イペソ

トを組織する人と情報の集積が何より必要となるでありましょうし、国内

はもちろん、海外からの人を受けいれ、引きつける魅力がなければなりま

せん。美術館とか博物館、劇場等々の文化施設、それに個性と魅力ある町

並み、都市景観の美しさ、つまりコソベソショソシティとは、とりもなお

さず総合的な都市づくり、町づくり、人づくりにほかなりません。

以上、コソベソショソシティづくりについて、市長のご所見、コメソト

がございましたら、お聞かせいただきたいと思います。

次に、人命尊重の都市づくりについて、 3点ほど質問させていただきま

す。
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まず最初に、鉄道踏切の安全対策についてであります。

当四日市は、国鉄関西線、近鉄線、三岐鉄道等の鉄道があるわけであり

ますが、市内には幾つかの、多数の踏切があるわけであります。その踏切

の安全対策というものは、すべてなされているのかどうかいうことであり

ます。

私の住んでおります近くに、八風街道がございます。この八風街道の近

鉄踏切、ここは非常に交通量の多いところでありますけれども、大型の自

動車が参りますと、歩行者は踏切を渡れない。ある方は、線路をまたいで

砕石のところを通っていく。こういう状況でございます。

また、富田三丁目と松原を結ぶ国鉄関西線の踏切がございます。ここしま

最近自勁化されましたが、この踏切も非常に幅が狭くて、対向する車は、

ある程度先行する車が通った後でなければ通過できません。

こういうところが近くにあるわけでございますけれども、人命尊重のま

ちづくりの一環として、ぜひとも善処をしていただきたいと思いますし、取

り組んでいただきたいと思いますし、また関係先に強い改善要求をしてい

ただきたいと、このように思うわけでございます。

また考えますと、近鉄線の場合、でき得れば、市内全域を高架化できな

いものかどうか、こういうことも、今後の四日市のまちづくりの一環とし

て構想していくぺきものではないかと思う次第でございます。

2番目が、防災計画についてであります。

新しい旋策で、防災手帳が発行されるようでございます。大変結構なこ

とだと思います。私は、今回、この防災計画の中でも、特に避難場所と避

難通路について買問をしたいと思います。

これも卑近な例を申し上げますけれども、私どもの近くに暁小学校があ

りますが、この暁小学校にわずか2分ぐらいで到達できるにもかかわらず、

乎町とちょうど川越町との揉がございます。いろいろそこの住民の方に聞

いてみますと、避甦場所はどこかと尋ねましたら、松原公園になっている
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と、こういうことでございます。こういうシールが配られている。

こういうことを考えた場合に、立派な防災計画はございますが、特に大

事な避難通路の問題は、住民に周知徹底させるべきである。と同時に、や

はり行政区よりも、一番近い避難場所を指定すべきじゃないかと、このよ

うに思うわけでございますが、その点についてのご所見を承りたいと思い

ます。

またあわせて、防災手帳の発行の次には、ぜひ防災マップともいうもの

をつくったらどうかと提案したいと思います。避難通路、また危険箇所は

どこにあるかということを、常日ごろ住民が把握をしておるということが、

災害が起こった場合に、非常に効果をあらわすのではないでしょうか。そ

の点についても、合わせてお考えをお聞きしたいと思います。

3番目はヘリコプターの禅入についてであります。

今回の消防予算の中でも、消防署の西分署の設置が入っておりますが、•

消防力の強化については大変結樅なことだと、これも評価するものであり

ます。

私がこのヘリコプターの禅入について申し上げるのは、昨年度の救急車

の緊急出動は 4,588回、その中身は、急病が 1,955件、交通事故 1,491件、

この急病と交通事故のための救急車の出動が、全体の約75％ほどあるわけ

であります。その中では、病院から病院の転送とか、医師を乗せて駆けつ

けるとか、また血液を搬送すると、こういう点もあるわけでありますが、

ヘリコプターは、ご承知のとおり、その特性として、巡航速度が早く、ど

こでも一定の条件を備・えた場所さえあれば離着陸ができるわけであります。

また、海とか山、道路の渋滞等の悴害があっても時問的に安定し、短時問

で事故災害現場から離れた病院へ搬送できる機能を備えているわけであり

ます。

最近は、このヘリコプターも性能の向上で振勁も少なく、機内での治扱

も可能である。このようにも伺っておりますし、医師が同乗して現場及び

-92-・-

機内での患者の応急処置を行い、搬送することができる。そういうことで、

救命率を高めることができるわけでありますが、ヘリコプターの導入とい

うのは、特に救急救護の面ばかりではなく、コソピナートを抱えた当四日

市としては、あってはなりませんけれども、工場災害が起きた場合に、地

上での現場指揮が、果たしてとれるでしょうか。そのときに威力を発揮す

るのは、ヘリコプターによる上空からの現場指揮であろうかと思うわけで

あります。

また、こういう救急災害ばかりじゃなくて、たまには加藤市長や都市計

画部長にも乗っていただいて、ヘリコプターの上空から都市づくりをひと

つお考えいただくという、そういうメリットもあるのではないか。そうい

う一石三鳥の面からも、ヘリコプターの羽入というものを今後の検討課題

にしてはどうかと、このように思う次第でございます。

以上で第 1回目の質問を終わります。

〇議長（訓翔也男君） 市長。

〔市長（加藤究嗣君）登埴）

〇市長（加藤寛嗣君） お答えいたします。

まず第 1点でございますが、確かに国際交流ということは、本来国と国

のつき合いですから、国家的なベースでやるのが一番いいわけですけれど

も、やはり地方自治体同士のつき合いということを深めることによって、

むしろ国家的なつき合いというよりも、さらに一段と市民同士の交流を深

めることによって相互の理解もでき、あるいは相互繁栄を助け合うという

こともできるというふうに思っておりまして、この点では、日本の外務省

あたりでもかなり熱心に私どもに面きかけをやってまいりますし、我々の

活勁について、随分関心を持って調査に当たってきておるようでございま

す。

それなりに結構なことだというふうに思いますが、やはり、ただ親善、

親苦でやあやあというだけでは、本当の相互の理解は深められない。経済
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的な交流でありますとか、相互の文化的な交流でありますとか、そういう

ものをもっと深めていかなければならないというふうに考えまして、今ま

でのように、市長公室の中の一部でこれを取り扱うと、秘書課の中の一部

で取り扱うということでは不十分だということから、国際交流課を設けま

して、具体的な交流事業を今後進めてまいろうと、それには、先ほどご提

言がありましたが、実際交流を深めるといっても、お金がなければ何にも

できないわけでございますから、当然に基金をつくる必要があると、ご指

摘のとおりでございまして、その方向で今後努力をいたさねばならぬかと

思っております。

なお、これにつきましては、今、民間で国際親善協会というのがあるん

ですが、ほとんど活動が停止をされておりまして、行政側に頼っておると、

こういう実態でございますから、その改組自体も必要だということになっ

てまいるわけでございます。特に、なかなか、 A7 、こうした経済状況で、

基金をつくるご負担をいただくということについては、なかなか難しい問

題ではございますけれども、やはりそれぞれの民間の方々も、国際交流に

よって現在の立場が築かれているということを考えれば、やはりご協力を

いただけるんではないだろうかと、私はそんなことを考えております。

特にこの際、国際化の問題は、行政各部門がそれぞれその役割分担とい

うものをはっきりさせる必要がある。企画調整をする部門として、国際交

流課をつくろうと、こう考えておる次第でございますので、ご理解をいた

だきまして、またいろいろとご助言を賜りたいというふうに思っておる次

第でございます。

さらに、いわば国際交流セソターというご提言がございました。それも

結構なことだと思いますが、これからの課題として考えておきたい。今直

ちにとい うことではなく、まず国際交流協会をつくる。そして国際交流基

金をつくるというところに国際交流課の仕事の焦点を合わしてまいりたい。

そのほか、現実には、やはり既に国際交流についての勁きはあるわけで
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ございます。フィラデルフィアには陶芸作家の方が、 300人ぐらいお見え

になります。ただいま私の方の萬古関係で、陶芸作家の人々が、既にそう

いう方々と今回の渡米で交流を深められたようでございまして、今、全米

の陶芸作家展をフィラデルフィア市で開催をいたしておりますが、それに

ぜひ四日市の萬古の作家の方々も毎年参加をしてくださいという話ができ

つつあります。そういう民問の文化的な交流、こういった交流は、実は前

川議員のご発想によってこれが今日進められてきたわけでございますが、

具体的にそういう形で着実に実施の段階に入ってきておるということでご

ざいますので、そういったものを我々がパックアップをしていく、バック

アップをしていくための、やっばり民間の国際交流協会みたいなものを形

成をしまして、そうしてその力を集中してやっていきたいというふうに考

えておりまして、そういうものの取り組みを今後国際交流課の方でやって

もらおうかと、私はそのように考えておるところでございます。ご理解を

いただきたいと思います。

なお、ロソグピーチには、毎年夏、高校生の相互派遣をやっておるわけ

ですが、小中学生の交流も、また意義が深い。交流は、ロソグピーチだけ

じゃなしに、天津の方ともやっております。そういった関係で、こういっ

た問題については、今後より一層深まりますように、検討を続けてまいり

たいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

次に、商店街の活性化の問題でございますが、今日の段階で四日市の商

圏人口というのは、 32万人ぐらいだろうと言われております。 2万人とい

う表現がちょっとおかしいんですが、まあ30万人前後ではないかというこ

とが言われております。かつて、今から約十四、五年前でございますが、

当時は、四日市の商四人口60万人と、こういうふうに言われておりました。

市外から四日市へ入ってくる流入比率というものが22.4％だというふうに

言われておりまして、これは60年現在ですが、だんだんに低下をしてきて

しまっておる。
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その大きな理由は、同じような商店街が、それぞれの地域に分散をして

できてきた。あるいはモータリゼーショソが発展をしてきた。それに比し

て、四日市の商店街は余り変わりがなかったと、こういうことに原因があ

るのではないかというふうに言われておりますが、やはり北勢地域の中心

であるということを考えれば、もう少し商店街の整備をする必要があるし、

商店街の整備だけでは、先ほどおっしゃられましたように、人を集めるこ

とはなかなか難しいということでございますから、それなりのイベソトを

考えていく必要があるだろう。

なお、個々の商店の方々そのものも、商品の整備ということについては、

特に意を配っていただかなければならないだろうと、この点が、若干私は

落ちるんではないかと、したがって、今日のような状況を現出しているん

ではないかと、非常に厳しい環境にあるというふうに思うんでございます

が、やはりそれぞれの店が生き残っていくためには、共通でやることと、

個々のお店がそれぞれやらなきゃならぬことと、役割があるわけですから、

その辺の問題について、十分研究を深めていただく必要があろうかと思い

ます。

そこで、既存の商店街とは、実は若手経営者の方々を中心にいたしまし

て、当市の商工課の方で連絡を十分とりながら、お互いの意見交換を続け

ておるところでございまして、一番街を中心とした諏訪栄町地区では「商

業活性化研究会」というものができ上がっておりまして、当方とも十分述

絡をとりながらやっておる。あるいは本町の方でも、振興組合が中心にな

って研究会を組織してもらっておる。こんなようなことで、匠つぽつそう

いうような空気もできつつあるということでございますから、今後、駅西

に一つの新たな商店街が形成をされる。これを契機にいたしまして、それ

ぞれ四日市の商店の関係者の方々が、それぞれの立場で研究をしていただ

く。私どもは、それをバックアップをしていくという姿努を貫いてまいり

たいというふうに思っておるところでございます。
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それからその次に、市民に親しまれる港湾ということでございますが、

これは港管理組合の方が中心になるべきであろうと思いますけれども、や

っぱりまちづくりの重要な一環でございますから、私どもは、絶えずこの

四日市港の建設というものについて、非常に関心を持って今まで管理組合

の方と話し合いを進めてまいりましたが、今までの段階は、やはり港の経

済的機能の追求ということが中心になってしまっておる。この辺でそろそ

ろ発想の転換をいたしまして、港と市民とが一体となれるような港づくり

について研究を深め、実施をしてまいらねばならない時代に来ているので

はないかということを感ずる次第でございます。

現在、霞ケ浦地区の方では緑地整備事業が進められておりますほか、一

部ですが、海釣りゾーソというものもこのために一般に開放をしてきたと

いうことでございますし、さらに四日市港北部には、高松海岸という、自

然のままにのけてあるところがございます。これは四日市市内じゃござい

ません。川越地区でございますが、これはずっとこういった形で今後も保

っていかなければならないかというふうに思っておるところでございます。

なお、今度の第 7次の港湾整備 5カ年計画というものが国に要望をされ

ようとしておりますが、その中には緑地事業も入っておりますし、市民が

港へ出て楽しめるような空間を設定をするというようなことも盛り込まれ

ているわけでございます。

また、これは四日市市側がやらなければならぬことでございますが、旧

港付近の町の整備、これは一部59年からかかったわけでございますが、こ

れはまだまだ、もう少しその場を広げて、あの辺の地域をもっと楽しい場

所にいたしたいと、こういうふうに考えておる段階でございます。

なお、管理組合の方では「ネオシビルポートプラ‘ノ」という構想を、今

プロジェクトチームをつくりまして、検討をいたしまして、新しい時代に

即した港町形成の方向というものを研究しておる段階でございますから、

これらの研究成果をまって、港湾計画の中に具体的に反映をさせていきた
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い、こういうふうに考えておる段階でございます。

それから第4番目ですが、コンベソショソシティということですが、私

どもがこの間ロソグビーチ市へ行ってきまして、ロソグビーチ市のコ‘ノベ

ソショ‘ノシティづくりというものを見ました。非常にスケールの大きなも

のでございまして、圧倒されたというのが本当のところでございます。

ただ、あの町というのは、冬が非常に暖かい。したがって、自然に大勢

の人が、冬になりますとあの町へ寄ってくる。そして、その中のかなりの

人たちが、寄ってきた人が居ついてしまう。こういう傾向があるようでご

ざいまして、そのことについて賛否両論が沸き起こっておるような段階で

ございます。

しかし、いずれにしても、このコ、ノベソショ‘ノの中身、イペソトをどう

するんだということを聞いてみましたら、やはりお話がありましたように、

今のイソテリジェソトビルのようなものを一つつくると、そして国際会議

はロソグビーチで持てるようにするんだということ、あるいは大きなトレ

ードセ‘ノターをつくろうと、もう一部できておりますが、そういうような

ことを話をしておりました。

私どもも、やはり四日市がコ、ノベソショ‘ノシティヘ向かって取り組むに

は、やはりまず駅西開発を具体化をするということと、それから、その次

にやらなきゃならぬことは、トレードセ‘ノターというものを今後考えてい

かなければならないんじゃないだろうかと、こんなことを思っております。

これらについては、今後よく研究を深めてまいりたいと思う次第でござい

ます。

以上で私からの答弁とさせていただきます。不足をしたところ、あるい

は私から申し上げなかったところは、関係部長の方からお答えをさせてい

ただきます。

〇議長（訓覇也男君） 建設部長。

〔建設部長（島内清治君）登填〕
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〇建設部長（島内清治君） 5点目の人命尊重の都市づくりの中の鉄道踏

切の安全対策についてお答えを申し上げます。

まず、市内の踏切数でございますが、近鉄線に 102カ所、国鉄関西線に

72カ所、三岐鉄道に41カ所の計 215カ所ございます。そのうち遮断機と警

報機が設置されております踏切が 171カ所、警報機のみが18カ所でござい

ます。残りの26カ所につきましては、踏切施設がございません。

ご指摘の県道四日市多度線の近鉄の富田 3号踏切でございますが、これ

につきましては、遮断機、警報付の踏切でございます。踏切幅といたしま

しては7mございます。また前後の道路でございますが、東側の道路の幅

員は10mで、これにつきましては歩道が設置されております。また西側に

つきましては、 7m50cmでございます。したがいまして、車両通行につき

ましては、別段支障はないと思われますが、歩行者の通行区分がございま

せん。そのため支障を来しているものと思われるわけでございます。

これらにつきましては、道路管理者でございます県に対しまして、踏切

部に歩道標示等の設置を要請してまいりたいと存じております。

次に、市道宮田 2号線の関西線と三岐鉄道にございます八幡踏切でござ

いますが、現状は遮断機警報付の踏切でございます。大型車の通行どめの

規制をされた幅4mの踏切でございますが、これは前後道路幅員が 6mと

いうことでございます。したがいまして、踏切部のところが狭くなってお

るということでございます。

車両の通行に際しまして、対向時には歩行者は危険を感じるというよう

な状況ではないかと、かように思うわけでございますが、いずれにいたし

ましても、これらの踏切を改良する場合には、他の踏切を廃止する、いわ

ゆる踏切の統廃合が前提条件になるわけでございます。したがいまして、

正直言いまして、非常に難しい問題があるわけでございますが、今後、国

鉄、あるいは三岐鉄道とよく協議を行い、検討もしてまいりたいと考えて

おります。
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それから、高架についてでございますが、これにつきましては法的な制

約、いろいろと問題があるわけでございます。したがいまして、一応計画

決定をされております道路、それらについての取り組みはその道路の中で

十分検討もされるわけでございますが、他につきましては、非常に至難な

問題であるというふうに考える次第でございます。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 総務部長。

〔総務部長（栗本春樹君）登壇〕

〇総務部長（栗本春樹君） 防災計画に関連いたしまして、避難場所等の

利用等につきましてのご質問をいただきました。お答えをさせていただき

ます。

既にご存じのように、災害時におきます避難場所につきましては、各地

区市民セ‘ノターからの報告によってその指定をいたしておるところでござ

います。これをもとに、防災計画書に掲載しておるものでございます。現

在、 94カ所を定めておりますが、これらの避難地の利用につきましては、

特定地域の住民の皆さんを特定の避難場所へ誘導するというような、そう

いう定め方はしておりませんで、それぞれの家庭にとりまして、最も近い、

都合のよい避難地へ避難することは、当然の基本でございます。また、ご

指摘のとおり．でございます。

先ほども、ご質問の中で、若干ステッカーの問題に触れられており、私

もそのステッカーを、今入手させていただいておるわけですが、 「大地擬

のときのあなたの避難場所」ということで、地区内の指定されている避難

場所として幾つかの避難場所が列挙されております。このステッカーにつ

きましては、この当該連合自治会の自発的な判断によりまして、各世帯に

配布されておるものでございます。それはそれで、地区の方々にとりまし

ては大変便利なものでございまして、参考になるものでございます。しか

し、その居住する場所とか、あるいは位置によりましては、ご指摘のよう

に、隣接地区へ避難した方が、地理的な面から見てよい場合もあろうかと
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思います。

したがいまして、現実問題としましては、先ほども申し上げましたよう

に、そこに居住する住民の方々が、それぞれ最も望ましい避難地へ避難を

するという、そういうことを平素から頭に入れていただくことが望ましい

のでございまして、あるいは場所によりましては、地区の枠を越えて、よ

り近いところに避難できるようにしていくということが望ましいと思って

おります。したがいまして、今後は地区市民セ‘ノターを通じまして、その

辺を十分にPRをしてまいりたいというふうに思います。

さらに、新年度に作成を予定いたしておりますところの防災手帳、これ

は全世帯に配布をさせていただく予定をいたしておりますが、ここには全

市域にわたる避難場所を掲載する予定でございます。

それから、防災地図のご指摘でございました。これにつきましても作成

する予定でございますので、防災手帳を配布するときにあわせまして、各

世帯に配布をしてまいりたいというふうに考えております。それによりま

して、避難地がどこにあるのか、これによりわかるようにしていきたいと

いうふうなことで考えております。

そして今後は、いろいろとそれぞれの地域の個々の皆さんがどこに避難

するかということを頭に入れていただくためのPRをしてまいりたいとい

うふうに考えております。

なお、災害は当然に非常の事態であるわけでございますから、緊急を要

する、いわゆる一時避難につきましては、場合によりましては、行政区を

越えて、隣接の市や町に相互に避難できるようにすることが望ましいとい

うふうに考えられますので、本市といたしましても、そのような必要な地

区がどこにあるのかどうか、各地区市民セソターを通じまして、実態調査

をしたいと思っております。行政区を越えて一時的に避難した方がよいと

いうふうに判断される場合におきま・しては、今後、隣接市町に対しまして

も、相互に協力し合えるように、前向きに申し入れ、あるいは協議をして
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まいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。

なお、この62年度の予算の中に、このほかに全市地図パネル製作という

ものを予定をさせていただいております。これも、災害時におきまして、

一目でその危険箇所がわかるようにするために、そういうパネルを作成を

していただきまして、指揮監督の上におきまして、十分に機能させるよう

にしてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 消防長。

〔消防長（山口 博君）登壇〕

〇消防長（山口 博君） ヘリコプターの導入と、こういうことにつきま

して、ご高見をるる賜った次第でございますが、これにつきましてお答え

をさせていただきます。

本市におきましては、ご承知のとおり、地霙災害あるいは水害等、全市

にわたり、大きな被害の発生を想定した防災訓練を、あるいはまた水防訓

練等を毎年実施いたしておるわけでございますが、その際にヘリコプター

を活用いたしまして、負傷者の搬送であるとか、あるいは幹部が上空から

視察を行うと、こういった陸空合同の訓練を実施いたしております。

ヘリコプターは、本県では、ご案内のとおり、陸上自衛隊明野航空学校

が保有をいたしておりますほか、昭和60年の4月には県笞察本部にヘリコ

プターが導入されたことによりまして、ともに非常の際におきましては、

三重県知事を通じて出動要請を行うことができるなど、応援を受ける体制

が整えられているところでございます。

さらに、大都市におきましては、ヘリコプターを活用した消防活勁がな

されまして、東京消防庁をはじめ、大阪、名古屋などの 8つの都市にヘリ

コプターが導入をされて、活動をいたしております。

昭和61年、昨年でございますが、 5月に、自治省消防庁によりまして、
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広域航空消防応援実施要綱と、こういったものが制定をされまして、全国

的規模によって応援協力体制が整いましたので、本市におきましてもこれ

によって対応を・してまいりたいと、かように考えておりますので、よろし

くお願いをいたします。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 毛利道哉君。

〔毛利道哉君登壇〕

〇毛利道哉君 ご答弁ありがとうございました。

どうかひとつご答弁のように、前向きのお取り組みをお願いしたいと思

います。

要望等もございましたけれども、どうかひとつ新しいまちづくり、また

今後の計画等もあわせてよろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終

わりたいと思います。ありがとうございました。

〇議長（訓罰也男君） 暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後 1時 1分再開

〇副議長（山路 剛君） 訓覇議長にかわりまして議長の職務を行います

ので、よろしくお願いいたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

伊藤雅敏君。

〔伊藤雅敏君登埴〕

〇伊藤雅敏君 私にとっては 2期目最後の質問となりますが、今日まで数

多くの提言、要望を申し上げてまいりました。行財政の改革、文化の向上、

活力ある都市づくり、スポーツの振興、高度情報化への対応等々でありま

す。これに対し、時の財政事情も考え合わせ、着実にその意図を酌み取ら

れて行政面に反映されてこられたこと、特に新年度は、給与の適正化とし
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て特殊勤務手当の見直し、職員の意識改革、職場の活性化として民間企業

への派遣研修などに意を注がれたことは、私どもの提言をご理解いただい

たものと心から敬意を表するところであります。

ざて、我が国経済は、構造不況、円高不況の影響から、非常に停滞感が

強く、失業率もとうとう 3％になったと報じております。このことは、日

経研究セソターの並木先生は早くから予測されており、 1990年には 5％ま

では行くだろうと言われております。ちなみに四日市管内の有効求人倍率

は、 1月で一般が0.66、パートを含めても0.77ということであり、 2月は、

集計中ですけれども、大体横ばいだろうという、雇用不安も増すばかりで

あります。

一方、今年の賃上げも、鉄鋼が早々とゼロを表明したほか、他の企業も

多くは望めず、これは消費の伸ぴに影響するでしょうし、民間設備投資もヽ

製造業では大幅ダウソという先行き不安な情勢にあります。このようなと

きこそ、行政が先頭に立って活性化に向けて努力いただきたいと願うもの

であります。その意味では、大学建設、南部工業団地、工業高校跡地、地

場産業振興セ‘ノターなどの大型プ白ジェクトには心から期待を抱くところ

であります。

しかし、今般の62年度予算を見ますと、一般会計の伸ぴ率は 3％と微増

であり、第4次基本計画の諸事業を段階的に実現していく上で、行政水準

の維持が図られるのか、ちょっと気になるところであります。昨今の諸情

勢からすれば、何となくレベルダウソしていくのではないかと危惧するわ

けですが、この点の市長のご見解をまずお伺いしたいと存じます。

さて、活力ある都市づくりには財政基盤の確立が必須条件であり、行政

とすれば、行革や効率的な財政運営に意を用いられているわけですし、何

といっても産業の振興を第一に進めなければならないでしょう。

産業の振興といえば、当然、中・長期的展望のもとに、四日市港を中心

とした海際の産業の再活性化と国際的な対外貿易、あるいは内陸部の先端
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技術産業などがその根幹をなすものと思慮するところでありますが、目下

の私にとりましては、あらゆる意味で、しょせん目先のことにしか考えが

及びませんので、お許しを願って質問いたします。

冒頭に申し上げました不況惑は、基幹産業から地場産業に至るまで、停

滞あるいは減少傾向にあり、特に四日市における輸出関連の萬古業界、漁

網、繊維など、影響が大きいわけですが、国の地域指定を受けたこれら業

界に対する行政としての施策はどのようになされているのかをお聞かせ願

いたいと思います。

また、やがて完成する「地場産みえ」が、地場産業界に活性化をもたらす効

果的な運営とは、現時点でどのようにご検討なされているのか、具体的に

お聞かせください。

次に、南部工業団地の開発も進められているところでありますが、先日

の部長補足説明によれば、説明会、企業訪問などを実施するとのことです

が、現状どの程度進行しているのでしょう。

企業誘致に有利な、例えば地方税や水道料金の一定期間の軽減とか、地

元多数屈用企業への奨励金支給といった、俗に言う企業誘致条例について

はどのようにお考えになっておられましょうか。

さて、産業の振興に精力的に取り組む上で、これに欠かせないのが都市

基盤整備であり、特に基幹道路、幹線道路の早期整備が必要不可欠と考え

ます。それなりに努力されていることはうかがえますものの、各所におけ

る朝夕のラッシュを目の当たりにするにつけ、立ち遅れを惑ぜずにはいら

れません。北努パイパス、第2名四、四日市港へのアクセス道路はもとよ

り、環状 1号、四日市土山線バイパス、千歳町小生線などの進捗状況につ

いてお聞かせください。

次に、老人福祉の施策についてお尋ねいたします。

今日の高齢化社会の進展は周知のとおりで、先日の福祉部長の補足説明

でも、当市の老年人口比率は 9.8％になっていると述べられました。第4
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次基本計画の中では63年度に10％と予測しておりましたので、そのテソポ

は速くなっております。高齢者や障害者が若い人や健常者とともに生活す

るというノーマライゼーショ‘ノの理念に基づくまちづくりが理想ではあり

ます。しかし、昨今の寝たきり老人、痴呆性老人の急激な増加は、まずそ

の対策を優先すべきと考えるところであります。

特別養護老人ホームの充実、介護手当の増額については、過去幾度とな

く提言してきたところであります。私のところへの老人の相談といえば、

ほとんどがこの問題であります。その都度福祉課の方々に大変にお世話に

なっており、感謝しているところではありますが、彼らの献身的な取り組

みも、その努力も、現実にはなかなか報いられていないのです。それは、

特養の施設不足が原因であります。一時待機者が20名前後まで減ったとい

うことがありましたけれども、昨今はまた40名近くも待機しているとのこ

とであります。

62年度の予算の中にも、痴呆性老人の介護手当、特殊寝台利用料への助

成、ナーシソグホーム調査費などが新設されておりますが、まだまだ力の

入れ方が足りないんではないでしょうか。介護手当の月額 2,000円につき

ましても、介護される当事者にとっては、ないよりはましでしょうが、介

護者のご苦労というのは大変なものであります。特に痴呆性老人の場合、

悲惨な思いで介護されている方が数多くおられます。特蓑の増床に対する

考え方、あるいは介護者への対策をどのようにお考えになっているか。ー

方、ナーシソグホームの調査につきましても、国、県との絡みもあります

けれども、市独自でも早急に、真剣に取り組んでいただきたいと思います。

福祉部長のご所見をお聞かせください。

最後に、青少年の健全育成についてお尋ねします。

青少年の健全育成は、家庭教育、学校教育、社会教育からなりますが、

私は、素直なよい子を育てるには、本来、乳幼児期からの家庭教育が最も

大事だと考えています。乳幼児期の発達の意義、生活への適応、正しいし
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つけが後々のその子供の性格の基礎となることは間違いないと信じており

ます。

しかし、現実には、その両親への教育が必要ではないでしょうか。私ど

もの時代と違いまして、今の若い親自身が、道徳教育の不足、あるいは核

家族化の進行、地域の連帯感の欠如などで、家庭における教育力そのもの

が低下していると思います。まずはこの両親への教育が必要と考えますが、

教育長のお考えをお聞かせください。

次に、小中学校における道徳教育について、どうお考えでしょう。

私は、 59年12月の代表質問で、市長にこの問題についてのご意見を伺い

ました。当時私が調べた実態では、道徳教育には全く力を入れてないとい

う惑じがいたしました。教師自身がそのような教育を受けていないのだか

ら、無理はないだろうとのことでしたが、私は、児童生徒に教科書として

道徳の本を配布し、道徳の授業の前日にはその教科書を両親と一緒に予習

をして、その結果を授業の中で発表させるというような方法などはどうか

と提言したのでありますが、教育長も、当時の舘さんから岡田さんにかわ

られております。いかがお考えでしょうか、お聞かせください。

次に、中学校の制服通学についてお尋ねします。私は、これも道徳教育

の一環ではないかと考えますので、あえて取り上げました。

昨今の中学生の通学姿は、トレーニソグウエアによるものがほとんどで

あります。授業前のクラプ練習があるからと聞きました。学校での規律を

高める上には、私はきりっとした制服、それが教育の一助となり、朝の制

服姿がその日一日のしゃきっとした雰囲気をつくるのではないかと思って

います。

先般、今度中学へ入学する生徒の父兄と話をしました。その中学校では、

学生祖も要らないんだそうです。ないんだそうです。 「買わなくてもいい

と言われました」ということですが、そんな中学があるんですか。制服通

学についてのご見解をお聞かせください。
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最後に、プラネタリウムつき博物館についてお尋ねします。

これは、私がたびたびプラネタリウムつき総合科学館の建設ということ

で提言をしてきたんですが、一向に進展しませんし、市長は科学館よりも

博物館の方がご執心のようで、工業高校跡地に計画されているようですの

で、プラネタリウム博物館というふうにしました。

現に、文化的都市四日市構想特別委員会の先進地視察で長野市に参りま

した際、長野市立博物館を見てまいりました。すばらしい館内とスタッフ

に敬服をしたわけですけれども、ここにプラネタリウムの学習室が併設さ

れておりましたので、科学館ということには固執しないでおこうと思って

います。

また、今年 1 月、厚木市へ参りました。中町再開発事業の一環として、•

厚木シティプラザの建物ができています。地下 1階地上7階で、地下 1階

と地上 1階は欽食店、物販店、 2階、 3階、 4階が市立の中央図書館、 5

階が勤労福祉会館、 6階はヤソグコミュニティセソター、 7階は子供科学

館ということで、プラネタリウムが備えてありました。

この 2つの市、四日市に比較すれば、いずれもきれいな空をもっている

と思います。そこで、プラネタリウムであります。夢多い子供たちへの最

上のプレゼ‘ノトと考えておるんですが、いかがでしょう。これは市長から

ご答弁願いたいと思います。

以上で第 1回の質問を終わります。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） まず第 1点でございますが、昭和62年度の一般会

計当初予算の伸びと、これは 3.0％というわけでございますが、大幅な税

収増というのは、現在時点ではちょっと見込むことができませんので、税

収入そのものは、 61年度当初比 2.9％の伸びということでとどまっており

ます。これは、昭和55年度以降で毎年の伸ぴを見てみますと、 61年度の当
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初に対する62年度当初の 2.9％というのは最低でございます。

こういうような財政収入の中で、総合計画に掲げられた事業というもの

を着実に消化をしていかなければならないという命題もございますし、さ

らに、最近、既に前回の議会でもご指摘のありましたように、昭和30年代

に建設をした各種の施設が、もうかなり古くなってきておる。こういった

ことに対しまするメソテナソスの面、あるいはソフト事業の面にも配慮を

して、積極的な予算編成を行うという気持ちで取り組んでまいりました。

結果的には、建設事業におきましては、小学校建設では61年度11億7,200

万円に対して今年度は22億円、約倍に増額をいたしておりますし、公営住

宅の建設につきましても、 61年度の7,400万円に対して62年度は3{t3, 100 

万円と、また中消防署西分署建設事業を含む消防施設全体につきましても、

61年度の 1億 1,500万円に対して62年度は4低 5,000万円。そのほか一般

的な道路、橋梁、河川、公園、都市下水路等でも既に 1億 5,000万円ぐら

いの伸びを見込みました。

ただ、このような伸ぴを見込んだんですが、一方で61年度で事業が終わ

ったというような仕事もございます。例えば、清掃工場の建設が、 61年度

の16ほ 8,850万円というものが62年度は6億 230万円で終わっておるとい

うようなことや、少年自然の家の事業費が、 61年度の 7億 5,800万円に対

して 1低 4,500万円というようなことでかなり減ってきておりますし、あ

るいは失業対策事業が終息をしたというようなことで、投資的経費全体と

しては 2.3％の伸びにとどまったと、こういう内訳になっております。

もっとも、特別会計、企業会計では、中央駐車場の建設に着手いたしま

すほか、積極的に事業費の増額計上に努めまして、 61年度の59億 9,500万

円というものに対しましては、 62年度は73低 1,400万円というふうになっ

ております。

こういったような結果、総合計画につきましては、大体61年、 62年、 63

年と、この 3カ年間で第4次計画は 524億円を予定をいたしておりますが、
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その66％近いものを62年度中に消化できると
、こういう見込みでございま

すので、大体予定どおり進めることができる
のではないだろうかと、こん

なようなつもりで予算編成をしたのでござい
まして、どうぞこの点ご理解

を賜り、さらにご協力をちょうだいをいたし
たいというふうに思うわけで

ございます。

次に、例の特定地域中小企業対策臨時措置法
の指定を受けて、これは融

資だけということではなくて、実は、中小企
業の方々が業種を転換する、

あるいは新分野へ進出をされるというような
ことの場合に、超低利の融資、

いわゆる3.95％ないし 5％ですが、こういう融
資をしようということでご

ざいます。そのほか設備近代化資金の返済猶
予、 5年から 8年、あるいは

税制面では、試験研究用賦課金の任意償却、
試験研究用資産の圧縮記帳、

さらに特別土地保有税の非課税などの措置が
行われるわけでございます。

地域内での工場の新・増設を行う場合には、
特別償却がまた22％まで認め

られると、こういうことがありますので、業
界に対しまして、こういうよ

うな措置がありますから、できるだけこうい
うものを利用をしていただい

て、新しい分野への転換等を図っていただき
たいという誘渫をしようとい

うわけでございます。

地場産業につきましては、とくにオープソいた
します「地場産みえ」の有効

な活用を、もちろんやってまいらなければな
りませんし、人材育成、ある

いは販路拡大ということが大きな課題となっ
ているようでございますから、

業界ご自身の積極的な姿努を引き出しながら
、技術開発、研修事業、ある

いは新商品開発、さらには異業種との交流、
そういうようなことを助成を

してまいるほか、内外見本市を通じまして、
産地のイメージアップをパッ

クアップしていきたいと、こう考えておると
ころでございます。

そのほか組合の方では、協業化、協同化の勁
きもありますので、これを

支援いたしてまいりたいというふうに考えて
おります。

なお、地場産業振典セ‘ノターそのものは7
月に竣工、オープソというこ
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とになるわけでございますが、その運営の内
容は、需要開拓事業、人材蓑

成事業、情報提供事業、相談指導事業の4本
の柱がございます。この需要

開拓事業では、地場産業総合振興事業補助を
受けて、北勢地域の地場産品

の物産展の開催、あるいは総合パソフレ ットの作成、それから人材義成で

は、創造性の開発をテーマとした研修の開催
、それから情報提供事業では

情報誌の発行、それから異業種懇談会等の
ほか、国から情報対策補助を受

けまして、情報機器の整備、さらに相談事業
では、ジェトロ、中小企業金

融公庫等の関係機関との連携をとりまして、
貿易金融面に対しましてのバ

ックアップ、あるいは法律相談等に応じてい
く計画をいたしております。

この地場産業振興セソターをうまく運営をし
ていくためには、どうして

もここに有能な人が必要だということに相な
りますので、現役から私はこ

の方へ出向をしてもらおうと、そういうつも
りで今考えておりますので、

この上ともご指導のほどを賜りたい。

なお、企業誘致条例のお話が出ておりました
が、この企業誘致条例も重

要でございますけれども、今、私どもがこの
地域指定を受けました。した

がって、この地域指定の中で、国が考えてお
りますいろいろな助成事業が

ありますので、そういった助成事業を、現実
にこの四日市の中へ引き入れ

るような努力をまずすべきであるというふう
に考えておるところでござい

ますので、ご理解をいただきたい。この間も
通産省へ参りまして、中小企

業対策の部長さんと十分お話し合いをしてま
いりましたので、今後、こう

いった面についての新たな展開を図ってまい
りたいと思っておる次第でご

ざいます。

それから、一番最後の点で、プラネタリウム
つきの博物館ということで

ご提言がございました。これはかねてからこ
の本議会で、このプラネタリ

ウムの問題につきましては、随分多くの皆さ
んからご提言をちょうだいを

いたしております。そのとき、いつでも将来
の課題として考えてまいりた

いというようなご返答を、私は申し上げてき
たつもりでございます。
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プラネタリウムだから科学館でなきゃならぬとか、プラネタリウムだか

らこういう館でなきゃならぬという規定はありません。そこで、子供さん

たち、あるいは子供さんばかりじゃないと思うんですが、大勢の方々が、

「これは」という、望まれるようなものをつくらなければならないだろう。

博物館というものはなかなか難しいそうでございますが、今、教育委員会

の方で検討をしてもらっておりますので、その成果を見てつくってまいり

た¥,‘°

なお、プラネタリウムについては、私どもはその中に含めるかどうかと

いうことも、あわせてこの際検討をしてまいりたいというふうに思ってお

りますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

〇副議長（山路 剛君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（東 寛君）登壇〕

〇都市計画部長（東 寛君） 魅力と活力ある都市づくりにつきまして、

産業の活性化を目指す中で都市基盤整備が重要であり、特に基幹道路の整

備というものが必要であると。その中で、環状1号線、千歳町小生線、北

勢バイパス、伊努湾岸道路、四日市土山線パイパス等について、現状と促

進について述べよということでございますので、ご説明申し上げます。

まず、都市計画街路の関係でございますが、環状1号線につきましては、

全長約17kmのうち約 3.7kmは整備済みでございますけれども、まだ13kmが

未整備でございます。このうち河原田地内の約 800mにつきましては、現

在、市施行で56年度から着手いたしまして、 65年度の完成を目指して鋭意

努力しておるところでございます。また四郷地内の 1kmにつきましては、

県事業で59年度から着手いたしまして、 64年度の完成を目指しております。

一方、采女土地区画整理事業に関述してでございますが、一部 360mを

62年度からかかり、 65年度を完成目標にしてまいりたいと思います。

その後、未整備区間は相当あるわけでございますけれども、県、市協調
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して、 2期的な工事として継続して努力してまいります。

次に、千歳町小生線でございますが、全長 6.7kmのうち、約4kmが整備

済みでございます。残り 2.7kmが未整備であるわけでございますが、現在、

松本地内と常磐地内の一部 450mは59年度から着手しておりまして、 65年

度の完成を目指してやってまいりたいというふうに思っております。その

他常磐、赤堀、新正地内 2.2kmにつきましては、現在、面的手法の区画整

理事業で実施するのが好ましいという形のなかで地域の皆様方と勉強会を

重ねており、できるだけ早く事業着手ができるよう努力してまいりたいと

思います。

次に、北勢パイパス、また伊勢湾岸道路の進捗状況でございます。

北勢パイパス建設促進期成同盟会の会長事務局として、去る昨年8月4

日の議員説明会以降も、引き続き建設省、三重県ともども関係市町に対し、

計画ルートについて理解を得るよう、積極的に努力を重ねてまいったとこ

ろでございます。

最近、関係市町にあっては、計画ルートについて議員説明会が開催され

たということでございます。今後は、本同盟会が一体となって北努バイパ

スと伊努湾岸道路の早期実現に向けて努力してまいりたいと思います。

次に、四日市土山線バイパス道路につきましては、県事業といたしまし

て、野田町から尾乎町までの 1.5km区間を第 1期事業として、昭和55年度

から着手いたしまして、昭和65年度、暫定工事線の完成目標として事業を

進めていただいておるところでございます。

現在の進捗といたしましては約40％でありますが、用地買収につきまし

ては約80％に達しております。今後も引き続き事業促進すべく努力をして

まいりますので、ご理解賜りたいと思います。

以上でございます。

〇副議長（山路 剛君） 市長公室長。

（市長公室長（毛利道男君）登壇〕
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〇市長公室長（毛利道男君） 先ほどの伊藤雅敏議員のお尋ねの中で、南

部工業団地の現在の進捗状況ということでお尋ねがございましたので、そ

れにつけ加えさせていただきたいと思います。

本年の 2月25日現在でございますけれども、全体で権利者が 169名おみ

えになりまして、既にこの中で契約済みの権利者の方が 156名でございま

す。これは買収面積で置きかえますと、全体で約25万而でございますけれ

ども、既に買収された面積が21万而強でございます。

あと残っておりますのが、権利者で13名、それから面積にいたしまして

約4万而でございまして、全体の進捗率といたしましては 92.31％という

ところまでこぎつけております。あと若干まだ残っておりますけれども、

現在、開発公社を窓口にいたしまして、鋭意最後の詰めに努力をしており

ますので、もうしばらくお時間をおかりしたいと思います。よろしくお願

いいたします。

〇副議長（山路剛君） 福祉部長。

〔福祉部長（岩山義弘君）登壇〕

〇福祉部長（岩山義弘君） 老人福祉についてお答えいたしたいと思いま

す。

まず最初に特別養護老人ホームの問題でございますが、人口が高齢化す

るとともに、寝たきり老人等の介證を要する老人が増加いたしまして、老

人ホームの入所ニーズは年々増大している状況でございます。ご指摘のと

おりでございます。

現在、特別養護老人ホームには、四日市から 285人の方が入所されてお

るわけでございます。さらに、入所希望が出されまして、入所判定を終わ

っておるわけですが、待機していただいている方が36名となっております。

市といたしましては、要介護老人への対応といたしまして、在宅福祉サ

ービスの充実、これを図るとともに、施設福祉につきましても、民問の活

力を求めながら計画的な施設整備に努めてきたところでございまして、今
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後ともその充実を図っていきたいと考えておるわけでございます。

ちなみに、本年4月に、近隣の菰野町に特別蓑護老人ホーム瑞穂寮、定

員が50名でございますが、オープソいたします。さらに、新年度には小山

田特別養護老人ホームの増築が計画されております。また、このたぴ老人

保健法の一部改正によりまして、非常に似た施設でございますが、老人保

健施設、一般に中間施設とも言われておりますが、それが設置できること

になってきたわけでございます。本市の場合には、その本格的な設置に向

けて、来年度、調査研究に入るわけでございます。一方、特旋の併設型と

いうことで、研究モデル事業といたしまして、社会福祉法人青山里会が直

接原生省の指定を受けまして、 30床の老人保健施設を整備することになっ

ております。こうした施設対応も、特別養護老人ホームヘの入所待機者の

緩和に資すると、我々考えておるわけでございます。

次に、寝たきり老人等介護手当についてでございますが、国の制度とし

ましては、こうした寝たきり老人を持った家庭の経済的な負担を軽減する

という考え方の中で、所得税控除の方式をとっておるわけでございます。

本市といたしましては、大変ご苦労をいただいている家庭介護者に対しま

しても、主としてその労をねぎらい、激励する意味を含めまして、介護手

当の制度をつくっておるわけでございますが、・来年度はその対象者を、従

来の哀たきり老人から痴呆性老人まで拡大するつもりでおります。

その手当額についてでございますが、この額につきましては、他の在宅

福祉サービスの充実とも関述させて考えるぺきことだと考えておるわけで

ございますが、これからのその額の設定等につきましては、これは身体障

害者を中心にしてつくられております重度心身障害者手当とも関係がござ

いますので、それらも含めてよく検討いたしたいと考えておるわけでござ

います。

〇副議長（山路剛君） 教育長。

〔教脊長（岡田久江君）登壇〕
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〇教育長（岡田久江君） 3番目の青少年健全育成について、お答えいた

します。

青少年の健全育成には、やはり家庭教育、あるいは学校教育、社会教育

一体となってやらなければ成り立たないということはご指摘のとおりでご

ざいます。学校におきま ＇行っていることをちょっと申し上げます。

学校では、週 1時間道徳の時間というのが設けられておりますが、この

時間だけの指導だけではなくて、すべての教育活動の中で指導することに

なっております。

道徳の時間は、文部省の資料とか、あるいは道徳副読本、あるいはテレ

ピなどを使って、年間を通じて計画的に指導しております。最近では、身

近な郷土資料を使ったり、あるいはテープレコーダーを使ったり、ビデオ

教材を使うなどして、子供たちの興味とか関心が深まるように工夫して、

指導の徹底に努めております。

また、学校によりましては、父母や子供たちの道徳の意識を高めたり、

あるいはその調査を行ったりして、家庭の協力を得て「道徳チェックカー

ド」によりまして、実践を評価したり、あるいは学校ぐるみ、あるいは地

域ぐるみであいさつ運動に取り組んだりしている学校もたくさんございま

す。

またさらに、当市といたしましては、教育研究所でもその道徳教育の指

導方の研究を取り上げまして、そしてその成果を市内の小中学校に配布し

て、各学校の道徳の指導資料として役立てております。そのほか、今後も

いろいろ一層の充実を図りまして、そして各学校の指導を検討してまいり

たいと思います。

それから、この「道徳チェックカード」でございますが、これは小学校

の分でございまして、こういう10項目にわたりますものを、家庭と、それ

から子供たちで丸をつけて、そして実践例をどれくらいできているかとい

うカードがございます。これもやっているところが多うございます。
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それから、 2つ目の制服に関してでございます。

市内の中学校では、すべての学校で制服についての規定を設けて着用さ

せております。これは、中学生としての自覚を持って健全な学校生活を送

らせるとともに、家庭の経済の負担軽減ということも目的として定められ

たものでございます。

各学校ではこうした制服の基準を含め、他の決まりなども書き入れまし

た生徒手帳というものを、毎年4月に生徒に交付しております。そして、

指導の徹底を図っておるところでございます。

しかし、実情を見ますと、ご指摘のとおり、ややもすると乱れがちにな

っております。こうしたことを放置しますと、学校の教育活動の乱れにも

つながるおそれがございます。このため、各学校においては、この問題に

留意して、正しい制服を着用するように、指導の徹底に力を注いでおりま

す。

服装の乱れは心の乱れに通ずると申します。教育委員会といたしまして

も、こうした認識を深くして、今後とも各学校に対して十分な教育的配慮

をしながら、服装指導の徹底を図るように指導・助言に力を入れてまいり

たいと考えております。以上でございます。

〇副議長（山路剛君） 伊藤雅敏君。

〔伊藤雅敏君登壇〕

〇伊藤雅敏君 それぞれ懇切にご答弁いただきましてありがとうございま

した。それぞれの分野で、それぞれにしっかりとやっていただきたいと思

います。

特に福祉の中で、老人福祉ということを取り上げましたけれども、昨今、

60歳以下での痴呆性、老人とは言えぬ、中年ですかね、高年というのがか

なり出てきておりまして、その人たちに対する優遇措置というのは全くな

いという惑じで、いろんな手当を調べてみましても、何の措置もできない

ような状況があります。そういった面も、これからますます、低年齢化と
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いうと語弊がありますが、老人とは言えない人たちにそういった痴呆性と

いうのが増えてくるという現状も、ぼつぼつ検討課題としてお考えいただ

きたいというふうに思います。

以上で私の質問を終わります。

〇副議長（山路 剛君） 暫時休憩いたします。

午後 1時44分休憩

午後 1時56分再開

〇副議長（山路 剛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

古市元一君

〔古市元一君登壇〕

〇古市元一君 通告に従いまして質問をいたします。

最初に、北勢バイパスと伊努湾岸道路についてでありますが、さきに伊

藤雅敏議員が、活力ある都市づくりという中の一環として取り上げられま

したが、私はこの問題に絞って質問をいたしますので、克明なご答弁をお

願いいたします。

まず最初に、北勢バイパスについては、昭和60年の 5月31日に開催をさ

れました議員説明会において、路線の必要性、それから規模、概略のルー

卜並ぴに都市計画決定に向けてのスケジュールと申しましょうか、取り組

みについて方向の説明を受けたのが、私たち議員が最初に知った問題でご

ざいます。

その後、そのスケジュールなり取り組みについて何らの勁きもなく、経

過の説明もないまま 1年余りが過ぎ、議員の問より「一体北努パイパスは

どうなっているのか」という声によりまして、昨年の 8月4日に2回目の

議員説明会が開催されましたことは、既にご承知のとおりであります。

その席上、この道路の遅れの原因の一つといたしまして、隣接町の内部

事情等が説明をされました。加藤市長なり、あるいは訓覇議長が、隣接町
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に対しまして種々対策のご努力もされていることでございますし、特に加

藤市長は、いましばらく時期的な余裕をいただきたいと申されたと、私は

記憶をいたしております。

この道路の必要性は、いまさら申し上げますまでもなく、混雑度の非常

に高い国道 1号、 23号の交通謙の負荷を減少し、内陸部の発展を図るため

にも、大変重要な路線であることは、関係市町ともよく理解をいたしてお

りまするけれども、いざルート決定となると、関係市町が協調することの

難しさを、当然とは申せ、痛惑する次第でございます。

建設省、県、特に北勢パイパス建設促進期成同盟会の会長である加藤市

長の立場なりご努力は十分理解はできまするが、一方、ルートが予定され

ている地域住民の方々の心理と申しましょうか、気持ちも十分考えていた

だきたいのであります。

特に、予定ルートになっておりますところの影響の大きい、私の住む大

矢知地区民の受ける度合いは強いのであります。北努バイパスの建設と予

定ルートが新聞発表されましてから、約2カ年になろうといたしておりま

す。具体的な説明もない現状では、いろいろなうわさが流れ始めておりま

す。また、予定ルート付近には新築家屋なり、あるいは開発行為も、市な

り県なりの許可を得て進めております。もしこの予定ルートが本決定とな

った暁には、関係住民の理解を得るのに、一層の難しさが考えられます。

また、不況にあえぐ企業対策として、国の打ち出している内需拡大の一

環として、この道路建設によって工事量の増加することを心待ちにしてい

る県内、市内業者の声もお聞きする昨今であります。そこで、この北勢バ

イパスに対する現状と今後の見通しについて、基本的な考え方については

ぜひ市長より、具体的なことについては、助役なり建設部長よりご説明を

願います。

続いて、伊勢湾岸道路についてでありまするが、この道路については、

昨年来新聞紙上で盛んに取り上げられておりまするが、この道路は、豊田
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市の東名高速道路から本市の東名阪道路の問50kmを連絡するものでありま

す。既に名古屋港をまたぐ 2つの橋梁が、来年度には着工されると聞いて

おりまするが、この道路の計画と、さきにお尋ねをいたしました北努パイ

パス、第 2名四国道とのかかわりあいはどうなるのか、現時点の状況をご

説明を願いたいと思います。

次に、北部地域（富田・富洲原・大矢知地区）の治排水対策についてで

あります。

この問題につきましては、過去の議会、 56年9月、 57年9月、 60年9月

の各定例会で同様趣旨の質問をいたしておりますので、理事者の皆さんは、

既に十分内容については把握をしているものと思いますので、くどくどと

は申しませんが、基本的には常時浸水地区とされている富田•宮洲原・大

矢知地区住民の生活から、水による被害を解消することであります。その

ため具体的には、現在工事中の幹線と工事完了いたしております朝明都市

下水路によって解消しようといたしております。

計画から現在まで、まさに10年を経過しようとしており、決して早いテ

ソポとは申されませんが、その問常に理事者戦員の皆さん方のご努力によ

りまして、逐次治排水量は改良され、少々の降雨では没水による被害は最

近聞かなくなりました。これまでのご努力に対しまして、心より敬意と感

謝を申し上げる次第でございます。あわせて、ここ数年来、幸いにも大き

な台風も大雨もなかったことを、念のために申し上げておきます。

「災害は忘れたころにやってくる」と昔から言われておりますので、そ

こで、具体的に4点ほどお尋ねをいたします。

1点目は、 1号幹線は、四日市高校北側より富田ポ‘ノプ場まで工事完了

いたしております。現在富洲原運河の最上部を工事中。 2号幹線は、ネッ

ク箇所とされていた国鉄富田駅東の国鉄線及び国道 1号線の横断も終わり、

通称塩役運河と言われておりますが、この運河まで工事完了。 3号幹線は、

近鉄線以東下流部の富田ポ‘ノプ場まで工事完了。 4号幹線は、東洋紡碩富
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田工場より八風街道近鉄線西側まで現在工事中。朝明都市下水路は、松寺

町の国鉄関西線まで工事完了。以上5つの幹線の現状把握を私はしており

まするが、この把握に間違いないかどうか、お尋ねをいたします。

2点目は、現在工事完了及び工事中の箇所は、すべて第 1期事業認可区

域であります。もちろん治排水路の整備は下流部より行うのが常識とされ

ておりますので、結構なことでありまするが、現在工事中の幹線を含めま

して、第 1期事業認可区域の何パーセソトが工事完了となるのか、また

100％工事完了はいつごろになるのか、お尋ねをいたします。

3点目は、それぞれの幹線の上流部の大矢知地区内の排水路をどのよう

に接続させるかであります。

例えば 1号幹線については、四日市高校の北側より十志町を経てあさけ

プラザのある下之宮町西側の茂福用水までの排水をどのように接続しよう

とするのか。

2号幹線及び3号幹線については、近鉄線西側にある西富田町、礫井、

下さざらい町の排水はどのように接続させようとするのか。

4号幹線については、近鉄線西側にある蒔田町、前波町及び西富田町の

一部の排水をどのように接続させようとするのか。

朝明蔀市下水路については、国鉄関西線西側にある川北町の排水をどの

ように接続させようとするのか。

以上、若千詳細になりましたが、細かい点はまた別の機会にお聞きした

いと思いますので、その大要で結構ですので、ご答弁を願います。

4点目は、 3点目と関述をいたしまするが、これら幹線の上流部である

大矢知地区は、第2期事業認可区域の計画に入っておりまするけれども、

60年9月議会の私の買問に対するご答弁では、 「事業認可区域拡大の国の

方針としては、現在認可区域内の整備率が、雨水、汚水合わせて80％程度

以上に達しないと区域拡大は難しいので、面的に区域拡大するよりも、当

面雨水対策上頂要な幹線が実質的に着工できるよう、線的にライソとして
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事業採択されるよう、国・県と協議を続けております。その手始めとして、

雨水 1号幹線の上流部への延長、八風街道沿いの雨水4号幹線とあわせて

61年度からスタートする国の第6次下水道整備5カ年計画の中で対応する」

と申されておりまするが、その経過と、 62年度以降どのように実施に移し

ていくのか、ご説明を願います。

最後に、地場産業の育成発展と用途地域規制の整合性についてでありま

するが、市長なり、あるいは商工部長は、常々地場産業の発展を図るため、

後継者の育成なり、技術開発、製品の販路拡大、資金面の運用等に多大な

ご努力を傾注されております。この力強い熱意を背景に、生産業者も日々

それぞれの道を懸命に歩んでおります。特に、円高不況のあおりを受けて、

この不況脱出にはどうしてもよい品物を多量に低コストで生産しなければ

なりません。それには今までの生産過程の見直しをし、取り入れることの

できる範囲内で設備の合理化、近代化が必要であり、生産業者も熱心に取

り組んでおりまするが、これを実行に移す段階で大きな壁と申しますか、

規制に突き当たります。それは用途地域規制であります。

例えぱ私の地域の麺業も、四日市市の地場産業の代表的なものでありま

するが、今までの生産は家内産業であり、その生産設備も、納屋とか、あ

るいは物置を改造して作業場としておりました。それで今までは十分事足

りたわけでございまするが、しかしながら、さきに申しました不況脱出と

労働条件向上を考えなければ、後継者育成につながらない現状でございま

す。そこで作業場の増改築が当然必要となってまいります。増改築なり、

設備の近代化、合理化は、そうときどきできるものではございません。し

たがって、行うときには、ある程度恒久的な発想のもとに行うのは当然で

ございます。しかるに現在では、現有作業場の2割しか増築は認められま

せん。また、敷地の都合で、同じ大矢知の地内に自分の土地があっても、

用途地域の規制によって移転もできない状態であります。また用途地域の

規制にかからない大矢知地区外に作業場を求めた場合、そこで生産をされ
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ます麺は、三重素麺と申しますか、大矢知素麺のレッテルを張ることは、

通産省が許さない状態であります。このようなもとで生産業者は大変困っ

ている状態であります。このことは、単に大矢知の麺業者ばかりではなく、

萬古業者なり、あるいは水沢のお茶業者にも、同様な悩みがあると聞いて

おります。

過去の議会にも、私たちの会派の喜多野議員なり、あるいは山本議員よ

り、同様の指摘がなされており、その都度関係部長より、 「県とよく協議

をして、弾力的に善処をしたい」と答弁がなされておりまするが、今日に

至っても何らの改善策もないのであります。このようでは、地場産業の育

成発展を常に申されております加藤市長のお答えも、ただの空念仏となる

のではないかと心配をいたします。用途地域との整合性について、ご所見

をお尋ねする次第であります。

以上で 1回目の質問を終わります。

〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登埴〕

〇市長（加藤寛嗣君） 北努パイパスについてお答えをいたします。

基本的な考え方ということですが、これはもちろん国道 1号と23号が満

杯状態でございますから、どこかにパイパスをとらなきゃいかんというこ

とから始まった事業でございまして、結局桑名から川越、朝日、四日市、

鈴鹿と、この問の国道 1号、 23号のためのパイパスをつくろうということ

でございました。

この面につきましては、関係の市町村というのは、実は、長島、木曽岬、

桑名、川越、朝日、四日市、鈴鹿とこれだけあるわけでございますが、特

に北勢パイパスにつきましては、大体桑名までというふうにご理解をいた

だければ、桑名から以南というふうにご理解いただければ、よろしいかと

いうふうに思っております

これは、初めお話がありましたように伊勢湾岸道路といいますか、愛知
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県側の第2名四国道の期成同盟会との関連がちょっと混乱をいたしまして、

北勢バイパスについてどうするかということでは、桑名、木曽岬、長島と、

桑名以北は第2名四の期成同盟会の方に入って、北勢バイパスの方は自分

らは関係ないんだと、こういうようなことで北勢バイパスそのものの期成

同盟会の構築がおくれたという事実はございますが、その後、当時いろい

ろあったのはクリアされまして、長島町まで含んで期成同盟会がつくられ

たわけでございます。そうして建設省側の北努バイパスの予定線について、

各自治体に対して説明がなされ、いろいろ自治体としての議論があったわ

けでございますけれども、たしか昨年の暮れだったか、あるいは間違って

いるかもしれませんが、この北勢バイパスの期成同盟会では大体関係の市

町の了解が得られたというふうに、私は理解をいたしております。

ただ問題は、伊勢湾岸道路でございますが、これは豊田から四日市まで

を高速でつなごうという道路でございまして、それから北努バイパスは川

越町から朝日町を通り、それから四日市へ入りまして、大矢知の北を通っ

て東名阪へぶつかるというところで、北勢バイパスと一部かぶっておると

ころがございます。•特に、川越町におきましては、北努パイパスの上に伊
勢湾岸道路がかぶるということは、それだけ道路幅も広くなるということ

で、大変問題があるというふうに聞いておりますが、大体関係の方へ国、県

等が説明を続けておりまして、ほぼ了解点に達しておるというふうに聞い

ております。

そこで、実は、先ほどご指摘のありました伊努湾岸道路は、名古屋にお

きまして既に一部できておりますのは、西大橋が既にできておるのは、ご

承知のとおりでございまして、これから東へ向かって、いわゆる名古屋港

の一番前面を、名港中央橋と東大橋の2本、この 2本を62年度から事業化

をしようということで、海上5kmでございます。この予算が国の方で一部

認められた。これを認める条件として、豊田までの間と四日市、東名阪ま

での間の都市計画決定をするということが条件であると、こういうことに
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なっておるわけでございまして、この都市計画決定を急いで今年度中には

これを実現をしなければならない。そして63年度から始まります第10次の

国の道路整備 5カ年計画の中にこれを組み入れないと、もうそれ以降にな

ってしまいますので、大変先の話になる。東海環状都市帯道路であります

とか、あるいはそのほかの環状道路の問題もありますし、四日市にとりま

しては、この伊勢湾岸道路というものができることによって、あるいは東

海環状都市帯道路とのジャソクショ‘ノを適切なところへ持ってくることに

よって、四日市港といわゆる美濃地区、あるいは豊田方面への、岐阜を通

って美濃地区、豊田方面に至る集荷を四日市港へ持ってこようと、こうい

う計画が一つあるわけでございますから、この伊努湾岸道路の計画につい

ては、ぜひ今申しました予定どおりの年度に大体終わるようにいたしてま

しヽりたし‘°

もちろんこれらの道路が通過する地点におきましては、住民の方々のい

ろんな感情があろうかというふうに思いますので、そういった点について

は、これから詳細にわたって住民の方々の方におりてご意見を賜りながら、

改善すべきことは改善をする。できるだけ住民の方々のご意見を生かしな

がら、これらの道路が現実のものとなるように今後努力をしてまいりたい

と、かように考えておる所存でございますので、ご理解をちょうだいいた

したいというふうに思う次第でございます。

〇副議長（山路剛君） 下水道部長。

（下水道部長（前川鉦一君）登壇〕

〇下水道部長（前川鉦一君） 第2点目の北部地域の排水の問題につきま

して、お答えを申し上げます。

まず、ご質問の第 1点目の工事の現況につきましては、ただいま古市議

員から申されましたとおりでございまして、当地域はご指摘のように 5本

の幹線管渠によりまして排水する計画をいたしておるわけでございます。

現在までの事業の実施状況は、雨水 1号幹線が新富洲原ポソプ場から海
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＇ 

運橋までの間と、それに富田ポ‘ノプ場から四日市高校に至るまでの間が、

既に工事を完了いたしておりまして、現在引き続いて62年度末完成を目標

に、海運橋、富田ポ‘ノプ場付近の工事を実施いたしているところでござい

ます。 ・

雨水2号幹線につきましては、国鉄富田駅東の水路が大きなネックとな

っておりましたが、これも既に国鉄関西線及び国道 1号の横断工事を含め、

下流の塩役運河まで工事がすべて完了いたしておるわけでございます。

雨水3号幹線につきましては、近鉄線以東、下流部の富田ポソプ場まで

の間が既に完成をいたしております。

雨水4号幹線につきましては、八風街道に沿って近鉄名古屋線の西側か

ら東洋紡富田工場までの間が現在工事中でございまして、これが完成をい

たしますと、近鉄名古屋線より上流部一体の排水対策に大きく寄与できる

ものと、期待をいたしておるところでございます。

また、朝明都市下水路につきましては、松寺町の国鉄関西線西側までが

既に工事を完了いたしております。

また、雨水 1号幹線流末の新富洲原ポ‘ノプ場につきましては、さる昭和

53年以来、建設を進めてまいったわけでございますが、現在既に 1,200ミ

リポソプ 1台と 2JOOOミリポソプ4台が完成をいたしておりまして、高潮

時におきましてはいつでも稼働ができると、こういった状況となっておる

わけでございます。

次に、第2点目の事業の進捗状況についてでありますが、第 1期事業認

可区域のうち現在施行中の工事を含めまして61年度末の総事業費約 247億

円。これに対します事業の進捗率は、約62％となる予定でございます。

なお、残事業につきましては、国鉄富田駅付近の区画整理など市街地の

整備事業の計画がされておりますので、今後これらの事業との調整を十分

図りながら、できるだけ早い時期に事業が完成をいたしますよう努力をい

たしてまいりたいと存じます。
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次に、第3点目の幹線管渠への排水路の接続の問題でございますが、ま

ず雨水 1号幹線への排水につきましては、現在四日市高校の北側でとまっ

ております1号幹線をあさけプラザの西あたりまで延長いたしまして、当

地域の浸水解消を図ってまいりたいと考えております。

また、雨水2号幹線と 3号幹線への排水につきましては、ネック箇所で

ありました国鉄関西線の横断も既に完了いたし、その上流部の既設水路も

三幸毛糸あたりまでおおむね改修をされてまいっておりますので、今後引

き続きまして上流部への水路整備を進めてまいりたいと存じます。

また、雨水4号幹線への排水につきましては、現在工事中の4号幹線が

近鉄線西側まで延長されてまいりますので、工事完了に合わせまして周辺

の既設水路を順次整備いたしてまいりたいと考えております。

また、朝明都市下水路の国鉄関西線より上流部の整備につきましては、

今後地域の方々のご協力をいただきながら、年次的な計画に従いまして水

路の改修を進めてまいりたい、かように考えておるところでございます。

次に、第4点目の雨水 1号幹線の上流部への延長の問題についてであり

ますが、第3点目のところでも触れさせていただいたわけでございますが、

現状におきましては、ご指摘のように事業認可区域の拡大は非常に難しい

状況でございますので、この幹線ができるだけ早く延長できるように線的

な認可を国に対しまして強く要請をいたしておったところでございますが、

このほど国の方の認可も得ることができましたので、現在工事中の宮洲原

運河内の工事が完成をいたしました後、引き続きまして上流部に向かって

工事を進めてまいる考えでございます。

なお、個々の具体的な問題につきましては、今後地区の関係者の方々と

も十分ご相談申し上げまして、問題の処理解決に当たってまいりたいと存

じますので、ご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。

以上でございます。

〇副議長（山路 剛君） 都市計画部長。
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〔都市計画部長（東 寛君）登培〕

〇都市計画部長（東 寛君） 地場産業の育成発展と用途地域規制の整

合性についてということで、いろいろ毀重なご意見、またご指摘を賜りま

した。お答えさせていただきます。

本市における代表的な地場産業であります大矢知地区の麺業、また羽律

地区の萬古窯業につきましては、家内産業として地域に深く根差した毀重

な存在であり、現在立地しているそれぞれの地域においてまだ保設、育成

していく必要があると私も思っております。

しかし、それらが立地する特に住居地域の土地利用の制限規制は、主と

して住居の環境を保護する目的で定められておりまして、ご買問、ご提言

にもありましたように、増築につきましては 2割まで、また新たな敷地で

の建築につきましては、これは認められないというところで、厖設の増強

や近代化を図る上で非常に阻害となっておると思います。

そこで、用途地域の見直しという考え方が一つあるわけでございまして、

これは5年に一遍ということで、 60年にやりまして、今度は65年を目探に、

62年度から基礎調査をやりまして、具体的にそういう場所の摘出を行い、

抜本的な基礎調査の上に立って用途地域の見直しをやっていくわけでござ

いますけれども、今まで過去の経綽からいきますと、一つの住居地域とい

う形の中で進んできた中から、例えばそれが準工業地域、エ菜地域への伝

換ということは、やはりそこに住んでみえる住居系の皆さん方からは非常

に難しい問題となっておるわけでございます。

そういった意味合いの中で、この土地利用の用途地域というものを変え

るのではなくて、住居地域の上に特別工菜地区の指定をして、住居地坂の

特権は生かしながら、こういう余り住居に影苔のない家内エ菜的なものの

進捗がありはしないかということで、特別工業地区指定ということで、い

ろいろ研究しておるところでございます。

例えば大矢知地区、羽律地区のそういう住届地域の中で、家内エ菜、地
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場産業の施設の集積状況を見てきますと、 10％程度こういう集積率がござ

います。全国的には一つのこういう高度化のための中には、 20％以上とい

うような一つのルールもありまして、その辺につきまして県といろいろ積

極的に折衝をしておるところでございますが、もちろん国の方へも直接出

かけ、また県から求められておりますいろんな基礎資料も合わせまして、

もう少し頑張ってまいりたいと思いますので、時間をお貸し願いたいとい

うふうに思うところでございます。

なお、蛇足になるわけでございますが、地場産業等の施設において増改

築の緊急性を有するものについて、もちろん周辺の土地利用を勘案の上で、

建築基準法の方で第48条のただし困きがありまして、このただし書きによ

って決して救われるというものではございませんが、こういう規定等もご

ざいます。しかし、これには地元の公聴会等も必要ですし、それから建築

審査会の中での承諾ということも必要になってくるわけで、この方法を乱

発するということではなくて、市も機会ある毎に積極的にもっと説明しな

がら、市行政が前へ乗り出し、こういう許可制度についてもう一遍、我々

としてももう少し積極的な態度でいかなければならないと、反省も一つに

はございます。

そういった迂味で、最終的にはやはり特別工業地区の指定ということに

ついて頑張ってまいりたいと思いますので、本当の意味のご答弁にならな

かったかもわかりませんが、よろしくご理解を賜りまして、ご指導賜りた

いとお穎いいたします。

〇副議長（山路剛君） 古市元一君。

〔古市元一君登壌〕

〇古市元一君 ご答弁いただきましたけれども、まず2点目の治排水につ

きましては、大変前向きな姿勢で、新しい年度、 62年度以降も積極的に取

り組んでいくというようなご答弁でございましたので、ぜひ幹線工事の促

進を進めていただくとともに、枝排水路と申しますか、いろんな整備も新
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年度ぜひ強力にやっていただきますことを要望いたす次第
でございます。

なお、 1点目の北努バイパスにつきましでは、市長から、
これは市長な

んだからやるんだという答弁はよくわかりましたけれども
、 62年度中にい

ろんな整備を進めて、 63年度以降の取り組みに入れてい
かなければいけな

いんだと、こういうような説明がございましたけれども
、一番最初に、私

たちが議員説明会で受けた説明よりも、ちょっと後退し
たような内容とい

うふうに考えられます。

したがって、いま一度具体的に、坂倉助役なり、あるい
は島内建設部長

で結構ですので、一体予定ルートというものが現在ある
んだと、決まって

いるとするならば、その予定ルートが本決定になるのか
どうか、それから

いつごろに、仮に63年度に建設省の中に取り入れられる
とした場合、どの

ようなスケジュールで今後その道路の建設を消化してい
くんだというよう

な点についての、ひとつ具体的な説明をお願いします。

それから 3点目の用途地域の問題、これは部長、あんた
の答弁、私はま

ことに気に入らないと思う。

というのは、過去 1年とか 1年半前に、先ほど申しまし
たように喜多野

議員とか、あるいは山本議員が質問したときの答弁と、
全く同じなんです

ょ。懸命に取り組むとそのときもおっしゃったんだけれ
ども、あんたの懸

命は一体何年ぐらいかかるんですか。 10年かかるのか20年か
かるのか知り

ませんけれども、近く懸命にやるということは、私たち
は常識的に二、三

カ月、ようかかっても半年ぐらいの期間が常識として考
えられます。した

がって、もう一度その点を踏まえてご答弁を願います。

〇副議長（山路剛君） 建設部長。

〔建設部長（島内清治君）登壇〕

〇建設部長（島内清治君） 北努パイパスに関しますご
質問につきまして

は、ただいま市長の方からある程度具体的なところまで
ご説明をされたわ

けでございますが、ただ事務的な問題といたしましては
、現在行っており
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ます内容として、この北努バイパスに起因いたします市
内全体の道路網の

見直し、あるいは交差部におきます乎面計画、どういう
ぐあいにしたらい

いのかというようなこと、さらには既存道路の機能回復等
につきまして、

関係機関と協議を重ねておるところでございます。

再度のご質問の中で、ルートは変わらないのかというよ
うなことでござ

いますが、一昨年、昨年、ご説明申し上げましたルート
、これについては

変わらない、変更はなしというようなことで、国の方、
建設省の方は方針

を立てておりますので、まずルートについては変更はござ
いません。

それからこのルートにつきましては、先ほど市長からも
ご説明がありま

したように、 62年度には都市計画決定をやっていきたい。

それで、計画決定までのスケジュールでございますが、
現在県の方でい

ろいろとスケジュールについて作成をいたしております
。この 3月末でご

ざいますが、一応期成同盟会の幹事会におきまして、国
あるいは県の方か

ら計画決定に向けてのスケジュールの説明を受け、それ
でこの期成同盟会

ともどもその内容に基づいてひとつ実施をしていく、こ
ういうような考え

方でおるわけでございます。

それから事業に入ってからのスケジュールでございます
が、これにつき

ましては、まだ定まっておりませんので、その点よろし
くご理解を賜りた

いと思います。

それで県の方で一応スケジュールを現在作成中でござい
ますが、これに

つきましては、 4月の下旬から 5月の中旬にかけて一応
地元の説明に入っ

ていきたいと、このような考え方でおるわけでございま
すが、またその節

にはいろいろと議員の皆様方にはお世話になるこ とと思いますが、よろし

くお願いしたいと思います。

〇副議長（山路剛君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（東 寛君）登壇〕

〇都市計画部長（東 寛君） 特に用途地域の中の特別工業地区の指定
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について、もう少し県との折衝をいつまでに目途をつけるかというご質問

でございます。

話がちょっとそれるようで申し・わけないんですが、ただいまバイパス等

の問題も出てまいりました。特にバイパス等の問題の中で、やはり市街地

を通るところにつきましては、そのルートの両側につきまして、いろいろ

土地利用の形でバイパスの両側のルートにつきましては、用途の見直しと

いうことも同時に考えなければなりません。そういうことで計画決定が、

今お話ありましたように市の内部では 5月ごろを目標に、それから全体で

は年度の中でということで計画決定ということなんですが、それとあわせ

まして用途の両側のルートも考えなくてはいけません。そういう点もあり

まして、その辺の議論とあわせまして、特別工業地区のことも県とは話し

合っております。

ということで、何年後ということではなしに、目途といたしましては、

この問題もありますので、 62年度早い中で一つの目途だけはつけてまいり

たい、かように思っております。

〇副議長（山路 剛君）・古市元一君。

〔古市元一君登壇〕

〇古市元一君 2回目の質問でようやく具体的なことを答弁いただきまし

た。

ルートは、当初説明をされましたルートにもう変わらないということ、

それからその時期は、私たちの選挙が済んだ4月から 5月にかけて地元説

明に入りたいと、こういうことでございますので、よくわかりました。

ただそのときに、特に影響の大きい私の住む近辺の方々は、先祖代々受

け継いできた土地なり、あるいは建物なり、工場とい・うものをある程度犠

牲にした協力をしなきゃならんという問題が起きてまいりますので、十分

その方々のお気持ちなりその点を含んで、ひとつ取り進めていただきたい

ことを強く要望いたしておきます。
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それから 3点目の用途地域の問題は、大体は部長、この北勢バイパスの

両側というものを考えた方法でいこうということがわかりましたけれども、

地場産業、大矢知の麺業の業者あたりも、先ほど前の伊藤雅敏議員の質問

の中にもあったように、地場産のいわゆる会館の建設に当たって、ぜひ会

員になってくれと、大矢知の素麺の販路とか、あるいは製造にひとつ強力

に進めていかなければならぬから、あなた方も協力してくれということで、

何がしかの資金の協力もしておるわけなんです。片やそういう面で縛って

おき、片や生産の拡大をしようとするという面で突き当たるという業者の

気持ちも十分考えていただいて、一日も早く、大した機械も使わないです

ょ。 1馬力半か2馬力のモーターを使うことがあって、騒音のような公害

も出さないんだし、コソビナートあたりの公害というようなことを考えな

くていいから、よろしくその点業者の成り立つような方向で菩処をしてい

ただきますことを特に要望いたしまして、私の質問を終わります。

どうもありがとうございました。

〇副議長（山路 剛君） 暫時、休憩をいたします。

午後2時47分休憩

午後3時1分再開

〇副議長（山路 剛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

前川辰男君。

〔前川辰男君登壇〕

〇前川辰男君 本論に入る前に、少し一般質問のあり方について触れてお

きたいと思うんです。

私どもが質問通告をすると、その担当部署の職員が入れかわり立ちかわ

り「どういうことを質問するんですか」と、こういうふうにやって来られ

るんです。ちょっとスターになったような気分になるんですけれども、実

は非常に困るわけです。また、恐らく皆さんも同じだと思うんですけれど
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も、そういう場合に質問内容というのは、十分コソ
クリートされてないと

思うんです。

ですから要旨はもちろん言えるんですけれども、余
りこう根掘り葉掘り

聞かれると、そのときの状況によって答えてしまう
。しかし、さてそれか

ら二、三日たって原稿もつくって質問する段になる
と、やや食い違いが出

てくるんじゃなかろうかと思うんです。私ども議員
の質問と、それからそ

れに対する理事者側の答弁聞いておりますと、そう
いうことが客観的にう

かがわれる場合が間々あるわけです。ですから要旨は
聞いてもらっても、

もちろん結構ですが、余り根掘り葉掘り細部にわた
って聞かれるというこ

とは、これはどうかなと思うんです。

それからこのことは、市政について一番長い経験を
持っておるのが市長

じゃなかろうかと思うんですが、加藤さんの議員の
とき、あるいは助役の

時代、ずっと思い起こしてみますというと、昭和40
年代ぐらいまでは余り

ーそういうことがなかったように思うんです。

もう一つ言えることは、議員というのは、非常に発言
の幅といいますか、

発言の内容が自由です。しかし、それを受けとめる
側というのは、これは

執行権者ですから、そう自由潤達に答弁はできない
と思うんです。それを

無理して答弁をすると、美辞麗句に終わるといいま
すか、内容のない空虚

なものになって終わってしまう。ですから質問が繰
り返しいつも同じよう

なことがされて、これは非常に悪循環じゃなかろうか
と思うんです。

執行権者というのは、やはり執行する責任がありま
すから、そう我々が

発言するように自由にはできないと思うんです。そ
れはどういうことかと

いうと、やはりできるものはできると、できないも
のはできないという答

えが返ってきても、当たり前ではなかろうかと思うん
です。

もちろんそれについては、質問者の方が気に要．らぬ
という点もあると思

いますけれども、むしろその方がはっきりすると思
われますし、それから

もう一つは、余り聞きただしてやるということは、
この議場を形式化する
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ことでもあると思うんです。

議場の答弁だけで満足するということではなくして、
やはりここでは、

その場で満足な答えを引き出すということも必要で
しょうし、また同時に

そうじゃなくして、ここで問題提起をしておいて、
その後そういう方向で

努力をされることを期待し、さらにそれを次の議会
で追求していくと、こ

ういうふうな方法もあるのではなかろうかと思いま
すが、余り無理をして

我々に質問内容の追求をしてもらわない方がいいん
じゃなかろうかと、こ

う思いますので、一言申し上げておきたいと思うんで
す。

それから私の質問に入りますが、質問の順序が多少
変わりますので、ご

了解を得たいんですが、まず一番わかりやすい四日
市港のあり方について

まず私の見解を申し上げておきたいと思いますし、
さらにそのことが四日

市港管理組合において具体化されることを切望するわ
けです。

どういうことかと言いますというと、四日市港が特
定重要港湾に指定を

受けて、それから随分長い間輸入港としての立場を
とってきたわけです。

いわゆる片貿易、このことは随分長い間いろいろ論
議をされましたが、今

回の議会で提案理由の説明の中にありましたように
、輸出入が初めてバラ

ンスをとってきたと、こういうふうな説明がありま
して、その理由が数々

挙げられておりますが、関係者の努力が実ってきた
んではなかろうかと、

こう思いまして、敬意を表する次第です。

さてそこで、そういう一つの転機を迎えたわけです
が、このままではや

はり四日市港が他の貿易港との競争に打ちかつこと
はできません。発展は

できないわけです。ですからここで一遍今の実態を
よく見きわめて再検討

してはどうかと、こう思われる点がありますので、
一言触れておきたいわ

けです。

どういうことかというと、四日市港域というのは、
まさに四日市市の海

岸部そのものであるわけです。先ほど若干の問題も
出ましたけれども、ほ

とんどがそういうことです。 99％港に関係しており
ます。この中で海岸部
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J
 

分を占める部分のさらに多くが特定の企業によって独占をされておる、こ

ういう状態であるわけです。そのことが私は今悪いと言ってるんじゃない

んです。そういう必要性があったからこそ、今までそういう形が保たれて

きたわけです。

しかし、今日の時点において新しい将来を展望するならば、必ずしもこ

れでいいかということは言えません。この中には、もう既にそういう特定

の企業の機能を果たしてないというか、独占しているだけであるという、

こういう場所もあるはずです。したがって、これを一遍見直して、もっと

公共的な部分を広げていく。

先ほどの午前中の質問、答弁にもありましたように、港というものをも

っと市民と直結させると、こういうことでいろいろ苦慮しているわけです

が、そのことももちろん大切ですし、同時に港の機能をさらに活発に増大

させるという意味におきまして、公共部分をもっと広くすると、こういう

必要があるのではなかろうかと思うんです。

ちょっとこれは適切な例じゃないかもしれませんが、スウェーデソに行

きますというと、海岸線というのは、たとえ企業の敷地であろうとも、 50

mまでは、これは公共的なものがあるんだと、だれでも入れると、だれで

もそこは海岸として使えると、こういう法律があるんですが、日本にこれ

を適用させることは大変難しいかもしれませんが、しかし、日本のような

国土の狭いところで、やっばり特定の企業に占有されておると、その使命

が終わったところ、あるいはそれよりもさらにもっといい活用の方法があ

れば、それはやっばり開放していくと、こういう必要があろうかと思いま

すので、ひとつ十分検討して、そして積極的に四日市港の再開発を目指し

ていただきたい。これに対して市長の考え方を聞いておきたいと思います。

それから次に、人事管理の問題と、それから文化対策というテーマを出

しておりますが、これは両方非常に関連性が強いので、切り離していけな

い部分もありますから、ひとつその点を含んでお答えをいただきたいと思
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うんです。

5日の提案理由の説明の中に、大変私は注目すべき点がたくさんありま

したので、まずそれに触れながら言ってみたいと思います。

これは補足説明だったと思いますが、行政改革のさらなる推進と、それ

からまたもう一つは教育問題について、 5項目ですか、それから公園緑地

に対する努力、こういうのがそれぞれのところでなさっておって、それは

それなりに私は評価できると思うんですが、今日的にこれを見るならば、

役所の機構といいますか、縦割りの行政で律し切れない部分がたくさんあ

ると思うんです。

5日の日の提案の中に出ております。これは例として挙げますが、公園

を整備すると、まことに結構なことですが、どうこれを活用していくか、

この問題がちっとも出されておらない。それは縦割り行政で物を考えるか

らです。これをもっと市民の側から見た場合には、公園であろうと、どこ

であろうと、それは教育の場であり、文化の場である。こういうことなん

ですが、それがそうはなされていない。

これはたくさんの事実があるわけです。例えば、市長も一遍公園の隅っ

この方を歩いてみるとよくわかるんですよ。せっかく金を使って整備をさ

れた公園の隅々には、もう紙くずがいっぱい渦を巻いている。これはまず

問違いないことなんです、残念ながら。ところが、それは清掃課では全く

守備範囲が違うと。あるいは道路課でもなけれぱ、下水道課でもないと。

下水道が横にあっても、それは違うと、こういうことになっているんです

が、四日市の文化を高める、あるいは四日市市民生活をよりよくしていく

という考え方からいけば、それが道路であろうと公園であろうと、あるい

は下水道であろうと、一貫してきれいにしなきゃならん。当然のことだと

思うんです。

空き缶対策というのがありますが、空き缶対策というのは、 1年に1回

100万円の予算を組んで、そしてみんなで収集すると。これは、私はやっ
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ぱり啓蒙運動だと思うんです。ところが残念なことには、それはそれで終

わって、自治会の多少の運営費にそれが繰り込まれるだけのことであって、

家にある空き缶をわざわざ持っていって、数に勘定して出していく。これ

じゃ趣旨が全く違うわけです。

したがって、今言うことは、市の今までやっていることはもちろんです

が、それ以外のやられてないところは、今私が一つの例を挙げましたよう

なことですね。これに努力のできる横の糸ですか、縦の糸はしっかりして

おるけれども、横の糸がない。この横の糸を強化する必要があるのではな

かろうか。そういうことで、公園であろうと何であろうときれいにしてい

くことが、おのずから文化を高めていく一つの問題ではないか。

よく文化と言いますというと、文化施設をつくる、先ほども出てました

が、博物館あるいはプラネタリウム、こういう話が出ておりますが、もち

ろんそういう現象的なものをつくること、•これも文化のためには当然必要

なことですが、そうじゃなくして、もっとこう精神文化といいますか、人

間の心のゆとりといいますか、そういうものを高めるためには、やはり私

たちの生活の周辺をより美しく豊かにしていくと、こういうことが必要で

はなかろうかと思うんです。

そこで、ひとつ提案も含めて申し上げるんですが、人事管理に移ります

けれども、行政改革だとか、いろいろな問題で今までここで論議をされて

きました。しかし、これをずっと見ておりますというと、昭和48年のオイ

ルショック以来、非常に日本の経済情勢が変わってまいりまして、そのこ

とが今大きくのしかかってきておるわけです。だから国の方がやかましく

そういうことを唱え、それに対して地方自治体も右へ倣えと、こういうこ

とになってきておりますが、本当に行政改革すぺきところは、これは当然

しなきゃならぬと思いますけれども、ただ単に国の方針に従って、予在の

切り捨て、あるいは弱い者をし、じめると、こういうふうな形であらわれて

きているような傾向に対して、私はここで物を言いたいわけです。
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人員を少なくする。なるほどそれは限られた予算を使うためにそういう

形がとられてくると、こういうことだと思いますが、それは本当の行政改

革ではないんじゃないですか。むだがもし仮にあるとするならば、今さき

に私が申し上げたような横割りの行政に対して、もっと有効適切に職員が

働けるようなやり方を考えなきゃならぬ。そういうことじゃなかろうかと

思うんですが、その辺のところがどうも表面的に受け取られてきておりま

す。

本来市の仕事というのは、経済ベースで処理できないものであるはずな

んです。これは歴史を見ればよくわかります。例えば給食の問題、これは

昭和二十何年か、今の名誉市民である吉田千九郎さんが市長のときに、欠

食児童をなくして、みんなが公乎な教育を受けるために始められたわけで

すが、吋日本の歴史の中でも四日市は価値あるものだと思うんです。

そのときの目的と現在とは非常に変わっております。現在ではそういう

ことはありませんけれども、給食というのは、立派に教育の一環であるは

ずなんです。それを業者委託したら安くつくじゃないかということが言わ

れますが、これは下手すると、安かろう悪かろうと、こういうふうな形に

移行されるおそれがあります。また行政そのものが資任を業者に転嫁して

しまう、迂任逃れになるという、こういうおそれがあるわけです。現在私

はその点が非常に心配であるわけです。

どういうことかというと、非常に人員が、正規の職員が減らされて、そ

して臨時ですか、臨時の戦員がそれに置きかえられておる。安くつくでし

ょう。しかし、このことは、同じ職場、しかも狭い職場で、全く条件の違

う人が同じ労拗をしなきゃならぬ。給与条件の違う人が同じ職場で同じ仕

事をするということは、これは大変なことなんです。

これまた歴史的に見てもはっきりすることですが、昭和30年代から40年

代にかけまして、実は正規職員、それから臨時職員が大体半々ぐらいで給

食というものを扱っておったわけです。そこには毎月の賃金差、それから

ー

1

,
＇叶祉一
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さらにもっとひどいのは、ボーナスになると、片
方はちゃんともらえるが、

片方は全くない。こういうところでどう指導し
て、子供たちの命にもかか

わる給食を守れるんですか。これは教育委員会
の方のひとつ答えを聞きた

いわけですけれども、どうして守っていくんで
すか。これは安かろう悪か

ろうと、そんなことはだれも考えておりません
が、結果的にそうなる可能

性がある、そういうおそれが出てくるわけです。

だから安易に人員を削減して、そして国の優等生
になるというふうなこ

とをやるんじゃなくして、現在の職員を有効適切
に、よりむだのないよう

な配置と、それから労務体制、こういうものを
確立しなきゃならないんじ

ゃないかと考えます。

また、清掃を見ても、同じことが言えると思い
ます。本来これ歴史的に

見てわかることですが、営業行為として成り立
たないからこそ自治体が扱

ってたんだし、自治体が扱っているからこそ、市
民も安心して生活ができ

たわけです。それを何も無理して別の体制に切
りかえてしまうと、こうい

うことはよほど気をつけなきゃならぬ問題です。
現にそれが事実としてあ

らわれているんじゃないですか。

再生ごみというのがありますね。再生ごみとい
うのは、再資源利用とい

うことで、これは金になるというので、業者の人
たちがやりだしたわけで

す。ところが今日では、それが景気の変動によ
って全くできなくてお手上

げだと、こういう状態が出ております。こうい
うことが、これは事実なん

ですよ。‘

景気のいいときはそれでもいいでしょうけれど
も、景気が悪くなったら

どうするんですか。これはやっぱり自治体が責任
を持たなきゃならぬ。こ

れも今の当面の大きな問題だと思います。これは
一つの例として言えるこ

となんで、やはりこういうものは、市民のため
に市が直接責任を持って処

理してこそ、市民の安全と生活が守れると、こ
ういうことではなかろうか

と思うんです。
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そういう点で、ひとつ今私が申し上げたことに
ついて、市の考え方を出

しなさいと言っても、恐らく私の言ったことと反
対だから、出しにくいと

思いますけれども、今のような私が上げたよう
なことですから、今までの

方針ではいけないのであって、もっと真剣に考
えて、そして職員が安心し

て市民のために働ける条件を確立してほしいと
思いますので、その点の答

弁をお願いいたします。

〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 貴重なご意見を賜った
わけでございまして、まず

第 1点の四日市港でございますけれども、もとも
とが工業港として今日ま

できておるという一つの歴史的なものがあるわ
けです。初めは工業港じゃ

なかったわけですが、商業港としてあったわけ
ですが、それも輸入が大部

分であったと。そのうち戦後これがちょうど港
があるということ、あるい

は工業用水が非常に豊富であるというようなこ
とから、石油関係の企業が

港の周辺に張りついたということから、より一
層港の利用が工業的に利用

をされてきた。そのために比較的専用岸壁が多い
と、こういうことになる

わけでございますが、公共船の着くバースとい
うのは、大体埠頭というの

が58あります。一方工業的な桟橋、いわゆる専用
桟橋というのが56もある。

ほぼ公共と専用桟橋とが半分ぐらいでございま
すが、だんだんにこの産業

の実態というものも変化をしてきておりまして
、私はこれらの専用埠頭が

どの程度の利用率になっておるのか、あるいは
それによってどの程度の収

入があるのかというところは、実は今の段階では
定かではありませんので、

はっきり申し上げかねるわけでございますが、
ご指摘のあったように、従

来のものがいつまでもそのままでいいのかどう
かということは、やはりこ

の際再検討してみる必要があるんじゃないだろ
うかというふうに思います

ので、午前中のご答弁の中でも申し上げました
ように、港というものがも

うちょっと市民と一体的になった、あるいは三重
県全体、県民と一体的に
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なった活用ができるようにするためにどういう方策があるのか、ネオシビ

ルポートプラソなどというようなプラソもあるようでございますので、そ

の間にもうちょっとこれが一般利用の方向で活用できるような努力をして

みたいというふうに思っておる段階でございます。

それからその次の人事管理と文化対策、これは非常に難しい問題でござ

いますが、特に文化ということになりますと、実は文化そのものが生活全

体を指しているということでありまして、それには市の行政というものは

すべての面でのかかわりが出てくる。一つのものをやれば、それでよくな

ったということではなくて、全体の文化度といいますか、度合い、美的感

覚、あるいは快適な感覚、そういったものを町全体の中からつくり上げて

いかなければならぬわけでございますから、特定な部局の問題ではないと

いうことは、私も十分わかるわけです。それにはやはり行政が余りにも縦

割り過ぎるじゃないかと、横の連絡調整というものがもっと文化の視点か

ら、あるいはその他の視点からも、最近は行政の各分野がそれぞれの視点

だけでやっておったんでは、すべてうまくいかない。全体的な、総合的な

感覚で物を見ないと、決して満足なものができていかないだろうというふ

うに思います。

これは言うべくして、実はそう申しましても、なかなか現実には取り組

みが難しいということでございますので、私はこういった点について、今

後市長部局の中でもう少しこういった面を横から眺めるような部局を設け

てまいりたい。それには、調整監室というものまでつくったらどうだろう

かと、こんなようなことを若干考えてみるわけですが、それで果たしてう

ーまくいくのかどうかは、自信があるのかと言われたら、ちょっとそれでは

というような気もしないでもありませんので、よく検討をしてみたいとい

うふうに思いますが、これとの関連ではないんですけれども、行政改革と

いうものを一生懸命今やりつつある。これは正直なことを言いまして、随

分古くから四日市市の行政組織、あるいは仕事の取り組み方はこれでいい
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のかどうかということを、ずっと検討してまいりました。もちろん学者先

生等も入れてやってきたわけでございますし、そこに出された研究・成果

というものも踏まえまして、考えてきたということも事実でございます。

ただ残念ながらずっと振り返って、私が市長になったのは51年の暮れか

らでございますが、 10年間を振り返ってみますと、その間50年代の前半は

まだまだ高度経済成長の時代の名残が残っておりまして、決して安易に人

員を増やしてきたわけではありませんが、それぞれ必要に応じて、あるい

は将来のことを考えて必要な人間を確保しなければならぬという気持ちで

やってまいりましたが、 51年から55年ぐらいまではずっと増えてまいって

きております。そして56年だったと思いますが、ちょうど四日市にとって

苦しい状況があった時代があったと思うんですが、このころから少しづつ

人員の適正化に意を用いてきた、こういうような経過になっております。

ただ同格都市と比較をいたしますと、四日市の場合は、人口が61年の 3

月31日付、ちょうど 1年前ですが、 26万 3,454人。大体これと似合ったよ

うな人口のところを見て、同格都市をとって見ますと、これは面積の広い

狭いもありますので、一概には言えないと思いますが、人口 1万人当たり

でどれぐらいの戦員数があるかといいますと、乎均で言いますと、大体

102人ぐらいでございます。四日市の場合は、これが 122人ばかりという

ことになって、結果的にはそうなっておるんです。これだから20名減らさ

なきゃならぬと、そうこだわる必要もないと思いますが、四日市がこうい

うふうに多い理由は何なんだと、そこまでやはり分析をしてみますと、や

はりよそよりも多いのは病院でありますとか、保育園でありますとか、あ

るいは清掃業務を直営で持ってるというようなことから、多くなっておる。

しかし、これらの部門は、そうめったやたらにカットするわけにはいかぬ

ということでもありますので、やはり結果的にずっと眺めて見ております

と、病院は51年当時と比べると96人増えております。それから保育園につ

いても98人増えております。消防についても39人増えておる。減っておる
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のは、一般職の79人、こうい形になっておるわけでございます。

何も人員が少なきゃいいんだということでもありませんし、それに必要

なサービスというものはきちっとしなければいけない。ただ人員を減らす

ために民間委託をするというようなことも、安易に考えるべきではないと

いうふうに思います。ただ、しかし、現実問題としてまる 1日仕事がない

んだと、 1年中まる 1日仕事がないんだというようなものについては、や

っぱり考えなきゃいかんのではなかろうかなというふうに思います。

それをどういう形で監督をし、どういう方向で措置をしていくかという

ことについては、いろいろと考える方法があろうかというふうに思います

ので、今後とも安易な考え方で人員削減に臨まないということだけは申し

上げておきたいと思います。

私も慎重に取り組んで、随分部内でも激論を岡わしながら今日まできて

おる。そのことはなかなか表には出ないわけでございますが、人事問題で

ございますから、そう安易な考え方で取り組むべきでないということは、

私も十分承知をいたしております。せっかくのご忠言でございますから、

その辺のことは念には念を入れて慎重を期して取り組んでまいりたい。か

ように考えておる次第でございます。

答えになっておりませんが、以上で私からの答えを終わらせていただき

ます。

〇副議長（山路 剛君） 教育委員長。

〔教育委員長（三輪喜代司君）登埴）

〇教育委員長（三輪喜代司君） 前川議員のいろいろなご商説を拝芝いた

しておりまして、私ども非常にこう惑服するとこがあったのでございます。

特に私どもの関係しております学校給食の問題でございますが、ご指摘

のとおり当初は国民食生活の改苦に寄与すると、こういうようなところか

ら学校給食が始まってきておるのはご承知のとおりでございますが、蚊近

に至りましては、もうこのようなことは到底考えられないことでもござい
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ます。

しかしながら、最近の諸情努、ゆうべですか、テレビ見ておりましたら、

学校給食の問題をたまたま取り上げておった局がございまして、 4つの「

こ」というようなことを言っておりました。これは「子供だけで食べる」、

それから「孤立して食べる」、 「孤独で食べる」、それからもう一つは「

小食の小」です。 「あまり食ぺない」というようなことをちょっとテレビ

の中で言っておりまして、見ておりまして、なるほどな、こういうことも

あるのか、おくればせながら感じたわけでございます。

そういうような意味で、前々から教育長がご答弁申し上げてるように、

学校給食というのは、非常に教育的な課題というものが大きくウエートを

示しておるというふうなことを、強く感じたわけでございます。

したがいまして、これに対して今後の対応をどうしていくかということ、

これはまあ非常に姪しい問題だと思います。先般の12月議会にも、野崎議

員からのご質問にもお答えいたしておりますが、これは私どもの委員会と

いたしましても、今までの過去の経綽を十分踏まえて、現状をさらに一層

分折いたします。事務局ではもう既に給食については相当調査も行ってき

ておりますので、こういうものを十分慎重に検討を加えていかなければな

らないと思いますが、現状を十分踏まえまして、過去の経緯を踏まえまし

て、現状を十分分折し、それに基づきまして将来に対する展望を樹立して

いかなければならないだろう。そこにはあくまで先ほどからくどくど申し

上げましたような教育的な基盤というもの、これを根底に入れていかなけ

ればならないし、さらにまた市が実施しておりますところの行革との整合

性をどのように保っていくか、こういうものも十分踏まえまして、私ども

委且会において委員の意見を聞きながら検討を加え慎重に対応してまいり

たい、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇副議長（山路剛君） 前川辰男君。

（前川辰男君登壇〕
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〇前川辰男君 港に対する認識につきましては、
よく理解をされておりま

すので、もうこれ以上言う必要はありませんし、
今後ひとつそういうこと

で新しい四日市港のために努力をしていただきた
いと思います。

それから文化に対するとらえ方につきましても
、市長の答弁は、私は理

解できるわけです。決して文化というのは物を
つくること、具体的な会館

つくるだけの問題じゃないと、こういう理解で大
変ありがたいと思います。

ところが、さて具体的になりますというと、大変
難しいんです。幸いに

して今調整監の話が出ましたが、せっかく調整監
をつくられたんだから、

これはやはり調整監としての機能が十分発揮され
るように、これからに期

待をしたいわけですが、 2点ばかり重ねて申し
上げますが、とにかくごみ

というのは、家庭から出るだけがごみじゃない。
道路あり、あるいは下水

あり、あるいは公園あり、その他公共的なところ
にたくさん散らぱってる

のが、それぞれの、例えば道路管理について言
うならば、猫の死骸でも転

がっておれば、これはまあそのまま放っておくわ
けにいかないから取りま

すが、そこに空き缶があり、あるいはごみが散
らかっておるという仮に市

民からの通報があっても、とてもそこまで手が出
ませんと、これでおしま

いだと思うんです。これじゃ四日市の文化は育た
ないわけです。

したがって、今の横割りということがよく市長に
理解されておりますか

ら、そういう特設班のようなものですか、つくっ
て、あらゆるところの市

内の環境をよくすると、こういうことに努力をさ
れるべきであって、です

から先ほどの数字の問題で若千職員の数が出て
おりましたけれども、とて

もとても今手の足りないところだと思うんです。
人を減らすどころの騒ぎ

じゃないと思います。もっとお互いに有効適切に
努力し合う。幸いにして

市職労では「ごみの文化について」というパソフ
レッ・トを出して、我々も

もらいましたが、やっぱり彼らも考えてくれてる
わけです。だからこうい

う問題の解決には、少なくとも労働者がその気に
なってくれてるんですか

ら、積極的に組合と話し合って新しい分野に対す
る挑戦をしていただきた

-146-

』,

い。これを望んでおきます。

それからもう一つありますが、公園をよくした
と、なるほどたくさん公

園ができましたが、それをさて活用するとなる
と、もうそれはほうりっ放

しであると。このことは、私は公園の管理者の問
題じゃなくして、むしろ

教育の問題だと思う んです。さっきの文化に触れますが、教育委員
会が有

効適切にこれを使っていく。

例えば何かの展覧会をやるのに、文化会館とか
、あるいは市民セソクー

の部屋の中だけを一つの固定化して考えている
という概念を外して、立体

的に大いに青空を利用する。せっかく市として
大きな金をかけて公園をつ

くってるんですから、この公園を展示会場にする
とか、展覧会場にする、あ

るいは何かの催し物をやると、こういうふうな
考え方で、今までの既成の

枠を外して、物を考えていかなきゃならぬと思
うんです。そういうことも

ひとつ提案しておきます。

私の考え方が間違ってるんなら間違ってる、あ
るいはそれでいいのなら

いいと、これはひとつ教育の担当者の方から一
言だけお答えをいただきた

い。

それからもう一つ、先ほどの数字の問題ですが
、何か物を比較する場合

には、数字を出して、そして比較するわけです
が、これは非常に極めて危

険な問題をはらんでると思うんです。とにかく
26万都市でずっと比較して

みるならば、四日市市は戦員が多いじゃないかと
。 26万都市だけじゃなく

して、隣の鈴鹿市と四日市市を比較するならこう
じゃないかと、こういう

ことがよく単純に言われますが、これはとんでも
ない話で、むしろ逆なん

です。

職員が多いということは、それだけ市民サービ
スを多くしている。市が直

接責任をもって多くしていると。そのことがどれだけ市民にプ―フスになっ

ているかということが数字であらわれませんから
、非常にここが難しいと

ころなんですが、数字にとらわれると、その辺
の大きな過ちを犯すわけで
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すから、それはひとつ市長が先頭に立って、職員が多い
ということは、そ

れだけ市民サービスをたくさんやってるんです。このこ
とを大いに胸を張

って言うべきではなかろうかと思います。

それからもう一つ、最後に給食の問題を取り上げました
が、教育委員長

が言われるように、給食そのものも教育の一部である。と
するならば、同

一労働、同一賃金の原則をみずから打ち破るようなやり
方は、やるべきで

はありません。これは幾らあなた方が頑張っても、そう
いう職場において

職場の秩序が円満に保たれて、そして安心して子供たちに
給食を与えるこ

とができないんじゃないか。この点をひとつ深く反省をし
て、今後の扱い

を十分やっていただきたいし、それから市長の先ほどの答
弁にありました、

つまり労働時間の問題、労働日数の問題、こういう問題
が取り上げられて

おりますが、もしそうであるとするならば、学校の教師は
どうなんですか。

教師でも同じですよ。だからその時間があるなら、その
時間をなぜ有効適

切に使っていく、利用していくとしないのか。少ないか
ら、じゃ切るんだ

と、臨時でいいんだと、それじゃ先ほど言った委員長の教
育の一環である

という答弁は、うそになるわけです。その辺のところも重
ねてご答弁をい

ただきたいと思います。

〇副議長（山路剛君） 教育委員長。

〔教育委員長（三輪喜代司君）登壇〕

〇教育委員長（三輪喜代司君） この学校給食の中で、
正規職員と臨時戦

員との関連でございますが、この制度そのものにつきま
しては、学校給食

業務というものが年間約 200日程度、これはご承知のとおり
と思います。

それから正確に言うと、大体 190日。それから業務の特定
の時間の集中と

いうのが、時間が集中するという特殊な性格のものが・ご
ざいます。この辺

は、教師とは多少食い違いがあるんじゃないかと思います
。

したがいまして、集中しておる時間にパート職員を入れて
、単純な労務

をやっていただこうと、こういうふうな考え方から、これ
が出発しておる
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のでございます。

したがいまして、そういうことも踏まえて、全部今の現状
を踏まえてと

いうのが、臨時戦員と正規職員、これを踏まえまして、教
育委員会といた

しましては、私といたしましては、委員会にはかりながら
、それに対して

将来をどのように対応していくかというふうなことも十分
検討を加えてい

きたいと思いますと同時に、先ほど申し上げましたような
行政改革との整

合性、これをどのようなところで図っていくか、こういう
ことも十分委員

会の中ではかりながら、いずれにいたしましても、経済的
な面を考えるな

とおっしゃいましても、やはり予算面ございますので、考
えざるを得ませ

ん。だからそういう点も十分踏まえながら、私どもとして
は今後とも検討

を加えていきたいということでございます。

なお、重ねて申し上げますけれども、教育の一環であると
いうことは、

十分これは認識し、それを根底にしながら、ただいま申し
上げましたよう

なことに検討を加えて、慎重に対応していきたい、こうい
うふうに思って

おりますので、よろしくご理解を賜り、ご協力賜りますよ
うお願い申し上

げます。

〇副議長（山路剛君） 前川辰男君。

〔前川辰男君登埴〕

〇前川辰男君 究明な理事者の人たちですから、私の言わ
んとすることも

十分わかってはもらってるはずなんですが、やっぱり経済
性ということが

出てきますと、これは引っかかるわけです。

確かに経済を無視してはできませんが、今まで四日市が
よその都市に比

較して、非常に立派なすぐれた行政をやってきたというこ
の誇りを忘れず

に、それからまた人事管理について、安くしていくという
ことを前提にし

て物を考えていかないようにお願いしたいと思いますし、
これ以上私が言

っても乎行線になるような気もしますが、このことは今回
上程されており

ます予箕古の中でも人員として出てきておるようですが、
その辺のところ
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はひとつ担当委員会で十分ご検討いただくことを期待いたしまして、一応

質問を終わります。

〇副議長（山路 剛君） 暫時、休憩をいたします。

午後 3時49分休憩

午後4時 1分再開

〇副議長（山路 剛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

高木勲君。

〔高木熙君登壇〕

〇高木 勲君 最後になりましたが、しばらくおつき合いをお願いします。

通告のとおり質問いたしますが、この壇に上ることは、これが最後にな

ります。この最後の機会を与えていただきました清風会の皆さんにお礼申

し上げます。

21世紀に向けて、 30万都市を育てるについてご質問申し上げます。

日本の国は、今激しい変革の波に覆われていると言われております。全

く新しい大きな波でありますので、これまでの方法では、対応できないだ

ろうと言われております。そんな途方もない波の中で、 21世紀に向かって

どうのこうのと叫んでみましても、どれだけ呼応できるかわかりませんが、

私たちの話し合いの中で探り得たものについて、お尋ねいたしたいと思う

のであります。

昨年 3月議会の代表質問で、私の会派の後藤寛次議員は、北勢の中核都

市四日市はどうあるべきかについて問いただされました。それ以後、今日

まで私たちの会派ではこの問題についてたぴたび議論を重ねてまいりまし

た。それは、中核都市といいましても、抽象的であいまいさのある言葉で

ありますので、このことを論じ合っても、ここから具体的なものは何も出

てまいりません。何も出てまいりませんので、もっと具体的な目探はない

ものだろうかと探し求め、いろいろ聞いたり、調ぺたりしましたが、人口
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25万とか、 26万ぐらいの都市は、全国のどの都市でも極めてその運営が難

しい都市であるということが、若千わかってまいりました。

しかし、 30万都市になりますと、事業所税も入ってまいりますし、住民

税、固定資産税も多くなるから、財政基盤も若千強固になるということも、

同時にわかってまいったのであります。事実、私たちが全国の方々の町を

視察して惑じるのでありますが、この施設といい、内容といい、 25万都市

と30万都市には格段の差のあることがよくわかるのであります。

試みに私たちは、現在のままで30万都市に四日市がなった場合、どんな

数字が出るだろうかと試算していただきました。約15偲円の事業所税の入

ってくることがわかりました。

少し内容を申し上げますと、資産割11億 1,750万円、従業員割 1低7,550

万円、新増税2低 700万円という取らぬ狸の皮算用ではありますが、これ

は事業所関係だけでありますので、ほかに人口増加分の住民税、固定資産

税、その他が加わってくるわけであります。

こんな話し合いから、 「30万都市を育てる」という具体的な目標を四日

市は持つべきであろうということになったのであります。

もう一つの理由は、四日市は、長い間公害という余り恰好のよくない、

イメージの悪い名が日本の隅々まで流れていましたので、実情を知らない

人たちには極めて暗い惑じのする四日市でありました。四日市高校が野球

で全国優勝をなし遂げた当時は、全国どこへ行っても四日市は明るい話題

でにぎわったのでありますが、それ以後、全く暗い汚い町に成り下がって

きたのであります。市の行政に携わる人たちも、商工会議所関係の人たち

も、この暗いイメージを払拭していこうと努力しているにもかかわらず、相

変わらず暗いイメージの残っている四日市であります。

昨年夏、何年ぶりかに磁で花火大会が開かれました。細かい問題は若干

ありましても、極めて明るい話題ばかりでありました。その上近隣の人た

ちまで菩んで参加してくださった朗らかな大会でありました。私たちが四
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／
 

日市を改めて見直したいと強く考えたのは、このこと以後であります。四

日市をもっと明るい活気のある町に育てたいと考えたのであります。

四日市市の人口は、現在26万 5,000人であります。自然増が年約 1,800

人でありますが、単純計算では19年たたないと30万の人口にならないので

あります。 21世紀にならないと30万の人口にはなりません。四日市の人口

が今日のようになったのは、申し上げるまでもなく幾たぴかの町村合併に

よって増加してまいったのであります。社会動態では、昭和40年以後は転

入よりも転出の方が多いという状況でありますが、この事実を私たちはよ

く考えてみる必要があろうと思います。

一つは、公害から逃れる人たちがたくさんあったということであります。

石原産業に働いていた人たちが、鈴鹿市へたくさん移り住んだ時代もあり

ました。また、名四国道沿いの人達が、ここから逃げ出した時代もありま

した。公害は、確かに四日市を住みにくい町にしてしまいました。公害ぱ

かりではありません。 1坪の土地でも市内よりも市外周辺の土地の値段が

安いので、移り住んだ人もたくさんあったと聞いております。私たちは、

四日市の人口を増やすために、マクロ的には、工業団地を造成して企業の

誘致を図るとか、住宅団地を造成して少しでも安価な土地を提供するとか、

積極的な施策を考えていきたいのであります。

大学が設置されますと、 1カ年 280名の入学がございますから、 4年問

では 1,120名に加えていろいろの関係で人が集まってまいりますので、人

ロも増えてくるわけであります。さらに、かつて四日市が増大してきた道

のように、近隣町村との合併ということも、時の流れに従って行わなけれ

ぱならぬ時代がくるのかもわかりません。

12月議会に粉川議員が、菰野町と四日市市は運命共同体であると発言い

たしましたが、確かに四日市市と菰野町の関係は、四日市市が玄関であれ

ば、菰野町は奥座敷であります。 6月の議会で伊藤信一議員は、大安町と

の関連について、隣町であるぱかりでなく、 「経済圏は四日市である」と
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いう大安町長の言葉を引用しておられました。また大安町の日本電装と保

々地区の工業団地の間に、さらに大きな工業団地が立地することも夢では

ないということを、伊藤信一議員の言業の中に将来四日市を考える一つの

要素を暗示し・ているように、私は受けとめているのであります。

人口を増やしていくということについて、ミクロ的にいろいろなことが

考えられます。その一つに、私たちは、近隣から人の集まってくるまちづ

くりをやりたいという、要約した言業でまとめております。

先ほど大安町長の言葉を出しましたが、その町長さんが、 「四日市は何

でもありますし、物が安いですね。このいすは四日市のどこどこで買った

ものです」と言われたように、四日市へ行けば何でもある、そして安い。

四日市にとってはありがたい、うれしい言葉であります。この町長さんの

言葉は、大安町は、四日市の商圏であるという言葉の裏書でもあります。

私たちが三滝通りで「なんでも市」を開くことを提案いたしたのも、人

を集めることが町の活気の始まりだと考えたからであります。しかし、こ

の「なんでも四日の市」は、開催時間の関係などで、初めに予想していた

よりも低調であります。でも回を重ねるごとに工夫が加わっておりますの

で、だんだん四日市らしさのあらわれた「なんでも四日の市」になるだろ

うと期待しているのであります。公園緑地課が春、秋、年に 2回小さな動

物園を開いていますが、この動物園のようにときどき場所を変えて、この

「なんでも四日の市」が開かれたら、もっと盛大になるだろうと思われま

すが、交通関係で難しいだろうと思われます。

四日市の旧市には、適当なイペ‘ノト広場がないので、町の活気を呼ぶに

は若千物足りなさを感じるのであります。工業高校跡地をイベ‘ノト広場に

という声は相当高かったのでありますが、財政上の問題やいろいろあって

実現することができなかったのであります。一番街から工業高校跡地へ入

る「ふれあいモール」は狭い場所でありましたが、ここを中心にして近鉄

百貨店や一番街の商店が連合して竣工祝いのバザールを開いていましたが、
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こんな狭い場所でもうまく利用した盛大なバザールでありました。 21世紀

に備えて国鉄四日市駅周辺あるいは港管理組合周辺を再開発して、イベ‘ノ

ト広場を生み出す施策を立案すべきだという声は、市民の間にも相当高ま

っているのであります。人の集まってくる場所は、何といっても人と人と

の親切の触れ合うまちであってほしいのであります。押しの強い人間がま

かりとおる町であってはならないのであります。昨年暮れから近鉄四日市

駅周辺から一番街にかけて市が自転車整理員等を置いて指尊しております

ので、他市のように自転車で町の秩序がかき乱されるというような姿はな

くなり、何となく町の秩序がきちんとしているようであります。落とし物

一つあってもみんなで探し求めるとか、いろいろみんなでにこにこしなが

ら買い物を楽しみ合うという町であってほしいとも思います。

テレトピアの町四日市、難しい内容ですが、四日市へ行けぱ何でもわか

る町、張り紙 1枚見ても賢くなる町、広告宣伝にでも文化のにおいのする

町であってほしいのであります。見ただけでも、読んだだけでも嫌な文句

の存在する町は、不潔であります。テレトピアを誇る町、四日市らしさの

あふれる町を育てていきたいのであります。人の集まってくる町は、きれ

いな町、美しい町、工夫された町であってほしい。その中に四日市らしさ

のある文化の薫りのある町であってほしいのであります。今日の四日市の

町は、らしさの失われた町でもあります。萬古のある町、コソビナートの

ある町、海のある町をつくってみたいと思います。それを取り上げること

によって、個性をはっぎりあらわしたいのであります。市では、 1月、四

日市都市景観協議会を結成して、北原三重大教授が会長となって具体的な

策を練ることになったことを新聞で見ましたが、まことに結構なことであ

ります。らしさのあらわれたまちづくりをみんなが期待しているところで

あります。

11月、千葉市の文化づくりを視察に行った伊藤信一議員の報告の中に、

企業の活力を生かす協定を企業と結ぶということを話しておられました。
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その中で水際線を持つ企業については、水際線を利用することについて検

討するという話があったということであります。具体的にどんなことかと

伊藤信一議員がただされましたが、何の答えもありませんでした。その発

想は、ユニークなものだと伊藤信一議員は言っておられました。四日市の

市民は、海岸のなくなったことを嘆いております。四日市もこの協議会の

中で、この水際をどう市民に開放し、利用するかは、四日市の文化に相当

の影響がありますので、大いに論議していただきたいと思うのであります。

次に、やがてやってくる高齢化社会の問題についてお伺いいたします。

1980年代には、スウェーデ‘ノでも、西ドイツでも、イギリスでも、老人

福祉政策が大きな壁に突き当たったと聞いております。スウェーデソは、

ご承知のように福祉の国として戦前から40年かけて準備した国でもありま

す。西ドイツは、日本のように豊かな国であります。こんな国でも老人年

金の物価スライド制を停止いたしました。イギリスでは老人年金の大胆な

修正、縮小を余儀なくされたのであります。これは単にそのときの政権に

よる変化ではなく、逆に福祉を標榜するような政党が人気を失ったからで

あります。福祉というものは、申し上げるまでもなくその対象になる人の

数が一定以上に増えると成り立たないのであります。少数の気の毒な人を

多数の働く人が助けることによって成り立っているのであります。多数の

人を少数の人が助けるのでは、福祉は成り立たないのであります。西欧諸

国の老人福祉が危機に直面したのは、どの国でも大体福祉の対象になる65

歳以上の老人が人口の15％を超えたときでありました。福祉のもらう人と

それを支える人のパラソスが崩れ、支える側の負担がべらぼうに重くなり、

加えて福祉行政の非能率化と弊害が露骨にあらわれてきたためだと言われ

ています。

日本は 2,000年になりますと、 16％を超えるということであります。し

たがって、 90年代のうちに福祉の崩壊が始まることが予想できそうであり

ます。しかも日本の場合は、 21世紀の10年代には、 65歳以上の老人が20%
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を超えるのであります。
この状態をもう少し具体的に考えてみますと、老

人1人に老人でない人が4人という割合にな
ります。では、 4人の働く人

が1人の老人の面倒を見るのかといいますと、
そうではありません。老人

ヽるのであります。それであります
でない4人のうちには子供も含まれてし

から、日本でも今後10年以内には福祉の見直
しが重要な政治課題となって

まいります。

その一つの例ではありますが、我が国では、
75歳以上の老人の自殺が非

常に多いことであります。 75歳以上の自殺者が人口10万人当たり、日本は

65.3％で、イギリス人は14.4%、スウェーデ‘ノ26%、アメ
リカ19％であり

まして、日本は比較にならないほど多いのであります。この数字で見る限

り日本の国は老人にとって極めて住みにくい、 暮
らしにくい国であります。

ある新聞の読者欄にこんな記事がありました。 「90歳の老人のつぶやき」

と題して、 「マル優廃止、老健法改正だと、老人に味方することは何一つ

ないような気がする。私のわずかな年金とばあさんの障害年金でどうやら

生きながらえているんだ。ぱあさんの世話はこの90歳のじじいがやってい

るんだ。食事から洗濡、風呂まで、一日も早くあの世へ行きたい」と書い

てありました。悲しい話であります。中曽根首相は、施政演説の中で、

「世界の模範となる質の高い長寿社会の実現を期します。」と胸を張った

言い方をしておられますが、一体何をもって世界の模範たらんとしている

のでしょうか。四日市市の場合でも、すぐ目の前に来ているこの高齢化社

会にどう対処していこうとしておられるのか、お伺いしたいところであり

ます。高齢者のための住宅を建てるとか、老人専用の病院を建てるとか、

いろいろ施策があろうと思いますが、要は、生きがいと慟く場の提供が肝

要であろうと考えます。

現実的な問題を一つ取り上げてみますと、シルパー人材セソターの事務

所の問題であります。元福祉事務所のあった場所でありますが、車 1台置

けない場所であります。ご存じのようにシルパー人材セソクーは、 55年に
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設立されました。 55年には 900万円ぐらいの仕事でありましたが、 5年た

った60年には 1億 2,000万円の仕事となり、就労人員も 2万 5,000人と増

加しております。仕事の内容も増え、就労者も増えてまいりましたので、

こんな手狭なところでは21世紀に向かって大きくはばたかなくてはならぬ

シルバー人材セ‘ノターは無理だという批判の声も聞くのであります。車の

時代ですので、少々遠くてももっと広い事務所、機械置場、物置、車庫を

持つ事務所を計画すべきであろうと考えますが、ご所見をお伺いします。

次に、農政の問題について。

農業を取り巻く環境は厳しく、水田農業確立対策、すなわちポスト三期

対策は、転作面積の拡大や構造政策と相まって食管制度にもかかわって、

水田農業の転換を迫られております。特に集団転作の助成とか、メリクロ

ソ等も結構でございますが、各地域における水田の用水、排水の分離事業

などは、系統組織挙げて次代の都市近郊農業の共同化を進める上では、ど

うしても取り組んでいただきたいと思うのであります。

次に三重用水についてお伺いしますが、この事業も多目的で公団方式で

早期完了を目指しつつ着々と進められ、昭和64年度完了の見通しと承って

おりますが、この事業は当初 394億円という事業費で、その後計画変更等、

現在の事業の詳しいことは推定できませんが、現在の推定農業用水の事業

費は578億 9,200万円、償還総額833億 2,300万円となって、地元負担金は

195億6,600万円と承っておりますが、この試算は昭和57年度単価でござい

ます。

ちょうどこの3月県議会において、三重用水事業は65年度から水資源公

団の償還が始まり、償還総額 900億円となり、 87年度まで23年間で償還す

るが、 67年度から81年までがピークとなり、県負担、年間50億円｀ぐらいに

なると新聞で見ました。県は本年度より基金を積み立てると承っておりま

すが、市の場合、水道割負担になっており、農業用水については、工事完

了2年据え置き、 15カ年年賦として、年間5億円ぐらい償還負担となると
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思います。また、受益者負担の工事負担金は幾らになるのか、また計画変

更までの受益者の対応といいますか、それについて、早期に取り計らって

いただきたいと思うのであります。

次に、二、三地域の問題についてお伺いしたいと思います

再三取り上げた問題ではありますが、行政不信というか、協力者を泣か

せないようにしてほしいという意味合いで質問いたしたいと思います。

道路新設時の県事業で用地が未解決になっております。残った土地は、

県の職権にて他人に売却され、今後の県道拡幅工事にも関連してまいりま

すので、市で調整していただきたいと思いますが、理事者もご承知のこと

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

もう一点、市水道事業で関連して林道へ 400mm、 600mmの管を布設する

際、協力金並びに立木補償金として両側2m幅ずつ 1m• 800円の割で山林

所有者、すなわち関係者に支払われてまいりましたが、耕地課にて登記後、

49災の際、自衛隊応援のとき、土砂運搬にて道路も拡幅されたまま広がり、

その後建設部にて6m道路として市道認定ををされておりますが、危険箇

所が多く、排水施設と安全対策をしていただきたいと思います。また、水

道管が道路の外にはみ出しておる現状を見て、水道管保持のためにも、早

急に取り組んでいただきたいと思うのであります。

次に、県地区の土地改良区の 700haの登記について、昭和52年度より100

haずつ毎年計画的に換地登記をしてまいりました。特に下海老地区の市道

4路線についての地区外の道路について、昭和の初め、あるいは終戦後、

あるいは戦後等道路内に多くの未登記があり、その両側の拡幅分、 1m50 

cmずつ両側に拡幅いたしましたが、創設換地として拡幅してまいりました

が、そのときも土地改良法53条により処理いたしましたが、代替地とし

て相当分県地区土地改良区名義にて残してあります。登記時協議しており

ますので、よろしく関係課にて処理をお願いしたいと思います。

次に、大沢地区市有林近隣の排水対策については、農林水産部において
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着々と実施され、喜んでおります。ミスト温室用地と交換して、市有林も

残地が荒廃地となっております。前回要望したように、管財課、農林水産

部の調整の上、運動広場にしていただきたいと思いますが、いろいろ苦言

を呈して悪いと思い、理事者の善処を望んで質問をやめますが、地域問題

については、要望にとどめますので、よく調査の上、菩処していただきた

いと思います。

ここで質問を終わります。

〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 最初に、将来の北勢の中核都市として30万都市を

目指すべきであると、そのための方策はというご質問にお答えをしたいと

思います。

おっしゃいましたように二十五、六万の市というのは、大変運営が難し

い。 30万になると大分都市の構造が変わってくると、こういうことが言わ

れておりまして、私自身も早く30万にできないものかということで、．いろ

いろ考えておりますが、人口を増やすということは、町村合併、あるいは

住宅団地の開発、さらには企業誘致をやりまして、人口を増やしていく。

あるいはまたそういうことじゃなくて、大学でありますとか、文化的な施

設をつくりまして、それに関連をして人口の増加を考える。

どういうことがいいのかということでございますが、今日までの当市の

傾向をちょっと詳細に見てまいりますと、自然増と社会増があるわけでご

ざいます。自然増というのは、自然に生まれる人と、それから亡くなって

いく人との差が自然増でございまして、社会増というのは、よそから転入

をしてくる人と転出をする人との差が社会増、あるいは社会減という形で

あらわれてくるわけでございます。当市の人口は、今までずっと減ってき

たことはございませんで、少しずつではありますが、増えておりました。

この増えておったのは、大体自然増の範囲内で増えておったわけでござい
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ます。ところが昭和60年から社会増がありまして、非常に少のうございま

すが、 60年は 636人、 61年は 1,115人ということですか、そういうことで

随分久しぶりに社会増が四日市の人口にあらわれてきておる。

どの辺で増えたのか、場所的にはやはり新しい住宅団地が造成をされた

地域で増えております。そして今まで人口が減っておった海岸部、いわゆ

る塩浜でありますとか、あるいはこの中心部でありますとか、富田、富洲

原というような海岸部の人口の減りが、大体減りどまってきたと、こうい

う傾向になっておりまして、増えたところは、先ほど言いましたように四

郷、日永、三重というようなところで増えておる。あるいは川島、県、そ

ういうところで増えておるわけですから、大体新しい住宅団地ができたと

ころで人口が増えておるんじゃないだろうか。それも増えた人口を見てお

りますと、二十代の方で増えております。そういうようなことを考えてみ

ますと、八千代工業でありますとか、あるいは大安町の日本電装でありま

すとか、そういうところがこの地域へ進出してきたことに関連をして、人

口が増えてきておるというふうに思われるのでございます。

そこで建設省の方では、新時代に対応した都市政策に関する調査という

もので、地方都市が備えるべき魅力は何であるかということを、建設省な

りに検討をしておりますが、この中で一番こういうことが必要だと言われ

・ ておりますのは、全国への交通の利便性ということ、それから地域内の道

路、下水道の都市基盤が整備をしているというようなこと、さらには高度

情報通信システム、そういった基盤がしっかり整備をされているかどうか、

あるいは大学などの高次教育機能が整備されているかどうか、これらの点

が地方都市を栄えさせていく上において、極めて重要な要件であるという

ことが、建設省の調査から言われておるわけでございます。こういうよう

な点を勘案をいたしますと、私どもはこれからやはり大学をつくり、さら

にその周辺を整備する。

そこで、もう一つ考えなければならぬことは、鈴鹿山龍研究学園都市構
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想というのが、実は国士庁の方に既に登録をされております。これをどう

するのか、いつまでも放っておけないじゃないかという問題が課題として、

東京方面でも四日市のこれをどうするのかということが、まだこれは事務

レペルの話ですが、問題として取り上げられつつあるというのが今日の状

況でございまして、私も過日この問題について知事とお話し合いをさせて

いただく機会がありまして、この具体化についてひとつ県の力をぜひかし

てくれというお話をしておきました。早速知事の方から県の企画室の方に

話がおりまして、今事務的に連絡が始まった段階でございます。そういっ

たようなことも、極めてこれから人口を増やしていく上において重要欠く

ペからざる施策ではないか。一番早いのは町村合併でございますが、これ

はまた相手のあることでございますし、その時代の動きに合わせていかな

ければ、無理をしてもできる話ではありませんので、それはまたそれで別

途考えたいと思いますが、現状の段階で私どもが取り組むべき施策といっ

たようなものは、そういったようなところではないだろうかというふうに

今考えておるところでございまして、それなりのアクショソをとってまい

りたいと思っておるのでございます。

なお、イベソト広場については、駅西の開発の中に公園がありますが、

この公園を若い人たちが寄り合えるような公園にしていきたいというふう

に今考えておるわけでございまして、ちょっとしたイベソトはこの広場で

できるのではないだろうかと、私は今、そう思っておるところでございま

す。

なお、こんなところだけに広場があっても、それで十分だというわけで

はありませんので、地域地域においてそれぞれ人が寄り集まれるようなと

ころの確保ということについては、よく考えなければいけないのではなか

ろうかなという反省をいたしておるところでございます。

その他いろいろと人口を増やす上においての企業との関連やら、港との

関述やら、いろいろご提言をいただきました。十分参考にさせていただき
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ながら、早い機会に30万都市にしていきたいものだというふうに考えてお

りますので、いろいろとご指導を賜りますようにお願いを申し上げたいと

思います。

それから高齢化社会の問題でございますが、高齢化社会が急速に進んで

くるということは間違いないことでございまして、これは老人福祉の問題

にとどまらず、むしろあらゆる面から高齢化社会というものを考え直して

みる必要があるんじゃないだろうか。特に、今第 2回目の基本構想の策定

時期に当たっておるわけでございますから、今年度いっぱいかかりまして、

これからの社会は高齢化社会ですから、高齢者の問題と同時に、これは高

齢者の問題だけでなしに、社会全体の各層の問題としても十分取り組む必

要がある問題だろうというふうに考えますので、そういった意味合いで検

討をさせていただかなきゃならぬことだろうというふうに思っております。

もちろん老人福祉の問題は、年配であるだけに体の故障のある方や、あ

るいはまた若い年代の人からちょっと阻害されたような形で年配者が今日

おると、これが一番年配者にとって不幸なことだろうと思いますので、そ

ういった年配者も含んだ地域社会づくり、あるいは家庭づくりというもの

のあり方等を、施設福祉と在宅福祉との関連においても取り上げてみなけ

ればならないのではないだろうかと、このように思っておる次第でござい

ます。生きがいと社会参加、あるいは地域福祉の向上、保健医療サービス

の充実というようなものが基本課題になろうかと思っておるところでござ

います。

なお、シルバー人材セソターの事務所の問題については、当然に次の計

画の中で駐車場も含めまして具体的に検討を進めたいと思っておりますの

で、ご了承賜りたいと思います。

以上、私からご答弁申し上げて、その他の件については担当部長の方か

らご答弁申し上げます。

〇副議長（山路剛君） 農林水産部長。
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〔農林水産部長（竹村二郎君）登壇〕

〇農林水産部長（竹村二郎君） 三重用水事業についてお答えを申し上げ

ます。

三重用水事業の完成後の地元負担についてどうかということでございま

すが、議会でもたぴたぴと申し上げておりますとおり三重用水事業の一応

の完成のめどを昭和64年度と決めまして、現在水資源開発公団によって事

業が進められております。ご質問にもございましたように事業が完成いた

しますと、翌年、昭和65年度からそれぞれ県、市、町受益者の負担金の償

還が始まりますが、現在水資源開発公団が、総事業費を昭和57年度単価で

875低円と試算をいたしております。これで本市の農業用水分の償還額を

計算いたしますと、償還総額は69億 5,000万円となり、 2年据え置きの15

カ年償還で年間約4低 3,000万円程度の償還額となります。

しかし、完成年度までの人件費、また建設資材等の増高を考えますと、

さらに事業費は増えることが予想されます。市といたしましては、また三

重用水土地改良区といたしましては、こういった厳しい償還条件の緩和措

置として、国、県、水資源開発公団へ、また県選出の国会議員に対して、

償還期間を10年据え置き15カ年償還、すなわち25カ年の償還に延伸してい

ただきたい、利息に対する国費の助成もしていただきたいと、強く要望い

たしているところでございます。

また、受益者の負担についてのご質問でございますが、現在受益地内ま

で配水管が整備完了されている地区につきましては、現行補助率が、国が

50%、県が25％でございまして、市及び受益者がそれぞれ12.5％となって

おります。現在のところこの補助率で対応いたしたいと考えております。

具体的に申し上げますと、県地区の県営支線分にかかわります現在での

償還総額は約3億 8,800万円でございまして、 10a当たり年間約 4,000円

の負担と試算されております。いずれにいたしましても、本事業にかかわ

ります地元負担金は、市も含めまして今後大きな負担となることが予想さ
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れますので、先ほども申し上げましたとおり国県はじめ関係機関へ事業の

早期完成と、負担軽減と、償還期間の延伸について強く要望を続けてまい

りたい、このように考えております。

以上でございます。

〇副議長（山路剛君） 高木勲君。

〔高木勲君登壇〕

〇高木勲君 答弁いただきまして、三重用水についてと、それに関連し

て少しお願いしたいと思います。

三重用水事業についても、公団方式、また国 3省の事業でございますの

で、いろいろ難しい問題もございます。計画変更しなければこの額もわか

りませんし、ところが40年代から始まって以来、 102億円から 394億円に

至るまで一遍計画変更がなされただけ、再度地元の計画変更については、

一応了解も、同意もとらなければなりませんので、その点よろしく早急に

取り計らっていただきたいということが主眼でございます。よろしくお願

いしたいと思います。

また、残事業等地区の問題にいたしましても、今まで取り組んでいただ

いた中で、前川議員も言われたように、とにかく縦割りだけではどうして

もこういうような問題がたくさん出ると、名なしの川であるとか、あるい

は何々事業であったらできますよ、請願あるいは陳情であれぱできます、

いろいろ災害も待っておりますというようなことは聞きたくございません。

私どもは現場で何もかも話し合って取り組んできておる現在でございます

ので、どうか地元問題等にしても、どうしても現場の市民の声、弱い者を

泣かさないという意味で、今後とも市勢発展のために市民ともども手をつ

ないでやっていただきたい。

特に、社会教育の中でも、セ‘ノタ一方式、地区市民セソターを中心とし

て連帯感を養っていこうという中で、とにかく行政の方が縦咀りでなくて、

横の行政、特に調整監等のいろいろのお骨折りもあろうと思いますが、土
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木と耕地、あるいはセソターと各現場等、いろいろ福祉の問題でも何でも、

教育の問題でもそうですが、横の連絡を密にして、市民の声を聞いていた

だきたいということをお願いして、要望にとどめたいと思います。どうか

よろしくお願いを申し上げます。

〇副議長（山路 剛君） 本日はこの程度にとどめることといたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後4時50分散会

-165-



会 議 録

第 3 日

（昭和62年 3月10日）



』嵐

0議事日程第3号

昭和62年 3月10日（火） 午前10時開議

第1 一般質問

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席議員 (43名）

相松 尚

青山峯男

小井道夫

伊藤信

伊藤雅敏

小川四郎

大島武雄

大谷茂生

金森 正

JII 口洋二

川村幸善

喜多野 等

久保博正

訓覇也男

粉川 茂

小林清隆

小林博次

後藤寛次

後藤長六

-167-



坂口正次 〇出席議事説明者

佐野光信 市 長 加藤寛嗣

高木 勲 助 役 坂倉哲男

田中基介 助 役 片岡一

谷口廣睦 収入役職務代理者 相原宏治

豊田忠正 調 整 監 伊藤長爾

中村信夫 市長公室長 毛利道男

永田正巳 総務部長 栗本春樹

野崎 洋 財政部長 鈴木 美

野呂平和 市民部長 宮田 勉

橋本増蔵 福祉部長 岩山義弘

古市元 商工部長 川村得二

堀内弘士 農林水産部長 竹村二郎

前川辰男 環境部長 鵜飼 滋

益田 力 都市計画部長 東 寛

水野和子 建設部長 島内清治

水野幹郎 下水道部長 前川鉦

毛利道哉 消 防 長 山 ロ t専

森 真寿朗 消防次長 田中昌治

森 安吉 病院事務長 石田 進

山 ロ 孝 水道事業管理者 奥村仁人

山路 剛 水道局次長 尾中忠邦

山本 勝

渡辺 彦 教育委員長 三輪喜代司

〇欠席議員 (1名） 教 育 長 岡田久江

堀 新兵衛 教育次長 西村正雄
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代表監査委員 吉田耕吉

0出席事務局職員

事務局長 樋口照一

議，，事課長 板崎大之丞

議事課長補佐 石原 隆

議事係長 岡崎雄治

主 幹 金森伸夫

主 事 井上紀久夫

午前10時1分開議

〇副議長（山路 剛君） おはようございます。訓覇議長にかわりまして、

議長の職務を行いますので、よろしくお願いをいたします。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 37名であります。

本日の議事は、一般質問であります。

〇副議長（山路 剛君） これより一般質問を昨日に引き続き行います。

順次発言を許します。

後藤寛次君。

〔後藤寛次君登壇〕

〇後藤寛次君 光陰は矢のごとしといいますが、私が議席を持ってから16

年がたとうとしております。この節目に当たりまして、一言苦言と提言を

申し述べたいと思います。

→その 1点は、私のふるさとであります富田地先にある富双町のかつての

遠洋漁業基地についてであります。現在、魚市場の屋舎が当時のままの姿

で残っております。その周囲には、かなり広い広場がありまして、大遠冷
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蔵の東側にも昔の船着き場と作業場であった広い土地があります。遠洋礁

業基地の将来の見込みも全く立たない現在、いつまでもあのまま放置して

おくのか、他の用途に利用する計画があるのか、お伺いをいたします。国・

県の補助金があったとはいうものの、建設費は莫大なもので、仮に市単事

業として施行したとすれば、金利だけでも相当なものであろうかと思うの

であります。現在、管理経費が余りかからないから、今のままでも大して

苦にならないとお考えなのではないでしょうか。周辺の整備を行って水産

関連施設を設置するなど、有効な土地利用を計画していただきたいと思う

のであります。

私は、富双町の将来について、いかにして活気のある町にしていくかを

考えるときに、先に申し上げました旧市場の屋舎を何らかの形で水産関係

の施設として利用するなり、あるいは大きく発想を転換して、海と関連し

たレジャー施設にでも利用すれば、活性化に役立つのではないかと思うの

であります。市長のご所見をお伺いいたします。

次に、 2点目といたしまして、営繕課の事業について一言申し上げます。

昨年12月議会で地場産業振興セソターの設計変更についてお尋ねをした

ところ、 1階から 6階までふきぬけになっていると、上と下での温度差が

出るため、それを解消させる設計変更であるとの説明がありました。この

ようなことはまことに初歩的なことで、当初の設計の時点で当然予想され

ることではないかと思うのであります。

先の特別委員会でも川口議員の発言もあったように聞いております。設

計事務所の言いなりに予算措置を行い、あとは補正予算なり設計変更で対

応すればよいという安易な考え方があるのではないでしょうか。この設計

事務所は、以前にも多少問題があった事務所で、北勢公設市場の付属店舗

を市場外に設置したのも、この設計事務所であります。このような例は全

国で2カ所しかありません。私は、施行者としての市が設計事務所の言い

なりになっているのではないかという感じがいたします。
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と場が改築されたときに、その会議室の冷房機がいささか時代遅れのも

のが取りつけられており、冷房を入れるとその騒音で会議にならないとい

うことで、委員会でも問題にしたことがありますが、そのときの担当者の

答弁は、 「もう一度このようなものをつくらせられたら、同じものをつく

るでしょう」という自信に満ちた答弁でしたが、「音が大きいのは事実なの

で考えます」ということでした。その後、昨年9月、と場の運営委員会に野

呂議員と出席いたしましたところ、依然として改善されていなかったので

あります。どうしたことかお伺いをいたします。

最後に、営繕課の根本的な見直しについてであります。

現在営繕課の職員が何人いるか存じませんが、公共施設の設計を担当し

ている営繕課の機能が果たしてうまく働いているか、疑問に思っているの

であります。そこで私は、現在の職員の10分の 1とはいきませんにしても、

何分の一かに減らして、設計はすべて外部委託とするなど、根本的な見直

しを行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。ご所見をお伺いいたし

ます。

以上で質問を終わりますが、私の16年にわたる議員生活をつつがなく終

わることができましたのも、議員の皆様並ぴに市長はじめ理事者の皆様の

ご指導によるものと、心からお礼を申し上げまして、私の最後の質問とい

たします。ありがとうございました。

〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） お答えを申し上げます。

まず最初に、富双町にあります旧富田港の魚市場の跡地の活用でござい

ますが、これは57年の12月に三重県の水産振興対策審議会で答申が出され

ておりまして、それを見ますと、商業的利用を含めた幅広い活用を考え、

土地利用の見直しをして、地域発展に効果ある業種の立地を図っていく必

要があるというふうに述べられておるわけでございます。現状なかなか新
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たな活用の方法を見出すのは困難なこともありまして、今日までずるずる

ときてしまっておるということについては、私自身も大変残念に思います

し、反省をいたしておるところでございます。

最近になりまして、大遠冷蔵の北側の未利用地の方では水産関連の業界

が一部新たな設備を設置をしようというような動きがあるようでございま

して、これらの問題については、ここがかつての県漁連のカツオの基地で

ございましたので、民間所有であるというわけでございますから、有効に

活用されれば、私はそれは結構なことだというふうに思っておるところで

ございます。

ただし、現状今ございます漁舎、あるいはそれにまつわるいろんな施設

でございますが、これはあの辺の漁業に従事をしている方々が一部利用を

しておるというようなことでございまして、土地は管理組合の土地でござ

います。形としては、富洲の漁協と富洲水産に一部貸していると、こうい

うことになっておるわけですが、漁舎の南の方はあいておりますし、これ

ら全体を含めまして、もう一度きちっと整備をした形で考え直してみる時

期に来ておるというふうに思っております。

したがいまして、この考え直す方向としては、余りどういう業種にとい

うふうにこだわるのはいかがかというふうに思いますが、しかし、港でご

ざいますので、レジャー施設であるか、あるいは漁業関連の施設であるか、

そういった方向にある意味では限定をされてくるのではないかというふう

に思っておるところでございます。

そういった意味で県有地でもありますので、今後県並びに四日市港管理

組合とよく連絡をとりまして、いずれにしても早く活用され、この地域が

活気ある地域になるよう努力をいたす所存でございますので、ご理解とご

支援とを賜りますようにお願いを申し上げます。

次に、第2点の営繕課の問題につきまして、ご指摘をいただきましたそ

れぞれの具体的な問題は、私は今ここでいろいろと弁解を申し上げるつも
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りはございません。しかし、設計変更、あるいはもともと設計が正しかっ

たかどうか、指導、監督、さらにはそういった市民の方々に対します営繕

課の対応の仕方等々について厳しいご指摘を賜ったものということで、厳

粛に受けとめまして十分反省をして、今後そういうことは二度とないよう

に、私自身もかねてから注意をしておったところでございますが、いまだ

にこういう状態が出ておるということについては、大変申しわけないとい

うふうに思っておりまして、改めてここで、今後そういうことのないよう

に十分監督をしてまいるということをお誓いを申す次第でございます。

具体的な問題については、それぞれの方から、もしご必要であれば答弁

をさせていただきます。

以上でございます。

〇副議長（山路 剛君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（東 寛君）登壇〕

〇都市計画部長（東 寛君） 営繕課のあり方につきまして、特に3点、

地場産業振興セ‘ノターの問題、それから北勢公設卸売市場の問題、食肉市

場事務所の冷房機等の問題、具体的にいろいろご提案、またご叱責いただ

いたとおりでございます。この具体的な問題につきまして答弁させていた

だきます。

まず地場産業振興セ‘ノターの問題でございますが、建物がふきぬけ構造、

1、2階から 6階までになっておりまして、 1、2階は展示室、即売場等

になっております。多数の人が来館されることが予想されておりまして、

1、2階につきましては、暖冷房等につきましても考えておったわけでご

ざいますが、それから上につきましては、暖冷房等考えられる形の中でき

たわけでございます。このことは、最初初歩的なチェックという段階で十

分なチェックをしなかったというところに、我々といたしまして大変問題

があったというふうに思います。

その後、検討を重ねて、やはり上下の温度差をできるだけ少なくするた
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めにはエアカーテヽノ装置が必要だということで、申しわけなかったわけで

ございますが、追加して改善いたしてきたものでございます。十分この点

につきましては、市長からの言葉がありましたけれども、担当部局といた

しまして、今後二度とないように十分心してまいりたいと思います。

次に、北勢公設市場の件でございますけれども、これは昭和50年のこと

でございますが、その北努市場の構想につきましては、その当時、その道

の専門家に委託いたしまして、流通施設としてどうあるべきかの意見を求

めたところ、市場機能と付属店舗とは分離した方がよいとの答申がありま

して、建設の甚本としては分離の形態を採用することとして、こういうこ

とを決めた中で設計事務所 3社による設計コソペを行ったということでご

ざいまして、設計事務所独自の判断で計画されたということではなかった

ということでございます。

それから食肉市場の件でございますけれども、当時委員会でご指摘を受

けました。これにつきましては、会議室の天井に吸音性の材料を張りまし

て、室内に発生する騒音を和らげるよう改良を加えたところでございます

が、たまたままた60年4月でございますけれども、事務の改善ということ

で、その部屋につきましては、事務室の方へ変わりまして、もともと詰所

のところを今度は会議室にしたという事例がございまして、この60年の摸

様替え後、また天井の吸音板等についてはまだ張っておりませんし、パッ

ケージ型エアコソという形の中で、これの改良につきましてはやはり集中

型のパッケージ型ではないものの必要性もあると思います。こういう点に

つきましては、関係部局の方とまた十分協議いたしまして対処をするよう

に、今後考えていきたいというふうに思います。

以上でございます。よろしくご理解賜りますようお願いいたします。一

〇副議長（山路剛君） 坂倉助役。

〔助役（坂倉哲男君）登壇〕

〇助役（坂倉哲男君） 営繕課のあり方について大変厳しいご指摘をいた
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だきました。私ども担当者といたしましても、反省をしておるところでご

ざいます。

今後、営繕課につきましては、事業が十分に行えるよう、といいますの

は、設計を依頼する側の考え方を十分受けとめるような形で営繕の仕事を

やっていきたいというふうに思っております。

そのためには、関係部局との調整がより緊密になることが重要だという

ふうに認識しておりまして、事前のチェック期間を余裕を持つて行えるよ

うな期間とするというふうに考えていきたいということで、所管部局から

営繕課へおりる時期等についても、適正な期間を確立させていきたいとい

うふうに思っております。

翌年度に事業を行う場合に当たっては、その間十分な審査を行いまして、

後になって安易な設計変更や工期の延長等ないように努めるよう指示をし

てまいりたいと思っております。

設計委託の問題でございますけれども、建築も土木も同じことでござい

ますが、あくまでも現状では十分だと思っておりません。本市のあるべき

姿をよく考えながら、事務改善の基本的な考えのもとに外部委託も今後一

層増やしまして、事務の効率化を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

何と申しましても、計画性、あるいは合理的な事業の執行を目指すよう

関係部局に指示をして対処してまいりたいと思いますので、どうかご理解

をいただくようお願い申し上げます。

〇副議長（山路剛君） 川口洋二君。

〔川口洋二君登壇〕

〇川口洋二君 54年3月に北勢公設市場がご存じのように開設をされまし

た。そしてその当時の開設パソフレットに、市長は、管理者である市長で

ございますが、 「新鮮、豊富、安定価格の 3条件をそろえて供給すること
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が緊要であります。」というふうにすてきなご挨拶文をいただいておりま

すが、開場後 7年たってその所期の目的がどの程度達成されているかどう

かを、まずお尋ねをしたいと思います。

その次は、開場時は、水産2社、青果2社ということが望ましいという

ことであったわけでございますが、聞き及ぶところによりますと、ある片

方の水産卸売会社が 3偲円以上の借金を抱えて大変な状態にあるというこ

とでございます。今の後藤寛次議員の質問にございました富田の魚市場等

も関係はあるようではございますが、市役所に頼んでおけぱ、また行政へ

任せておけば何とかなるだろうといった安易な考え方が、どうも根底にあ

るような気がいたします。この水産卸売会社の現状についてご説明をいた

だきたいと思います。

続いて、問題は、市場でございますから、経営であります。ですから今

の組織形態がその経営に沿っていないというような感がぬぐえません。そ

れは、もう少し経営手腕の豊かな人を、例えば名古屋市場とか、また他市

の先進地市場から人材を派遣していただく、また民間会社の経営ベテラソ

者を副管理者として招いてみるというような手法も、一つの方法ではなか

ろうかという気がいたします。今議会に民間会社に新戦員を学ばすという

方針が出されておりますが、民間会社の経営手腕等についてすばらしいと

いう認識のもとに派遣されるわけでございますから、そういう民間会社か

ら逆に経営手腕のたけた人を導入して、もう一度市場の経営を根本的に見

直してみるという必要もある時期ではないかという気がいたします。

続きまして、市場関連の屋上にあります6軒の食堂についてお尋ねをい

たします。

現在では、大きい店が 1つ閉店をいたしております。残り大きい店が 1

つと、あと 4軒のうち 2店は閉店を強いられましたが、まだ続けて入って

おられますので、現在5店が経営しているという状態でございます。

大きい食堂の人が訴えてまいりました。現在家賃が20万円ぐらいですか
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ら、小さい店で7万円というふうにはお聞きしておりますが
、 1年以上そ

の家賃を滞納しておる。滞納して払えと言われますので、
年ごとに 1,000

万円以上の借金をしながら、やっと家族 3人で経営をして
いるというとこ

ろでございますが、初めピーク時には 1,000人ぐらいの人
が出入りする市

場でございますが、現在は 500人ぐらいしか平常時ですと
おられないとい

う状態ですので、これでもうけて、漫才家じゃありません
が、田園調布に

家を建てるような状態でないということはわかりますが、
人が少ない上に

1階の仲卸棟に弁当屋さんが弁当を売っております。仕出し
弁当を出して

おるわけでございます。これは 2社来ているようでござい
ますから、その

弁当屋さんの弁当を、当然仲卸さんとしてはその弁当屋さ
んに売っており

ますので、買わざるを得ないということで、その分として
もお客さんは上

の食堂には来ていただけない。そしてその弁当を買えば、
仲卸の会社の方

から、食べた人には補助金が出ておる。上の食堂で食べた
場合には補助金

が出ないということですから、食堂をテナ‘ノトとして貸し
ている宜任上、

そういうことが許されるのかどうか、もう少しきちっと管
理していくべき

ではないかなという気もいたしますし、例えばその食堂に
いたしましても、

協力会会費を月 1万円ぐらい払っているようでございます
が、これは何か

というと、ごみとかトイレの掃除という共益的な要素を持
っているようで

ございますが、その店にはトイレもついておるのでという
ようなお話もさ

れておられましたし、また今の設計ミスではございません
が、食品協から

の出入りがなかなかしにくい、外にあるためにしにくいと
いうことで、今

の市場内で動かれる、乎常時 500人をどうしても対象とし
ていかなきゃな

らないということがあるわけで、もう一つ設計上の問題だと
は思いますが、

私どもが開設するに当たり多くの市場を見学いたしました
が、大半の市場

は、食堂は 1階の駐車場の横に建っている。ですから外か
らの一般客も入

りやすいというようなことで、設計上、今のお話の継続に
はなりますが、

たびたび議会で申し上げてまいりましたが、一番上がいい
んだということ
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で、今の形に押し切られたということでございますが、
ですからどうして

も名四国道からも一般客は入れないし、ガードマソのガー
ドがかたいとい

うことで食べにくいという点もあろうかと思います。

ですから解決策としては、よその市場でもやっておられ
るようにもう一

度見直して、一つには、月に 1回ぐらい市民の皆さん方が
あの市場に買い

に来れる日を、市場フェアのような形で催しをされてみる
のも一つかなと

いう気もいたしますし、市場の方にご相談にいくと、 「
食堂が大きいんだ

から半分に仕切ったらいいじゃないか」と言われるけれ
ども、仕切ってし

まうと経営が大変しにくい形態になっておりますので、例
えばいすを減ら

すから半分ぐらいにしてやれよというようなことでも申
して、先行き経営

が安定できるような何とか方策を立ててやらないと、市
場で食堂を出した

結果が生活保護を受けるというようなことでは、大変な
ことだろうと思い

ますので、この辺をご考察いただきまして、ご答弁をいた
だきたいと思い

ます。

〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤究嗣君）登頃〕

〇市長（加藤寛嗣君） 北努市場についてご質問がござ
いました。北勢市

場開設以来8年たつわけでございますが、なかなか当初も
くろんでいたよ

うに、我々が考えていたようにはうまくいっていないとい
うのが現状でご

ざいます。ただし、ここで起きている問題は、何もこの市
場だけに限って

起きていることではなくて、大体公設市場を持っている
ところでは、いろ

いろとこういうような類似な問題はそれぞれに起きている
ようでございま

す。

元来、設計がどうであったかということは、一つの問題
点ではあると思

うのでございますが、当時はちょっと私も全く関連をして
おりませんでし

たので、どうであったかという詳細なことは想像でしか
わからないわけで

ございますけれども、まず設計そのものを決める場合には
、本来こちらが
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施行主でありますから、施行主が大体の仕様を設計会社に示して、そして

設計書を出してもらって、コソペをやって、その中で一番いいところをと

ったというのが本当のところじゃないかと思っております。

そこで付属店舗を外へ出す出さないということについては、後で私も当

時の関係者と議論をしたのでございますけれども、部内的にもいろいろ議

論をした結果、外がいいんだという形でああいう設計になっておるという

ふうに聞いております。それが今日の段階では、どうも非難の対象になっ

ているようでございますが、この問題に関しましては、既に市場組合の議

会の皆さん方は十分ご承知でございまして、この問題をどうするかという

ことについては、随分議論を尽くされたところでございます。そして中で

もそういう品物を売ったらどうだろうかというようなことで、その方向で

取りまとめをされたのでございますけれども、残念ながら関係者の話を聞

いておりますと、むしろ現状でいいんだというようなことになりまして、

保留になって今日まできておるというような経過がございます。まあそれ

はそれといたしまして、だからこのままでいいんだというわけにはまいり

ませんので、今後さらに一層市場が栄えていきますような努力をまずしな

ければならぬと思います。

そこで今日の市場の状況でございますが、概略を申し上げますと、これ

は61年度、水産関係、まだちょっと終わっておりませんが、水産関係は、

取り扱い量が 1万4,961tで、これが前年度の取扱量は 1万 5,589tという

ことでございますから、前年度の取扱量よりも減っております。

金額にいたしますと、前年度が 130億円、今年度は 128億円ということで

ございますから、 2億円ぐらいダウソをしておる。青果の方は、取扱量は、

前年度が 6万 9,194tで、今年度は 7万 3,812tということですから、今

年度の方が増えておるわけでございますが、金額的には、逆に 136億円が、

126億円になって、約10億円のマイナスになっておると、こういう形でご

ざいます。これはまあ物価の変動ということに大きく影習をしておるわけ
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ですが、ただ、だんだんこの青果物、水産にいたしましても同じでござい

ますが、この売上量というものが年々伸び悩んできておりまして、当初予

定の大体半分ぐらい。本来言えば、 8年たったらもっと伸びてなきゃなら

ぬということですけれども、ほかに市場ができたこともありまして、そこ

まで伸びていかない現状でございます。

さらに大型店舗は、直引きをするというようなこともありまして、なか

なかこれを伸ばしていくのは非常に難しい。要は、買参人なり、買付人な

りという者をもっと増やすことによって、市場に活気を持たすということ

が一番いいわけですが、これもなかなか業界での議論がございまして、必

ずしもそういう方向に行きがたいというところでございます。

そこで、ご指摘のありました水産 1社でございますが、これはお話のあ

りましたように非常に赤字経営になっておりまして、このままでは倒産せ

ざるを得ないということでございます。これも実はこの市場だけの傾向で

はありませんで、競争をやった方がいいということで、卸は2社ずつ、こ

れは県の中央でも水産2社、青果2社の卸になっているようですけれども、

これもなかなか 1社がうまくいかない。

そこで、 2社制を 1社制にしたらどうか。かつて公取がこれを、 1社制

にすることを認めなかったのでございますが、最近では各公設市場の状況

を見ておりまして、むしろ 1社制にしてもよろしいというような方向づけ

がなされているようでございます。

そこで、合併問題についていろいろ仲介の労をとりながら今日までやっ

てきたのでございますが、相互が今まで非常に厳しい競争をやっていたと

いう関係から、根強い不信感がございまして、とうしても一緒になるとい

うことが難しいようでございます。この傾向は県の中央においても同じよ

うなことで、これは一緒にするということで、県が予算まで計上したんで

すが、残念ながらそれが流れた。そして 1社がよその資本に頼ったと、こ

ういう形が出ております。
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そこで、今日 2社を 1社にしたらどうかという話し合いを管理事務所が

仲介の労をとりながら進めてきたのでございますが、どうしても今申し上

げましたような理由から、到底1社にはなり得ない。それではどうするん

だということについて、今改めてこの立直しを基本的にしなきゃならぬと

いうことで、話し合いを詰めておる段階でございますので、いましばらく

結論をお待ちをいただきまして、もちろんこの話し合いの経過その他につ

いては詳しく市場組合の方にご報告を申し上げまして、市場組合の皆さん

のご意見も十分承った上で対処をしてまいりたいと、かように思っておる

次第でございますので、ご了解賜りたいというふうに思います。

それから第 2番目の食堂の問題でございますが、先ほどご指摘のありま

したように市場を開いておりますときの来場者が 700名ぐらいでございま

して、仲卸あるいはその他従業員等 500名を含めますと 1,200名が対象と

いうことですが、これは大体当初見込みの半分ということでございますか

ら、経営が厳しいということは我々としてもよくわかるわけです。したが

いまして、その改善策につきまして、かねてから管理事務所の方と関係者

で意見交換をいたしておりますが、結局は市場全体が活性化をするという

以外にないということで、基本的な問題にかかわると思いますので、改め

てこの水産卸会社の問題の解決、それから仲卸買参買受人の問題の解決等

の中から、この食堂問題の活性化についても検討をしてまいりたい。 1日

開放というようなご提言もございましたので、そのことも含めまして検討

をしながら改善策を出してまいりたいと思っておるところでございます。

次に、市場管理の問題について、管理形態が悪いんじゃないか、もとも

とこれは公設市場でございますから、卸売市場法というものがございまし

て、公正中立な指導監督ということと、施設の維持管理というものが市場

組合の主な業務でございます。したがいまして、営業に詳しいということ

よりも、むしろきちっと指導監督ができるかというところも、一つ問題が

ございますので、今日のような体制になっておるわけでございます。しか
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し、要は、業界が全部相手でございますからそういった関係の知識という

ものを十分持っている必要があろうかというふうに思っております。

我々の方も、考え方としては、従来は指導監督というところに重点があ

ったというふうに思いますが、今日のような時代になってきておりますと、

やはり業界の中に通じておるということも、非常に重要な知識の一つであ

ろうかというふうに思いますので、やがて2年を経過いたしますと、開設

10年ということになるわけでございますから、市場全体を見直す中で、そ

ういった機構形態の問題についてももう一度よく考え直してみる必要があ

ろうかというふうに思います。

しかし、それまでの問、放置をしておるわけにはまいりませんので、経

営指尊を厳重にやっていくということ、あるいは公設市場を利用したいと

いう人々に門戸を開放するような方向で努力をする。さらに公正な取引が

できるように、とかく間違った方向に行きやすい業界でございますから、

その辺を十分研修等をやりまして、公正取引ができるような方向に今後努

力をしていきたいというふうに思っておる次第でございまして、 2年後の

10年を迎えるに当たりましては、形態全体を含めて活性化についての努力

をしてまいりたいと、こう思っておるところでございます。

なお、一番最初にお尋ねがございましたが、新鮮、豊富、そして安定的

供給ということについて目的を達しているかと、こういうことでございま

すが、実は、比較的品物は豊富に出そろっておるわけでございます。ただ、

余り豊富になってまいりますと、今日の春野菜のように暴落をいたしまし

て、各業界もマイナスになってくるし、市場の経営も取り扱い金額が減る

ことによりまして、非常に苦しくなるような状況ではございますけれども、

大体売られておるものの価額、数蘇等については、世問相場並みではない

だろうかというふうに思っておる次第でございます。ここだけ市場をつく

ったから、四日市で買う消貴者の方々が、安い品物を手に入れられると、

よそより安いものを手に入れられるというところまではなかなか参ってな
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いと思います。

安定的に適正な価格で供給できる。そして初めてこの市場の意
義がある

わけでございますが、かつて市場はたしか15市場が北努地域にあ
ったわけ

でございます。卸が15市場もあったわけでございますから、その
当時のこ

とを考えてみますと、交通の問題でありますとか、安定供給の
問題であり

ますとか、そういった面については、随分私は改菩をされてき
たというふ

うに思いますが、今日の時点では、なお今ご指摘のありました
ように非常

に多くの問題を抱えておりますので、今後これらの問題の打開の
ために、

市場組合の議員の皆様方と十分ご相談を申し上げて、対処をし
てまいる所

存でございますので、この上ともご指導のほどお願いを申し上
げまして、

答弁とさせていただきます。

〇副議長（山路剛君） 川口洋二君。

〔川口洋二君登壇〕

〇川口洋二君 大型店舗の直引きの問題に伴う四日市消費者物
価の問題と

いうこともありますし、また弁当をいろいろ持ち込んでおる弁
当屋さんと

いうような問題もございますが、こうしたことは小さなことか
もわかりま

せんが、いずれにいたしましても、市長が今答弁の中でおっし
ゃったよう

に、市場全体の活性化を図っていくためには、市場内のあらゆ
る業者、人

が一丸となって互助精神と申しますか、そういうことで頑張っ
ていただ＜

という、それぞれの生活にかかわる問題でございますので、行
政も前向き

に検討いただくとともに、市場組合の議会で検討をいただくこ
とをお願い

いたしまして、質問といたします。

〇副議長（山路 剛君） 暫時、休憩をいたします。

午前10時50分休憩

午前11時1分再開

〇副議長（山路 剛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
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後藤長六君。

〔後藤長六君登墳〕

〇後藤長六君 私は、間もなく議員として辞さなければならな
い最終議会

の埴上に立っておるわけでございますが、過去を顕みますときに
、 3期12

年間、大変長かったように思われますし、また短くも感じ、極
めて複雑な

気持ちであります。試行錯誤を繰り返しながら、諸先輩のお溝
きによって

今日までどうにか果たし得た長い道のりを枠かに振り返ってみま
すときに、

悔悟と言い知れぬ惑謝でいっぱいでございます。と同時に、よ
くぞ今日ま

で務められた、そういういじらしい実惑の自分の姿を見出すこ
とができる

わけでございます。そして、決して褒められたような自分でな
かったこと

を恥ずかしく思うと同時に、理事者に対して時にはご迷惑をお
かけした無

礼を、この際おわび中し上げる次第でございます。

そこで、私は二疫と戻れないかもしれないこの議場で、今冷静
に、また

率直に加藤市政に対する提言ないしは苦言を星し、加藤市長の
喚起を促し

たい、そう思う次第でございます。お許しをいただきたいと存
じます。

それでは、質問の第 1は、制度・政策の問題点についてでありま
す。

ご承知のように、移り変わりの速い社会環境の中で、行政施策
を進めて

いく過程において、中身が形骸化、または空洞化の現象が起こ
ることは決

して不思議なことでありません。人体に例えてみますなら、血
液の循環を

妨げるコレステロールのごとく、また植物で申しますならマッ
クイムシの

ように、外形は整っていても、内部の組織細胞が破壊されてい
るような現

象ではないかと存じます。しかしながら、それを放置する場合
、行政は麻

痺し、命取りになる可能性も考えられる。市長はその悪循環を
取り除くた

めにも、現実の姿に即した方向で再検討され、ご処断いただき
たいと願う

ものであります。

その事例といたしまして、その第 1は風致地区の問題がございます
。

四邦地区の北につながる帯状の丘陵は、当時松の緑が自然と調
和し、ま
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ことに見事な景観でございましたが、皮肉にも風致地区として指定を受け

てからマックツイムシの被害が続出し、今ではそのほとんどが姿を消し、

見るも哀れな姿に変わり果てました。私は幾たびかその状況を申し上げ、

その善処を求めましたが、いまだに手が打たれず、風致地区として似もっ

かぬ現状のままに今日に至っておるわけでございます。したがって、住民

の苦情も募り、風致地区指定解除を訴えておるのが偽らざる実情でござい

ます。ぜひとも善処を賜りたい、かように思うわけでございます。

次に、現在の文化会館でありますが、この地は、たしか西浦土地区画整

理によって生み出された土地と理解いたしておりますが、その位置づけは、

小中学校用地としての目的でつくられたものと記憶をいたしております。

その後文化会館の必要が生じ、現在地に白羽の矢が立ったわけであります

が、したがいまして、そのことによって西洞地区の住民の皆さんから拠出

していただいた学校用地を、必然的に失ったわけであります。今もしその

必要が起きたらどうなるのか、私はその点大変心配をいたしておる 1人で

ございまして、ご一考賜りたいと思う問題でございます。

次に、リサイクルの問題でありますが、この問題につきましては昨日ご

質問ございましたので、省略をさせていただきます。

それから、最近、住民の需要の多様化、複雑化の傾向にあるため、それ

を受けて立つ市においての横の連携、この問題につきましても昨日ご質問

がございましたので、省略をさせていただきたいと思います。

次に、昭和54年、地域問題調査会がつくられまして、地域コミュニティ

の進め方についてどうあるべきか諮問され、その答申として「小学校区を

単位とした地域社会づくりに、行政と学校区がお互いにかかわり合ってい

くことが適当である」と答申としてご指摘があり、さらに、議会特別委員

会としてもその方向を示唆されたように記樟いたしておりますが、しかし

ながら、その後実施面について教育委員会がその主旨に十分な理解を示さ

れず、以前の通学の自由に近い方向で進められており、せっかくの答申が
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上

無になり、地域として大変困っているやに聞き及んでおります。その点、お

尋ねをいたしたいと思います。

以上の諸点は私どもの目に映っている一部にすぎませんが、とりわけ諸

施策を進める上で、せっかく立案・制度化したものをみずからがその都合

により、無視または骨抜きにされることがたびたび見受けられますが、大

変残念に思います。どうかその愚は避けられたいものと考える次第でござ

います。

次に、農業の振興についてであります。

まず、農業確立対策の取り組みについてお伺いをいたします。

最近の国の農業施策につきましては、米の輸入自由化問題、あるいは食

糧管理制度のあり方が大きな論議となり、また国の財政改革とも絡んで、

経済界からも農業施策に対する批判が出される中で、大変厳しい状況とな

っておるわけであります。 このような状況の中で、市独自の施策が農業振

典を図っていくのは大変容易なことではないと思うわけでありますが、状

況が厳しいだけに、地域特性を生かした施策が望まれるところであります。

国ではこのような状況を踏まえて、昨年来、農政審議会報告において、

21世紀へ向けての農政基本方針を打ち出し、農政は大きな転換期を迎えて

おります。農政審議会報告では、産業として自立できる農業を確立するた

めに、産業政策的視点から農業施策を進める必要性を説いており、とりわ

け稲作を中心とする土地利用型農業における生産性の立遅れを改善するこ

とが急務であるとしております。農政審議会が打ち出しましたこの農政改

革を農業者みずからの問題としてとらえ、取り組むことが基本ではありま

すが、国、県、市といった行政の役割も重要かと思うのであります。

農業は他の産業と異なり、生産基盤である土地に制約があるばかりでな

く、自然的環境によって大きく左右されるということもあって、またその

実態が複雑であり、多岐にわたっており、農業者が抱えている問題も極め

て多く、その解決策は多くの困難を含んでおります。したがって、問題解
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決には国の施策に負うところが非常に大きいものと思うわけであります。

個々の農家に行き届くきめ細かい施策となりますと、特に市の農業施策が

大きな役割を果たすものと考えるものであります。

農政の大転換期を迎え、問題はいろいろあろうかと思いますが、今直接

農家の現実の問題として大きくのしかかっておるのは、このような状況の

もとで国が新たに打ち出した水田農業確立対策であります。水田農業確立

対策は、新たな米の生産調盤対策として 6年間にわたって実施されるとい

うことでありますが、その内容は、従来の対策に比べて転作面積の大幅な

増加、奨励金の削減と稲作農家にとっては極めて厳しい内容となっており、

その対応に苦慮しているのが実情でございます。

このような状況のもとで、市としてはどのような姿努で農政に臨むのか、

また具体的な対策を講じられるのか、今後の農政のあり方とあわせてお伺

いをいたしたいと思うところでございます。

次に、農業先端技術への対応についてお尋ねをいたします。

最近、新聞、テレピなどのマスコミに連日話題を提供しておりますパイ

オテクノロジーについてであります。これは農業と無緑の民間企業も積極

的に取り組んでいるように聞いておりますが、農業部門では、ここ数年、

実用化という段階に入ったようでございます。

バイテクというと大変難しいように思われますが、農業生産の分野では

どのような技術革新が行われているのでしょうか。またパイテク技術の開

発には、国をはじめ地方自治体の研究機関でも取り組まれております。富

山県のチューリヅプ、奈良県のイチゴ、地元三重県においても伊努芋の組

織培養に成果が上がっているようでございます。このようにパイテク技術

を利用して地域における特産物の振典を図ろうとする勁きが全国的にあり

ます。既に実用化の段階に来ている組織培投技術に重点を既いて、この技

術を活用して、地域特産物の開発なり農業の振典に結びつけていくことが

大切ではないかと思います。
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そこで、本市農業研究指禅所に建設中のバイテク施設の今後の運用と、

どのように農家へ普及するのかをお聞かせ願いたいのであります。

次いで、都市並びに産業の活性化対策について、若干の提言と感想を述

べたいと思います。

今、国民の意識、ニーズが、物の豊かさから心を満たすものへと移行し

ているやに聞いております。確かに飽食時代と言われて物があり余ってい

る状態であり、物への魅力といったものは逐次なくなっていくのではない

かと、私自身の生活を通じて考えることができます。したがって、今後は

物を生産することよりも、物を消費するレジャー産業が発展し、地域の活

性化につながるのではないかという説も聞かれるところであります。

私は、今、どの産業においても言えることは、転換期に来ていると申し

上げても過言ではなく、流れが発想の転換を余儀なくしている方向に向か

っていると申し上げた方が本当かもしれません。国際化の波は以前あった

石油ショック以来のものであり、地場産業である菓古業界が致命的な打撃

を受けていることはご承知のとおりでございます。

そこで、本市におきまして、産業の活性化対策を原点から見直し、レジ

ャー産業を祁入する積極的な施策を検討すべき時代に来ているのではない

かと愚考いたすものであります。極論かもしれませんが、工業高校跡地に

レジャー産業を誘致し、魅力あふれる市民広場をつくった方がよっぽどま

しではないかと思うほどであります。

最近、全国的にイペソトプームでございまして、そのほとんどが成功し、

生活文化の向上に役立っております。ご高承のとおりでございます。今、

南部工業団地がはかばかしくいってないようでございますが、ここにスポ

ーツを含めたレジャー基地を設け、市民の健康を図った方が有意義であり、

周辺の自然と緑を生かせぱー石二鳥のねらいとも言えるのではないでしょ

うか。昨年の花火大会は私どもの予想をはるかに越えた市民の反響があり、

そのメリットも少なくはなく、景気刺激に大いに役立ったものと、その成
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果をたたえるものであります。

そこで、私は、この際、個性豊かな国際的博覧会を計画し、若人の祭典

として思い切った利用を図ることも、今、行政の果たす役割の中で、活性

化対策の大きな目玉になるのではないかと考えるものであります。

以上申し上げたことは、本市における都市並びに産業の活性化及び景気

刺激対策として、スポーツを含めたレジャー化、ハイテク化を積極的に打

ち出し、産業界の転換期を容易にすることこそ、 21世紀に向けてより有益

な活性化対策ではないかとご提言を申し上げる次第でございます。

第1回の質問を終わらせていただきます。

〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君）お答えをいたします。

まず第1点でございますが、総合的なお話として、機構・制度、その他

政策もそうでございますが、世の中が変わるにつれ、それに合わせて生き

生きとした機構・制度、あるいは政策を実行すべきであるというご提言で

ございますが、まさにそのとおりでございまして、そういった面について、

とかく前例がないとか、あるいば従来こうだったからということにこだわ

りやすいのは行政の最大の欠点であろうかというふうに思いますので、私

どももそういった点をよく反省しながら、今後に対処をして、現実に生き

生きとした組織・機構であり、政策が実施できるように努力をしてまいり

たいと思います。

具体的にご指摘がございましたが、四郷地区の風致地区の指定でござい

ますが、これは本来49年の、多分災害の当時に笹川団地から水があふれま

して、四郷地区が大変な被害をこうむったことがございます。そこで、こ

れはもし裏の山が乱開発をされたら、旧四郷地区が大変なことになるんじ

ゃないかと、むしろ樹木、山林の保水機能というのを育てていくと、さら

には緑地を保全していくというような意味から、風致地区の指定というこ
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とが起きてきたんではないだろうか。もちろん、この当時の住民の方々は、

そういうことを心配されて、市の方にも申し出があったんじゃなかろうか

と、こういうふうに思っております。

その後、指定をされたわけですが、その後マックイムシが食い荒らした

ということも、これも事実でございまして、何遍かこの議会でもその問題

がご議論になられまして、昨年、市の圃場で生産をいたしましたシイやカ

シなどの苗木というものを提供いたしまして、新たに植えていただくとい

うことにいたしたのでございます。多少は大きくなっていると思うんでご

ざいますが、まだまだ本当に成長するに至っておりませんので、見たとこ

ろそう大きなものになってはいないという、ちょっと歯がゆい思いもする

のでございますが、この地区は民有地でございますので、その所有者の人

やポラソティアの人に呼びかけて、雑草処理等実施しながら、魅力ある風

致地区として守っていこうと、こういう姿勢を貫いているわけでございま

す。

ただ、ここで住民の方々からそういうご意見があるということでござい

ますと、この地域の問題については、もう少し地区の方々と行政当局とお

話し合いをさせていただく必要があるんではないかと、かように考えてお

ります。ただ、いたずらに開発が行われると、私はこれはえらいことにな

るんじゃないだろうかと、その点は非常に心配でございますので、そうい

った乱開発にならぬような形を取り得るということが必要でございますの

で、そういった面ではよくご相談を申し上げたいというふうに思います。

それから、第2番目の文化会館に絡んでご指摘がございました。

これは、 43年当時、西浦の区画整理事業の中で公共施設をということで、

中・小学校用地ということで保留地にして、市が買い取ったわけでござい

ます。買い取ったお金は西浦の区画整理事業に使われたわけでございます

が、当時考えておりましたこの地域の児童数というものの伸びが、五十四、

五年当時には、もはや余りなかったということで、まだ学校を 1校増設す
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るまでには至らないということから、放置をしておくよりは、むしろ文化

会館を建設した方がはるかに地域の発股につながっていくんじゃなかろう

かと、こんなようなことを考えて、当時地権者の方々にお話を申し上げ、

ご了解を得た上で、西補の区画整理審議会のご承認を賜って、議会でもご

説明申し上げて、こういうような措置をとったわけでございます。

それはそれなりに私はよかったというふうに思っておりますが、さて、

それじゃ、学校を建設しなきゃならぬというときにはどうするんだと。こ

れはもちろん新しい用地を買収して学校建設にかからなけれは・いけないと

いうふうに思っておりますが、現在の段階でまだそこまで行っておりませ

んので、経緯を見守っていきたいと、こういうふうに考えております。

行政区と学校区との問題は、教育委員会の方からご答弁をさせていただ

きます。

次に、農業問題について、私からお答えをいたしたいと思います。

先ほどお話のありましたように、水田農業確立対策というものは、水田

利用再編対策にかわりまして、転作面積を大幅に増やした。そして、助成

金を削減したという内容になっておるのは先ほどお話のありましたとおり

でございまして、どれぐらい変わったかといいますと、国全体で77万ha増

えておる。これの割り当てが、当市でいいますと、 809haで約 200haの増

加となっております。これは、今、地区の農業推進協議会を通じまして、

各農家へ配分を既にいたしまして、協力をお願いしておるところでござい

ます。

この水田農業確立対策、これは、今、恨々の対応ではなかなか十分な成

果を達成することが難しいということで、できるだけ集団的な、集落ぐる

みの対策を立てる必要があるということで、計画的、集団的な農地の有効

利用ということをお願いをしておるところでございます。同時に地岐の条

件に応じまして、圃場整備、あるいは用・排水の条件の整備、その他農地

が米の生産だけでなしに、もうちょっと広く活用できるように促進をする
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必要があるということで、集団転作をする組織、あるいは農家組合等に対

しまして、これらのことを実施をしてもらうために、国の補助とは別に、

市の助成金を市内20の集団組織に対しまして、 10a当たり 5,000円の助成

を行うべく予算計上いたしたところでございます。 170haの集団転作を実

施いたしまして、農地の規模拡大、そうして中核農家を育成をしようと、

こういうことが第 1の対策でございます。

第 2の対策としては、水田の汎用化、すなわち稲作以外の作物も生産で

きるために、先ほどちょっと申しましたように、用・排水路の整備、これ

は約 2,200m、これを本年度から増額計上をいたしまして、つくりやすい

農地にかえようという努力をいたしております。

次に、農業研究指祁所のパイオテクノロジーの今後の施設の活用でござ

いますが、過日補足説明で農林水産部長が申し上げましたメリクロソ施設、

すなわち組織培旋施設の建設を行っておりまして、今、戦員が技術研修で、

昨年 6カ月問、三重県の農業試験技術セ‘ノターヘ勉強に行きまして、修得

をさせてきたところでございまして、これをさらに実験をいたしまして、

観葉植物の優良種苗を育成するという方向で予算もつけたわけでございま

す。

まだこれはスタートしたばかりでございますが、こういったようなことで、

将来、四日市の風土に適しました花升類、野菜類、果樹、植木等へと範囲

を広めていきたいというふうに思っておる段階でございます。

なお、パイテクばかりではなしに、温室で、今、ある一定の時期にしか

生産できないような野菜類で、非常に消費傾向の大きい野菜類を温室で培

投することができないかどうかというようなことも、改めて研究・実験を

いたしておるところでございます。以上でございます。

さらに最後に、都市の産業の活性化についてご質問がございました。ご

釦Blと中しますよりご提言とお受け取りさせていただきますが、今の産業

が、だんだんと第2次産業から第3次産業、あるいは 3.5次産業などと言
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われております物流でありますとか、サービス産業でありますとか、
さら

にレジャー産業でありますとか、そういった方向に向いておることは
時代

の流れではないかと、これは当然なご指摘だろうと思いますし、私も
それ

は否定するものでもございません。

当市においても、そういったようなことをできるだけ考えて、産業の
活

性化を図っていく。そのためのイペソトも考えなきゃならぬというこ
とで

ございますけれども、イペ‘ノトとしては、今、四日市の「なんでも四
日の

市」というものもやっておりますし、さらに今後どういうイペソトが
いい

かということは十分研究をして取り組んでまいりたいと思っておると
ころ

でございますけれども、南部の工業団地でございますが、これは、今
、大

体地主との契約率が93％近くいっておりますので、ぜひ成功をさせたい
と

いうふうに思っております。

ただ、この南部の工業団地は、ご承知のように、農振地域であったの
を

農振地域から除外をいたしまして、その除外をするに当たっては、農
林水

産省の方に、この団地は、いわゆる農業だけでは今日なかなか生計が成
り

立たない。したがって、そういった農家の方々が、改めて余剰労慟力
とい

うものを工業へ吸収をするための施設である。そして、食品関係であり
ま

すとか、都市型の産業でありますとか、そういった企業を誘致するた
めの

用地としてこれだけのものを工業化にするんですから、ご承知をいた
だき

たいという形で私どもは農林水産省に申請をし、ご承知をいただいたと
、

こういういきさつがありますので、いきなりここを全部レジャー基地
にす

るということは不可能ではないだろうかというふうに思っております。

そこで、それじゃ、どういう企業を誘致するのか、企業が来るのかと
い

うご議論が当然出てくると思います。この問題については、過日束京で
、

通産省、国土庁の方々とお話し合いをしたときに、いろいろと問題と
して

取り上げられまして、第2次産業だけにこだわるなと、いわゆる試験
研究

施設はどうかというような話もございました。それらも当然その中に入
っ
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てくるんではないだろうかと、こんなことを考えておりまして、今の
段階

でこの方向を大きく変更するということは、なお不可能だというふう
に思

っておりますので、これも既定の方針どおり実施をしてまいる。そうし
な

いことには、土地を提供して、契約をした方々に対しても申しわけない
と、

こういうふうに思っておりますので、さようご了承を賜りたいというふ
う

にお願いを申し上げる次第でございます。

いずれにいたしましても、せっかくのご提言でございますから、いろ
い

ろ考えて、四日市全体の活性化のためには、製造工業にこだわる必要は
、

私はないというふうに思っておりますので、今後大いに第 3.5次産業、学

術研究機関等も含めまして、四日市が活性化していきますように努力
をい

たしたいと思っておる次第でございます。

私からご答弁申し上げなかったところは、部長の方からご答弁させて
い

ただきます。

〇副議長（山路剛君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登埴〕

〇教育長（岡田久江君） 行政区域と通学区域の整合性についてお答
えい

たします。

通学区の設定、変更に当たっては、次の点を重要な要素として考えて
お

ります。

まず第 1点として、教育上無理のない通学距離の設定でございます。小

学校はおおむね4km以内、中学校は6km以内としております。第2点目
と

して、教育の効果や学校運営の上で適正な学校規模を確保する必要がご
ざ

います。第3点としては、通学の安全が守られるように配慮すること
も必

要でございます。 4点目といたしましては、地域の連帯意識を醸成す
る上

から、住民の諸活動との関連も重視する必要がございます。そのためには
、

できるだけ恒久的な施設や明確な事物によって区画をしたり、また 1つの

町区域が 2つ以上の小学校区域にまたがることのないよう配慮をしたり
、
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特に小学校の区域におきましては、地域社会づくりの範域としての位置づ

けから、行政区域と小学校区域の整合性を図る必要があると考えておりま

す。

以上の 4点から総合的に勘案して、地域の方々とも相談しながら、望ま

しい形で通学区域を設定することとしております。

行政区と通学区域の整合性につきましては、本市では昭和53年の地域問

題調査会答申以来、通学区域の設定に当たっては、とりわけ配慮をしてき

たところでございます。しかし、ご指摘のとおり、現在でも行政区と通学

区域が一致していない区域や許可区域といった区域がございます。これに

つきましては、現在の通学区域が住民の意向を反映しながら、地形、生活

圏、学校規模を考慮して成り立っているためでございます。だから、この

ままでよいとは決して考えておりません。今まででも分離新設による学校

区の設定の場合には、極力整合性を持たすように努めてまいりましたし、

最近でも、地域社会づくり上の必要から、 1つの町を二分する学校区の変

更を、住民の方々の話し合いを持ちながら進めたことがございます。

いずれにいたしましても、通学区域の設定変更は、住民の方々を抜きに

しては考えられないことでございますので、今後ともそこに住む住民の方

々が、地域の発展などにより、学校区に矛盾を感じ、変更の機運が盛り上

がった機会をとらえて、先の地域問題調査会の答申を基本にしてよりよい

方向に改善してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

〇副議長（山路 剛君） 後藤長六君。

〔後藤長六君登壇〕

〇後藤長六君 ご答弁は私の想像していたとおりでございまして、これ以

上申し上げることはございません。ただ一つお願いを申し上げておきたい

と思うことがございます。

それは、行政として気をつけなければならないことでございまして、先

ほどの活性化対策、いかにも聞こえはよいんでございますが、しかし、こ
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れはひとつ間違うと、弱者に対して死ねと言うことに等しいことでありま

す。活性化対策、あるいは合理化対策と言われておりますけれども、裏に

はいつでも弱い者が犠牲になる。その上にすべてが打ち立てられておると

申し上げても過言ではないと思うわけでございます。結果的には競合を強

いることになるので、今悪税と言われる売上税のごときものでございます。

総論では確かにいいことでありましても、大変中身は厳しいものになるわ

けで、そのためには十分PRをすべきであると思うし、またそうした裏側

に当たる人の意見を十分聞きながら、きめ細かな手当てをすることが、行

政の果たす役割ではないかと思うわけでございます。

工業高校跡地に大型商業施設を誘致することは、そういった問題を抱え

ているわけで、とりわけ火つけ役が市当局ということになりますれば、市

長に対する風当たりも強いわけでございます。開発コソペに10社ほど応募

されているやに聞き及んでおりますが、ここまで来た以上、どうぞひとつ

炭取引は禁物であり、公正に、しかもこれによる犠牲者に対するフォロー

も十分やっていただきたいと考える次第でございます。売上税の二の舞に

ならないように、お気をつけていただきますようご注意を申し上げて、質

問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

〇副議長（山路 剛君） 暫時、休憩をいたします。

午前11時46分休憩

午後 1時 1分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

小川四郎君。

（小川四郎君登壇〕

〇小川四郎君 昨日の高木議員、先ほどの後藤寛次議員と同様でございま

すが、私にとりましても最後の質問の機会でございます。多分に感想めい

たもの、意見めいたもの、あるいは時には遺言めいたものを織り込んだ質
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問になるかもしれませんこと、あらかじめお許しをいただきまして、質問

に入りたいと思っております。

本年度市長の所信表明、いずれも今次議案に具体的には盛られておると

ころでございますが、各自治体ともその活性化とか文化化にしのぎを削っ

ている自治体間競争、そういった時代的背景に立って、至極適切な問題意

識として高く評価しながら、そのうち 2つの事項と、別に塩浜地区に関連

した若干の問題を、通告に従いまして取り上げていきたいと思っておりま

す。

最初のテーマは、工業高校跡地問題でございます。

土地代だけで54億円、そこに特別委員会あるいは推進協議会、これには

途中から私も参加させていただきましたが、そこで構想されましたような

諸施設をつくるといたしますと、優に 150億円以上要する大型な起業とな

ることが予見されました。昨今の経済事情から見て、果たしてこれだけの

起業意欲を持つものがあるだろうか、実はそんな一抹の不安を持っており

ました。しかし、先日締め切られました公募登録申し込みには、合同企業

／ 体を含め10社に達する応募者がございました。ほっとするとともに、我々

の選択が誤りがなかった、そんな自負の気持ちにたっている現在の心境で

ございます。

提出が予想される幾つかの事業計画案は、それぞれの企業なり団体が相

当な専門家の知恵を絞って完成させ、充実した内容の計画案ばかり。そう

いった計画案のコソペとなることが予想されるわけでございますが、それ

らの計画案は、坂倉助役を委員長とし、大学の先生方4人を含めて構成さ

れます跡地開発公募委員会、そこで審査されることになっておりますが、

今も申し上げましたとおり相当な専門家を動員してつくられ、提出されて

くるであろう計画案の審査には、建築工学でありますとか、都市景観論あ

るいは財政学とか、マーケッティソグ論の権威者と聞く大学の先生方の審

査力でありますとか、価値判断に負うところが大きなものになろうかと思
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います。

しかし、諸先生にはそれぞれの分野での立場があが、価値観があるはず

でございます。したがって、当然のことながらご意見なり価値判断の違い

が出てくる場面も想像できるわけでございます。そういったときの調整を

どうするかということが、本来的にはまず一つの問題かと思います。

しかし、そこまで話をさかのぼらせますと、いささか難しくなり過ぎる

ことでございますので、その辺のことは諸先生方自身のバラソス感覚によ

るとの結論にしておくことといたしますが、そのためには諸先生方に、今

次コソペについての市の立場、あるいは特別委員会でありますとか、推進

協における論議の経過とか考え方、さらにはその間にあったまちの論議の

模様についてまで、こういった先生方、どこにお住まいか知りませんけれ

ども、四日市市民と同様、あるいはそれ以上のご理解が必要かと思うので

ございます。

ご如オなくその辺の機会の設定でありますとか、手続は進められてきた

かと思いますが、その間に諸先生からいろんな質問なりご意見があったか

と思います。その中で我々としても意にとどめておく必要がある、そうい

ったものがあったとすれば、今後かかわり合いのあることかとも思います

ので、この際ご披露していただきたいと思います。

2点目は、公募委員会の機能に関述した問題でございます。

四日市大学の初代学長に就任が内定されております城島先生に「選択と

自由」という論文がございます。美人コソテストを例として取り上げなが

ら、非常にやさしい言葉遣いで構成されている論文でございます。しかし、

内容的にはなかなか難しいものがございます。私のようなものがここでご

紹介するわけにはいきませんので、それは省略いたしますが、要はその美

人コソテストにたった 1人の応募者しかなかった場合、それも大変な美人

1人であったとき、あるいはすごいぶす 1人であったとき、そういったと

きにコソテストはどうなるのか。また何人かの応募者があったとしても、
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だれが見てもぶすばかりであったと、そういったときにはどうするのか。

そういったことから問題が提起されているわけでございますが、今次跡地

開発のコソペ、目下の様子は、 1社だけということはまずなさそうでござ

います。あえて設問するつもりはございませんが、公募登録をし、計画案

を提出しないといたしましても、別にペナルティがあるわけではございま

せんので、場合によっては 1社だけといった状況もあり得ることでござい

ます。何かその辺のことにつきまして部内で議論があったとすれば、ご所

見に接しておきたいと思います。

現実的には、先ほど来申し上げているとおりすぐれた専門家の知恵を結

集した数多くの計画案が出そろうこのたびの動き、文字どおり美人コソテ

ストになりそうな大変結構な気配でございますが、美人コ‘ノテストの場合

は、着眼点が一応あるとはいうものの、大抵は直惑的、感覚的に審査員の

好みによって採点されるのが落ちでございます。

しかし、今次のコソペの審査は、分析的に、あるいは総合的な視野に立

った論理的な判断が求められなければならないはずでございます。そうし

た場合、例えば個々の構築物の構造とか、デザイソは、 A案がすぐれてい

るけれども、全体的な都市景観はB案がいい、そういった評価結果もあり

得るのではないかと思いますが、その場合、公募委員会に、 A案と B案を

調賂し、よりすぐれた案にまとめる機能があるのかどうかということでご

ざいます。それとも帯に短くたすきに長しといった場合は、何ら工夫を凝

らすことなく、今次のコソペは御破算にするというのか。そして再公募を

したり、別の方途を探ろうというのか。その辺のお考え方はいかがなもの

でございましょうか。

この際、私なりの考え方を申し上げれば、できるだけ早く四日市にいい

顔をつくりたい。少なくとも開業予定時期にはオープ‘ノすべきではないか。

そういった思いから、公募委員会、適正な範囲で調整機能、確かにA案と

B案とを調整するということは、単に技術的な範囲にとどまらないで、経
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上

営主体の調整にもつながるといった難しい問題の展開につながるかもしれ

ませんが、適正な範囲での調整機能があってもいいのではないかと思って

おりますが、いかがでございましょうか。

しかし、公募委員会の機能は、あくまでも市長への答申まで、そういう

ことであれば、少なくとも市長段階でそれなりの指導なり工夫なり、ある

いは調整があってしかるべきかと思うのでございます。この辺のことにつ

いてどんなお考えを持っているかお尋ねしたいと思います。

次に、跡地開発に関連いたしまして、惑想ないし要望めいたことをお伝

えしておきます。特にご答弁を求めるつもりはございませんが、何かコメ

ソトがあれば、簡単で結構でございます。お聞かせ願いたいと思います。

諏訪商店街の中の人に、新しいまちづくりの絵を描き始めた人、ないし

動きが出てきたというお話が昨日ございました。大分以前からそういう話

は私も聞いておりましたが、当時は確かな情報としてではなかったのでご

ざいますが、むべなるかなそんな気持ちでこの話を受け止めておりました。

いささか話が余談になりまして恐縮でございますが、先日朝早くから何

百人という若い男の子が列をつくって開店を待っている光景が、テレビで

放映されておりました。実は、私たまたまここに通り合わせたのでござい

ます。時刻は朝の 7時ごろ、場所は新宿でございます。たしか 3軒か4軒

ぐらいの店の前に同じような光景があったかと思いますが、大部分は高校

生ぐらいの若い男の子ばかりでございました。どういう店かと思って聞い

てみましたところが、 「今どきここを知らないというのは、本当にださい

旧人類だ」ということを言われてからかわれてしまったのでございますが、

常に若さと美貌と、このごろ美貌はありませんけれども、セ‘ノスを売り物

にしております私、大変この言葉を聞いてショックを受けたのでございま

すが、後ほど聞いてみますと、確かに今ちょっとしゃれっけのある若い男

の子だったらだれも知らないものはないほど有名な店ばかり、メソズファ＼

ッショソの店なんだそうでございます。そのバーゲ‘ノの日だったというわ
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けでございます。全く思いもよらなかったような新しい購買力であります

とか、嗜好の変化が、ファッショソ界をはじめとして、急速に、そして広

い範囲の業種に広がりつつあるということ、これは経済雑誌の上では承知

しておりましたが、この光景に接しまして、この種の記事を実感的なもの

とした次第でございます。

また、こういった店は、新しいお客の好みに合ったような店の模様や店

構えにまで具体的に意を尽くしはじめているようでございます。やがて街

並み全体の近代化、ファッショナプル化への勁きになるのではないか。そ

ういう気配がございますが、恐らく工業高校跡地のショッピソグゾーソに

はこの種の感覚が多分に盛り込まれるのではないかと思います。諏訪商店

街の人が、こういった気配を見逃すはずはないわけでございます。東西両

地区の人たちが互いに知恵を絞り合い、ときには協力し、ときには競争し

合ってこそ、名古屋へ流出する大きな購買力を食いとめることのできる新

鮮な四日市の顔となる街が出き上がるのではないかと思っております。ま

た、ぜひそうあって願いたいと思うものでございます。

先日の商工部長の補足説明は、消費性向の変化に対応し、各方面と述携

をとりながら商店街の活性化対策を講ずる、大変力強く宜言されておりま

したが、単に作文ではなく具体的な行動として、また跡地開発が終われぱ

我が事なれりということではなく、諏訪商店街のことはもとよりのこと、

全四日市商店街の活力化を、都市計画部であるとか、商工部であるとか、

そういったことを言わないで、市の全力を挙げて、市の長い将来にわたる

テーマとして取り組み、お手伝いに励むことを強く遺言として申し残して

おきたいと思います。ぜひお約束をしていただきたいと思っております。

2つ目は、かつての議会でも言ったことでございますけれども、近鉄四

日市駅北口付近の整備についてでございます。

かなりのハイピッチで整備が進められてこられました努力につきまして

は、敬意を表するものでございますが、北口を出た東側、あそこにある近
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工凶

鉄百貨店への荷物の出し入れ口は、一応植樹はされているとはいうものの、

やはり派手さが全くない感じでございます。また西側は近鉄駐車場の巨大

な壁が立ちはだかっておりますが、一言で言って、これは至って殺風景で

ございます。人が往来を楽しむ歩道の魅力は、何といってもその華やかさ

にあるわけでございますが、別に私自身具体案があるわけでございません

ので、大変申しわけないのでございますが、何とかここに一工夫があって

しかるべきではないか、そんな感想でございます。

次に、要望といいますか、一言苦言を呈しておきたいことがございます。

四日市には、各方面からのご好意で、あちらこちらになかなかいい彫像が

ございます。銅像ではございませんから、どうしても小ぶりでございます。

よほどその配置なり、周囲への配應がないと目立ちにくいものになってし

まうものでございますが、ときに近鉄四日市駅の南口を出た束のところと

いうんでしょうか、四日市の今の言うなら玄関口のところに「蹄進」と題

する立派な青年の像がございます。ところがその前にちょっと薄汚れた交

通安全の屠板がございます。その後ろに何本かの貧弱な木、せっかくのこ

の像が全く目立たないものにしております。まことにもったいない、そん

な惑じでございます。行政の文化化とは、何も大上段に構えて考えること

ばかりではないはずでございます。こういった小さなことへの配慇に文化

的惑笈がぜひあってほしいと思うのでございます。菩処方を要望したいと

思っております。

2つ目のテーマは、四日市大学に関する事項でございます。

昨年の12月議会で大谷議員が、 「魅力ある四日市大学」といった視点か

ら極めて適切なご質問をなされております。その折の市長答弁で、元名古

屋大学の経済学部長でありました城島教授の学長内定、これはかなり以前

から伝えられてきておりましたが、そのほか名古屋大学の全面的な協力を

得て、教授経験の豊かな立派な諸先生方の就任と、そういった先生方のほ

かに官界、実業界で活躍されながら、すぐれた学問的な成果を上げておら
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れる方々の教授就任の交渉が、確実な成果を上げているといったお話
がご

ざいました。これで教授スタッフの輪郭がほぼ明らかにされたわけで
ござ

います。大変結構な教授構成と評価したいと思っております。

その評価の根拠は、教授内容のバリエーショソといったことはもちろ
ん

でございますが、もう一つの根拠は、日本の大学の教授会につきまして
は、

しばしば大学の立法、行政、司法を一手に握る怪物的な存在であると、
そ

ういった痛烈な批判や、逆に理事会に牛耳られる私学教授会には学問の
自

由への主張がない、そういった反発も聞いてまいりました。そういっ
た実

態を全く知らない私でございますが、いずれにせよ、今までそういっ
た論

議のある教授会を外から見てこられた先生方がそこに加わる。それだ
けに

在来の教授会とは違った新しい空気が流れるのではなかろうか。漠た
るも

のでございますが、そんな期待を持ったからでございます。

ところが、去る 1月11日の議員説明会の席上、市長から、教授会、理
事

会とは別な新しい組織を持って公私協力大学の実を上げるよう努力し
たい

旨のご意向がございました。そしてさらに先般の補足説明は、そのこ
とに

つきまして、市民にとって望ましい大学、かつ学生にとって魅力があ
る大

学となるような新しい組織づくりを進める、そういうことでございまし
た。

なかなか見事な着眼だと評価するとともに、速やかなその具体化を要
望し

ておきたいと思います。

この際、今のこととも関連するわけでございますが、ぜひ尋ねておき
た

いことがございます。それは、大学づくりの甚本とも言えるかと思い
ます

が、四日市大学の個性づくりということでございます。私なりに大ざ
っぱ

ではございますが、考えているものがございます。そのことへの市長
のお

考えでありますとか、あるいはご惑想、あるいはそういったことをど
うア

ピールしたらいいものか、その辺のことについてお尋ねしたいのでご
ざい

ます。

よく質実剛健であるとか、高い気品といったモード的なもの、あるい
は

スローガソみたいなもの、本学の校風として訴えられるのを耳にいたし
ま

すが、それはそれなりに意味のあることでございますが、私がここに言
う

大学の個性とは、もっと学習と結びついたもの、学習のスタイル、そ
うい

ったことを内容とする、言うなら、大学の個性、あるいは教育の個性づ
く

りという意味でございます。

今や単に大学を出ればそれでよかった学歴社会ではなく、どこの大学
を

出たかが評価の基準となり、学校歴社会だと言われております。現実
の世

の見方、まさにそのとおりだと思うのでございます。

新生四日市大学には、もちろん歴史はありませんし、立派な先輩が社
会

で活躍しているといった実績もございません。いろいろな意味でいわ
ゆる

学校歴と表されるものは、全くないわけでございます。その四日市大
学に

学校歴社会に通用する値打ちをどうやってつくっていくか。一日も早
く世

間からいい大学だと評価され、印象づけるものをいかにしてつくってい
く

か。それが大学を出発させるに当たってまず大切なことではないかと
思っ

ております。

市民に開かれた大学でありますとか、国際性を持った大学であります
と

か、いろいろと特色づくりに意を尽くされていることはわかります。
その

ようなことについても後ほど簡単に触れるつもりでございますが、私
は学

校歴社会に通用する大学づくりの基本的なことは、考える学生をつくる
、

そういった大学とか、教育の場をつくることではないかと思っておる
ので

ございます。

本来であれば、 2月のある日のある時問の試験にマルとバツの印を一
つ

つけ違えただけで、入試の合否が決まってしまう。そういう入試制度に
ま

で本当は言及しなければいけないかと思うのでございますが、それは
かつ

てこの席で触れたことでもございますので、省略いたしますが、ひと
つ留

意しておいていただきたいと思っております。

かつて束大の大内力教授、たしかこれは市長と同じぐらいの年次の東
大
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経済学部の出身の方ではないかと思っております。あるいはちょっと先
輩

かもしれませんが、その先生が現代の学生像をとらえまして、 「読めな
い、

書けない、考えない」、そうとらえた話は有名でございますが、今どこ
の

大学にも払底し、嘆かわれておりますのは、考える学生がいない、育た
な

いということでございます。低俗的な表現で申しわけございませんが、
考

える学生づくりの大学を売り込むには、まさに絶好のチャ‘ノス、そうい
う

のではないかと思っております。

しかも、経済学部 1学部のみで狐々の声を上げるのでございます。経済

学部にせよ、法学部にせよ、社会科学系の学部は、工学部のような目
的学

部とは違うわけでございます。言うなら教養学部でございます。市長に
は

釈迦に説法でございましょうけれども、四日市大学は経済学部で出発す
る

わけでございますが、その経済学部は、経済とは最小の費用をもって最
大

の価値を生むことに始まり、その価値とは需要と供給とによって決まる
と

か、いや価値の源泉が労働力にあるとか、およそ現実の経済社会とは無
縁

なといいますか、現実にはほど遠い憶測の理論の学習。しかし、そうい
っ

た学習を通じ、世の中にはいろいろな考え方や立場があることを知る場
の

学部でございます。

そういう学部だからと言っていいのかどうか知りませんけれども、経済

学部を出た人で、金もうけに成功したという人の名前を聞いたことがご
ざ

いません。市長なんかそのいい例ではないかと思っておるんですが、話
は

たとえ一流大学と言われる大学でありましても、社会科学系の学部で習
っ

たこと、会社の仕事にすぐ役立つというものはまず全くないと言ってい
い

かと思うのでございます。ただ、貴重とされるのは、そこで得た教養を
軸

とし、問題をとらえる、考える社員、常に問題意識を持ち、考えること
の

できる社員が育つ可能性が期待されるところにあるわけでございます。
な

るほど一流大学には、高校とか中学時代に成績のよかった者が集まるの
は

事実でございます。四日市大学には、すぐさまそういったことは望めな
い
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とは思いますが、それもそう大きな問題ではないようでございます。

これは先日発表されたものでございますが、法政大学の尾形教授により

ますと、大学卒業時に中学3年の理科と社会の問題を出したとこ ろが、ほ

とんど全員が見事なまでにできなかったそうでございます。これは甚だ
実

感的な話でございまして、恐らく私だったら全部0点じゃないかと思って

おりますが、試験目当てにいやいやながら詰め込まれ、覚えさせられた
知

識は、時間が経過するにつれてはげ落ちてしまうのが常でございます。
教

育学では、これを剣落現象と呼んでるそうでございますが、質・量とも
に

マソツウマソ教育ができる教授スタッフと学生の数、そして経済学部と
い

う教旋学部の大学、常に「なぜに」から出発し考える学生、考えるしつ
け

をつけさせる大学とするには、最も適当な条件をそろえて誕生する四日
市

大学でございます。考える学生をつくる四日市大学の創造、いかがなも
の

でございましょうか。お考えでも結構、ご感想でも結構でございます。
お

聞かせ願いたいと思います。

大学の建設の基本的な問題であり、いささか抽象的な、そして余談めい

た話が多く入りまして恐縮でございましたが、以下ごく簡単に具体的な二
、

三の点について伺っておきたいと思います。

以下につきましてのご答弁は、イエスかノーか、その程度の簡単なもの

で結構でございます。

先般、高崎経済大学をお訪ねいたしまして、最近の実情等を聞いてまい

りました。ここも経済学部 1学部のみで、定員 400名。かつての学園紛争

の面影は完全に払拭されており、このところ毎年 100％の就職という実積

でございます。しかも70％以上が大企業ないし公務員に採用されているそ

うでございます。こういった好調な就職状況であるだけに、毎年 5,000名

に近い志願者だそうでございます。タクシーの運転手さんが「もう今や
高

崎の観音様よりもはるかに高い高崎の誇りです」と、なかなかうまいこ
と

を言っておりましたが、四日市大学の場合、もちろん就職の実績は全く
ご
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ざいません。市長は何をおいても、少なくとも 1期生
とか、 2期生とか、

3期生、そのくらいのところまではどうしてもいい就
職状況が出るよう、

就職担当の学長ぐらいの気持ちになって、諸般の面
倒を見ていただかなけ

ればいけないと思っております。そして、たとえ 1人
でも 2人でも、大き

な会社への就職実績が出れば、就職についての評価
は随分と厚みを増すも

のかと思いますが、その気力のほどいかがなもので
ございましょうか。

なお、高崎経済大学は完全な市立でありまして、四
日市大学と本質的に

違うところがございますが、ここは高崎市民の子弟
の入学に当たっては、

入試に手心を加えるとか、そういったことは一切し
ておりませんが、入学

金は一般の半額、昨年一般は15万円でしたが、高崎市
民のご子弟に限って

は7万 5,000円にしておるそうでございます。完全な
市立でない四日市大

学の場合、その筋から否定的な指導があるやにも聞い
ておりますけれども、

四日市市民の子弟に対して何か便宜が考えられない
ものか、将来の課題と

して一応考えてもよいことではないかと思っており
ます。一言つけ加えて

おきます。

大学設置計画の中に、県と四日市市のほか商工会議
所とも協議を進めな

がら、企業並びに自治体からの非常勤講師の招聘等
の計画を策定している

とあります。非常勤講師云々につきましては後ほどの
ことといたしますが、

ただ今申し上げましたような機関を通じて、四日市
の各社に四日市大学に

ついてどんなことを訴え、どんな理解を求めている
のでしょうか、その実

情について伺っておきたいと思います。

四日市の各社には、まだ他人事ぐらいにしか考えて
いないところが多い

のではないかと思います。しかし、市長にあれだけ言
われたのだからとか、

商工会議所からこうまで頼まれたのだからとか、露
骨に言えば、そのくら

いの気持ちを持たせるようなPRや協力を求める努力とか
が、今からあっ

ていいのではないかと思っております。

また、非常勤講師の招聘、いいことだと思います。
しかし、今の状況で
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は、これまたなかなか難しいものであろうこと、一言
申し上げておきます。

次に、四日市大学は、国際化への対応を特色づくり
の一つの柱としてお

りますが、先般の市長訪米の中で、何かその辺のこ
とについてお士産話が

あるのではないかと思っておりますが、何かあった
ら簡単で結構でござい

ます、お聞かせ願いたいと思います。

市民に開かれた大学ということに関連いたしまして
、一つ小さなことで

はありますが、提案しておきたいことがございます。

昨年の 9月議会で川口議員が、四日市大学の図書館と
市立図書館のオ‘ノ

ライソ化を提案されておりました。すぐれたご提案
と拝聴したのでござい

ますが、それとは別に、市立図書館に「四日市大学
コーナー」といったも

のをつくり、教授方の著書を網羅し、市民の閲覧に
供する。そういったこ

とはよその都市に余りないように思うのでございま
すが、そういった考え

方はいかがなものでございましょうか。

なお、ここで一言苦言を呈しておきたいことがござい
ます。

四日市の図因館の職員は、館長以下、大変蔵書のあ
り方等についてよく

勉強されております。常々敬意を表しておりますが、
城島教授の学長内定、

この話がありましてからしばらくした後、図書館へ
行って、城島先生の本

を探したんですが、一冊もございませんで、どうし
てかと思って聞いてみ

ましたところ、大学情報が当時図書館に全く流され
ていなかったのでござ

います。無理もない結果だったわけでございますが
、今はたしか3冊ほど

蔵古されているはずでございますが、市の大学担当
と教育委員会とのコミ

ュニケーショソに、もっと緻密なものがあってしか
るべきと考えるのでご

ざいますが、｀何かこの辺、お考えがあるのでござい
ましょうか。

最後に、これは既に文化的都市四日市構想特別委員
会でも言ったことで

ありますが、熱望の余り重ねて、緑に覆われ、緑を
敷き詰めた地方大学の

お手本と言われるように、ぜいたくなほどの緑を使っ
たキャソパスづくり、

ぜひお願いしたいことと思っております。
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最後に、塩浜地区関連の問題事項でございます。

去る12月議会では、小林博次議員、大島議員、そして喜多
野議員によっ

て塩浜地区関連の事項が取り上げられております。いつに
なく大勢の議員

のご配慮をいただき、本当にありがとうございます。

塩浜の公共下水道問題、特に近鉄線東側の地域のことを
大島議員が質問

されております。ご答弁、まことに整然たるものがござい
ましたが、中身

は従来のそれと全く異なるところのないものでございまし
た。ハード、ソ

フトの両面から大変難しい地域であること、十分に承知し
ております。だ

からこそ心配の余り、質問として何度も繰り返し取り上
げられているので

ございます。懸案だった中継ポ‘ノプ場の用地も事実上確
保され、新しい一

歩を踏み出した塩浜公共下水道問題でございます。何年何
月までにといっ

た話は聞けないにいたしましても、一応の目途く・らいの
話、意欲に満ちた

姿勢、そんなことにぜひ接したいのですが、どうでござい
ましょうか。

塩浜病院につきましては、 3人の議員がそろって取り上げ
られておりま

す。私も何度か塩浜病院をこの席で質問させてもらってき
ておりますが、

都度「よりすぐれた機能を持つ病院を一日も早く四日市
に」、これが問題

の基本であるということを主張してまいりましたが、問題
が紛糾した最大

の原因の一つは、塩浜病院を整備する、移転させる、そう
いったテーマが

先行し，どんな機能を持つ病院をつくるのか、そういった
本質論が全くな

かったこと。そしてもう一つの理由は、跡地をどうするか
について、県は

一片の構想すら示さないことにあったと思うのでございま
す。これではと

ても早期解決は望めるものではございません。紛糾が長引
けば市民の待望

するいい病院の建設が遅れるばかりでなく、また別な問題
も出てくる可能

性も心配されるわけでございます。

かつて私どもの会派の山口議員も、塩浜病院問題を取り上
げております。

私その背景をよく存じているのでございますが、例えば解
決が長引く問に、

どこかの地域から誘致運動みたいなものが出てきたらどう
なるのか。事実
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そういった気配もあったのでございますが、一方で存続、
一方で誘致運勁、

四日市は大変なことになりそう、そういったご配慮に立
ったご質問の立場

だったのでございます。

12月議会の 3人の議員の方々の質問に対する市長のご答弁の
ニュア‘ノス

からして、何か違った空気のあることを感じておりました
が、去る 4日の

県議会常任委員会で、市は現地整備を依然強く望む、そ
ういったことを前

提として、しかし最終決定権者である県の整備の方針が
どうしても変更で

きないならばということで、新聞報道どおりの 3つの条
件が、意見具申さ

れたことが明らかになりました。形式はともかくといたし
まして、具体的、

内容的には、言うなら条件交渉と言えるかと思うのでござ
います。

私自身交渉の場に立ち会ったこともなく、空気もわかりま
せんけれども、

諸般の情勢、情報からおして、うなずけないでもござい
ませんので、その

ことにつきましては、とやかくここで言うつもりはござい
ませんが、公に

されました3条件について、若干のことを念のため要望し
ておきたいと思

います。

明らかにされました 3条件は、跡地の活性化と、移転す
るにしても、塩

浜駅から10分以内の場所ということを主張されております
。それはそれで

結構でございますが、別に細かいことはここでは申し上げ
ませんけれども、

これらのことについては、ぜひ市の立場に立つ考え方を、
市が主導権を持

つくらいの強い立場に立って、主張してほしいと思ってお
ります。

なお、 3条件には、あるいは第2項目に大きく包括されてい
るのかもし

りませんけれども、どんな病院をつくるかといった交渉な
いし研究の場の

設定が主張されておりません。あるいは大変に専門的な
ことでございます

ので、別なレベルでの設定が予定されているのかもしれま
せんが、四日市、

特に塩浜地区の診療体制ともかかわり合いのあることで
あります。また市

立病院との診疫分担ということもございますので、緻密
な専門的な検討の

場を求めておきたいと思います。
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また、新聞によりますと、 「条件つきで移転に同意」、そういった大見

出しで報道しているところもございますので、市として早急に塩浜地区に

誤解のないよう手を打っていただきたいことを申し添えておきます。

再質問はしないつもりでございます。意のあるところをお含みの上、よ

ろしくご答弁のほどお願いいたします。

＇最後になり恐縮でございます。また、こういった席から大変失礼でござ

いますが、一言ごあいさつをさせていただきます。

＇私も今期をもって議会から身を引く決意をいたしました。先ほど後藤長

六議員も言われておりましたが、私も浅学非オの身でありながら4期16年

間大過なく過ごし得ましたこと、ひとえに皆様方のご指蒔、ご鞭撻のたま

ものであります。心から厚く御礼申し上げるものでございます。

・やがて選挙でございます。なかなか激戦が予想されておるようでござい

ます。先ほど後藤長六議員は、戻れないかもしれないというふうなことを

言っておりましたけれども、立派な実績のある現職の皆様方、全員の当選

は 100％間違いないものと信じておりますが、しかし、選挙は水ものでご

ざいます。ここらあたりでもう一度本腰を入れ直して戦いに挑戦し、全員

見事な成果を得られまして、加藤市長を筆頭とする理事者ともどもよりよ

いふるさと四日市づくりに尽くされんことを心からお祈りし、また確信申

し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

長い間本当にありがとうございました。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇）

〇市長（加藤寛嗣君） お答えをいたします。

まず、工業高校跡地の開発につきましては、逐次事務的な処理を進めて

いるわけでございますが、公募の申し込みが、先ほどお話のありましたよ

うに 7企業と 3グループによる登録申し込みがありまして、すべてこの登

録を認めたところでございます。
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そこでご質問の第 1点でございますが、まず委員の諸先生、それぞれ専

門家であるだけに、いろいろ考え方があろうかというふうに思いますが、

まず共通の認識を持っていただく。議会でのご議論、あるいは特別委員会

でありますとか、推進協議会でありますとか、あるいは商店街の意見であ

りますとか、消費者の意見でありますとか、そういった議会でのご議論等

をはじめといたしまして、主だった会議等の意見書、あるいは報告書等、

必要な資料は既にお渡しを申し上げまして、あるいは直接お会いもいたし

まして、十分な説明あるいは意見交換をした上で委員会に臨んでいただい

たのでございまして、跡地開発の理念については、大体ご理解をいただい

ているものだというふうに思っております。

なお、審査に当たりましては、商業施設あるいはホテル等、先進地事例

をご視察・調査をいただきまして、統一した考えを持っていただくように

努力をいたしておるところでございます。

次に、この要綱の作成時に先生方が述べられました主な意見は、 9次のよ

うなことでございます。

第1番目として、中心部を一体としてとらえるまちづくりをしていかな

ければならない。その考え方に立てば、跡地と駅東との機能分担という方

向が明確になるというようなご意見。

2番目は、高次商業施設は、旧来の百貨店のイメージを超えた新しいも

のを立地させるぺきであるというご意見。

3番目は、公経対象地のみを考えるのではなくて、公園の周漿や、ある

いはカルチャーセソターのイメージ等も提案してもらうのはどうだろうか。

4番目には、名古屋にもないユニークなまちづくりをしていくことが重

要であって、四日市の地域性を十分尊重していくべきである。

このような考え方を諸先生はお持ちでございまして、本市の実情につい

ても大変ご理解が深く、極めて適切なご意見ではなかったかというふうに

考えております。
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次に、 1社だけしかなかったらどうかということでございますが、その

際、その計画をよく見てみまして、公募の理念、あるいは趣旨に沿ったす

ぐれたものであれば採用できるわけですが、その趣旨にそぐわない、ある

いは理念もちょっと違うと、そういった場合には、私は市としてはそれを

採択するわけにはまいりませんから、別途の解決策を考慮してみたい、そ

して速やかに次の対応策を決定してまいりたいと、こういうふうに考えて

おります。しかし、現時点では、私どもの感触としては、そのようなこと

にはならないのではなかろうかというふうに思っております。

第4点の複数の案について、それを委員会が調整をいたしまして、まと

めたもの、よりすぐれたものにするといった、そういう機能があるのかと

いうご質問でございましたが、これはもともと各企業がそれぞれ主体性を

持って提案をしてくるものでございますから、単純にそれらを全部いいと

こだけ取ってというわけにはまいらないかというふうに思っております。

しかし、当選案を決定した後に、開発主体予定者と市が契約諸条件の協

議をする際に、なお事業計画案について不備な点に関しましては、改善を

求めていくということは、可能でございます。

したがって、やはり高次の商業施設あるいはその他の施設がうまく調和

をして、あの地域にふさわしいまちづくり、あるいは顔づくりということ

になりますような努力は当然でございますから、私の方としてはするつも

りでおります。

そこで、 4人の先生方もいろいろご意見があるでしょうが、やはり出て

くるもので、これがいい、これが悪いというようなことについては、今ま

での私どもの経験からいたしますと、そう意見がばらばらになるものでは

ないだろう、こういうふうに私は思っております。これは今までの私のい

ろんな経験からそう思っておるだけでありますのて、これは惑想めいたこ

とを申し上げて恐縮でございますが、私はそう全く困ったことになったと

いう行き詰まるようなことは、まずないんじゃないかというふうに考えて
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おるところでございます。

次に、諏訪商店街の中での新しいまちづくりに対する動きに関してお話

しがございました。跡地開発と同様に既存の商業集積の場で、さらにそれ

を魅力あるものにつくり上げていくということは、極めて重要でございま

すし、それぞれの商店街の方々ご自身が、やはりそういったことについて

非常に深い関心を持っておられるようでございます。私どももそういった

ことについて既存の商店街の皆さん方のご相談相手になりながら、一体と

なってこの地域全体の発展を考えていくべきではなかろうかということで、

特に新年度はその協議について前向きに取り組んでまいりたいと、かよう

に思っております。

さらに近鉄四日市駅の北口につきましては、全体計画に先行いたしまし

て、モール整備をいたしました。したがって、西側がどうも今のところ余

り派手やかさがない、魅力がないというご指摘は当然でございまして、私

どももそう思っております。

そこで、将来の問題として検討しております駐車場の 1階部分、これは

近鉄がそう言っておるんですが、 1階部分、あるいはモールの両側、さら

にはサービスヤード店舗計画なども十分調整をとりながら、より一層魅力

あるふれあいモールづくりをしていきたいというふうに考えておるわけで

ございます。

この工業高校跡地に関連して、ちょっとご指摘のありました駅前の青年

の像でございますが、確かに今の状況では、あの青年の像が、せっかくの

像が浮かぴ上がるということは考えられませんので、この辺については、

駅東の広場整備との関連で十分検討をして、せっかくの像を生かすように

持っていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

次に、四日市大学についてご質問がありました。

私は、まず大学の個性づくりということですが、今ようやく第 1次審査

をパスして、 62年度は第2次審査をパスすべく今一生懸命努力をしておる
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段階でございます。しかし、大学をつくる以上は、魅力のある大学にしな

きゃならぬ。そのためにはしっかりした、四日市大学の学生はこうだとい

うような学生づくりをしていかなきゃいけません。それには教授会、理事

会、そしてそれとは別に市も公私協力方式でございますから、当然に大学

の運営ということに今後もかかわっていかなければなりません。そういう

組織を別途考えるわけですが、いずれにいたしましても、大学の個性とい

うことは非常に重要な問題でございます。もともと「考える人間たれ」と、

こういう建学の精神が打ち出されております。

ここで「考える人間たれ」というのはどういうことかといいますと、私

は、この大学が経済学部でありますので、まず社会の実態というものを＋

分認識する。そしてそれを正しく認識できる、分析手法を身につける。そ

れだけでなしにそれを正しく表現できる、分析をして、そしてその問題意

識を、問題を掘り起こし、問題の解決策を考え出して、それを正しく表現

できるような学生をつくり上げていくことが、一番大事ではないだろうか

と思います。これは、今の入試がマル・バツ式でございますから、なかな

か正しくそれを文章にあらわすということに今の学生はなれていない、こ

ういう問題があるわけでございますが、私は、そういった欠点を十分補て

んをしていかなければ、新しい大学の学生が魅力ある学生だとして世問か

ら受け入れられることはできないんじゃなかろうかと、こんなことを考え

ておるところでございます。

次に、高崎経済大学の問題が例として挙げられておりまして、入学金の

問題も出されておりましたが、これは今からどうこう言うわけにはまいら

ないと思いますが、問題点として頭の中に私は入れておきたし達と思います。

それからその次に、就戦の問題でございますが、今のところまだ四日市

大学の卒業生、これから出てくるであろう卒業生のPRはいたしておりま

せん。今のところでは、まだ大学が認可になっていない。余り今慌ててP

Rをいたしますと、文部省からお目玉を食らうようでございますから、も
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うしばらく我慢をしていかなきゃならぬ。しかし、大学は出たけど、あの

大学を出たんじゃ就職先はないわというようなことにならぬようにするた

めには、学生が実力をつけるということが第一番でございます。そのため

には、入学はやさしくても、卒業はむずかしいというぐらいの大学にして

いくのが、一番必要だろう。なお、それだけではいけませんで、私どもも

必死になって、大学建設が許可になりましたら、その時点からダッシュを

かけてまいりたいというふうに思っておる次第でございますので、ご理解

をいただきたいと思います。

なお、国際化の問題でございますが、既に天律の方へは議長が行かれま

して、南叫大学の経済学部についてほぽ大体、意見の一致をいただいており

ます。アメリカの方は、今度はカリフォルニアの州立大学、いわゆるロソ

グピーチ校、カリフォルニア州立大学ロソグピーチ校というのがございま

す。これは 2万人以上の学生がいるわけですが、ここへ参りまして、学長

以下学生まで出てきて大変な議論になりまして、ぜひひとつ四 lll|i大学と

提携をしたい、向こうも強いそういう慈向を持っておりますので、これは

今後具体的にどういう提携内容にするかということは、大学側に渡米して

もらいまして、向こうと打ち合わせをしてもらう予定にいたしております。

それからついでですが、フィラデルフィアでは、 ドレッセル大学という

のとラサール大学、ラサール大学というのは、鹿児島にラサール翡校とい

う打名な高等学校がございますが、その親元でございます。いずれも、こ

の2つとも外国からの留学生を受け入れておりまして、四日市にそういう

大学ができて、もしこっちへ来て 1年でも勉強したいということであれば、

当然我々は受け入れるよということを言ってもらっております。経済的な

問題等がございますので、今後そういった面についても大学当局同士で十

分詰めてもらわなければならぬだろうと、こんなふうに考えておるところ

でございます。

それからその次に、図書館の件で、大変ありがたいご指摘をちょうだい
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をいたしました。貴重なご意見でございますので、私どもはそのご意見を

頭に入れて、今後図書館の運営に当たりたいと思います。

緑いっぱいのキャソパスづくり、当然なことでございます。

なお、塩浜病院の問題についてお答えをいたしたいと思いますが、これ

は地域の基幹病院でございまして、大きな役割を過去長い間果たしてきた

病院でございます。特に塩浜地域では、公害息者の方がたくさんお見えに

なりますし、公害息者の方々の安心のよりどころでも、心のよりどころで

もあったんじゃないかというふうに思いますので、簡単にどこかへ持って

いってやり直すということについては、私どもとして非常に異論があると

いうことで、県の方に現地整備ということを強くお願いをしてまいってお

るところでございますが、いろいろ聞き及んでおりますと、どうも強行突

破をされるんじゃないかというような心配も出てきました。そういった場

合に、市として何にも：意見が出してなかったということでは申しわけない

と思いまして、あのような意見を出したのでございます。このことは、大

変知事の方でも関心を持っておられたようでございまして、一体どうする

のかなというようなことで、疑問を持ってみえるという話がございました

ので、過日、私直接知事にお目にかかって、その真意を申し上げておきま

した。

その真意というのは、私が塩浜地域の方々、幹部の方々でございますが、

お話をしたときに、 「移転するなら10分以内だぞ、市長。それは心得てお

けよ」という話がありましたので、あえてこういうことを上げてあるとい

うことでございます。

それから、むしろtii]題は、やっぱり移転をしたその後のこの地域の医療

対策はどうするか。あるいは公害患者の方々の安心をどこに求めるかとい

うことが問題だろうというふうに思いますので、そういうことについて知

事に強く働きかけをいたしておきました。

それから、あれは塩浜地域にある唯一の公共施設でございまして、塩浜
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地区からなくなるということになりますと、やはり地域の活性化も失われ

るといったことから、その後の活性化ということについてのお願いをして

まいったところでございます。

ところで病院の内容でございますが、これは大体心臓循環器系の息者に

対応できる高度特殊医療及び救急医療を担当する総合病院として、診療科

目を12科から14科にしたい。さらに学生から先生になられる前の先生方の

研修病院としての機能も充実をさせる、こういう内容のようでございます。

病床数は、大体 370床、 7単位というんですが、これは現在は 354床ぐら

いでございます。そんなようなことで、立地条件、面積、あるいは工事期

問中の息者サービス問題等を考えて移転をするんだというようなことを言

っておられました。

北勢地域全体を診療園とする。そのために交通の状況、人口勁態、生括

圏、自然環境、地理的条件を十分勘案をして決定したい、こういうことを

言っておりましたので、私どもは、いよいよになりましたら、さらに努力

を重ねてご期待に沿いたいというふうに思っております。

以上でございます。

〇議長＼（訓覇也男君） 下水道部長。

〔下水道部長（前川鉦一君）登壇〕

〇下水道部長（前川鉦一君） 第3点目の塩浜地区の公共下水道問題につ

きまして、お答えを申し上げます。

ご指摘のございました近鉄線東側の地区の面整備につきましては、 62年

度より着工いたしてまいります南部第 2中継ポソプ場の工事に引き続きま

して事業を進めてまいりますが、一応のめどといたしましては、昭和60年

代後半のできるだけ早い時期に事業が完成をいたしますよう努力をいたし

てまいりたいと考えております。

しかし、ご指摘のように人家が密集し、道幅が狭いといったことから、

技術的にも下水管の布設が相当難しいところもございます。したがいまし
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て、現在先進都市の事例等も研究をいたしなが
ら、実際に実施できるエ法

を種々検討をいたしているところでございます
ので、具体的な実施工法が

決まり次第、地区関係者の方々にご説lリjIllし上
げ、事業の推進を図ってま

いりたいと考えておりますので、ご理解、ご協
力を賜りますようお願いを

申し上げます。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 暫時、休憩いたします。

午後2時3分休憩

午後2時17分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き会議を
皿きます。

佐野光儲君。

〔佐野光侶君登凩〕

〇佐野光信君 通告に枯づいて質liりをいたします。

第1点目は、売上税祁入問題への市長の対応につ
いてでございます。

売上税が禅入されることによってすべての品物に
ついて税金がかけられ、

その影勝は90％以上の国民に負担を強いるもの
であります。しかも、その

内容が逆累進税となり、年収 900万円までの方
は大増税となり、国民生活

を圧迫するものであることは明らかであります
。また、導入によって物価

も引き上げられる。このこと、既に外国の諸例
でも明らかにされておりま

す。

地方自治体におきましても、哉入歳出の面で大
きな影醤を受けます。歳

入の面においては、既に粛気税において大きな
影響を受けることを当局も

明らかにしておりますが、歳出の面で一体幾ら
負担増となるのか、明らか

にしていただきたいと思います。統一労組懇自
治体部会が試算しましたと

ころによりますと、歳出面において約13低 7,00
0万円からの負担増となる

ことが明らかにされております。市議会におい
ては、売上税尊入によって
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市民生活に大きな影磐を及ぼすこと、また市の
財政上も大きな影幣を受け

ることから、売上税羽入やマル優制度の廃止の反
対、 法案の撤回を求めて、

今定例議会の 3月議会も含めて、 5回にわたって
要望書や意見書を提出を

しているところでございます。

ところが、市長は、 2月に私ども共産党として6
2年度の予算要求を行っ

たときにも、 「売上税については困る」と言い
ながらも、 「反対の立場を

とらない」と、こういうことを言っておられま
す。また、昨日の市長答弁

でも、 「経過措置が短い」とか、 「売上譲与税
の配分方法に問題がある」

とか、 「行く末を眺めた上で意見を述べてみた
い」とか、明確な反対の立

場をとっていません。なぜ議会が売上税導入反
対の意思を明らかにしてい

るにもかかわらず、市長は反対の立場をとれな
いのか明らかにしていただ

きたいと思うわけでございます。

第2点目は、 62年度の予算案についてであります
。

62年度一般会計予算案を見ますと、対前年度比 1
03％とあり、約16億円の

増となっております。しかし、内訳を見ますと
、市税で9億 6,000万円、

国・県支出金で1i意4,500万円、甚金からの繰入
金が 3偲円、市債で3傲

円の増となり、一方、国庫支出金が約3億円も
減少するなど、市財政にも

大きく影習を及ぼしております。

このような中で、保育園、幼稚園の保育料、あ
るいは下水道使用料が受

益者負担の適正化の名のもとに、大幅に値上げ
をされております。保育園

保育料が平均で2.13％アップですが、 3歳未満児
では5%、 2,100円もの

値上げとなり、最高額が4万 6,300円の保育料と
なっております。幼稚園

の保育料は 8.9％アップの 400円の値上げとなっ
ております。また下水道

使用料は、維持管理費の負担という形で、今年
度は60年度に引き続く 39.2

％もの大幅な値上げで、 60年と比較すると倍近く
の金額に値上げをされて

おります。保育園の保育料で4、5歳児は 100円
だけの値上げに抑えたか

ら問題なしとすることはできません。幼稚園の
保育料格差是正で 400円ア
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ップだけだからよしとすることも認めることはできません。保育園では、

もともと保育料が高いということに問題があります。今回の値上げによっ

て入所辞退者も出ております。またアソケートによっても、 「保育料が高

いから保育園へ入れることができない」と言う父母が多いことも明らかに

されています。保育事業をただ単なる窮貧対策だけにとどめるということ

ならば、大きな過ちを犯します。

今回、機関委任事務から団体委任事務への改訂が行われてきたわけでご

ざいます。今後打ち切りを進めていこうという政府のねらいも明らかであ

ります。このようなときに保育行政をよりよく充実させなければならない

と思うわけでございます。今日の中学における非行、暴力、いじめの問題

につきましても、種々論議をいたしますと、小学校、あるいは保育園や幼

稚園、こういうところでの幼児保育や教育、こういった問題が大きくクロ

ーズアップされてきているところでございます。 「三つ子の魂百まで」と

言われるように、昔から幼児期の保育は大切なものでありまして、今日の

複雑な社会で未来を担う子供たちの保育、教育を充実させることは大変重

要な課題であり、私たち親の果たす衰任でもございます。

こんなときに保育行政などへ受益者負担論や、あるいは臨讃路総や企菜

の論理を持ち込むことは大変危険なことだと指摘せざるを得ません。保存

園や幼稚園の保育料は値上げをすぺきではなく、据え匝くべきであるし、

高い保育料については値下げを行うべきであります。この点についてお尋

ねをしたいと思います。

下水道使用料につきましても、維持竹理我を受益者に負担してもらうと

いう形で大幅な値上げをされております。下水道哀設は今日の郡市におい

て都市機能に欠かせないものとなっておりますし、またそれらの点につい

て、市街地に住んでいる人はそれなりの税負担もしているところでありま

す。受益者が全人口の30％と少ないことについては受益者の衣任ではあり

ませんし、一日も早く短期の抜本的な対策を立てて水洗化人口を増やすぺ
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きでありますし、維持管理費を 100％受益者負担などという考えには問題

があり、到底認めることができません。あくまでも市長は維持管理費100

％受益者負担論を貫くつもりなのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

次に、円高不況対策についてお尋ねをいたします。

これまでも円高問題については幾度となく質問を行ってまいりましたが、

市長は「円高はデメリットばかりだけでなく、メリットもあるんだ」と言

われましたし、また「円レートが安定すれば対応ができる」とも言われて

おりますが、今日の状況はそうでなかったことが明らかになっております。

市長は今も以前の認識のままなのでしょうか、お尋ねをしたいと思います。

先日もG7の会議が開かれました。円レートを最高 150円台とすること

が話し合われました。今日の円高は対アメリカとの関係でつくられたもの

であり、その影容は今日では全産業に大きくあらわれてきております。製

鉄所、石炭、あるいは造船における大合理化に示されるように、地域経済

にも大きな影響を及ぼし始めてお ります。そういう点で、円高是正、円レ

ートをあるぺき姿に戻すことが強く求められております。市長は円高の問

題を国際問題としてだけで済ませるのではなく、円レートの是正を求めて

関保機関に強く位きかけるぺきであると思います。どう取り組まれるのか

ぉ衿ねをしたいと思います。

62年度の四日市萬古関係の予箕、今年度若千増えております。これで本

当に十分なのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

また今回、特定地坂中小企菜対策臨時措匠法に基づき、特別融資資金が

設けられております。十分にこの機能が果たすことができるのかどうか、

甚だ疑問であります。この四日市で事業転換が実際進められるのかどうか、

あるいは転換してもやっていけるのかどうか、これについての見通しがど

うなのか、お尋ねをしたいと思います。

以前にも要求したところでありますが、第4次にわたる公定歩合の引き

下げに伴い、品い金利のときに借りたものに対して金利の補てんや借りか
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えができないものかお尋ねをしたいと思います。

また、今日の経済情勢の中で転業を図り、新たに事業を始めようとして

も、今日の融資制度では融資を受けることができません。これらに対して

融資制度を拡充すべきだと思います。どう対応されるのかおる｝ねをしたい

と思います。

また、円高不況のもとで、企業の悔外進出に伴って国内での産業の空洞

化が進み、失業者が増加しております。四日市に工場がある三菱油化や石

原産業、あるいは住友電装や味の素などが悔外に工場を建設していると聞

きますが、四日市の工場へ影響を及ぼすことがないのでしょうか。もし影

響を受けるとするならば、企業が四日市を捨て、日本を捨てていかないよ

うに、また企業栄えて民滅ぶことがないように、企業に対して歯どめを行

うべきであります。この問題についてどう対応されようとしているのか、

お尋ねをしたいと思います。

第 3番目は、清掃事業における諸問題についてであります。し尿収集と

ごみ収集についてお尋ねをします。

昨年、株式会社四日市生活環撹公社を発足させたところであります。 ~t

画では、 63年度よりし尿収集を一部公社へ移管する計画となっております。

これについて具体的にどう進められようとしているのか、お尋ねをしたい

と思います。

現在、消掃の戦場では退戦者不補充ということで進められてきておりま

すが、このままでは、現在ある直営の部分も62年度中に直営でゃれなくな

る部分も出てくると思うわけでございますが、いかがですか。一体人且が

何人になったとき直営でやれなくなるのか、退咲者の見通しもわかってい

ると思いますので、明らかにしていただきたいと思います。また直営でや

れなくなったときにどう対応されるのか、民ltl企業へ移すのか、あるいは

公社へ移すのか、明らかにしていただきたいと思います。

民間業者の問題でいいますと、 'ifmi,＇i抽がいろいろな1ittでし尿収集を
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やめたいと、こういうことを言っているそうでございます。この対応につ

いてどうされるのか、お尋ねします。また清掃についても、退職者不補充

でいくことにより、いつごろ直営で行えなくなるのか、そのとき公社へ移

管するのかしないのか、この点についても明確に答弁をしていただきたい

と思います。

いずれにしても、清掃現場において退職者不補充の方針そのものが、職

場での労慟強化、将来に対する不安が隊員の間でも起こっております。そ

ういう点で、 「直営でやるんだ」と、こういう立場、方針を明確にすべき

であります。

次に、四日市市再生資源協同組合の問題についてお尋ねします。

今日の円高不況のもとで、四日市再生資源協同組合の経営が成り立たな

くなり、約 1低 8,000万円からの大幅な赤字を出しています。この点につ

いてお尋ねをします。

再生資源協同組合からのいろいろな要望も出されているようでございま

す。この点について、どのような要望が出され、どう対応されようとして

いるのかもお尋ねしたいと思います。

昭和49年から市が分別収集を行うために、市が指導して協同組合をつ

くらせてきたわけでございまして、市民の協力を得て市の特色あるものと

してつくり上げてきたこの分別収集を中止することはできませんし、今ま

での努力してきた業者だけに沢任を押しつけることはで・きないと思います

が、いかがでしょうか。今後公社に委託するのか、それとも収集業務につ

いては直営で行うのか、それらの方策について明らかにしていただきたい

と思いますし、対応が遅れれば遅れるほど赤字を生じることになり、早急

に対策を迫られているところであります。

第4番目は、樽物館の問題でございます。

昨日プラネクリウムつき科学館についての答弁の中で、将来の課題で、

カルチャーゾーソの中に含めたらどうか検討中とのことでありましたけれ
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ども、この基本計画を作成するときの論議では、片岡助役も十分ご承知の

ように、博物館、科学館の建設とし、プラネタリウムについては科学館と

いうことで含んで、調査費の計上を行ったはずであります。ところが、昨

日の答弁のように、検討中ということは、全く基本計画策定のときの論議

を無視するものでありますし、調査予算をつけておきながらも、調査研究

する側がどんなイメージを持って臨むのか、原案なしで諮問することはあ

りませんし、いま一度この問題についてお尋ねをしたいと思います。また

カルチャーゾーソの施設内容について、一体どう考えているのか明らかに

していただきたいと思います。

第 5番目は、激化する自動車交通渋滞の解決策についてであります。

過去、私どもは、市内一円で自動車交通渋滞を解消するための対策をと

ることを要求してまいりました。そのために、交差点改良やネック箇所の

解消を行うことを指摘してまいりましたし、これに基づいて一部は実現さ

れてきたわけでございます。しかし、最近ではますます幹線の渋滞が進み、

そのあふれた自動車が生活道路まで入り込み、渋滞を招いておりますし、

その抜本的改菩のために、交通事情あるいは道路状況を調査して、プロジ

ェクトチームをつくり、中期的に、あるいは短期的に、そして長期的には

どこをどう改善すれば今日の交通渋滞を解消できるのか、計画を立てて取

り組むべきだと思います。いかがでしょうか、お尋ねをしたいと思います。

第 3点目は、公害指定地域解除についての市長の意見表明についてであ

ります。

昨年12月に内閣総理大臣より健康被害補償法に基づく指定地域の解除の

同意を求められ、 2月に市長は同意を与える回答を出されたわけでござい

ます。市民の命と健康を守る上で、全く許すことのできないものでありま

す。

今日の公害問題、 1つには、いまだに厳しい公宙認定審査を受けながら

も、新規の公害患者が毎年20名から30名近く認定されております。今後は
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これらの人を打ち切ることになるわけでございますし、弱者切り捨ての思

想にも結びつくわけでございます。 2つには、亜硫酸ガスは改善されまし

たが、二酸化窒素、あるいは浮遊粒子状物質や一酸化炭素など、複合汚染

の問題について目をつぶっていることであります。 3つには、公害指定地

域内と地域外で、統計学上、疫学上全く差がなくなったと、このように言

われております。今日の公害の実情を考えるならば、まさに地域の線引き

に問題があった。道路一つ隔てて汚染を、公害を受けないと、こんな保証

はあり得ないわけでございます。しかも統計にあらわれない人を切り捨て

ていく。こういう点で、全く指定地域解除の理由にはならないわけであり

ます。

こういった点について解明されることもなく、指定地域解除に同意を与

える。このことを許すわけにはまいりませ・んし、全国的にも41地域51首長

のうち、地域的には四日市市、宮士市、江戸川区の 3地域と、三重県、楠町、

四日市市、静岡県、富士市、江戸川区の6首長が残成しただけであります。

しかも、同意するに当たっていろんな条件が設定されておりますが、この

条件は絶対条件なのかどうか、お尋ねをしたいと思います。この条件が認

められなければ同慈をしないのか、認められなくても同意をするのか、あ

るいは市長は、これらの条件が満たされる保証があるからこういう形で出

されたのか、あるいは解除されても要望だけとしてとどめておくのか、こ

の点について明らかにしていただきたいと思います。

いずれにしても、先ほど申しましたように、多くの地方自治体の首長が

反対ないし慎重論を回答しているときに、同意を与えることは全く許せま

せん。再度指定地域解除について反対の立場を明らかにすることを求める

ものであります。

〇議長（訓罰也男君） 市長。

（市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 売上税について、私の考え方をもう一度申し上げ
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ておきたいと思います。

ご指摘のありましたように、逆進性がある、あるいは物価が上がると、

あるいはその他の負担増になるだろうと、こういうことについては、私自

身、確かにそういう性格のものであるということはよくわかっております。

ただ、私が国に対して私なりの意見は率直に申し述べ、大蔵省に対しても

文書で既に出してありますが、反対という表現は使っておりません。これ

は、私どもは、やはり一応行政の執行者であるという立場でありまして、

むしろ逆に国の方からは監督される立場にあるわけでございます。したが

いまして、意見は率直に言いますが、賛成とか反対とかいうようなことに

ついては、私はご遠慮を申し上げてきたと、こういうことでございまして、

ご理解をいただいておきたいというふうに思うわけでございます。

なお、歳出の面で、建設事業について、用地取得のほかは、工事我等に

5％の売上税が課せられることになります。物品購入については、飲食料

品、医薬品、ガソリソをはじめ、非課税品目もかなりありますので、現在

のところ詳細に試算をするに至っておりません。したがいまして、今回の

影響等については、後ほど詳しくは、数字的には財政部長の方からご説明

申し上げますので、お聞き取りをいただきたいというふうに思うところで

ございます。

それから、 62年度予算に関連をいたしまして、値上げの問題については、

それぞれ私は必要な値上げをお願いをいたしたのでございまして、具体的

な説明は担当部長の方からさせていただきますが、この中で、円高のメリ

ット・デメリットの件で私がお答えをいたしましたのは、円高でデメリッ

トだけが日本経済に起きてくるわけではないと、多少メリットもあります

よと。だから、このメリットを十分活用して、企業の受け入れについて創

意工夫を凝らしていけば、対応できるんじゃないだろうか。

もともと為替相場というものは、人為的に決めるべきものではありませ

ん。やはりそれぞれの国の国民経済の状況の比較でありますから、その経
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済の実勢というものが大きく為替相場に影響を与えてくるものでありまし

て、今日の日本の状況というのは、対アメリカに対しましては約 600億ド

ル近い黒字になっております。アメリカは逆に 1,500低ドルぐらいの貿易

赤字でありますから、国民経済的にいいますと、フローの流れでは、どう

してもアメリカの方が弱い。こういうことになれば、勢い為替相場が円高

になるのはやむ得ぬことでありまして、これを人為的に決めようというと

ころに、私は無理があるというふうに思っておるものでございます。

ただ、円レートがどの程度であったらいいかということについては、な

かなか決定をすることは難しいというふうに思います。今日非常に難しく

なっておりますのは、 150円というレートが余りにも急激に来たというと

ころにデメリットが非常に強く感じていられるわけでございまして、時間

的な経過をめぐってこれに対応をしていく。どっちが正しいか悪いかとい

うのは非常に議論のあるところでございまして、実は、ゆうべも私はテレ

ピを見ておりましたら、アメリカの商務長官、あるいは上院議員と日本の

人とがこの問題でやり合いをやっておりました。それぞれにやはり一理あ

る議論でありましたが、結論としては何も、両方とも納得のいく結論が出

ていないわけでございます。

したがって、この円レートをどうしようこうしようというようなことを

国に、そう私どもが叫んでいくのはなかなか難しい。むしろ 150円レート

のために被害をこうむっておる中小企業の方々をどうして救ったらいいか、

また救うためにどういうお願いをしていくかということについて国の方に

閲きかけをやっておる段階でございます。その結果、特定地域中小企業対

策臨時措眈法の地域指定を受けたと、受けることができたということであ

って、この指定の範囲内でこれが十分活用されるように、業界の方々とご

相淡中し上げてやっていきたいと、かように思っておる段階でございます

ので、ご理解をいただいておきたいというふうに思うところでございます。

それから、沼掃事業についてでございますが、この中で、特に再生資源
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の問題について私からお答えをいたしたいと思います。

再生可能物の収集ということは、 49年の 4月から再生資源協同組合でお

願いをいたしておりますが、一昨年秋からのいろいろな経済情勢のために

経営が悪化をしてきておりまして、これは無理のない点がございます。そ

の経営実態につきましては、先ほどご指摘もありましたが、 60年度決算で

累積欠損金が約 1偲 2,000万円ございます。 61年度におきましても約5,400

万円の欠損が生ずる見込みでありまして、市としましてもこれまで約 3,000

万円ぐらいの助成を行ってきましたが、現状のまま継続して再生資源協同

組合だけでこれをやりなさいよということは、極めて私は無理があるとい

うふうに判断をいたしております。

しかも、この資源というのは極めて有限でございまして、再利用すると

いうことは重要なことでありますので、この際、これを抜本的に見直しま

して、当面の対策と長期的な対策、両面を検討をしてまいりたいというこ

とで、今、検討をしておる段階でございまして、その結論を待ちたいわけ

でございますが、このままで再生資源協同組合にそのままあんたの方で全

部責任持ってやりなさいということについては無理があるというふうに思

いますので、再生資源の問題につきましては、今後行政的に何らかの対策

が必要であろうというふうに思いますので、検討結果を待ってそれなりの

対策を講じてまいるということをお約束をいたしておきます。

最後に、私から公害地域の指定の問題、これは昨日久保議員のご質問に

もお答えを申し上げたのでございますので、多少重複すると思いますが、

お許しをいただきたいと思います。

2月4日付で内閣総理大臣あてに私は意見書を提出をいたしましたが、

この意見書の提出に至るまでについては、いろいろな方々のご意見もお聞

きをして、最後の腹を行政の長として決めて提出をさせていただいたので

ございます。

四日市の大気汚染公害というものは、公害発生源が、幸か不幸か裁判と
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いうことがありまして、そこで明確にされました。したがって、総量規制

も行い、そうして 3次にわたる公害防止計画というものも忠実に実施をし

てまいりました。その結果、大気汚染の状況が随分改善をされてきたこと

は、ご承知のとおりでございます。

こういった対策が進んだということ、さらには公害保健医療研究協議会、

これはこの四日市公害について大変貢献をされた医療研究者の集まりでご

ざいますが、その方々が、慢性の閉塞性肺疾息の新規発生率調査におきま

して、汚染地域と非汚染地域との間に統計学上の有意な差が認められない

ということを言っておるわけでございます。したがって、この公害地域の

指定ということは、大気汚染原因者に民事上の責任を負わせるということ

でございました。この限りにおいて、私は、四日市の場合には少し無理が

あるんじゃないだろうかということで、あのような答申になったというふ

うにご理解をいただきたいと思います。

なお、指定解除の際に一番注意をしなければならないのは、現在の患者

の方々に対する配限を十分することでありまして、それなりの条件は設定

をしたわけでございますが、それをやらなければ指定解除に反対だという

意味でつけたわけではございません。私どもは、やむを得ず指定をする場

合には、こういうことを配慮してくださいよというふうに申し上げておる

のであって、今後もその面については、私なりに活動を展開をしてまいる

所存でございますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上、私からご答弁申し上げなかった点については、それぞれ担当部長

の方からご答弁させていただきます。

〇議長（訓覇也男君） 財政部長。

〔財政部長（鈴木一美君）登壇〕

〇財政部長（鈴木一美君） 売上税が導入された場合の、特に歳出面にお

ける影啓額のお尋ねがございました。

ご質問の中には13偲 7,000万円ほどの影響があるというふうなご指摘も

-231-



あったようでございますが、先ほど市長の答弁にもございましたように、

現在、この中身が細部において不明な点が多くございます。大ざっぱに計

算をしてみる以外にないわけでございますが、予算編成の中におきまして、

一般会計でございますが、一般投資的経費が、現在 112億円ほど計上して

ございます。この中に用地取得費等、並ぴに事務費分も含んでおりますの

で、それを差し引きいたしますと、おおよそ80億円程度が工事費に当たる

んではないかと、これに対しまして 5％かかるということになりますと、

4億円という数字が出てまいります。それから、特別会計、企業会計等に

おきましても、投資事業がおよそ60億円程度計上されておりますが、この

中から、やはり用地その他のものを差し引きますと、•50億円程度になるん

ではないか。これに対しまして、やはり 2億 5,000万円程度は算出される

ということでございますが、ただ、 62年度について申し上げますと、第 4

•四半期に発注されるものがこれの該当になるということでございまして、

62年度におきましては、現在の予算執行の比率からまいりますと、約10％ほ

どが 1月以降に発注を予定するものではないか、となりますと、今申し上

げました、トータルいたしまして 6億 5,000万円の工事経費に対する影磐、

これに対しまして10％掛け合わせますと、 62年度においては、 1月1日か

ら実施されたとして、 6,500万円程度の売上税が課されるのではないかと

いうふうに考えます。

なお、物品その他の面につきましては、取り扱い上、これが納入先の業

者、あるいは品目によってそれぞれ対応がまちまちになってこようかと思

います。総額で算出をすることについてはやや大きな数字になり過ぎると

いう嫌いもございますので、この辺につきましては、一々当たってみない

とわからないということで、大まかな数字についての算出も、現在のとこ

ろいたしてございませんので、その点、よろしくご了承いただきたいと思

います。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 福祉部長。

〔福祉部長（岩山義弘君）登埴〕

〇福祉部長（岩山義弘君） 62年度予算案についての中の住民負担を強い

る保育料等の値上げについて、さらにそのうちの保育所にかかわる分につ

きましてお答え申し上げます。

保育所につきましては、児童の健全育成を図る重要な過程といたしまし

て、その充実に極めて努力しているところでございます。子供の福祉は保

設者とともに守っていかなきゃならないという気持ちでおりますが、多様

化する保育需要の対応と保育内容の充実のためには、それに伴う経費も増

加しておりまして、現在におきましても極めて多額に上っているというの

が実情でございます。保育所保育料は保護者の負担能力に応じて負担して

いただいておりますけれども、対国の徴収基準との比較では、 61年度実紐

見込みが75％となる見込みでございます。全国地方都市の対国の徴収甚祁

の乎均が85％でございますので、それに比較しますと、四日市の場合は相

当低額に抑えてまいってきておるということでございます。

保育料はこうした状況等を踏まえまして改定を行っておるわけでござい

ますが、 62年度につきましては、入所者の最も多い階屈の負担の軽減を図

っております。さらに、 4歳、 5歳ではそのアップ率を抑えましたし、さ

らに 7月から実施といたしました。 3歳以下につきましては、適正な受益

者負担の考えから改正をいたしたところでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 下水道部長。

（下水道部長（前川鉦一君）登埴〕

〇下水道部長（前川鉦一君）・下水道使用料につきましてお答えを申し上

げます。

公共下水道事業につきましては、ご承知のように、地方財政法によりま

して、水道事業とか、あるいはまた交通事業、これらとともに地方公営企
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業としての位置づけがなされておるわけでございまして、会計処理も特別

会計が義務づけられておるといった状況でございます。

ヽ
自治省、建設省の指導方針、あるいはまた先般出されました第5次下水

道研究委員会の提言などによりましても、下水道事業の財政の健全化と負

担の公平を図ってまいりますために、最終的には受益者の方々から汚水処

理に要するすべての経費、いわゆる資本費プラス維持管理費でございます

が、これを使用料で賄うと、こういったことが強く指摘されているところ

でございます。

本市といたしまては、こうした国の指端と本市の行財政整備計画に基づ

きまして、将来的にはこうした方向で努力をいたしてまいりたいと考えて

おるわけでございますが、当面は維持管理費相当額を使用料でもって賄っ

ていきたいと、こういうことを目途にいたしまして、これまで計画的に下

水道使用料の見直し改定を行ってまいったところでございます。

本市の下水道使用料水準は、現在、総処理経費、いわゆる原価コストで

ございますが、これの45%、また先ほど申しました当面の目標でございま

す維持管理費、これに対しましても77％相当額を使用料で賄っておると、

こういうような状況にございまして、全国都市の水準から見てみましても、

非常に低い位置にあるわけでございます。したがいまして、今回、下水道

事業の経営の健全化、あるいはまた負担の公平を期するといったことから、

おおむね維持管理費相当額を使用量で賄ってまいりたい。こういった考え

方のもとに、下水道の使用料を今回お願いさせていただいておるところで

ございます。

なお、今後とも財源確保、経費の節減に一屈努力をいたしまして、市民

要望の強い下水道事業の推進、水洗化普及率の向上により一層努力いたし

てまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解を賜りたいと存じます。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 教育長。
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〔教育長（岡田久江君）登壇〕

〇教育長（岡田久江君） ちょうとタイミ‘ノグがずれまして、申しわけご

ざいません。

幼稚園の保育料についてお答えいたします。

幼稚園の保育科につきましては、現行月額 4,500円を4月より 400円引

き上げて、 4,900円に改定いたしたいと考えております。

幼稚園の保育料は、従来から一般財源を充当して、私立幼稚園との格差

是正、あるいは他市の状況等を勘案いたしまして算定いたしておりますが、

今回も保育料を除いた園児 1人当たり月額一般財源充当額が、前回60年度

改定いたしましたとき、実質は59年でございますが、 1万 6,477円が、 61

年には2万 1,702円となって 5,000円余り上昇いたします。かなりの市費

を充当している実態があります。それで、保護者の方々に応分の負担をお

願いすると•ころでございます。

しかしながら、一方では保育料減免措置の拡充を図っており、経済的な

理由で就園させることが困難なご家庭に対しましては、その配應に努めて

いるところでもございます。また、公私の格差が拡大傾向にあることから、

私立幼稚園に就園する 4、5歳児に対しては保育料の助成の増額を図り、

総合的に考應したところでもございまして、今後とも幼稚園の保育料の適

正化に努力していきたいと思いますので、ご理解のほどをお願いいたしま

す。

続きまして、博物館についてお答えいたします。

工業高校の跡地における高次都市機能の整備の一環としてカルチャーゾ

ーソを位置づけ、中核都市を目指す本市にふさわしい魅力ある都心形成を

すべく、住民のニーズの高い文化施設を調査研究してまいりたいと考えて

おります。

牌物館については、本市の特性や歴史を生かした幅広い分野を系統化し

たものが必要であると考えております。具体的には、本市の歩みの跡を今

-235-

,i 



日に伝える各種の文化逍廊や、本市発展の基礎ともなった産業資料、ある

いは動植物に関する自然資料の分野、また、科学に関する知識を提供する

科学の分野にも調脊研究の対象としてまいりたいと思います。したがって、

内容的には人文系、自然系を含む総合博物館を構想し、展示、収蔵、調査

研究等の十分な機能を備えた施設を目指して調査研究いたしたい。

また、次代を担う青少年はもとより、お年寄りから子供までが楽しみな

がら学ぶという、いわゆる知的レクリェーショソの場として市民が親しめ

る、魅力ある施設としたいと考えて調森を進めてまいりたいと考えており

ます。

〇議長（訓覇也男君） 商工部長。

〔商工部長（川村得二君）登壇）

〇商工部長（川村得二君） 2点目の円高不況対策について補足をさせて

いただきます。

昨年の12月に全国43地区の一つとして特定地域に指定を受けたわけでご

ざいますが、この特定地域中小企業対策臨時措置法、これで対応が図れる

かということでございますが、国におきましては、 2月の末に至りまして

この臨時措置法を核とする特定地域の中小企業対策を効果的に、かつ強力

に推進しようということで、中小企業庁の課長クラス12人の方を各地域の

担当官ということで張りつけをいたしまして、各地域の実情に応じた、ま

た積極的な、きめの細かい施策を展開していこうというようなことが打ち

出されてまいりました。

また、この臨時措匹法、これは大きく分けまして2つの対策があるわけ

でございますが、まず地域中小企業の新分野への進出対策、これには、ご

存じのような3.95％ないしは 5.0％というふうな低利な融資、あるいは特

別土地保有税、事業所税の非課税措骰を講じておりますし、また、いま 1

つの活性化対策、こういうふうな対策におきましては、企業誘致促進のた

めの融資、あるいは特別士地保有税の非課税措骰、また機械等の特別償却、
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こういうふうなものが適用されることになっております。

こうした状態の中で、私ども市といたしましては、一昨年、円高緊急融

資と国、県の、また私どもの融資に対しまして利子補給、あるいは保証料

補給を行いましたり、また経‘嘗相談、あるいは指導、また国の内外での見

本市、こういうふうなことを積極的に進めてまいったわけでございます。

また新しい年度では、さらに3.95％の県の新しい融資制度に対する利子補

給、これを行っていきますほか、人材養成、あるいは国、県の指禅で、各

地域産業が行います新しい技術の開発事業への積極的な助成を行っていこ

うということで予算措置をお願いをいたじておるところでございますし、

また能業の空洞化ということでございますが、確かにご指摘のように、市

内の企業の中で米国の方へ進出をしようという企業があるのは確かなこと

でございますが、これにつきましては、本市での稼働を落とさずに、それ

ぞれ海外で需要に応じて新しく進出をしようということでございますので、

直接的には私どもの地元の工場、会社の方へは大きな影響を与えないとい

うふうに理解をいたしております。しかし、私どもといたしましては、甚

本構想にも示しておりますように、産業構造の多様化を含め、より一層の

地域の活性化を図る意味合いから、均衡ある総合産業都市と、こういうも

のを目指してまいりたいというふうに考えております。

また、今回の円高不況の融資制度の拡充というお話をいただいておりま

すが、このことにつきましては、私ども金利を固定いたしておりますもの

のほか、長期プライムレートの変動に応じて金利等も決められておるとい

うような状況でございますし、また固定金利制度でございます私どもの中

小企業近代化資金等につきましては、末端金利が中小企業振興資金と同じ

ような金利になるよう利子補給も行っておりますし、また、今後これらの

条件の緩和ということに向けましては、いろいろ関係の信用保証協会でご

ざいますとか金融機関等々へ、現在協議を行っておるというふうな現状で

ございますので、ご理解を賜りたいと思います。
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以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登培〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 消掃事業
における諸問題の中で、再生資源協

同組合の問題につきましては先ほど市
長から答弁がございましたので、あ

と私の方から、し尿収集の問題とごみ
の収集問題についてお答えを申し上

げます。

ご質問は、し尿の収集につきまして、
退戦者不補充というが、今後どう

していくのかという、そういうご趣旨
のご質問だったというふうに理解を

させていただくわけでございますが、
ご承知のとおり、現在、し尿の収集

につきましては、一部の委託を除きま
して、すべて直営で実施をいたして

おるわけでございます。 62年度におき
ましても、退職者不補充の方針でご

ざいまして、 62年度の収集につきまし
ても、退戦者不補充で業務が実施を

できるというふうに考えているわけで
ございます。

市といたしましては、今後の収集業務
についてでございますけれども、

より効率的なし尿の収集業務を進める
上から、退職者不補充を基本といた

しまして、これを実施してまいりたい
。したがいまして、現在の体制のま

まで推移をいたしますと、 63年度以陥
におきまして、直営だけでは収集が

できなくなるという、そういう見通しを
持っておるわけでございますので、

したがいまして、 62年度の中で委託化に
ついて具体的に検討してまいりた

いと、そのように思っているわけでご
ざいます。

なお、富田清掃の問題についてお話が
出ましたけれども、その問題につ

きましても、 62年度の中で検討をさせ
ていただきたいというふうに思って

いるわけでございます。

さらに、ごみの問題でございますけれ
ども、ごみの収集につきましても

退職者不補充の方針でございまして、
62年度におきましても退戦者不補充

で収集業務が実施をできるというふう
に考えているわけでございます。
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市といたしましては、今後の収集業務
についてでございますけれども、

今申し上げましたように、退職者不補
充でございますが、 61年度におきま

して標準作業批の調査を実施いたしま
した。したがいまして、 62年度の中

で作業批の調査を確定をいたしまして、その結果に基づきまして、適正な

人員配置を行っていく予定をいたして
おるわけでございます。

またごみ収集の委託化についてどうかというご質問がございました
けれ

ども、私どもといたしましては、今後
検討をしていかなければならない問

題であるというふうに考えているわけ
でございます。

なお、今後の退戦者の予定でございますけれども、じんかい収集処理部

門における昭和61年度から昭和65年度
までの退職予定者は、 19名でござい

ます。

以上でございます。

〇議長（訓翔也男君） 佐野光信君。

〔佐野光信君登埴〕

〇佐野光信君 答弁をいただいたわけ
ですけれども、この売上税の問題、

反対という表現は使わないし、反対で
きないということでございますが、

それではせっかく議会が5度にもわt.::.-ってこの売上税、マル優制度の廃止

反対、これを決議し、意見を上げたと
、
そういう議会の意思をも踏みにじ

るものであり、全く容認することがで
きないわけでございます。

あるいは円高のメリットは活用できる
と、創意工夫をすればいいと、こ

ういうことをおっしゃるけれども、最近
の産業の空洞化に示されるように、

実際はそうはなってない。あるいは円
レートの問題についても、実勢価格

ではないと、こういう点では、 220円
、こうし‘った話も業界からもたくさ

ん出ているわけでございます。

そういった本当に市民生活を守る、ン'-ういう立場に立つならば、売上税

の問題についても反対し、円レートの
問題についても他人ごとのように考

えず、きちっと要求すべきことは要求
する、こ ういう立場でなければなら
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ないと思います。

あるいは公害の問題についても、慢性閉塞性疾患の数が
、統計学上有意

差が認められない。こういうことでございますが、それ
は指定地域が問題

であって、•もっと拡大しなければならないと、このこと
が明らかになって

きているわけでございます。 1人や 2人の弱者ならば切り捨てて、い
わゆ

る殺してもいいんだと、こういう考えで行政を進められ
ることは、全く認

めることができません。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） 小井道夫君。

〔小井道夫君登壇〕

〇小井道夫君 売上税禅入問題を中心にした税制改悪の
問題についての市

長の対応の問題です。それから円レートの問題とかを中
心にした円高問題

の対応、公害問題の対応、今、市長のご答弁聞いていま
して、まことに残

念であります。まるで評論家的な対応でしかないと受け
とめたのでござい

ます。

現実に市民の暮らしや生命や営業等に重大な影響をもた
らす問題につい

て、地方自治体首長としての責任、戦務の執行の面から
も、もっと責任あ

る、見識のある対応をしていただきたい。このことを強
く求めたいと思い

ます。

売上税の問題について、国に対して私なりに意見を出し
ていると申され

ておりますが、どんな意見を出されておりますか。中曽根
総理じゃないが、

議会で言ったことだけが本当だと言いましたけれども、
議会で、少なくと

も昨日言われたことは、売上譲与税の配分問題等につい
て意見を出されて

いるかのような、我々の印象を受けたにすぎません。そ
の売上税尊入その

もの、あるいは減税と言われるものを、マル優廂止とい
うものを、これが

総体として四日市市民にどれだけ影啓を与えるのか。一
般的に言われてい

るだけでなく、四日市市の財政にも大きな影器を与える
ということははっ
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きりしているにもかかわらず、これに反対意見を表明でき
ないと。しかも、

全く不思議な理由づけだと思います。行政の執行官だと
か、あるいは国か

ら監督される立場にあるとか、こんなことでは、一体どこ
に根拠がありま

すか。こんなことで、一体自治体の首長として、市民の
暮らしが守れます

か。なぜ反対し得ないんですか。どんなことをこれまで
に国に要求されて

いるんですか。文書でも出されたと言われますが、改め
てその文書の内容

を議会で示してください。

あなたは議会での数度にわたる決議も無視していくという
ことですか。

議会の意見は諄重しないということですか、この問題に
ついては。ここの

ところをはっきりしてください。

それから、清掃事業の問題です。

定員不補充、定員不補充でし尿も 1ごみも今後処理してい
くというところ

が一番の問題です。そして、し尿については、今初めて環
境部長から、 63

年度には、定員不補充でやったならば直営ではやれなくな
る。したがって、

公社への委託を検討したいということを初めて言われた。

しかし、生活環境公社発足のときに、その点は、我々の追
及にもかかわ

らず、あいまいにされて、しゃにむに環境公社の発足を
やられた。これは

初めから見えていることですね。定員不補充の方針でい
ったら、直営でや

れなくなる。 63年度から直営でやれないから、し尿につ
いては委託をする

と、これは重大問題で、今後我々は、関係の皆さんにも
呼びかけて、徹底

的にこの問題の追及をしていきたいと思います。

さらには、今、環境部長のお話では、ごみについても、
定員不補充でい

くという方針を堅持する限りは、直営でやれなくなってく
ることは明らか

ですね。だからこそ今、今後委託についても検討したいと
おっしゃった。

この問題についても、そういう検討の方向をやめるべしと
、こういうこと

を私どもは強く求めたいと思いますが、再考の余地はあり
ませんか。

富田楕掃が、経営上いろいろな問題があってやめると。
これ直ちに、四
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日市清掃も含めて、対応を迫られますね。これをどうされるんですか、も

っとはっきり出してください。

それから、再生資源協同組合の問題については、市長からお答えありま

したけれども、この再生資源協同組合の事業を前提として分別収集が成り

立っておるということですね。ですから、十分にそのひとつの対応をして

いただきたいし、これが、いわゆる安上がりでいくという形にならないよ

うに、今までの市の指導ということがあるわけですから、その辺の十分な

対応を改めて要望しておきたいと思いますが、今申し上げた幾つかについ

て、再度答弁をいただきたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） まず、税金の問題でございますが、私が意見を出

したのは2月9日以前でございます。そういう時間的な経過も、ひとつあ

わせお考えおきをいただいておきたい。

内容については、昨日久保議員に申し上げたとおりでございまして、意

見を求められました。これは大蔵省から求められたので、私は率直に、今

度の税制改正では、もともとサラリーマソの不公平税制惑、税制に対する

不公乎感をなくそうということであったにかかわらず、いわゆる今度の税

制改正では、どうもそういうことにならないようである。しかも、最高税

率のカットについても性急に過ぎる。だから、これは改正をしてもらわな

ければ困る。こういうことを中心にして意見を出していったわけです。

もちろん文書で出すと同時に、口頭では、私は、大蔵政務次官に対して、

キャピタルゲイソの課税の仕方等々について異論がありますよということ

は十分申し上げておきました。

私が意見を出しましたら、その後、財務局の方から再三にわたっていろ

いろと詳細な質問が出されてきまして、私は、意見を出したことはよかっ

たなというふうに、自分でそう思っております。
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さらに、自治省に対しては、これは口頭でございますけれども、売上譲

与税の配分の計算根拠について、人口割が当初主体であるように言われて

おりました。これでは我々がやってきたことがむだになるじゃないかとい

うことで、そういうものを加味してやられてしかるべきであるというよう

な意見提出をしてきたわけでございますけれども、これはある程度入れて

いただいて、従業員割というのをつけ加えてもらったというふうに直接聞

いております。

もちろん、そういうように自分なりの意見は言いますけれども、そこで

費成・反対というようなことを、きっちり問題を出していったら、私は回

答はもらえないと、こういうふうに私が判断をして、それなりの意見を出

したと、こういうことでございますので、それは立場の相違ということが

あります。やむを得ないと、私はそういうふうに考えておる次第でござい

ます。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 小井道夫君。

〔小井道夫君登埴〕

〇小井道夫君 立場の相違の問題じゃないんですね。議会で何度にわたっ

て、そして先日 5日の日に、法案を撤回してください、導入されたら大変

なことになる、撤回してくださいという意見書を議会が出しておる。これ

を剪重されるのかどうか、しないのかどうか、あらゆる場合にそういう態

度をとられますか。

それからですよ、国に出したという意見の内容を、一遍全部全議員に示

してください。これは、やっぱりどんな内容でしたのか、今のご説明だけ

でも、売上税を前提にしたような意見だけですよ。議会の意思を尊重する

のか。もっとその前に、市民の暮らしやなりわいを、責任持つ立場で、自

治体の市民から選ばれた市長として、今売上税を導入されたら、大変だか

らみんなが力を合わせてこれをとめなきゃならぬ、この時期にあなたはど
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ういう役、立場を果たすのか、これを問うているんです。改めてお答えく

ださい。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 私は意見を出して、財務局の方からたびたぴ心配

して問い合わせがあった。あるいは自治省の方でも、随分四日市の市長の

意見というものについて、私に厳しいお話もありました。このことを見れ

ば、かなり効果はあっ、たんじゃないか。

したがって議会のご意見を無視するというようなつもりは、私は毛頭ご

ざいません。私は、私なりの考えで、国に対して最善の方法で税制改正に

臨んでほしいということを申し出たつもりでございます。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 暫時休憩いたします。

午後 3時29分休憩

午後3時42分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

森安吉君。

〔森安吉君登壇〕

〇森 安吉君 61年度の最後の一般質問ですので、簡単にやらしていただ

きますので、しばらくの間、おつき合いを願いたいと思います。

まず、福祉の問題についてでございます。

62年度予算案においては、一般会計に占める福祉部門の横成比は20.8%

となっております。土木建設部門の21.4％に次いで高い構成比を占めてお

ります。高齢化社会を迎えて、市民の福祉に対するニーズはますます増大

してくることは当然でありますし、寝たきり老人や痴呆性老人などへの施

設サーピスや人材サーピス等の福祉サーピスは、最優先的に財源を投入す
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る必要があると考えております。

私は、 20.8％の福祉部門の構成比が高いとか低いとかを論じる気持ちは、

毛頭ありません。本格的な高齢化社会に立って、 62年度においてさえ20.8%

を占めている福祉予算が、高齢化の進展に伴い必然的に増大する福祉ニー

ズにこたえていったとき、どの程度まで福祉予算が伸びていくのかを懸念

するものであります。

福祉の諸事業は、いわゆる社会的に弱い人たちへの援助や救済でありま

す。したがって、福祉事業は、きめ細かく実施されるほど市民は助かるの

でありますが、従来からの事業に加え新しい福祉ニーズに対応しようとす

れば、福祉予算は増大する一方となりましょう。今後の市の収入は余り増

加が期待できない中で、福祉に要する財源は大きな課題となってくること

と思われます。

高齢化社会は、確実に、しかもほ匠計算できるスピードにて押し寄せ、

福祉ニーズを呼び起こすことは間違いないと思います。したがって、早急

に高齢化社会における福祉行政のあり方を確立しておかないと、途方もな

い財政負担を強いられるのではないでしょうか。特に福祉は、行政ばかり

でなく、民間の力やポラソティアの活動に委ねる部分も多くあろうかと思

います。

そこで、本市が本格的に高齢化社会に入るのはいつごろなのか、またど

のような福祉ニーズの発生が想定されるのか、それに対してどのようにこ

たえていこうとしているのか、市の取り組み方や考え方について、ご答弁

をお願いしたいと思います。

次に、各種地元の同意についてでございます。

最近新築される方で公共下水道のない地区では、ほとんど個人浄化槽が

設置されております。それに対して、いろいろの条件をつけたり、協力金

が要請されたりしております。その額も地区によりまちまちで、設置後の

管理については、全くなされておらないというのが現状のようでございま

-245-



す。協力金を受け取るならば、その後の管理をするのが
当然であると思い

ますが、いかがでしょうか。

行政として協力金を認めるのか。認めるとするならば、
市内一律にすべ

きだと思いますし、また設置者や清掃業者任せで、法に
定められた処置が

なされていないため、水路が汚染されて川下の地区より
苦情が出るのでは

ないでしょうか。行政としての指導がどのように行われ
ているか、お尋ね

いたしたいと思います。

また、環境部長の補足説明によりますと、設置者に対す
る啓発と消掃業

者に対する指避を強化するとの説明がありましたが、違
反者に対してどの

ような措置をするのか、あわせてお尋ねいたします。

次に、開発行為については、行政側の指導のもとに行われ
ておりますが、

開発行為の基準は 1,000m• 以上、 1 万而以下の場合、調整池は不要という

法律になっております。下流の河川の状況により 1万而以
下でも調整池が

必要な場合もあると思います。

また、地区と地区の境界に沿って上の地区が開発される
場合、その上の

地区の同意書があればよいということになっております
が、実際に迷惑を

受ける地区は、下の地区であります。にもかかわらず何
の述絡もないのが

現状であります。開発者、行政及び地区、それぞれの立
場にて考え方にも

相違があろうかと思います。地元の同意は、法律で定めら
れておりますが、

行政としての考え方をお尋ねいたしたいと思います。

道路位置指定については、自分の所有地に設骰するもの
であって、隣地

に迷惑をかけることはないと考えられます。にもかかわ
らず隣地の同意と

いいますか、承諾書が要求されておりますが、何ゆえ必
要なのか、その理

由をお尋ねいたします。

以上でございますが、誠意あるご答弁をいただければ、
再度質問はしな

いつもりでおりますので、よろしくお願いしたいと思いま
す。

〇議長（訓覇也男君） 市長。
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〔市長（加藤究嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 福祉行政について、私からご答弁
を申し上げます。

高齢化社会という定義でございますが、これは全人口に
対して65歳以上

の占める比率が 7％以上ということになると、高齢化社
会であるというふ

うに言われております。本市の場合は、昭和50年に 7.4％とな
っておりま

して、このときから高齢化社会を迎えたということが言え
ると思います。

昭和61年には 9.8％まで進んでおります。さらに、国の試算
によりますと、

将来推計では、昭和75年に16.3%、昭和96年には23.6％と
、実に人口の 4

人に 1人が65歳以上の高齢者になるというふうに予測され
ておりまして、

本市におきましても大体このような経過をたどるものと
、予想をいたして

おります。

こうした高齢化社会の進展に伴いまして、お年寄りの生
活を支えており

ます年金でありますとか、保健医療保障に要します費用
は、一陪増大をす

るというふうに考えられますので、安定した適正な国の
制度が構築される

ことが、まずは必要であろうかというふうに思います。

ただ、市の方では、増加する老人人口に対処をして、ま
ず生きがいを高

める、そして社会参加を促進をするというような施策や
、あるいは寝たき

り老人でありますとか、ひとり荘らし老人でありますと
かの、いわゆる介

設を必要とする老人に対しましての施設の整備、さらに
きめ細かく在宅福

祉サービスの充実をしていくということが必要ではない
だろうかと思いま

す。

今後は、住宅政策等でも十分な配慮が必要というふうに
なってまいりま

す。こうした中で老人みずからの自立自助の意欲、あるい
は家庭の協力、

さらには地岐社会の支援、こういうものをひっくるめま
して、行政施策と

ともに位く地坂福祉活動の推進ということが重要な課題
だと考えておるわ

けでございます。

地坂の各種の組織で結成をされております社会福祉協議
会活動を中心に
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しながら、民生委員さんのご活動やボラソティアの方々の
発掘等に努めま

して、市民参加の福祉というものをもっともっと高めて
いく必要があるだ

ろう。高齢化社会に対応していくということでございま
すけれども、ちょ

うど昭和64年度からスタートいたします基本構想の作成時
期に当たってお

ります。そこで、特にこの社会構造というものを取り上
げまして、総合的

な施策というものを具体的に取りまとめてまいる所存でご
ざいますので、

各種のお知恵をまた拝借をさせていただきたいと存じます
。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 第 2点目の各種地元の同意書
についての中で、

浄化槽の問題について幾つかご質問いただいております
ので、お答えをさ

せていただきます。

特に、個人浄化槽にかかわります設置の際の同意の問題
でございますと

か、あるいはまた同意に際しての負担金の問題、さらに
また浄化槽の維持

管理の問題等についてご質問をいただいておるわけでご
ざいますので、お

答えをさせていただきます。

ご承知のとおり浄化槽につきましては、法的には国の定
める基準に合致

するものであれば、その設置が認められているわけでご
ざいます。特にこ

の同意の問題についてでございますが、同意の問題につ
きましては、県の

し尿浄化槽取扱要綱というものが実は定められているわけ
でございまして、

市といたしましては、そうした県の浄化槽の取扱要綱に
基づきまして行政

指導を行っているところでございます。

特に、今ご指摘がございました、設置に際して同意をす
る条件といたし

まして、応分の負担を地元がさせているではないかとい
うご指摘でござい

ます。この問題につきましては、特に農業用水路など常
に関係者が水路の

清掃、点検などの維持管理を行っているわけでございま
して、そういう立
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場から地域ごとに同意の条件を設定いたしまして、放流
者と関係者が、関

係者と申しますのは自治会あるいはまた水利権者でござい
ますけれども、

そういった関係者が話し合いをいたしまして、水路維持
管理に見合う応分

の負担を求めているという実態が一部にあるわけでござい
ます。

私どもいろいろとお聞きをいたしておるところによりま
すと、ある地区

では設個に際しまして 2万円、あるいはまた 3万円とい
った、設置に際し

て地元側に設置者が応分の負担をしておるという、そう
いう実態が実は一

部あるわけでございます。特にこの点についてでござい
ますけれども、特

段に法律上の規定はないわけでございまして、先ほど申
し上げましたよう

に、あくまで設置者と関係者が話し合いをしていただい
て処理をしていた

だいておるという、こういう実態になっているわけでござ
います。

しかしながら、いずれにいたしましても先ほどご指摘が
ございましたよ

うに、多額の負担を求めているではないかという、そう
いったご指摘もご

ざいますので、このことにつきましては、今後県とも十
分辿携をしながら

適切な指祁ができるように対処をしてまいりたい、その
ように思っている

わけでございます。

また、さらに浄化槽の維持管理の問題についてでございま
すけれども、

浄化栖の維持管理につきましては、これはご承知のとお
り設置者みずから

の貢任において、保守点検でございますとか、あるいは
また定期清掃、あ

るいはまた法定点検、そういうことが義務づけられてい
るわけでございま

す。ただ、ご承知のとおり浄化槽にかかわる問題につき
ましては、直接的

にはその指羽なり改普については都道府県知事の権限で
ございまして、市

町村には直接の権限がないわけでございます。

しかしながら、いずれにいたしましても最近問題になっ
ております浄化

槽が設四をされた場合の維持管理について、必ずしもそ
れが適正に維持管

理されてないという実態がございますので、私どもといたしましては、今

日まで県側と十分述携をしながら、広報による啓発でご
ざいますとか、あ
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るいはまたパソフレット等によりまして設樅者の意識啓発に努めておるわ

けでございます。同時にまた、浄化槽の油掃業者に対しましても、購習会

等を開催いたしまして、適正な維持管理技術の推進、そういったことにつ

いて啓発をいたしておるわけでございます。

また、無届けの浄化槽の設箇者というのがかなり増えているわけでござ

いまして、この問題については、再三にわたりまして議会側からもご指摘

を賜っておる問題でございますので、したがいまして、私どもといたしま

しては、 62年度においてその実態を把握いたしまして、浄化梢維持管理に

ついて適切な指尊改普ができるように、県と述携をしながら積極的に進め

たい、そのように思っておるわけでございますので、ご理解賜りたいと存

じます。 .-

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（東 寃君）登培〕

〇都市計画部長（東 寛君） 各種地元の同意書の中で、開発行為、ま

た逍路位置指定にかかわる地元同意につきましてご質問がございましたの

で、お答えさせていただきます。

まず、開発行為についてでございますけれども、都市計画法第32条によ

りまして公共施設の管理者の同意ということは、これは義務づけておりま

す。公共施設の管理者という中には、河川・用排水路等に慣行的に管理の

権限を有しております地元農業組合、また水利組合等も含めております。

それで、また地元の自治会の皆さんの同意につきましては、開発地付近

住民の方に計画を十分周知していただくこと、また住民の皆さんともコミ

ュニケーショソを図って、トラプル等を未然に防ぐために事前に理解を得

るように計画の説明を開発者にしてもらい、その経過及び結果を協議古ま

たは同意書として許可申請胄に添付するように指祁しておるところでござ

います。
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それで、排水の放流に伴う同意の範囲がどこまでかということでござい

ますけれども、一つは、利水上の影響の問題につきましては、放流口から

放流水の水質が希釈されまして、一つの物差しを持っておるわけですけれ

ども、利水上の影響値以下になる地点までに設置されている利水施設の管

理者及ぴ権利者に対してこういう同意をとろうということにしております。

また、影瞥値以下になる地点の直下流までの管理者まではとろうと、こう

いうふうなことも原則にしております。

それから星の問題、雨水の方でございますけれども、雨水につきまして

は、影習のある範囲までとするというふうに決めております。今ご指摘が

ございましたように 1 万m•以上につきましては、調整池等をつくりまして、

雨水のための対策を講じておるところでございますが、それ以下の小さい

ものにつきましては、一応原則として要らないということにしております

が、やはり放流河川、放流水路等の能力が非常に足らないところにつきま

しては、今までも指祁上から、それ以下の数字につきましても、調幣池を

つくらせたものも幾つかございます。

特にそういうものにつきましては、調整池をもしつくらない場合の刈り

入れの影苦のある場所につきましては、今ご指摘がありましたように卜分

この開発者の取り扱いをやる中で、地元への協議、地元への説明というこ

とを、やっぱり十分できるように今まで足らないところもあったと思いま

すが、そういうことは徹底していきたいというふうに考えます。

次に、道路位匹指定につきましては、 1,000m•未満の土地に数軒の住宅

を建設する場合に、築造する道路で道路指定がなされることになるわけで

ございますけれども、自分の敷地の中に道路をつくるんだから、他の人に

関係ないという感じはするわけですが、その道路に隣接した土地が在来の

道路以外に道路指定した道路とくっつくわけになりますので、道路の車線

制限というのが、今度は隣接する土地に他の人が自分で建てる場合にそう

いう道路車線制限がかかってまいりますので、やはり家を建てるときにい

-251-



ろいろ問題が出ます。ということで十分この道路が
、ここへ造るに当たっ

てこういうことがあるよということを周知徹底して
いただくということで、

同意書をいただいておると、こういうことでござい
ますので、ご理解賜り

たいと思います。

〇議長（訓覇也男君） これをもって一般質問を
終了いたしますが、最終

議会でもあり、しかも難問が山栢しているところで
時間の制約もあり、十

分意をつくせない点もあったように承ります。でき
得れば委員会でお取り

上げいただきますならば、有終の美を発揮すること
になろうかと思います

ので：さようご了承を願いたいと思います。

会 議 録

〇議長（訓覇也男君） 以上で本日の日程は全部終
了いたしました。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後4時5分散会

第 4
 
日

（昭和62年 3月11日）
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0議事日程第4号

昭和62年3月11日（水） 午前10時開議

第 1 議案第 1号ないし議案第43号 ………………… 質疑・委員会付託

第2 議案第44号ないし議案第51号 ………………………… 説明・質疑

委員会付託

議案第44号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）

議案第45号 昭和61年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算

（第 3号）

議案第46号 昭和61年度四日市市食肉セソター食肉市場特別会計

補正予算（第 2号）

議案第47号 昭和61年度四日市市公共下水道特別会計補正予算

（第 3号）

議案第48号 昭和61年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正

予算（第 3号）

議案第49号 昭和61年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第 1号）

議案第50号 昭和61年度四日市市立四日市病院事業会計第 1回補

正予算

議案第51号 昭和61年度四日市市水道事業会計第2回補正予算

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席議員 (43名）

尚

男

夫峯

道

松

山

井

相

青

小

-253-



伊藤信 古市元一

伊藤雅敏 堀内弘士

小川四郎 前川辰男

大島武雄 益田 力

大谷茂生 水野和子

金森 正 水野幹郎

JII 口 洋二 毛利道哉

川村幸普 森 真寿朗

喜多野 等 森 安吉

久保博正 山 ロ 孝

訓覇也男 山路 剛

粉川 茂 山本 勝

小林清隆 渡辺 彦

小林博次 〇欠席議員 (1名）

後藤党次 堀 新兵術

後藤長六

坂 ロ 正次 〇出席議事説明者

佐野光信 市 長 加藤寛嗣

高木 照 助 役 坂倉哲男

田中基介 助 役 片岡

谷 ロ廣睦 収入役戟務代理者 相原宏治

豊田忠正 調 整 監 伊藤長爾

中村信夫 市長公室長 毛利道男

永田正巳 総務部長 栗本春樹

野崎 洋 財政部長 鈴木 美

野呂乎和 市民部長 宮田 勉

岳本増注 福祉部長 岩山義弘
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商工部次長

股林水産部長

環境部長

都市計画部長

建設部長

下水道部長

消防長

消防次長

病院事務長

水道事業管理者

水道局次長

赤地重光

竹村二郎

鵜飼 滋

東寛

島内清治

前川鉦

山口 博

田中昌治

石田 進

奥村仁人

尾中忠邦

〇議長（訓覇也男君） おはようございます。これより本日の会議を開き

ます。

ただいまの出席議員数は、 38名であります。

なお、商工部長が都合により欠席いたしますため、代わって商工部次長

が出席いたしますので、ご了承願います。

〇議長（訓覇也男君） 本日の議事については、お手元に配付しました議

事日程第4号により取り進めますので、よろしくお願いいたします。

教育委員長

教育長

教育次長

一輪喜代司

岡田久江

西村正雄

代表監査委員 吉田耕吉

0出席事務局職員

事務局長

議事課長

議事課長補佐

議事係長

主

主

幹

事

樋口照一

板碕大之丞

石原 隆

岡的雄治

金森伸夫

井上紀久夫

午前10時2分皿議

日程第 1 議案第 1号ないし議案第43号

〇議長（訓覇也男君） 日程第 1、議案第 1号昭和62年度四日市市一般会

計予箕ないし議案第43号町及び字の区域の設定及び変更についての43件を

一括議題といたします。

これより質疑に入ります。順次発言を許します。

佐野光信君。

（佐野光信君登埴）

〇佐野光信君 議案第 8号昭和62年度四日市市営駐車場特別会計予算につ

いておみねをいたします。

今年度、旧市民ホールを解体してその跡に立体駐車場、地上5階 6層、
地下2階、自走式、 1万 I,OOOm2、収容台数 430台の中央駐車場建設工事

請負費が 1低 5,000万円計上されております。全体費用については、去る

12月議会で質問いたしましたときは13億 5,000万円、こういう形で質問を

させていただきましたけれども、今回出されてきているこの駐車場建設の

総役用について一体幾らなのか、あるいは今後この駐車場建設によって一

般会計からの持ち出しが幾らになっていくのか、この点を明らかにしてい

ただきたいと思います。

また、 12月議会におきまして、私どもは駐車場建設を含めて市庁舎周辺
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整備の問題をただしましたところ、特別委員会の報告を受けて、その内容

を十分精査させていただきながら、これから最終的な成案をまとめていき

たいと、こういう答弁でございましたけれども、それでは特別委員会の報

告を受けて例えば駐車場台数の見通し、あるいは駐車場の位置の問題、そ

して財政上の問題、あるいはここにこれだけの駐車場をつくることによっ

て周辺に与える影響について、どのように検討されたのかお尋ねをしたい

と思います。

〇議長（訓覇也男君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（東寛君）登壇〕

〇都市計画部長（東 寛君） 市営駐車場特別会計予算でございますが、

その財源問題また位置等の問題、いろいろご質問されたわけでございます

が、まず台数等の問題からご説明申し上げます。

現在の中央駐車場は昭和47年度に建設いたしまして、 48年4月から収容

台数 217台の規模で供用開始いたしました。その後の社会経済情努等の変

化によりまして駐車場需要が増大し、特にここ数年におきましては市役所

へ来られる市民の皆様方の利用が頻繁になりまして、土躍日、日耀日にお

いては周辺への買物客の利用も満車状況が出るようになっておりまして、

市民の皆さん方にもご迷惑をおかけしているところでございます。

このため本年度中心市街地における駐車場の将来喬要を見込みまして、

駐車場整備基本計画を策定してきたところでございます。当初 380台程度

を考えておったところでございますが、いろいろ意見もいただき、また蚊

終的にこの駐車場整備計画の数字も見まして、収容台数 430台、地上5陪

6層、地下2階の立体駐車場を建設しようとするものでございます。

駐車場の位置選定につきましては、利用者の方にとって利便性の商い位

置、例えば50m道路から入れるところでございますし、また周辺地域の活

性化ということから新道商店街等にも近い、こういうような利点、それか

ら車の出入りに伴い周辺の道路交通及び地域の哀揉に影容を及ぽさない出
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所、こういうような利点もございます。また中央駐車場を閉鎖することな

く利用者の皆さんにご不便をかけないで工事をやっていくということもご

ざいます。等々の条件を考慮いたしまして、旧市民ホール跡地に選定いた

したところでございます。

なお、本件につきましては、昨年の庁舎周辺整備特別委員会におきまし

て、庁舎周辺の公共施設の整備に関して種々ご審議をいただき、この中で

駐車場につきましては旧市民ホール跡地で昭和62年度、 63年度、 430台で

建設すべきとの委員会のご報告もいただいたところでございます。

また、報告の中では、周辺地域の住民の皆さんの意見を十分に聞いて計

画を進めよということもうたわれておりまして、周辺住民の皆さんとの話

し合いの中で、位置につきましてはご理解も得ておりますし、また建物の

高さについてもできるだけ高くしないで、旧市民ホールと同程度にしてほ

しいというような ・ただいております。

また、出入口につきましても、三滝通りに面する現在の出入口付近とい

うご意見もいただき、北側道路等の交通はなるべく避けてくれということ

で、設計にもそういうところにポイソトを合わしてまいりたいと思ってお

ります。

次に、財政面についてでございますが、 62年度、 1低 5,000万円という

ことでございますが、総額11低 7,000万円になろうと思います。その中で

62年度につきましては約16％ほどでございますが、この建設費等を計上し

ておるところでございます。

なお、おおむね全額につきまして起債を充当する予定でございまして、

63年度から20年IH]にわたる償遠を考えておるところでございます。もちろ

ん科金収入から償送を考えるわけでございますが、特に67年度ごろがピー

クになりまして、科金収入以外に一般会計からの録り出し等がございまし

て、これが約 9,000万円ちょっとになるというふうな試算でございます。

しかし、 76年度ごろには1胆年度収支が黒字に転じ、一般会計への補てんが
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でき、昭和80年度には累積収支も黒字に転じると一応予測は立てておりま

す。もちろん合理的な駐車場の管理運営を図り、健全な駐車場経営に努め

てまいりたいと思いますので、よろしくご理解賜りたいと思います。

〇議長（訓顆也男君） 小井道夫君。

〔小井道夫君登壇〕

〇小井道夫君 議案第 1号62年度四日市市一般会計予算の中で幾つか質問

をしたいと思います。

一つは歳入の関係、市税の関係でございます。税収の伸びが62年度の場

合 2.9％と大変低いのでございますが、四日市の市税収入を各年度別に見

て、市長は55年度来最低と言われましたけれども、もっと前10年とりまし

ても最低だと思います。一体 2.9％程度の伸びというのは、過去どの年度

にあったか、戦後の四日市市の予算の中で、市税収入の伸びの状況、それ

の中で 2.9％というのはどういうときにあったか、明らかにしていただき

たいと思います。

2.9％ですが、売上税導入など税制改革によりまして、これが具体的に

現実に実行された場合には、 62年度 9,000万円の差引減収になるというこ

とでございますと、なお伸び率は下がるという形になるわけですね。とこ

ろが、私の知り得た限りで、例えば三重県の場合ですと、税収は 5.3％増

になっています。三重県は大きなウエートを占めます四日市市と共通の基

盤を持つものがあるわけですけれども、三重県は 5.3％前年並み見込み、

四日市市は 2.9%。どこに問題があるんだろう。何に起因しているんだろ

ぅ。

また、岡崎とかそのほか豊栢とか岐阜とか、幾つかの都市を見ましても

5.8％とか、 6.7％とか、あるいは 4.9％とかという伸びになっています。

四日市は構造不況という問題がありましても、円高問題がありましても、

コソビナートなど比較的そういう問題も他のところと比べるとある意味で

は影響が少ない面もあるわけですね。コソビナートなどのウエートを考え
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ますと、比較的少ないという面もあると思うんですが、それにしてはこの

2.9％というのは低い。しかも、収納率見込みも今までの少なくとも過去

7年間を見ましても最低の95.8％をとっている。

その割には議案説明でも、あるいは補足説明でも、そんな状況ならばも

っと四日市の経済情努、産業情努が厳しい状況が触れられて、それなりの

対応というものも出てこなければいかぬと思うんですけれども、さらっと

述べてるだけで、あんまり我々は理解できないですね。 2.9％という低い

状態になるような四日市市の経済状況であったら、それについての認識や

対策、対応ももっと施政方針演説の中で、あるいは補足説明の中でも財政、

商工にしたってはっきり出てこなければいかぬと思うが、．どうもその辺も

ないのに数字的に 2.9％だということを言われる。

それから留保財源が12低円税収入においてあると、こうおっしゃる。一

体どこが本当なんだろうと。いつも当初の予算と決算との関係では大きな

開きが出てくるし、いろんな施策の是否を問うという場合に、そこらの判

断を理事者だけでしておればいいというんじゃなくて、議会にも示すもの

がなければならぬと思うんです。 2.9％というのはほんとうに史上最低の

条件じゃないですか。だからそれだけの説明がなければいかぬと思うんで

すね。我々も考えなきゃならぬ。選挙前だけども、そんな深刻な状況なら

みんなが其剣に議論せなきゃならぬ。

そして、それであればあるほど売上税遅入問題にしたって、市長が言わ

れるような妙ちくりんな行政の執行官だとか監督されてるとか、そんな理

由を学げて反対も毀成もよう言わぬなどというような姿勢をとられるべき

ものじゃないと思うんですね。

また、一般質問初日に市長が答弁された内容で、これを認めるというふ

うな発言がありましたけれども、そんな態度では、わざわざ市議会が5日

の日の＂頭に売上税荘入反対の意見苫を上げるようにした、そのこと力屯空

文化しちゃうですね。市長が議会の意思を芍重しなくはないと言うけれど
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も、この件に関しては尊重しないこ とになっている。ですから、私は市長

がそういう姿勢になってくるのも、一方で税収を 2.9％と上げながら、そ

こらのところの認識に非常に事務的に流れているものがある。そして、四

日市の経済情勢についての認識についても甘いものがある。あるいはそれ

を自分たちは知っていても、議会には十分説明していない。そこらのとこ

ろをきちんとしていただきたいとしヽうふうに思うわけですし、議論の行方

を見て国に対して売上税問題についても意見を述べるという余地を残され

たような答弁にもなっていますから、ぜひ昨日来の私どもの指摘も考應に

入れられて、この売上税祁入でさらに税収の伸びが落ち込んでしまうと、

こんなことのないように、これの祁入を許さないような姿努へもう一遍よ

く考えて対応していただくようにしていただきたいと切望したいと思うん

です。

次に、使用料の問題でございますが、大型共同作業場の使用料が2,200

万円計上されていますね。これは使用料を63年7月まで減免しておるとい

うことですけれども、減免しなきゃも っと入らなきゃならないはず。その

大型共同作業場の経営状況で引き続き減免をしてし、かなきゃならない状況

なのか。その辺どうなのか明らかにしていただきたいと思います。

それから土木使用料におきまして、道路占用料というのがございますが、

このうちのNTTの占用科の関係分は幾らになるのか明らかにしていただ

きたいと思います。

同和住宅の使用料関係でございますが、 その決め方は一舷の市営住宅の

家賃の決め方、使用科の決め方と途しヽますね。どういう形で決めるのか。

一般の場合はどういう基準で決めるのか。同和住宅の場合はどういう基祁

で決めて、だれと話し合って決めるのか。一紋の市営住宅の褐合はだれ茨

と話し合うなどということはしてしヽませんね。だれと話し合って決めるの

か。どういう基準によって決めているのか。ここらの与え方の問迅を閉ら

かにしていただきたい。
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それから県営住宅が値上げになりますが、従来ですと県営住宅の使用料

を値上げすると、それに追従して市営住宅も値上げしました。しかも、四

日市市は上げてきたのは年度途中ですね。県は当初に上げても、四日市市

は年度途中で上げた。したがって、 62年度はそれを計上してないが、検討

していると市長もおっしゃっているんですが、その辺の対応はどうなさろ

うとしておられるのか、明らかにしていただきたいと思います。

それから国庫支出金の問題でございますが、一つは補助金、負担金のカ

ット、これが一体どれくらいになるか。 60年、 61年、 62年、はしご段の部

分全体で一遍明らかにしていただきたいと思います

それから補助金が3億 6,900万円減っていますね。補助事業の拡大とい

う問題は、私は決打のときなんかにも随分申し上げたと思うんですけれど

も、どう慈を払われたのか、明らかにしていただきたいと思います。

それから民生投の関係でホームヘルパーの役割というのはますます重要

になっていますが、これは増やさないで、臨時ヘルパー派遣という形にし

ておられる。ホームヘルパーは現在嘱託でやっておみえになりますけれど

も、これと臨時ヘルパー制度との関連、現在の嘱託という制度について、

これも益理してみんな臨時にかえて社会福祉協議会に委託していってしま

う考えなのかどうか。そうあってはならないと思うんですが、その辺の考

え方はどう思われるか。

それから老人入浴サーピス事菜ですが、これが現実には利用者が増えて

きて、 2台では月 1回回りかねるという状態ですね。せめて 1ヵ月に2回、

そういう体制をとるべきだと思うんですが、今度の予在の中で老人対策が

大1けだと言われてる中で、襄たきりの方で身体のさわやかな問題について

切5！されているんですが、この辺に意を払われることはなかったんでしょ

うか3 弘どもその点の充実を望んできたんですけれども、この点が余りに

も弓：包されていないんじゃないかと思います。この点いかがでしょう。

それから致甘投の学校建設の関係ですが、とにかく 30年代の学校建設が
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全体では17％を占める。今度老朽度調査の対象になる三浜小学校なり富洲

原中学校は、全校の中でも30年代に建設された校舎の占める比率が71％な

り45％という高いところですが、それにしても小中25校にわたって30年代

建設校舎があるわけですね。これについて、整備する方向へ踏み込んでい

ただいたことはいいですけれども、しかし内容を見てみますと、部分的に

差し迫ったものについて修理をするということと、同時に 2つの小中学校

で老朽度調査をする。老朽度調査は確かにしなきゃいけませんが、これは

2校にとどまらずに、そういう調査を先行させる。老朽度調査は25校ある

わけですから、これを少なくとも 1年が無理と言うなら 2年ぐらいで全部

調査しちゃって、そして先行してやって、そしてそれに要する整備我用を

出し、整備計画を立ててやる。こういうふうなところへひとつ大きく踏み

出していただけないのか。

それともこの 2校をやれば、あと23校についての老朽度の実態がわかる、

63年度には整備計画を立てて、 2年ないし3年でやってしまうんだという、

こういうお考えなのかどうか。そこらのところを、要は老朽度調査を先行

させて、整備計画をきちっと持つべきではないかと、部分的な手直しだけ

では済まない状況に来ているんじゃないかと、ここらのことについてどう

考えておられるかということです。

それから国民健康保険特別会計の問題ですが、 61年度で恐らく 3低円ほ

どの赤字になりそうだと。 62年度については一般会計からの繰り入れを

5,000万円増やしていただいたこと、敬意を表したいと思います。しかし、

61年度は 3偲円の赤字になるだろうと、それから62年度の予冗の中身を見

てきますと、国からのいわゆる退戦者医根制度等の矛盾で出た保険者負担

の増というかかわり分についての財政補てんを62年度は全くしないという

問題もありますし、そうしますと、 62年度の予打収支を合わしていますけ

れども、実際にはこれまでの61年度分の未補てん分やその他それまでの累

積分を考慮しますと、下手をすると五、六億円の62年度国保赤字になりか
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ねない。

年疫途中でこの問題について国保料のアップ、当然そういうことも考え

られると思うんですけれども、その辺の対応をどうなさろうとするのか。

その国保財政は62年度は収支バラソスを一応とっておられますけれども、

そういう問題を内包しているんではないかと。それへの対応はどう考えて

おみえになるかということですね。

それから最後に、保育所入所措置条例の問題です。この条例制定につい

て、機関委任事務から団体委任事務に移されたと、それ自体は地方の自主

性、自立性を高める問題として保育の入所措置あるいは保育料徴収事務に

ついての団体委任事務化という点で、我々も結構なことだと思いますけれ

ども、この建前と本音とが違う。もともとこの問題が行革方針に基づき、

それから補助金一括カット、こういう法案と抱き合わせで来ておるだけに、

建前は自立、自主ということを自治体に認めながら、裏で強力に抑える指

祁をしている。文書には出せない、口頭で指示するとかいうような形でや

ってきている。ここらに非常に問題があるんで、これへの対応は形式的な

団体委任事務化ということだけで律せられない問題があるというふうに思

います。

とりわけ入所措既条例、このままの条例でいきますと、せっかくこれま

で四日市市が保育してきたことについてもカットする内容になりますね。

同和保育カット、それから防害児保育カット、母子家庭になった、共稼ぎ

しなきゃやっていけなくなった。しかし、たった今は就戦ができない。保

育因に入ることを決めてから就戦をする。こういうのが多いですね。こう

いうのもこの規定でいったらカットされるという形になります。これらを

どう対応していくのかということについては、この規定ではなんにもなら

んですね。条例以外のことをしないというんなら、なんにもならなくなる。

そういうものはカットされてしまうことになる。そこらをどう救うのか。

私はこの条例では不備だと。最後に「市長が認める状態にあること」とあ
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ればいいんですが、 「前各号に類する」とある。前各号に類するという形

では極めて範囲が縮小されてしまうんですね。だから、これは私はもっと

四日市の実情に合わせて、現実に合わせ、そして本当に市民の保育水準を

高めていく、行政のサービスを高めていくという見地から一定の手直しを

すべきではないか。

また、保育料徴収事務についても、団体委任事務化されていますけれど

も、時間がございませんので、ここにも非常に問題があることを指摘して

おきたいと思いますし、委員会等でその辺の議論を深めていただきたいと

思うわけでございますが、今さしあたり私の申し上げた点についてお答え

をいただきたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 財政部長。

〔財政部長（鈴木一美君）登埴〕

〇財政部長（鈴木一美君） 多くのご質疑をいただきましてので、要点の

み簡潔に申し述べたいと思います。

まず、第 1点の市税につきまして、前年度当初予算対比が 2.9％という

伸びでございます。これは非常に低い伸びだということはご指摘のとおり

でございまして、ただいま取り寄せました資料によりますと、本年度の2.9

％が一番低い数字でございます。これは昭和30年度以降を調ぺておりますが、

その中で2番目に低いのが58年度の 5.2％でございます。それから 3番目

に低いのが 51年度の 5.8%、4番目が 54年度の 7%、5番目に 59年度の

7.2％ということで、総じて見てまいりますと 5年ないし6年に一度ずつ2

桁を割り込むということがございました。ところが、 57年度以洋は既にご

承知のように、すべて 1桁台の伸びに終わってきております。

これはやはり全体の飛気が安定化してきて、極端な尿気の上昇というも

のがなかったことによることだろうと思いますが、ただし本年度につきま

して、特に61年度の決算見込みと、 62年度の予互編成時におきます税収の

見込みとを対比をいたしますと、実は年問収入の決冗伸び率としましては、
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現在 1％にとどまるというふうな見込みでございます。

この中には、先のご質疑にございましたような売上税を含みます全体の

税制改革、これによります影醤額が実はどれだけになるかということにつ

いては、正直なところ一般質問のご答弁で申し上げましたのは、あくまで

概数でございまして、これらの見込みは歳入はもとより歳出についても現

在のところは大まかな数字で算定をしておるというのが実情でございます。

三重県等におきます伸ぴ率と比ぺて本市の方が低いではないかというこ

とでございますが、市の予算におきましては、例年のことでございますが、

年度途中におきまして、あるいは年度終了時点におきましてその年間にお

きます県営事業負担金の計上、あるいは戦員の退職手当の必要経費等補正

要素として留保しております関係から、当初予算におきましては、さきに

申し上げましたように、本年度においても約12億円の税収の留保をいたし

ておるところでございます。

それから収納率が95.8%、年々下がっておるではないかということでご

ざいますが、これは確かにご指摘のとおりでございまして、あえて数字を

下げるために下げておるものではございません。まことに遺憾ではござい

ますが、全体の尿気の沈滞化と言いますか、こういった傾向によりまして

それぞれの税の収納については時問がかかるということがございます。こ

ういったことで、年々 0.2％程度ずつ減じてきておるのが、決算において

もご報告申し上げたとおりでございます。

それから、第2点目の使用料及ぴ手数料のうち大型共同作業場の使川料

につきましては、去る57年に大型共同作業場を設既しましたときに、現在

の経営主体でこざいます信州ハムに使用許可をいたしております。あくま

で使用許可でございますが、長期にわたる使用許可でございまして、この

際に年々近培する形での使用料の決定を議会のご承認も得て決めさせてい

ただいておるところでございまして、これによる収入で計画どおり毎年逓

哨した形でJt上し、本年度 2,200万円の収入を計上したところでございま

-267-



す。

なお、この経営状況につきましては、これまでのところ累租的な赤字を

もってきておったわけでございますが、経営努力によりまして、どうにか

将来への希望が持てるというふうな状況にまで発展をしていただいておる

ようでございますので、中し添えておきたいと思います。

次に、同和住宅の家賃の決め方でございますが、建設部長の方からご答

弁させていただくのが筋でございますが、これにつきましては、建設省の

指尊に基づきます建設原価、その他を基準にして算定をするように定めら

れておりまして、これによる最高限度額は規制を受けております。

今お尋ねの同和住宅に対する減免のあり方でございますが、これにつき

ましては同和地域におきます実俯、この問題の解決への条件といたしまし

て、政策的な家賃を徴しておるところでございますが、この家貨につきま

しては通常の家賃の額のおよそ4分の 1を目途にして設定をさせていただ

いておるところでございます。

なお、家賃の値上げの考え方につきましては、既にご質疑の中にもご発

言ございましたように、木年度途中において値上げをご審議いただくとい

う予定で、現在その作業を担当部の方で進めておるところでございまして、

この件につきましては、成案ができ次第お諮りを申し上げたいと思います

ので、よろしくご理解いただきたいと思います。

次に、国庫支出金の関係でございますが、補助金カットによりますこれ

までの60年、 61年、 62年度、これを総じて加えますと、今手元にちょっと

前2年の分がございませんので、定かには数字がつかみきれないわけでご

ざいますが、おおよそ20低円になるんではないか。 3年問累積をいたしま

すと、そういう形になるということでございますが、特に本年度におきま

しては、補助金が 3億 6,900万円マイナスになっている。この点につきま

しては、既にご説明を申し上げておりますように、 62年度事業といたしま

しては、継続事業として進めてまいりました北部清掃工場の塵芥焼却炉の
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建設事業費が縮小したことによるマイナスが大きな要因でございます。以

上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤究嗣君）登埴〕

〇市長（加藤寛嗣君） 直接議案に関係ないと思うんですが、税収入に対

する説明といたしまして、私はあんまり心配する必要はないんじゃないか

ということも申し上げてき・たわけでございますが、今日の経済状況から考

えますと、仲びは期待はできませんが、四日市の場合にはそうへこんでい

かないという特色があります。この点については、よそと大分違うんでは

ないだろうかと、私はこう思っておりますので、しかも留保財源12億円を

残したということもございますし、売上税については大体議会の皆さんの

ご意向は十分あらかじめ承知ができたものですから、あえて計上しなかっ

たと、こういういきさつがありますので、ご了解をいただきたいと思いま

す。以上でございます。

〇議長（訓罰也男君） 福祉部長。

（福祉部長（岩山義弘君）登埴〕

〇福祉部長（岩山義弘君） 福祉部にかかわる質問が幾つかございました

ので、それにお答えいたしたいと思います。”

最初、歳出にかかわりまして、ホームヘルバーの充実についての問題で

ございますが、ホームヘルパー派遣世帯については現在 170世帯で、市の

ヘルパー26名と、社協のヘルパー12人が実施しております。現状において

は、派述希望世帯数については微増傾向にあります。今後、社協で実施し

ております地域におけるヘルパーの増員を図っていきたいと考えておりま

すが、市の康託ヘルパーの増員については考えておりません。ただし、国

の方ではヘルパー登録制への改善策なども検討されておりますので、その

動向や派遣ニーズなどを勘案して今後検討してまいりたいと思います。

次に、入浴サーピスについてでございますが、現在対象者が九十余名と
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なっておりまして、移勁入浴車2台で月 1回の割合で実施しておるわけで

ございますが、今年度より実施しております特養ホームの施設活用の強化

あるいは障害程度の軽い人たちに対して家庭をサポートする入浴ボラソテ

ィアの協力、そうした体制をさらに充実してまいりたいと考えております。

続きまして、 62年度の国保特別会計についてでございますが、 62年度国

保特別会計につきましては、一般会計からの繰入金を 5,000万円増額して

3億 3,000万円としました。また、老人保健法が一部改正されたことによ

りまして4億 1,800万円の負担軽減が見込まれたわけでございます。しか

しながら、退職者医療等による影響額が老人保健法の改正による負担影密

額を差し引いても約3低 500万円見込まれております。これにつきまして

は、今後全国レベルで国に補てん措置を求めるとともに、 62年度予算につ

いてもとるべき収入として財政調整交付金に見込んでおるわけでございま

す。したがいまして、保険料につきましては、前年度後期分保険料負担と

して据え置きいたしたわけでございます。今後国の情勢や医療投の勁向を

見守りながら十分対応してまいり、国保迎営協議会にも諮ってまいりたい

と思っております。

最後に、保育園の入所措置の問題でございますが、我々といたしまして

は、障害児等の対応も考えまして、従来の水準を低下させない方向で対処

してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 教育次長。

〔教育次長（西村正雄君）登培〕

〇教育次長（西村正雄君） ただいまご質問いただきました歳出第10款教

育費の老朽校舎の調査関係につきましてご答弁中し上げます。

調査の状況を見ながら、文部省並びに県のご指洋を得まして、補助事業

等の禅入を検討してまいりたいと、こういうふうに考えております。以上

です。

〇議長（訓覇也男君） これをもって、質疑を終結いたします。
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本件をそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

暫時、休憩いたします。

午前10時43分休憩

午前10時59分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第2 議案第44号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）

ないし議案第51号 昭和61年度四日市市水道事業会計第2回補正予算

〇議長（訓覇也男君） 日程第2、議案第44号昭和61年度四日市市一般会

計補正予算（第4号）ないし議案第51号昭和61年度四日市市水道事業会計

第2回補正予算の 8件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議案第44号は、昭和61年度一般会計補正予算第4号案であります。今回

補正の主な内容は、県営事業に対する負担金をはじめ、戦員等退職手当、

地区市民セソター等の用地取得費、その他やむを得ないものの補正であり

まして、歳入歳出予箕の追加額は11億 4,215万円で、補正後の予算額は、

571億 5,618万 6,000円と相なるのであります。

また、本年度事業のうち、年度内に事業の完了しない見込みの大井の川

海洋投棄所改築費、寺方46号線外 1路線の道路新設改良事業及ぴ三重北勢

地域地場産業振興セソター建設事菜我補助金を翌年度に繰り越して使用す

るための採越明許費を計上いたしております。

以下、歳出各款における補正の主な内容を申し上げます。
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第2款総務費は、大矢知地区市民セソター用地取得費、職員等退戦手当

及び市税過誤納返還金等を追加するとともに、財政調整基金への積立金を

計上いたしました。

第3款民生費は、老人福祉施設等施設入所に係る措置費、児童手当等諸

手当並びに生活保護費等について、実績に合わせて増額及び減額補正を行

うとともに、民間の精神薄弱者厚生施設及び保育所建設費に対する補助金

を計上いたしました。

第4款術生黄は、胃がん、子宮がん等住民健診委託費の追加と予防接種

事業費の減額をそれぞれ実績見込みに合わせて補正いたしました。

第 6款農林水産業費は、県支出金の決定による新農業構造改善事業賀、

農林業同和対策事業費並びに実績見込みによる食肉流通特別対策事業歿の

追加と、団体営土地改良受託事業費等において事業実紐に合わせて減額を

行うとともに、県営基幹農道整備事業費負担金を計上いたしました。

第7款商工費は、円高対策緊急究金保証料補給金の追加とその他の預金

に係る利子等補給金について、実紐見込みにより減額を行うとともに、中

小企業共同施設整備費補助金を計上いたしました。

第8款土木費は、県営の道路、柄梁、河川事業等に対する負担金を計上

したほか、補助事業費については公園事業費の減額を、単独事業投では道

路新設改良費、街路事業費、公園費において所要見込額を追加するととも

に、四日市港管理組合負担金について不用額を減額いたしました。

第9款消防費は、戦員退戦手当、消防団員退戦報償金等を追加補正いた

しました。

第10款教育費は、戦員退戦手当及び四日市市邸校新設推進協議会に対す

る補助金を追加するとともに、新たに三重県私学振興会出捐金と保々中学

校及び大矢知地区市民セソターの用地取得費を計上いたしました。

第13款災害復旧役は、県営急煩斜地崩壊対策~J\:菜投に対する負担金を計

上するとともに、現年発生災害復旧1ぽ菜代について実哀事菜に合わせて減
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額いたしました。

以上歳出について概要をご説明申し上げましたが、歳入につきましては、

歳出各科目に関連する特定財源を補正するとともに、一般財源として市税、

地方交付税及び繰越金を追加計上し、収支の均衡を図ったのであります。

議案第45号から議案第51号までは、特別会計及ぴ公営企業会計の補正予

算案であります。

国民健康保険特別会計は、歳出においては、療養給付費等を所要見込額

により追加するとともに、老人保険医療費拠出金の不用見込額を減額し、

歳入においては、国庫支出金、療養給付費交付金、繰越金を追加いたしま

した。

食肉セソター食肉市場特別会計の補正は、食肉セソター業務運営委託費

の追加で、歳入については、食肉セソター使用料及び繰越金を計上いたし

ました。

公共下水道特別会計の補正は、国庫補助決定に基づく事業費と県営事業

費負担金を追加計上いたしました。歳入については、国庫補助金及び市債

の追加と一般会計繰入金の減額を行いました。また、納屋ポソプ場用地取

得役については、年度内に事業が完了しない見込みでありますので、繰越

明許代を計上いたしております。

土地区画整理事業特別会計の補正は、東抵北住環境整備基金積立金の追

加it上であり、歳入については、財産収入、換地精算金の計上と一般会計

氏入金を減額いたしました。

住宅新築預金等貸付事菜特別会計の補正は、貸付金及び一時借入金利子

の減碩であり、歳入では関述する国庫補助金、市債の減額と繰越金の計上

であります。

次に、公営企業会計の補正であります。

市立四日市病院事業会計の補正は、収益的支出において、戦員退戦給与

金、薬品投、修紐費の追加補正を行い、収入においては、診療収入の増加
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見込額を追加計上いたしました。資本的収入においては、医療施設等整備

費国庫補助金を計上するとともに、企業債について減額補正いたしました。

水道事業会計の補正は、収益的支出において、職員退職給与金の追加計

上と実績見込みに合わせて北勢水道用水受水費、受託工事費等の減額補正

を行い、収入においては、給水収益等の追加と受託工事収益の減額を行い

ました。資本的収入では、受託者負担金の減額補正を行いました。

以上が各議案の概要であります。どうかよろしくご審議いただき、・議決

賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでありま

す。ご質疑がありましたら、ご発言願います。

小井道夫君。

〔小井道夫君登壇〕

〇小井道夫君 議案第44号の昭和61年度一般会計補正予算（第4号）に関

してですが、市税収入補正をいたしまして、 354億 2,044万 7,000円とな

っておりますが、これについての収納の関係、最終的にどういうふうに見込ま

込まれるのか。先ほどの財政部長のご答弁によりますと、 61年度決算見込

額と62年度当初予算計上額との関係では、仲びは 1％云々とお話がありま

したけど、その辺の対比は過去にも幾らでもあるわけですね。 60年度から61

年度を見たって、決算と当初予算比はそういう低いものになっていること

は幾らでもあるわけです。

そういうことについては、今あえてその点を指摘しておきたいと思いま

すが、いずれにいたしましても61年度の市税はほぼ最終的な補正となると

思いますけれども、収納率そして実際にどういうところに落ち着く見通し

を立てておられるのか、明らかにしていただきたいと思います。

それから議案第45号ですが、収支パラソスをとった形になっていますけ

れども、文字どおり収支パラソスがとれるのかどうか。いわゆる 3@円ほ

どの赤字が含まれるというような意味に私どもは理解しておりますが、そ
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ういうものはどこに含まれて、どういう処理をし、この対応をなされるの

か。もうこの61年度については最終補正になりますし、その赤字を含んで

いるとすれば、どこに含んでいるのかわかりませんが、それは明らかにし

ていただきたいんですが、その問題への対応は62年度に持ち越してやると

いうことなのか。今まで例がないことですから、それをやはりもう少しは

っきりさせておいていただきたい。

議会はこれで終わりですし、仮に一般会計からその 3偲円分を補てんす

るとか、あるいは国からの調整交付金がにわかに降ってわいたように余分

にもらえるという見通しがあるのか。そうでないとすれば、保険料の値上

げという問題を選挙後の 6月議会ですか、そこで対応を具体的にするお考

えなのか。我々はそんな保険料へ転嫁という形はすべきでないと思います

けれども、その辺の考え方をもう少し明らかにしておいていただきたいと

思います。

〇議長（訓罰也男君） 財政部長。

〔財政部長（鈴木一美君）登壇〕

〇財政部長（鈴木一美君） ご質疑にお答えを申し上げます。

一般会計の市税収入でございますが、現在見込んでおりますのは61年度

税収の総枠といたしまして 354億 7,000万円程度ということで見込んでお

ります。

さきに 1％云々と申し上げましたのは、この 354億 7,000万円という61

年度の決箕見込みに対しまして現在見込んでおる62年度の、 358億円ほど

見込んでおるわけでございますが、その程度の伸びにこそならないという

ことの 1％でございますので、ご理解をいただきたいと思います。

それから第 2点目の国保特別会計の問題でございますが、先ほどご指摘

がございましたような財政調整交付金等につきましては、先般厚生省の方

から現在の医療費の実態をつぷさに報告するようにという調査がまいって

おりまして、これに答えております。これを見ました上で原生省が本年度
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の財政調整交付金の今後の決定をしてくるということも風聞いたしておる

ところでございますので、その後におきまして実態に合わせて措置をしな

ければならないと考えております。

なお、 61年度につきましては、当面赤字になった場合には、赤字決算も

やむを得ないのではないかというふうに考えておるところでございます。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君 議案第44号昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）

についてお尋ねをいたします。

第6款農林水産業費のうち 2項の畜産業費でございますが、食肉流通特

別対策事業委託料、こういう形で 548万円の一般財源が補てんをされてお

ります。

1つには、これが増えた理由についてお尋ねをしたいと思います。

2つ目には、 61年度の当初予算におきましては、県喪 1,400万円、市費

1,400万円、合計 2,800万円。こういう形で支出をされておりますけれど

も、今回のこの補正予算につきましては、市費の持ち出しだけでございま

す。県費補助がなぜないのか、お尋ねをしたいと思います。当然この流通

対策事業ということであれば、県毀からも補助があってしかるべきだと、

こういうふうに考えるわけでございます。

3つ目には、第8款の土木投県営単独事業の道路、株梁、河川事業、こ

ういったものに対する負担金を計上しておりますが、この総合計額と今ま

でも各地方自治体、市町村においてこの県営事業に対する負担金計上の問

題が種々論議をされておると思います。その経過について、いわゆる率を

減らさせていく、そういった点でどう努力され、これほどの額になったの

か。その経過、いきさつについてお尋ねをしたいと思います。

〇議長（訓罰也男君） 農林水産部長。
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〔農林水産部長（竹村二郎君）登壇〕

〇農林水産部長（竹村二郎君） お答え申し上げます。

詳しくは産業公営企業委員会でご説明、ご審議をいただくわけでござい

ますが、 61年度当初豚の出荷上場予定頭数を年間7万頭と考えておりまし

て、出荷奨励金といたしまして県費の定額補助といたしまして 1,400万円

と市費 1,400万円合わせて 2,800万円を計上させていただきました。この

出荷奨励金につきましては、議会でもご説明申し上げたとおり、養豚出荷

団体であります三重県旋豚事業組合とか、また三重県経済連等へ60年度の

4半期ずつの実績を比較いたしまして、奨励金に段階をつけて出させてい

ただいているわけでございます。

本年度第4四半期から豚の市場への出荷頭数が増えてまいりまして、 2

月中旬の実績を踏まえて 3月末までの頭数を推定いたしますと、昨年の実

紐頭数より大きく上回ることが予想されましたので、奨励金の不足額 548

万円を計上させていただいたわけでございます。

ただいま市単費で 548万円ということでございますが、県費につきまし

ては、 61年度から63年度までの 3カ年定額ということでございますので、

この増頭分につきましての出荷奨励金を市単費で計上させていただいた次

第でございます。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 財政部長。

（財政部長（鈴木一美君）登埴〕

〇財政部長（鈴木一美君） 県営事業負担金についてお答えを申し上げた

いと思います。

一般会計におきます県営事業負担金の総額は2億 2,148万 5,000円にな

ります。これは対象総事業費が10億 7,600万円でございました。それから

特別会計におきまして、公共下水道事業におきます県営事業負担金が 3億

4,111万 7,000円でございます。これの対象事業費といたしまして38億

5,100万円ございます。合計いたしまして県営事業負担金総額は5億 6,260
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万円でございます。以上でございます。

県営事業負担金を減らす努力と言いますのは、いわゆる負担率の問題で

ございますが、この点につきましては毎年県とも折衝はいたしております

が、現在のところ変更をしてはおりません。ただ、増額をいたします関係

は対象総事業費が年々増加いたしておりますので、これに対応して増加し

ておるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。以

上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 他にご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

本件をそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

なお、各常任委員会は、明日午前10時から開会されますので、念のため

申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 次に、本定例会において受理いたしました請願は、

お手元の文書表のとおりであります。それぞれ所管の常任委員会に付託い

たします。

陳情につきましては、 1件提出がありました。お手元に文書表を配付い

たしておりますので、ご了承願います。

会 議 録

第 5
 
日

〇議長（訓覇也男君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

次回は、 3月18日午後2時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午前11時22分散会

（昭和62年 3月18日）
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0議事日程第5号

昭和62年 3月18日（水） 午後2時開議

第 1 議案第 1号ないし議案第51号 ………………… 委員長報告・質疑

討論・採決

第2 議案第52号及び議案第53号 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 説明・質疑

討論・採決

議案第52号 収入役の選任について

議案第53号 人権擁護委員の推脱について

第3 発議第2号 四日市市議会委員会条例の一部改正に

つしヽ て ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 説明・質疑

討論・採決

第4 委員会報告第 1号 請願の審査結果について

第5 発議第3号及び発議第4号 …………………………… 

採否決定

説明・質疑

討論・採決

発議第3号 「国家秘密法案」の制定に反対する意見書の提出に

ついて

発議第4号 国民の食糧を守り、農業再建に関する意見書の提出

について

〇本日の会議に付した事件

函1江日程のとおり

〇出席議員 (42名）

尚

男

夫峯
道

信

松

山

井

藤

相

青

小

伊
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伊藤雅敏 前川辰男

｀ 小川四郎 益田 力

大島武雄 水野和子

大谷茂生 水野幹郎

金森 正 毛利道哉

JII ロ 洋二 森 真寿朗

川村幸菩 森 安吉

喜多野 等 山 ロ 孝

久保博正 山路 剛

訓覇也男 山本 勝

粉川 戊41-
渡辺 彦

小林清隆 〇欠席議員 (2名）

小林博次 坂 ロ 正次

後藤寛次 堀 新兵術

後藤長六

佐野光信 〇出席議事説明者

高木 照 市 長 加籐斑 Iii吋

田中基介 助 役 坂倉哲男

谷 口廣睦 助 役 片岡

豊田忠正 収入役戟務代理者 相原宏治
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0出席事務局職員

農林水産部長

環境部長

都市計画部長

建設部長

下水道部長

消防長

消防次長

病院事務長

水道事業管理者

水道局次長

教育委員長

教育長

教育次長

代表監査委員

事務局長

議事課長

議事課長補佐

・議事係長

主幹

主 事

竹村二郎

鵜飼 滋

東 寛

島内消治

前’川鉦

山 ロ 博

田中昌治

石田 進

奥村仁人

尾中忠邦

輪喜代司

岡 田久江

西村正雄

吉田耕吉

樋 口 .. 日．{、 -

板崎大之丞

石原 隆

岡崎雄治

金森伸夫

井上紀久夫

午後2時2分皿議

〇議長（訓罰也男君） これより本Aの会議を開きます。
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ただいまの出席議員数は、 42名であります。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第5りすこよ

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第 1 議案第 1号ないし議案第51号

〇議長（訓覇也男君） 日程第 1、議案第1号昭和62年度四日市市一般会

計予算、ないし議案第51号昭和61年度四日市市水道事業会計第2回補正予

算の51件を一括議題といたします。

本件に関する委員長の報告を求めます。

まず、総務委員長にお願いいたします。

佐野光信君。

〔総務委員長（佐野光信君）登壇〕

〇総務委員長（佐野光信君） 総務委員会に付託されました関係議案につ

きまして、ご報告申し上げます。

議案第 1号昭和62年度四日市市一般会計予算の関係部分についてであり

ます。

歳入につきましては、最近の急激な円高による最気の後退傾向にあって、

市税においては、個人所得分で 4.7%、法人分で 4.2％の微増に止まり、

また、固定査産税の慎却預産分ではほとんど増収が見込めず、固定資産税

全体では 3.9％の増収しか見込めないという状況であります。さらに、瑶

気税、ガス税では料金の引き下げにより12％以上の減収が予想されており

ます。このような状況下で、留保財源として12低円を予定しているものの、

市税の伸ぴ率は、昭和30年以降では最低の 2.9％という伸びに止まったの

であります。

理事者からは、 「国庫補助金のカットなど限られた財源の中で、より積

極的な行政を行うべく、財政調整基金及び競輪事業特別会計からそれぞれ

3億円の繰り入れを予定している。また、今後の予算の勁向については、
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今国会に上程されている税制改革案に大きく左右され、特に、毎年二
十数

億円程度の財源となっている電気税が売上税に統合されると、経過措
置が

あるとはいうものの、9 本市にとっては、大きな影響が将来にわたり生じる」

との説明がなされたのであります。

当委員会は、新たな財源対策として、緑化税的なものを例として、税
あ

るいはその他の方法を前向きに検討することを指摘いたしましたほか
、最

近輸出の好調が伝えられる四日市港について、特別とん譲与税の増収等
、

市財政への影響について調壺すべきことを求めた次第であります。

なお、固定資産税のうち、地域改善対策事業に関連して新築された家
屋

については、現在減免措置を行っていますが、これに、所得あるいは
家屋

面積に上限を設けるなどの措置を講ずるよう、今後同和対策委員会に
諮問

する考えであるとの説明がありました。

次に、歳出についてであります。

第1款議会費につきましては、別段異議はありませんでした。

第2款総務費につきましては、昭和64年度を初年度とする新基本構想
の

策定、中・長期的な展望に立った政策課題の調査研究、テレトビア推
進法

人設立への出資金、合同会館の実施設計、 63年度に条例制定、 64年度
実旋

予定の情報公開制度の調査研究、市史第 1巻考古編の出版を含む市制90
周

年記念事業などの予算計上が主なものであります。

理事者からは、 「地域社会づくりについては、その褐点としての施設
整

備が大矢知地区市民セ‘ノターの整備でもって完了することになるが、
地域

社会づくりの推進に欠かせない地岐福祉の充実を図るため、地区市民セ
‘ノ

ターにおいて民生委員を中心に福祉相談を月 2回以上実厖いたしたい
。ま

た、住民情報オ‘ノライソシステムが昨年11月から稼閲し、セソクーの
所管

区域を超えて、住民票、印鑑証叫等のサービスが受けられるようにな
った

が、 3月、 4月の移勁時期を控え、端末機を竹定的に多く借り受ける
など

により、市民サービスに一料こたえていきたい。なお、同システムの
稼OO
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により、窓口処理件数は、本庁での取り扱いが倍増し、すべてのセ‘ノ
ター

で減少した」との説明がありました。

あさけプラザにつきましては、 「昨年の会計検査院の指摘もあり、 1市

4町の広域的複合コミュニティ施設として、より一屈充実したものと
すべ

く運営協議会を関係4町を交えて再編成し、圏域住民のニーズに沿っ
た自

主事業を企画立案し、魅力あるものとしていきたい」との説明があり
まし

た。

また、委員からは、総務費全般を通じて、民間企業への戦員派遣のあ
り

方、広報板の充実、災害時の避難場所の見直し、選挙開票のスピード
化等

について意見がありましたほか、別段異議なく承認いたしました。

次に、第4款 衛生吸についてであります。

健康づくり、保健サービスの充実について、理事者からは、 「保健婦
の

増員を図るととにも、魅力ある健診の実施により受診率の向上を図る
とと

もに、 28地区に結成されている健康づくり協議会の活勁を通じ、健康
づく

りに積極的に取り組んでいきたい。また、本年2月に30歳以上を対象
に実

施した市民健康実態調査については、 80％以上の回収率が見込まれ、基礎

資料として今後大いに活用していきたい」との説明がありました。

応急診療所については、休日、夜問における市民の救急医療要求にこ
た

えるため、開設されているところでありますが、今般消防本部東隣に
医師

会館が新築されることに伴い、これと併設して同会館内に移転整備し
よう

とするものであります。

医師会館の建設に対し、理事者からは、 「地域医療の確保と保健事業
へ

の協力、あるいは准看護婦の養成等、自治体としての責務の分野もあ
るこ

とから、これらを総合的に勘案し、応分の助成をしていきたい。医師
会館

の建設我は、約4億 2,000万円程度になるが、そのうち 1億 4,000万円を

3カ年で助成していきたい」との説明がありました。

当委員会は、医師会館と応急診療所の所有区分、管理区分を明確にし、

-285-



維持管理費用等について早急に詰めを行うよう求めるとともに、この種の

助成に関する基準を確立することを指摘いたしました。

斎場の整備については、昭和43年に建設された北大谷斎場が老朽化して

おり、火葬炉の全面改修のための実施設計を行うとともに、富田、富洲原

斎場の火葬炉をバーナー式に改修しようとするものであります。

当委員会は、北大谷斎場の建設当時から、富田、富洲原斎場は整理統合

するとの方針もあることから、斎場のあり方について基本的な考え方を確

立するとともに、周辺整備についてもあわせ検討するよう求めた次第であ

ります。

清掃関係について、理事者からは、 「今後の清掃業務従事戦員の退職見

込みによると、昭和63年度には、直営だけでは対応できなくなる見通しで

あることから、生活環境公社を最大限活用すべくプロジェクトチームを組

み具体的に検討していきたい」との説明があり、当委員会は、清掃業務は、

地方自治体の固有の事務でありゞ生活環境の向上に積極的に取り組むこと

を指摘いたしました。

再生資源共同組合への助成については、当面の対策として前年度同様2,100

万円の助成を計上しているところでありますが、理事者からは、 「最近の

円高等による経済情勢及び産業樅造の変化により、採算が合わなくなって

きており、ごみの分別収集という公共性が高いことから、公社への統合を

含め、抜本的な見直しをしていきたい」との説明がありました。

ごみの再利用を図るための家庭用簡易堆肥器については、今回新規に一

部公共施設に設置することになりますが、当委員会は、家庭用ごみ焼却炉

とあわせ簡易堆肥器の活用を積極的に市民に啓発し、ごみに対する意識の

高揚と協力を求めることを指摘いたしました。

し尿の処理については、海洋投棄に多くを依存しているところであり、

当面の対策として、老朽化している海洋投棄所の整備を行おうとするもの

であります。
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当委員会は、本件については閉会中の調森事項として研究したところで

あり、し尿処理については、術生的な処理を第一に考え、既設処理施設で

の対応のほか、し尿の再利用等について積極的な取り組みを指摘いたしま

した。

第9款消防費につきましては、消防装備の充実強化に努め、消防艇とは

しご付消防自動車の更新を行うとともに、消防行政需要にこたえるため、

桜地区に消防分署を設置しようとするものであります。

この新分署には、水槽付消防ポ‘ノプ自動車、救急自動車、及び広報車を

それぞれ 1台配備するとともに、職員22名を配置しようとするものであり

ます。

理事者からは、 「消防業務の効率化を図るため、情報伝達の確実性、迅

速性を目指し、パーソナルコソピューター 1台とファクシミリ 3台を溝入

したい」との説明があり、当委員会は、消防業務の近代化と体制強化を図

るため、長期的な観点から積極的な取り組みを指摘いたしました。

第11款公債費、第12款予備費、第2条債務負担行為、第3条地方債、第

4条一時借入金、第5条歳出予算の流用につきましては、別段異議はあり

ませんでした。

次に、議案第44号昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）の関

係部分について、ご報告申し上げます。

歳入のうち、地方交付税につきましては、 5,000万円の追加計上がなさ

れ、補正前の額と合わせ5億円となるものでありますが、理事者からは、

「さらに上積みされる可能性がある」との説明がありました。

歳出のうち、保健衛生費につきましては、予防接種、特にイソフルエソ

ザの接種者が減少したことにより、予防費において約 2,000万円の減額補

正となったのであります。

これは、先にイソフルエソザの集団接種等について新聞報道がなされ、

その有効性、安全性について疑問が投げかけられたことなどに起因するも
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のであります。

理事者からは、 「小中学校でのイソフルエ‘ノザ接種者は、前年度に比ペ

それぞれ約17％程度減少している状況であるが、厚生省においてその有効

性が検討されているところであり、国の動向を見きわめながら当分は実施

していきたい」との説明があり、これを了といたしましたほか、別段異議

はありませんでした。

議案第 7号昭和62年度四日市市交通災害共済事業特別会計予算につきま

しては、最近交通事故が多発する傾向にあって、昭和58年度をピークに共

済見舞金の支出が増加しており、現行の大人 360円、子供 300円の共済掛

金では健全な事業運営が難しい状況になってきております。 ・ 

理事者からは、 「交通安全運転の啓発活動を強めるとともに、健全会計

を維持していくため、また交通被害者の救済の充実を図るため制度改正を

検討しており、 6月に関係条例の整備を、 9月に補正予算を、それぞれ予

定いたしたく、 10月からの事業年度に備えていきたい」との説明があり、

これを了といたしました。

議案第14号昭和62年度四日市市桜財廂区予冗につきましては、別段異議

はありませんでした。

議案第15号四日市市事務分掌条例の一部改正について及び議案第16号四

日市市都市提携委員会条例の一部改正につきましては、組紐機構の見直し

により国際交流課を設囮しようとするものであり、別段異議はありません

でした。

議案第17号四日市市戦員定数条例の一部改正につきましては、事務事菜

の見直しにより、市全体で36名の減員を行い、戦員定数を 3,210名にしよ

うとするものであります。

本件について、委員からは、行革の一哀で我託化を推進しているが、同

ー戦場、同一労鋤でありながら屈用内容に相違があることは、労務管理上

から、また雁川者問の人l叫］関係上からも好ましいことではないとの慈見が
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ありましたが、当委員会は、戦員数の見直しにより、市民サービスの低下

につながらないよう十分配廊すべきことを強く指摘した次第であります。

なお、本件に関述して、本庁の電話交換業務の定数について意見があり、

当委員会は、電話交換業務は市民との対話の窓口であり、市民に与える市

のイメージにも影習することから、その人員配置については、最新式の交

換機の祁入を含め、今後慎重に検討すべきことを指摘いたました。

議案第19号四日市市戦員給与条例の一部改正につきましては、職員給与

の適正化の一現として特殊勤務手当の見直しを行うとともに、調整手当等

について規定の整備を行おうとするものであります。

委員からは、調整手当の支給に当たっては、地域格差を是正するという

この手当の持つ基本的な性格を十分反映させるべきであるとの意見があり、

当委員会は、今回の特殊勤務手当の見直しが、職員組合との話し合いの結

果に甚づくものであること、及び調整手当の支給については、多くの同格

都市において既に実施されていることから、これを了とした次第でありま

す。

議案第26号四日市市地区市民セソタ一条例の一部改正について、及び議

案第43号町及び字の区域の設定及び変更についての 2議案につきましては、

川島地区における土地区画整理事業が本年6月に換地処分を行うことから、

川品新町の設定と、これに伴う所要の改正を行おうとするものであり、別

段異議はありませんでした。

誠案第40号工事請負契約の締結につきましては、塩浜第 1ポ‘ノプ場除塵

没佃工事であり、議案第41号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

債等に関する事務の受託に関する協議につきましては、三酒農業共済事務

組合の1吐務の一部を当該組合から受託しようとするものであり、別段異議

はありませんでした。

議案第42号三重県自治会館組合の設立に関する協議につきましては、市

町村振興事菜の一環として建設予定の三重県自治会館に関する事務を共同
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して処理するため、県下全市町村の加盟により一部事務組合を設立しよう

とするものでありますが、委員からは、既存の市町村会館の整備とあわせ

考えるべきであるとの意見がありました。

議案第18号四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について、議案第20号育児休業に係る給与等に関する条例の一部

改正について、議案第21号四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を

定める条例の一部改正について、議案第22号四日市市水道事業管理者給与

等支給条例の一部改正について、議案第23号四日市市職員の勤務時間及び

その他の勤務条件に関する条例の一部改正について、議案第24号四日市市

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の全部改正について、議案

第25号四日市市職員の懲戒の手続及ぴ効果に関する条例の一部改正につい

ての 7条例案につきましては、別段異議はありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも原案のとおり承認すべきものと決した次第であります。

これをもちまして、総務委員会の審査報告といたします。

〇議長（訓覇也男君） 次に教育民生委員長にお願いいたします。

大島武雄君。

〔教育民生委員長（大島武雄君）登壇〕

〇教育民生委員長（大島武雄君） 教育民生委員会に付託されました各議

案の審査結果をご報告申し上げます。

まず、議案第 1号昭和62年度四日市市一般会計予算の歳出第3款民生費

であります。

老人福祉対策につきましては、高齢化社会において必要性が高まってい

る短期保護事業について、一層の充実に努めることを指摘しましたほか、

西老人福祉セ‘ノターについては、利用者の増加により、駐車場が狭くなっ

ている状況から、駐車場の確保を検討するよう意見がありました。

また、在宅福祉のかなめである家庭奉仕員派遣事業については、市と社
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会福祉協議会によりそれぞれ実施しておりますが、職務内容が同じである

ことから、家庭奉仕員の身分・待遇を検討するよう意見がありました。

生活保護につきましては、理事者から、 「年金制度の改正などもあり、

被保護人員が減少しており、保護率は、 9.4%;となっている」との説明が

ありました。

円高不況など今日の厳しい経済情勢にあっては、生活困窮世帯の増加が

懸念されるため、民生委員などの協力を求め、情報の収集、生活保護制度

の周知に意を用い、適正な保護に努力することを指摘いたしました。

次に、第10款教育費であります。

国際化社会に対応するため、外国人英語指導員として、県派遣 1名のほ

かに、ロソグビーチ市から 2名の採用が予定されておりますが、さきに外

国人英語指導主事助手が年度途中に帰国する事態があったところでもあり、

再び同じ轍を踏むことのないよう、また、この事業が、本市の英語学習、

国際理解に真に効果のあるものとすることを指摘いたしました。

青少年の非行対策につきましては、青少年団体の指導者の育成、補禅員

活動の充実、教育委員会事務局の機構改革による指導の一元化、全中学校

への教育相談室の設置、校長が指避性を発揮し、地域との連携による生活

指尊を行う「生活指禅対策事業」の開始など、各般にわたる取り組みを計

画しております。

当委員会は、これらを評価するものでありますが、さらに、岡山市の行

っている「生徒指蒔推進員制度」の導入、思いやりの心や社会連帯意識を

培うため、福祉についての研究校指定を検討するとともに、家庭・学校・

地坂が述携して非行対策に取り組むことが重要であることから、とりわけ

地域の教育力を高め、学校と地域の交流を深めることを指摘いたしました。

当委員会が、かねてから指摘しております昭和30年代に建てられた小中

学校施設対策につきましては、 「62年度おいては、補修費を増額し、緊急

度の高い損偽箇所の速やかな補修に努めるとともに、小中学校2校におい
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て老朽度調査を行い、この調査結果を見て、国・県の指尊を得て対応策を

抜本的に検討してまいりたい」との表明があり、児童•生徒が安心して学

校生活を送れるよう強く指摘し、これを了といたしました。

同和教育につきましては、就職・結婚時など依然として差別事象が見ら

れることから、人権擁護思想の啓発、徹底など心理的差別の解消に積極的

に取り組むことを指摘いたしました。

図書館につきましては、 「利用者のサービス向上を図るため、 64年4月

稼働開始を目指し、コソピューター化の準備を進めている」との説明があ

り、早期実現を図ることを指摘いたしました

博物館、郷土作家記念館の建設調査費に関述して、施設づくりにあたっ

ては、利用者が十分満足を得る施設とするため、慎重に調査、設計を行う

ことを指摘いたしました。

文化振典財団につきましては、高校生、市民が参加できる企画を検討す

るなど自主事業の充実に努めるよう意見がありました。

当委員会が指摘をいたしました中央緑地陸上競技場施設の改修につきま

しては、 「スポーツ振興審議会などにおいて十分検討を行い、方針を決定

してまいりたい」との説明がありました。

なお、教育行政の積極的な推進を図るため、 「62年度において、管理・

社会教育部門担当、学校教育部門担当の次長二人制の尊入など機構改革を

行い、教育委員会事務局の機能を充実する」との説明があり、市政の重要

な柱である地域社会づくりを進める上で、社会教育課が果たす役割につい

て意見がありました。

教育費においては、四日市市高校新設推進協議会補助金について一部委

員から反対意見がありました

ー議案第3号昭和62年度四日市市国民健康保険特別会計予算につきまして

は、退職者医療制度の国の見込み違いによる影啓額を国が補てんすべきも

のとして予算編成を行ったものであり、一部委員から、保険料の値上げが
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予想されるため反対であるとの意見がありましたが、当委員会は、負担軽

減を図るために、一般会計からの繰り入れが増額されていること、前期分

保険料が前年度後期分保険料と同額として据え置かれていることを評価し、

今後は、国に対し国庫補助金削減の補てんを積極的に求めることを指摘し、

これを了といたしました。

議案第 9号昭和62年度四日市市福祉資金貸付事業特別会計予算につきま

しては、一部委員から、貸し付けに当たっては所得制限を設けるべきであ

るとの反対意見がありました。

議案第11号昭和62年度四日市市老人保健医療特別会計予算につきまして

は、別段異議はありませんでした。

議案第30号四日市市保育所入所措置条例の制定につきましては、保育所

入所措置の団体委任事務化に伴い、新たに条例を制定しようとするもので、

理事者からは、 「入所措置は、条例の制定によって従来の水準を低下させ

ることはない」との表明があり、これを了といたしました。

議案第34号四日市市幼稚園保育料及び教育委託料徴収条例の一部改正に

つきましては、幼稚園保育料について、 62年4月1日から 400円引き上げ、

月額 4,900円に改定しようとするものであり、一部委員から反対意見があ

りましたが、一般財源充当額、私立幼稚園保育料との格差、他都市の状況

を勘案し、これを了といたしました。

議案第35号四日市市少年自然の家条例の制定につきましては、少年自然

の家の事業内容、使用者の範囲、使用料などについて新たに条例を制定し

ようとするものであります。

理事者からは、 「少年自然の家は、規律ある生活体験、共同生活、自然

との対話など集団宿泊訓練を通じて児童生徒の全人的発達をねらいとする

ものであります。なお、同施設については、既設の青少年野外活動セソタ

ーをも含めた直営方式により管理運営を行う」との説明がありました。

当委員会は、本事業の教育的効果に大きな期待を持つものであり、事業
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の充実を強く望むとともに、少年自然の家への道路整備については、周辺

の開発状況を踏まえ、総合的に対処すべきことを指摘いたしました。

議案第44号昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）の関係部分

については、一部委員から、歳出第10款教育費の四日市市高校新設推進協

議会補助金について反対意見がありました。

議案第45号昭和61年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

につきましては、別段異議はありませんでした。

以上の経過をもちまして、教育民生委員会に付託されました各議案につ

きましては、原案のとおり承認いたした次第であります。

これをもちまして、教育民生委員会の審査報告といたします。

〇議長（訓覇也男君） 次に、産業公営企業委員長にお願いいたします。

森真寿朗君。

〔産業公営企業委員長（森 真寿朗君）登壇〕

〇産業公営企業委員長（森 真寿朗君） 産業公営企業委員会に付託され

ました関係議案の審査の経過と結果をご報告申し上げます。

まず、議案第 1号昭和62年度四日市市一般会計予算の関係部分について

であります。

歳出第5款第 1項労慟諸投のうち労拗福祉会館移設の調査に当たっては、

関係諸団体の意向を十分配慮すべきことを要望いたしました。

歳出第6款農林水産業賀につきましては、三重用水事業が事菜沼手以来、

工事が大幅に遅れていること、それに伴い事業投も膨大な数字になってい

ることから、当事業に対する今後の取り組みについて理事者の考えをただ

したのであります。

理事者からは、 「三重用水事業は、水資源開発公団において昭和64年度

を第 1期工事の完成目標として進めており、事業投は57年度単価で 875億

円を見込んでいるが、最終事業投は未確定である。工事の大幅な遅れから、

市及び受益者の負担増が懸念されており、国・県に対し、国代及び県代の
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禅入、償還期間の据え置き等を要望している。また、 61年度から計画変更

に伴う地元説明を行っており、受益地の確定に努めているところである」

との説明がありました。

当委員会は、三重用水事業内容については、関係農家の理解が十分得ら

れていない状況にあることから、地元説明の実施に当たっては詳細な説明

を行うとともに、早急に受益地を確定すべきであることを強く指摘いたし

ました。

その他、農業研究指導所のあり方について、農家の経営安定に寄与する

作物の研究開発に取り組むべきであるとの意見がありました。

歳出第 7款商工費につきましては、円高・構造不況により厳しい状況に

おかれている本市が、昨年12月特定地域中小企業対策臨時措置法の地域指

定を受けたことから、漁網・萬古産業等への法の適用による助成あるいは

特別融資制度を活用し構造改善を促進するとともに、人材育成・技術開発・

阪路拡大等について業界の積極的な取り組みを促すための指導を行いたい

との説明がありました

また、地場産業振興対策としては、懸案となっている近鉄四日市駅前の

幽古焼記念塔の改築については、駅前整備計画の一環として検討していく

との説明がありました。

当委員会は、萬古焼記念塔が産地としての名を広く PRするものとなる

よう、デザイソ・設置場所等について十分検討するよう要望いたしました。

次に、議案第2号昭和62年度四日市市競綸事業特別会計予算についてで

あります。

理事者から、 「59年度以来進めてきた事業経営の合理化、場内秩序の健

全化等によりぽ調な事業運営が続けられており、一般会計へ3億円の繰り

入れを見込んだ。一号宜金競輪場への昇格に伴う選手賞金など諸経費の増

が見込まれるため、さらに一層の売上増を図る必要があり、新年度より 2

カ年で串蔀改苦を行うほか、広告宜伝の充実等ファソ誘致対策を講じたい」

-295-



との説明がありました。・

一部委員より、地元対策が不十分であるとの反対意見があり、本件につ

いては贅成多数により承認いたした次第であります。

議案第4号昭和62年度四日・市市食肉セ‘ノター食肉市場特別会計予算につ

きましては、当委員会が指摘した会議室の空調施設の騒音問題が解消され

ていないことから、早急に改善するよう指摘いたしました。

議案第12号昭和62年度四日市市立四日市病院事業会計予算につきまして

は、移転開設以来8年が経過し、地域住民の健康を守る中核病院として地

域医療サービスの向上に努めてきたが、引き続き高度医療機器の整備等を

行い医療水準の向上に努めるなど、地域住民の期待と信頼にこたえたいと

の説明があり、当委員会はこれを了としたところであります。

なお、当委員会が再三指摘した市立病院の駐車場整備について、調査費

さえ計上されていないことから、理事者の考えをただしたのであります。

理事者からは、 「61年度に都市計画部が実施した駐車場に関する調査結

果に基づき検討したい」との説明がありました。

当委員会は、駐車場整備は市立病院の大きな課題であることから、既存

駐車場を適正に管理することにより駐車場不足の緩和を図るとともに、有

料化することなども検討し、抜本的な対策に取り組むよう強く要望いたし

た次第であります。

また、戦員の接遇研修の充実を図るなど、さらに一屈患者サービスの向

上に努めるよう指摘いたしました。

次に、議案第13号昭和62年度四日市市水道事業会計予箕についてであり

ます。

理事者より、 「62年度の重点施策として、水沢簡易水道の上水道化の完

了により全市を上水道区域に紺入するとともに、配水管布設事業・老朽管

布設替事業等の第三期拡張事業の推進に取り組む。また、昨年度に引き続

き、災害時の飲料水確保のため、防災対策の充実に努める。経我節減の一
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環として、 63年度より検針・集金業務を隔月にするための啓発経費を計上

した」との説明がありました。

当委員会は、隔月検針・集金を禅入するに当たっては、水道料金収納率

の低下を来さないことを前提に進めるべきであることを指摘いたしました。

議案第27号四日市市農業委員会の委員の定数に関する条例の一部改正に

ついて、議案第28号四日市市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区にお

いて選挙すべき委員の定数に関する条例の一部改正について、議案第29号

四日市市農業委員会の部会構成員の定数に関する条例の一部改正について

は、農業委員会の委員の定数について36名を30名に減員するとともに、こ

れに伴い委員の選挙区の区域及び部会構成員の定数について所要の改正を

行うものであり、別段異議はありませんでした。

次に、議案第44号昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）の関

係部分についてであります。

歳出第6款農林水産業費につきましては、主に県支出金決定に伴う追加

補正と、受託土地改良事業の実紐に合わせて減額を行うものであります。

食肉流通特別対策事業の追加補正につきましては、食肉セ‘；ター食肉市

場への豚の出荷頭数が当初計画を上回るための増額であり、県費が定額補

助であることから、市毀で賄うものであるとの説明がありました。

第7款商工伐及び歳出第13款第 1項農林水産施設災害復旧費については

別段異議はありませんでした。

議案第31号四日市市立労拗福祉会館条例の一部改正について、議案第36

号四日市市水道事業の設匠等に関する条例の一部改正について、議案第37

号市立四日市病院事菜の設既等に関する条例の一部改正について、議案第

46号昭和61年度四日市市食肉セソター食肉市場特別会計補正予算（第2号）、

議案第50号昭和61年度四日市市立四日市病院事業会計第 1回補正予算、議

案第51号昭和61年度四日市市水道事業会計第2回補正予算、以上の 6議案

につきましては、いずれも別段異議はありませんでした。
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以上の経過をもちまして、当委員会に付託されました関係議案につきま

しては、いずれも原案のとおり承認いたした次第であります。

これをもちまして、産業公営企業委員会の審査報告といたします。

〇議長（訓覇也男君） 次に、建設委員長にお願いいたします。

川口洋二君。

〔建設委員長（川口洋二君）登壇〕

〇建設委員長（川口洋二君） 建設委員会に付託されました関係議案につ

きまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。

まず、議案第 1号昭和62年度四日市市一般会計予算の関係部分について

であります。

近鉄四日市駅前広場配置計画について、実施設計委託料が計上されてお

りますが、理事者から、 「近鉄四日市駅は本市の玄関であり、本市の顔で

あることから、駅周辺に 3カ所の広場を配置し、来訪者に好ましい印象を

与えるよう配慮するとともに、歩行者デッキで駅東西の連絡を図ることに

より、一体的な市街地や歩行者空間の形成を図りたい」との説明がありま

した。

当委員会は、同計画については、市民の利便性•安全性に欠けているな

ど、今後さらに検討を重ねる必要があることを指摘し、改めて計画案を策

定し、提出するよう要望いたしました。

四日市工業高校跡地利用計画については、先般10社から公う｝登録申し込

みが提出されており、 「四日市工業高校跡地開発公経委員会」において、

審査に向けて準備を進めているところであります。

当委員会は、四日市工業高校跡地開発が本市の重要なプロジ三クトであ

ることから、その経過等について、議会に対し適宜適切に報告すべきこと

を指摘いたしました。

なお、一部委員から、公経要綱の内容が1［前に議会に説明されていない

ことなど、開発計画の進め方に問題があるとの反対意見がありました。
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中央緑地・霞ケ補緑地譲受費について、昨今の金融情勢から、金利の引

き下げを関係機関と協議するよう指摘いたしました。

私道整備補助金交付制度の運用に当たっては、より一層市民が利用しや

すいものとすべきとの意見がありました。

市営住宅の建設には、多額の経費を要するものでありますが、同和向け

住宅の一部に空き家が見受けられることから、今後は、住宅の建設場所を

考限するなどにより、同和地区外の人々との交流を促進させるとともに、

市営住宅の効率的な活用を図るよう要望いたしました。

なお、一部委員から、同和向け住宅の家賃等について反対意見がありま

した。

なお、土木費については、四日市港管理組合負担金、中央緑地・霞ケ浦

緑地譲受費、県営事業負担金について、一部委員から反対意見がありまし

た。

議案第5号昭和62年度四日市市公共下水道特別会計予算、及び議案第44

号昭和61年度四日市市一般会計補正予箕（第4号）の関係部分につきまし

ては、一部委員から、県営事業負担金について反対意見がありました。

議案第6号昭和62年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算につきま

しては、常磐地区等において、地区住民から土地区画整理事業に対する強

い反対運勁が起こっていることから、今後新しい手法の尊入など、市の土

地区画整理事業の進め方を根本的に再検討することを指摘いたしました。

なお、一部委員から、事業の見通しが立っていない現状での土地区画整

理事業推進・調査委託料の計上等には問題があるとの反対意見がありまし

た。

議案第8号昭和62年度四日市市営駐車場特別会計予算については、旧市

民ホール跡地に建設予定の中央駐車場建設工事費が計上さております。同

駐車場は、地上 5 階 6 層、地下 2 階、延ぺ床面積 1 万 1,ooom~、収容台数

430台の自走式立体駐車場であり、 62、63年度に建設されるものでありま
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す。当委員会は、現中央駐車場跡地に建設が予定されている合同会館が、

老人や身体障害者の方々にも利用されることから、市役所本庁舎を含めた

3つの施設の有機的連携を考應するなど、利用者の利便を図るよう要望い

たしました

なお、一部委員から、駐車場の建設計画について反対意見がありました。

議案第10号昭和62年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、

及ぴ議案第49号昭和61年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第 1号）については、貸付制度そのものの改善を国に対して要求す

べきこと、貸付に際しては実態の把握や債権の確保に努めるべきこと、及

ぴ貸付金の滞納者に対しては強い姿勢で臨むべきこと等を指摘いたしまし

た。

なお、一部委員から、制度の迎営について反対意見がありました。

議案第32号四日市市公共下水道条例の一部改正については、公共下水道

事業の一層の推進を図るため、下水追使用料について、本年 6月分から平

均 39.16％の引き上げを行おうとするものであります。

理事者からは、 「本市の下水道使用料は、他都市に比べかなり低額に抑

えており、料金改定後にはほぽ全国平均並みとなる。また、使用科の対象

経費は、汚水処理に要する維持管理費及び資本代であるが、今回の改正に

より、おおむね汚水処理に要する維持管理吸相当額を徴収することとなる」

との説明がありました。

一部委員から、事業の公共性、あるいは現在の経済梢勢から、下水道使

用料の大幅な引き上げに反対であるとの意見がありましたが、当委員会は、

公共下水道特別会計の健全化を図るとともに、公共下水道のより一料の整

備を推進するため、利用者に応分の負担を求めることはやむを得ないとの

観点から、今回の下水道使用料の改定を了といたした次第であります。

議案第33号四日市市水洗便所改造助成条例の一部改正については、水洗

化可能区域における水洗化普及率の向上に資するため、水洗便所改造預金
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貸付金の枠を拡大するとともに、その利率の見直しを図ろうとするもので

あり、別段異議はありませんでした。

議案第38号市道路線の認定について、議案第39号委託契約の変更につい

て、議案第47号昭和61年度四日市市公共下水道特別会計補正予算（第3号）、

及び議案第48号昭和61年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算

（第 3号）については、別段異議はありませんでした。

最後に、当委員会は、同和関係事業の推進に当たっては、単なる優遇対

策ではなく、同和問題の本質を十分認識した上で、真に問題解決を図るた

めの施策を講じるとともに、毅然とした姿勢で臨むべきことを強く指摘い

たしました。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

すべて原案のとおり承認いたした次第であります。

これをもちまして、建設委員会の審査報告といたします。

〇議長（訓覇也男君） 委員長の報告は、お聞き及びのとおりであります。

委員長の報告に対し、ご質疑がありましたらご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（訓覇也男君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

暫時、休憩いたします。

午後2時57分休憩

午後 3時16分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより討論に入ります。

発言を許します。

小井道夫君。

〔小井道夫君登境〕
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〇小井道夫君 私は、ただいま議題となっております51議案中、通告どお

り15議案について反対の意見などを述べたいと思います。

最初に、議案第 1号昭和62年度一般会計予算をはじめ、第5号、 17号、 32

号、 34号、 35号についてであります。

62年度一般会計予算をはじめ来年度の市の施策と予算をどのような性格

と内容のものにすべきか、いろいろな見方、考え方があるところでござい

ますが、しかし、加藤市長が提案されたものには、その政治姿勢とともに

私ども働く市民の立場から到底認めがたいものなど、多くの問題点があり

ます。

第1に、売上税尊入法案に対する態度であります。これが中曽根首相の

明確な選挙公約違反であるとともに、悪税中の悪税であり、それがゆえに

全国的に猛烈な反対運動が起きているわけであります。既に自民党員や自

民党議員の造反も起きております。全国知事会長の鈴木知事も、また他の

市町村長も次々と反対の声を上げてきております。多くの地方議会でも反

対の声を上げ、法案撤回を求めているところも出ているわけであります。

我が市議会も法案撤回を求める意見書を3月5日に改めて採択をしたとこ

ろでございます。

しかし、加藤市長はどういう態度をとっておられるか。 62年度予箕を売

上税導入を前提としない予算としたということでございますが、これは当

然のことであります。問題は、今現に国会にかかっている売上税法案につ

いてどういう態度をとるかということでございます。反対も表成もしない、

国に意見を述べたと言われる内容も、売上税配分の是非にすぎないような、

こういう態度では、まことに情ないと思うわけでございます。

このままの市長の考え方、態度を容認するということになりますと、市

議会の意見書採択の意味や重みが半減してしまいます。足元の市長の態度

を変えることができないで、政府の態度を変えることができるかという市

民の批判も、当然高まるのでございます。改めて市長が、この売上税導入
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の影響がいかに深刻かを、進んで市財政との関連も含めて徹底的に明らか

にし、この法案撤回を求めて努力されることを望みたいと思います。

第2に、円高不況問題への市長の対応についてであります。

蔑古地場産業をはじめ深刻な状況にあることは、今さら申し上げるまで

もありません。市長、市当局が62年度予算におきまして、市税収入の伸び

を 2.9％と、 30年代以来最低の伸ぴしか見られないということでございま

すけれども、本当にこれが的確なものとすれば、この面からも円高不況の

四日市の経済、あるいは市民生活に与えている深刻な影響がうかがわれる

のでございます。認めたことにもなるわけでございます。しかし、円高不

況対策は、商工部門での特定地域中小企業特別融資に対する 1％利子補給

策を講じたことなど、一定の対策はとられておりますけれども、現実の必

要からはほど遠いものであります。特に、円高問題の根本解決の一つは、

円レートの是正であり、これを国に求め実現させることが急務であります。

この点についての市長の姿勢は、理解に苦しむところであります。この円

レート是正のため市長としての努力をなされるとともに、地場産業、中小

商工業等、円高不況対策の一層の充実を求めたいと思います。

第3に、中曽根自民党政府の軍拡と臨調行革路線に基づく福祉、教育、

あるいは国民生活、市民生活直結の公共事業等に係る国庫負担金・補助金

のカットや地方行革問題の市長の対応についてであります。

60年度来の国庫負担金・補助金の削減額は、 62年度予算ペースで二十数

億円にも上るということでございますが、このような不当な国庫補助負担

金の削減に対し、市長、市当局は受益者負担の適正化の名のもとに、 62年

度においても、幼稚園、保育園など、あるいは公共下水道料金を引き上げ、

市民に負担増を強いる道をとっておられます。保育料は、昨年12月議会の

中でも中し上げましたように、今日 5歳から 4歳の保育料の引き下げ、あ

るいは3歳未満の据え置きということが最小限求められているわけでござ

います。また公共下水道料金は、 39％余の大幅な値上げでございます。
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公共下水道は、今日都市生活の基本的施設であり、固定資産税・都市計

画税をはじめ市民が税金を払っており、その税で整備をなさるべきが基本

であります。維持管理費、さらには資本費全部を受益者負担とする考え方

というのは、大変問題があり、我々は同調しかねるのであります。幼稚園

保育料も、保育園保育料も、公共下水道料金も、あれもこれも値上げとい

うことは、今日の経済状況下、市民生活を圧迫するものとして、到底認め

られません。

少年自然の家についてまで料金を取るとしておられるわけでございます。

青少年健全育成のために努力しておられる諸団体は、ポラソティア活勁と

して努力されておるところが多いのでありまして、財政基盤も非常に弱い

のであります。また、その設置目的からも、小・中・高の料金徴収はあく

まですべきではないと考えます。

62年度におきまして、市当局は、消掃、学校給食など36名の大幅な定数

削減を提起されております。そして今後欠員不補充を推進すると言われて

おります。これは市民サービスの低下につながり、反対であります。

こうした欠員不補充の態度を貫かれるならば、直ちにし尿の場合にも、

63年度中で直営でできなくなる事態が起こる。そして民間あるいは公社へ

の委託という問題になってくるわけでございます。このようなことは、市

民サービスの低下、あるいは労面条件悪化などとなること必至であり、反

対であります。

一方では、こうした市民に負担増を強いながら、また吸員に娯社を強い

ながら、港負担金のごとく特定企菜あるいは大企菜の利益につながる事菜

に対しても多くの支出を迫られております。港負担金として、四日市市の

財政基準額を大幅に上回るような負担金を出しております。また県政にも

追従して、県営事業負担金を大幅に負担することになっております。行政

の分担の見直しなどと言うならば、また返正な受益者負担と占うならば、

むしろこうした県営事業の問題、迷の問題等について抜本的にメスを入れ、
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整理すべきであると思います。港の場合には、県市負担割合を思い切って

是正させ、受益企業にも負担を適正に行わせ、そして少なくとも基準財政

需要額の範囲内にとどめるべきだと思うわけでございます。

第4に、同和問題の対応であります。

62年度におきましても、大型共同作業場使用料の問題、•あるいは住宅使

用料の問題、あるいは同和減免の問題も未解決のままでございます。同和

減免につきましては、一定62年度中に見直し、 63年度より上限を定める方

向で検討したいというお答えがありましたけれども、大型共同作業場使用

料については、経営が改菩しているといっても、そのままの減免でありま

す。また同和住宅使用料、政策家賃を取ることはいいとしましても、現状

におけるようなあの決め方は、反対であります。適正にすべきだと思いま

す。

また、同和対策費 2,900万円ほど計上されておりますけれども、運動団

体補助が非常に多い。所得制限もなしにいろいろな対策事業が行われ、ま

た大型共同作業場の保守点検委託料まで負担をする。あるいはまた同和住

宅の建設に相当の予算が計上されておりますが、今建てかえるときに、地

区に固定をして改・めて住宅を建設する、こういう考え方は、国民的融合の

見地から、真に部落解放という見地から、到底私ども聟成し得ないもので

あります。この考え方を抜本的に改めなければならないと思います。

いずれにいたしましても、同和問題について巷問いろいろ伝えられてお

りますことを含めて、市当局、市長、トップの幹部の姿勢が今本当に正さ

れなければならない。口では部落差別解消を言いながら、事実上特別扱い

をして差別の裏返しになってるということは、本当に正さなければならな

いと思うわけでございます。この点の思い切った転換を望みたいと思いま

す。

さらに、 62年度一般会計予算の中で、先ほども触れましたが、市税の伸

びが 2.9%、30年代以来最低ということでございますけれども、果たして
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適正な、的確な伸びの見込みであるか、計上であるか、この点について
は

疑問を呈しておきたいと思います。

なお、他都市においても、今日なお法人市民税の不均ー制限税率課税を

実施しているところがあるわけでございます。財政厳しい折、この点に
つ

いてもに市長が取り組まれることを望みたいと思います。

それから三重県地域交通体系整備基金、あるいはテレトピア推進法人出

資金、四日市市高校新設推進協議会への補助金、こうした問題について
、

私どもは反対をいたします。

私立幼稚園の保育所補助、一定改善されておりますけれども、私立幼
稚

園での児童数も減となっております。経営が大変厳しい中でもっと大幅
な

助成を今後も考えていただきたいと思います。

次に、議案第3号昭和62年度四日市市国民健康保険特別会計予算でござ

います。

繰り入れを 5,000万円増やしていただいたことは敬意を表しますが、し

かし、極めて少ないのではないかと思うわけでございます。 61年度赤字要

因を抱え、 62年度も赤字要因を抱えて、後期における保険料アップヘのは

ね返りが必至となっておりますが、そうした国民健康保険料へのはね返
り

で解決をしない、繰り入れの解決、あるいは国への要求をもって解決を
す

ると、こういう方向に明確に立ち得ない今日の時点で、反対でございます
。

議案第6号昭和62年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算でござい

ますが、この区画整理事業、なかなか前進しておりません。根本的な問
題

はいろいろありますけれども、最大の問題の一つは、道路、公園等、公
共

施設整備を減歩により行うというものでございます。この点の大幅改苦
を

しなければならないと思います。それなしに調査費をつけましても、む
だ

金になる嫌いもあります。この点を改めていただきたいと思います。

議案第 8号昭和62年度四日市市営駐車場特別会計予箕につきましては、

61年12月、 62年3月議会で佐野議員が質問した見地から反対であります。
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議案第 9号、 10号、 49号でございますが、 61年度におきまして大幅な減

額補正をしております。納得できません。 62年度が果たして的確な予算計

上であるかどうかという点についても、疑いを持たざるを得ません。
この

制度は市の大きな負担であります。国への改善を積極的に求める立場
をと

っていただきたいと思うのでございますが、これの改善についての全
国協

議会に四日市市はいまだに入っておりませんし、熱意がないと言わな
けれ

ばなりません。焦げ付きも多額に上っております。貸し付け方に問題
があ

るわけでございます。貸し付けに当たって、私どもの批判を取り入れ
た形

で60年度より用地分のみ抵当権を設定したということでございますけれど

も、これだけでは不十分であります。同和住宅を幾つか新たに建設する
と

いう中で、こうした点との整合性もございません。

議案第 9号につきましても、この制度と運営の適正化とともに、同和
地

区住民に限らず、全市民的な適用と抜本的な改革をしていただきたい
と思

います。 ｀ 

議案第13号昭和62年度四日市市水道事業会計予算でございますが、時間

もございませんので、特に指摘しておきたいのは、県水の受水料をもっ
と

下げることができるし、そうすれば水道財政にゆとりを持つことができ
る。

この点が改められませんので、反対をいたします。

議案第4号昭和62年度四日市市食肉セソター食肉市場特別会計予算でご

ざいますが、牛の上場のあり方、これによって市の負担増にもつなが
るわ

けでございますが、この点の改善、あるいは県市のかかわり合い、ま
さに

広域行政でございます、市が市場開設をしなければならないものでは
あり

ません。根本的な見直しを求めたいと思います。

最後に、議案第44号昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）で

すが、高校新設推進協への補助金、あるいは県営事業負担金、これに
つい

て反対をいたします。

なお、筑古陶磁器卸商業協同組合への 379万 6,000円の会館補助金が計

-307-



上されておりますが、公会所建設補助金並みでございます。医師会館の 1

億 4,000万円と比較いたしましても、随分と問題があるのではないかと思

います。こうした点、今後の改善を特に求めて、討論を終わりたいと思い

ます。

〇議長（訓覇也男君） これをもって討論を終結いたします。

これより採決に入ります。

まず、議案第 1号昭和62年度四日市市一般会計予算、議案第3号昭和62

年度四日市市国民健康保険特別会計予算、議案第4号昭和62年度四日市市

食肉セソター食肉市場特別会計予算、議案第 5号昭和62年度四日市市公共

下水道特別会計予算、議案第6号昭和62年度四日市市土地区画整理事業特

別会計予算、議案第8号昭和62年度四日市市営駐車場特別会計予算、議案

第9号昭和62年度四日市市福祉資金貸付事業特別会計予算、議案第10号昭

和62年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、議案第13号昭和

62年度四日市市水道事業会計予算、議案第17号四日市市職員定数条例の一

部改正について、議案第32号四日市市公共下水道条例の一部改正について、

議案第34号四日市市幼稚園保育料及び教育委託料徴収条例の一部改正につ

いて、議案第35号四日市市少年自然の家条例の制定について、議案第44号

昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）、及び議案第49号昭和61

年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第 1号）の15件

を一括採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、可決であります。

本件は、委員長の報告のとおり決することに殻成の諸君の起立を求めま

す。

〔黄成者起立〕

〇議長（訓覇也男君） 起立多数であります。よって、本件は可決されま

した。

次に、議案第2号昭和62年度四日市市競桧事業特別会計予冗を採決いた
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します。

本件に対する委員長の報告は、可決であります。

本件は、委員長の報告のとおり決することに賀成の諸君の起立を求めま

す。

〔費成者起立〕

〇議長（訓覇也男君） 起立多数であります。よって、本件は可決されま

した。

次に、ただいま採決いたしました議案を除いた35件を一括採決いたしま

す。

本件に対する委員長の報告は、可決であります。

本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓顆也男君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第 2 議案第52号収入役の選任について及び議案第53号人権擁

譲委員の推鷹について

〇議長（訓翔也男君） 日程第2、議案第52号収入役の選任について、及

び議案第53号人権擁設委員の推既についてを一括議題といたします。

〔市長公室長（毛利道男君）退場〕

〇議長（訓罰也男君） 提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登埴〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議案第52号は、昨年11月以来欠員となっております本市の収入役として、

現市長公室長毛利道男氏を選任いたしたいと存じ提案するものであります。
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議案第53号は、四日市地区の人権擁護委員のうち、去る 1月19日に任期

満了となりました清水稔子氏、轄法輪公季氏、河村三郎氏、村山仲ー氏、

及び清水嘉吉氏を引き続き推薦いたしたいと存じ提案するものであります。

なお、各氏の経歴は、お手元の経歴書のとおりであります。

どうかよろしくご審議いただき、ご同意賜りますようお願い申し上げま

す。

〇議長（訓覇也男君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでありま

す。ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「異義なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（訓覇也男君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより採決に入ります。

まず、議案第52号収入役の選任についてを採決いたします。

本件は、同意することにご異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、本件は同意する

ことに決しました。

次に、議案第53号人権擁護委員の推鷹についてを採決いたします。

本件は、同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、本件は同意する

ことに決しました。

〔市長公室長（毛利道男君）入場〕

〇議長（訓覇也男君） この際、市長公室長の発言を許します。

市長公室長。

〔市長公室長（毛利道男君）議場中央に進む）

〇市長公室長（毛利道男君） 一言ごあいさつを申し上げます。
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ただいま収入役に不肖私が就任させていただくことにつきまし文のご同

意を賜りましたことにつきまして、身に余る光栄でございます。厚くお礼

を申し上げたいと思います。

ご承知のようにまだまだ勉強不足の身でございますので、今後とも十分

研さんいたしまして、市政のために努力をしたいというふうに考えており

ますので、今後とも議員各位の従来に増してご鞭撻、ご支援を賜りますよ

うお願い申し上げたいと思います。

簡単でございますけれども、ごあいさつにかえさせていただきます。あ

りがとうございました。 （拍手）

日程第3 発議第2号 四日市市議会委員会条例の一部改正について

〇議長（訓覇也男君） 日程第 3、発議第 2号四日市市議会委員会条例の

一部改正についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

前川辰男君。

〔前川辰男君登埴〕

〇前川辰男君 発議第2号四日市市議会委員会条例の一部改正につきまし

て、発議者を代表して提案理由の説明を申し上げます。

昨年の 3月の定例議会で議員定数を44名から41名に減員する条例を制定

いたしました。したがって、この4月に行われます市議会議員選挙からこ

の減数条例が適用されることになりますので、それに伴いまして常任委員

会の委員の定数につきましても変更する必要が生じたのであります。

本市議会の委員会条例につきまして所要の改正をしようとするのが、そ

の主な理由でございますし、また常任委員会の委員の任期満了前の改選、

そのほか特別委員の辞任などにつきましても、行政実例が変更になってお

りますので、この際ともに改正しようというものでございます。

どうかよろしくご黄同のほどお願い申し上げます。
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〇議長（訓覇也男君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでありま

す。ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

〇議長（訓覇也男君） この際、ご報告いたします。

請願第18号国家秘密法案（国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する

法律案）に反対する意見書の提出について、請願第21号「国家秘密に係る

スパイ行為等の防止に関する法律案」 （スパイ防止法案）に反対する意見

書の提出について、請願第 3号国家秘密法案（国家秘密に係るスパイ行為

等の防止に関する法律案）に反対する意見書の提出についての 3件につき

ましては、取り下げの申し出がありましたので、ご了承願います。

日程第4 委員会報告第1号 請願の審査結果について

〇議長（訓覇也男君） 日程第4、委員会報告第 1号請類の審査結果1こっ

いてを議題といたします。

委員会の審査報告に対し、ご質疑がありましたらご発言穎います。

小井道夫君。

〔小井道夫君登埴〕

〇小井道夫君 請願第13号保育料などについて中し上げたいと思います。

私どもは、昨年12月定例市議会におきまして、この請穎につきまして、
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その趣旨・内容は、切実かつ正当なものであり、市長が62年度の施策と予

算案を決定する前に、その直前の議会である12月議会で採択すべきことを

主張しました。

ところが、採決の結果は、私どもの3人の議員と 1人の紹介議員を除く

多数によりまして継続審査となりました。このことが、市当局をしてこの

請願に反する 3歳未満児を主とした保育料値上げを前提とする62年度一般

会計予算案を提案せしめたと思うのであります。

たった今、本市議会は、この 3歳未満児を主とする保育料値上げを前提

とした62年度一般会計予算案を、私どもの反対を押して可決されましたが、

この段陪でなおこの請願を継続審査とする旨はかられているのでございま

すが、現議員の任期終了、改選を目前にしていることとあわせ、事実上の

不採択とするものであります。

市議会がこのような対応によって、 1万 2,677名もの多数の市民の切実

かつ正当な願いを結集したこの請願にこtこえずに、行革や受益者負担適正

化の名のもとに市民への負担増を押しつけ、保育園からの追い出しすら図

りかねない市当局に従うのかという市民の批判と議会不信の声が高まるの

は必至であります。

私どもは、あくまで採択し、市当局に62年度一般会計予算の保育料値上

げ分の見直し、そして請願に沿った是正を年度途中にでも行うよう求める

ものであります。

以上の立場から、この継続審査に反対し、採択を求めます。

〇議長（訓罰也男君） 他にご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は、委員会報告のとおり決することに残成の諸君の起立を求めます。

〔毀成者起立〕

〇議長（~I翔也男君） 起立多数であります。よって、木件は委員会報告
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のとおり決しました。

日程第 5 発議第3号 「国家秘密法案」の制定に反対する意見書の提

出について及び発議第4号 国民の食糧を守り、農業再建に関する意見書

の提出について

〇議長（訓覇也男君） 日程第5、発議第 3号「国家秘密法案」の制定に

反対する意見書の提出について、i及び発議第4号国民の食糧を守り、農業

再建に関する意見書の提出についてを一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君 発議第 3号「国家秘密法案」の制定に反対する意見書の提

出について、発議者を代表して、提出理由の説明を申し上げます。

「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」は一昨年国会に

上程され、廃案となりましたが、しかし、その後、法案を一部修正し、再

提出しようとの動きがあります。

これが成立いたしますと、国政の重点事項を国家秘密とし、国民の知る

権利、言論・表現の自由を大幅に制約することになります。

よって、政府に対し、今後とも国民の知る権利、言論・表現の自由を奪

うような立法化を行わないよう強く求めようとするものであります。

どうかよろしくご袈同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 森 真寿朗君。

〔森真寿朗君登培〕

〇森真寿朗君 発議第4号国民の食糧を守り、農業再建に関する意見由

の提出について、発議者を代表して提出理由の説明を申し上げます。

農業は、申し上げるまでもなく国民に対して安定した食糧供給を行うと

いう重要な役割を担っておりますが、今日の我が国農業を取り巻く哀揉は、
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減反政策の推進、さらに諸外国からの市場開放要求など、極めて厳しい状

況にあります。 』

我が国は、食糧自給率が非常に低く、国内自給を基本とした農業政策を

確立し、農産物の安定生産を図ることが大きな課題であります。

そこで、意見書を政府に提出し、主要食糧の安定供給及ぴ農業経営の安

定を図ることについて強く要望するものであります。

どうかよろしくご贅同を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 提出者の説明は、お聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を一括採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 'S

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓翔也男君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

なお、先の12月定例会から今定例会までの総務委員会及び産業公営企業

委員会の閉会中の調査結果については、お手元に報告書を配付しておりま

すので、これによりご了承願います。

〇議長（訓覇也男君） 以上で木日の日程は全部終了いたしましたので、

会議を閉じることにいたします。

この際、市長の発言を許します。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 一言御礼を申し上げたいと思います。
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去る 3月5日から本日まで長期間にわたりまして、昭和62年度の当初予

算をはじめ、関係条例あるいは重要人事案件等について熱心にご審議を賜

りまして、全議案につきましてご議決いただきました。まことにありがと

うございました。

予算の執行並びに条例の運営等につきましては、本議会中、あるいはま

た平素から議員の皆様方からちょうだいをいたしております市政全般にわ

たりますご意見、ご提言等を十分踏まえまして、慎重に対処してまいりた

いというふうに考えておる次第でございます。ここに厚く御礼を申し上げ

たいと思います。ありがとうございました。

さて、皆様方の議員としての任期がこの4月でいよいよ 4年問終わられ

ることになりました。統一地方選挙に向けてこれからスクートがなされる

ことであろうというふうにご推察を申し上げるところでございます。

この機会にご勇退なされる方も、何名かお見えになるというふうに仄聞

をいたしております。ご勇退になられる皆様方につきましては、大変長い

間議員として私どもを今日までご指溝いただきまして、大変ありがとうご

ざいました。皆様方のご高説というものは立派に利用、あるいは施策でこ

れから引き継がれていくというふうに確信をいたしておる次第でございま

す。今日までのご指導に対しまして、心より厚く御礼を申し上げる次第で

ございます。

さらに、ご勇退になられましても、どうぞ何かにつけて皆様方のご指迎、

お知恵を、別の角度から私どもにご指示を賜りますようにお願いを申し上

げる次第でございます。

さらに、 4月の改選に向かって選挙戦にご出馬になられる皆様方につき

ましては、これまた長い問我々をご指琳いただきまして、大変ありがとう

ございました。

選挙戦は、肉体的にも、精神的にも、大変厳しいものでございます。ど

うぞ健康には十分ご留意をいただきまして、立派に選挙戦を勝ち抜かれま
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して、再びこの議場で私どもを従来と変わりなくご指導賜りますよう、ご

健闘、ご当選をお祈りを申し上げまして、お礼のごあいさつとさせていた

だきます。ありがとうございました。 （拍手）

〇議長（訓覇也男君） これをもちまして、昭和62年3月定例会を閉会い

たします。

ただいま困難な諸問題が殊のほか山積しておりますとき、引き続きご出

馬いただく各位には、ぜひぜひ全員必勝いただきますようお祈りいたしま

す。

なお、今期でご勇退いただくご予定の各位には、長年にわたりまことに

ご苦労さまでございました。今後は、私も含めて一市民として、市民の幸

せのため尽くしたいと考えておりますので、よろしくご指導のほどをお願

い申し上げる次第でございます。

格段のご協力、まことにありがとうございました。 （拍手）

午後3時56分閉会
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地方自治法第 123条第2項の規定に甚づき署名する。

四日市市議会議長

四日市市議会謂議長

署名議員

署名議員

訓 覇 也 男

1. 会期日程

2.議会迎営委員会決定事項

3. 誠決事件一覧表

4. 一般質問通告ー翌表

5. 議案質疑通告一覧表

6. 付託議案一翌表

7. 常任委員会の閉会中の調在報告について

山 路 剛

永 田 正 巳

水 野 幹 郎
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昭和62年3月定例会会期日程

3月5日（木） 午前10時開会

議案上程……説明

J
 

⑤

①

①

①

 

日

日

日

日

6

7

8

9

 

休、会

10日（火）

11日（水）

午前10時開議

一般質問

午前10時開議

一般質問

午前10時開議

議案質疑…委員会付託

追加議案上程…説明…質疑・・・委員会付託

12日（木）

13日（金）J-各常任委員会
14日（土） 総務委員会・！

15日（日）

：：：：：］休
18日（水）

会

午後2時開議 ＇ 

委員長報告・・・質疑、討論、採決

追加議案上程・・｀・説明…質疑、討論、採決
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議会運営委員会決定事項

(62. 2. 26) 

◎ 3月定例市議会について

1 会期日程 別紙のとおり

2 発言通告等の期限

(1)一般質問

(2)議案質疑

(3)請願

(4) 討論•その他

3 発言順序

(1)一般質問

①公明党

④清風会

⑦日本共産党

(2)議案質疑

4 発言時間

(1)一般質問

市民クラプ

自由クラプ

新風クラプ

政友クラプ

(2)関述質問

(3)議案質疑

(4)討諭

-320-

3月5日（木）

3月9日（月）

3月9日（月）

3月16日（月）

午後2時まで

午後4時まで

午後4時まで

正午まで

②新風クラプ

⑤政友クラプ

③新政クラプ

⑥自由クラプ

⑧市民クラプ

通告時にくじにより決定

（答弁を含む）

2時間20分 新政クラプ 2時問20分

2時問 清風会 2時問

2時問 公明党 1時間40分

1時問20分 日本共産党 1時問

5分以内（答弁を含まない）

30分以内（答弁を含む）

＊追加議案については15分以内（答弁を含む）

15分以内

※ 一般質問の要領

① 一般質問は、一定例会議員 1人当たり答弁を含め20分を基準とし、

所属議員数に応じ各会派に時問配分する。なお、．一定例会におけ

る議員1人当たりの発言時問は、答弁を含め1時間以内とする。

② 各質問者は、通告に際して自己の持ち時問（答弁を含む）を会派

内で調整の上、質問通告書に記載する。

③ 各質問者は、自己の持ち時間を超えて発言しない。

※ 関連質問の要領

① 一般質問に限る。

② 同一会派の議員で発言通告をしていない議員 1人に限る。

③ 発言の時期は、各質問者の質問が終了した直後とする。

④ 発言時問は5分以内とする。ただし、答弁は含まない。
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議決事件一覧表 I議案第15号 四日市市事務分掌条例の一部改正について 1原案可決
〔市長提出議案〕 （53件） 議案第16号 四日市市都市提携委員会条例の一部改正に

ついて 原案可決

議 案 名 I議決結果 I I議案第17号 四日市市戦員定数条例の一部改正について 原案可決

議案第18号 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償

議案第 1号 昭和62年度四日市市一般会計予算 原案可決 に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第2号 昭和62年度四日市市競輪事業特別会計予算 原案可決 議案第19号 四日市市職員給与条例の一部改正について 原案可決

議案第 3号 昭和62年度四日市市国民健康保険特別会計 議案第20号 育児休業に係る給与等に関する条例の一部改

予算 原案可決 正について 1原案可決

議案第4号 昭和62年度四日市市食肉セソター食肉市場特 議案第21号 四日市市公営企業職員の給与の種類及ぴ基準

別会計予算 原案可決 を定める条例の一部改正について 1原案可決

議案第5号 昭和62年度四日市市公共下水道特別会計予算 原案可決 議案第22号 四日市市水道事業管理者給与等支給条例の一

議案第 6号 昭和62年度四日市市土地区画整理事業特別会 部改正について 1原案可決

計予算 原案可決 議案第23号 四日市市戦員の勤務時間及びその他の勤務条

議案第 7号 昭和62年度四日市市交通災害共済事業特別会 件に関する条例の一部改正について 1原案可決

計予算 原案可決 議案第24号 四日市市戦員の分限に関する手続及び効果に

議案第8号 昭和62年度四日市市営駐車場特別会計予算 原案可決 関する条例の全部改正ついて 1原案可決

議案第9号 昭和62年度四日市市福祉資金貸付事業特別 議案第25号 四日市市戟員の懲戒の手続及び効果に関する

会計予算 原案可決 条例の一部改正について 1原案可決

議案第10号 昭和62年度四日市市住宅新築資金等貸付事業 議案第26号 四日市市地区市民セソタ一条例の一部改正に

特別会計予算 原案可決 ついて 1原案可決

議案第11号 昭和62年度四日市市老人保健医療特別会計 議案第27号 四日市市農業委員会の委員の定数に関する条

予算 原案可決 例の一部改正について 1原案可決

議案第12号 昭和62年度四日市市立四日市病院事業会計 議案第28号 四日市市農業委員会の委員の選挙区及ぴ各選

予算 原案可決 挙区において選挙すぺき委員の定数に関する

議案第13号 昭和62年度四日市市水道事業会計予鉢 原案可決 条例の一部改正について 1原案可決

議案第14号 昭和62年度四日市市桜財産区予箕 原案可決 議案第29号 四日市市晨業委員会の部会構成員の定数に関
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する条例の一部改正について 原案可決 議案第46号 昭和61年度四日市市食肉セソター食肉市場特

議案第30号 四日市市保育所入所措置条例の制定について 原案可決

議案第31号 四日市市立労働福祉会館条例の一部改正につ

別会計補正予算（第2号） 1原案可決

議案第47号 昭和61年度四日市市公共市水道特別会計補正

いて 原案可決

議案第32号 四日市市公共下水道条例の一部改正について 原案可決

予算（第3号） 1原案可決

議案第48号 昭和61年度四日市市土地区画整理事業特別会

議案第33号 四日市市水洗便所改造助成条例の一部改正に

ついて I原案可決
計補正予算（第3号） 1原案可決

議案第49号 昭和61年度四日市市住宅新築資金等貸付事業

議案第34号 四日市市幼稚園保育料及ぶ教育委託料徴収条

例の一部改正について・ 原案可決

特別会計補正予算（第 1号） 1原案可決

議案第50号 昭和61年度四日市市立四日市病院事業会計第

議案第35号 四日市市少年自然の家条例の制定について 原案可決

議案第36号 四日市市水道事業の設置等に関する条例の一

部改正について I原案可決

1回補正予算 1原案可決

議案第51号 昭和61年度四日市市水道事業会計第2回補正

予算 原案可決

議案第37号 市立四日市病院事業の設置等に関する条例の 議案第52号 収入役の選任について 同 意

一部改正について 原案可決 議案第53号 人権擁護委員の推薦について 同 意

議案第38号 市道路線の認定について 原案可決

議案第39号 委託契約の変更について 原案可決 〔議員提出議案〕 （4件）

議案第40号 工事請負契約の締結について 原案可決

議案第41号 議会の議員その他非常勤の戦員の公務災害補 議 案 名 議決結果

償等に関する事務の受託に関する協議につい

て I原案可決 発議第 1号 売上税反対に関する意見書の提出について 原案可決

議案第42号 三重県自治会館組合の設立に関する協議につ 発議第 2号 四日市市議会委員会条例の一部改正について 原案可決

いて 原案可決 発議第 3号 「国家秘密法案」の制定に反対する意見書の

議案第43号 町及ぴ字の区域に設定及び変更について 原案可決 提出について 原案可決

議案第44号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算 発議第4号 国民の食糧を守り、農業再建に関する意見書

（第4号） 1原案可決 の提出について 原案可決

議案第45号 昭和61年度四日市市国民健康保険特別会計補

正予算（第3号） I原案可決
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〔請願〕（ 8件）

件名

番号 r--------~~-;----;~-~--------I 
請願者の住所・氏名

-----------------------------------------------------------------------------」審査結果

紹介議員 付託委員会

ー

62. 3. 5受理

猿法師川の改修工事並び

に泊地区の排水対策につ

いて

四日市市泊町7番 6号

泊町自治会長

堀 泰司

ほか12名

採 択

62. 3. 5受理 四日市市昌栄町21-10

売上税（大型間接税）の 三洒地区労働者福祉

4 新設と少額貯蓄非課税制 協議会 採 択

度の廃止反対について 会長西城 薫

ほか 127団体

----------------------------------—_ -— .. 
--------------------------------------

中村信夫山本 勝 総務委員会

（前回から継続のもの）

小川四郎 建設委員会 件 名 請願者の住所・氏名

番号卜…..--O..---....-……--...……...ト・・........................--....…叶審査結果

2
 

62. 3. 5受理

売上税（大型間接税）の

導入、マル優制度の廃止

の法案の撤回等を求める

ことについて

四日市市新正三丁目5-33

四日市民主商工会

会長青山幸博 1採

........-------.......--......---------◄---------------------------------------

択

紹介議員 付託委員会

60. 9. 17受理

国家秘密法案（国家秘密

四日市市本町 1-10 

山本ビル 3階

に係るスパイ行為等の防 1 弁誕士松葉謙三

18 I止に関する法律案）に反 ほか2名 I62.3.14 

水野和子 総務委員会 対する意見苔の提出につ

いて

取り下げ

3
 

62. 3. 5受理

国民の食料を守り、農業

再建に関することについ

て

・・・・・・・・・-・・・・・・・・・----・・・・・-・・・-・・・--・...-・・・-・・・・・・-・--・--・・・-・---・-・・-・・・・・・・

前川辰男

津市栄町一丁目147-5

三重県労農会議

議長山家光治

産業公営企業委員会

採 択

---------------------------------------►---------------------------------------

小井道夫 総務委員会

60. 12. 6受理

「国家秘密に係るスパイ

行為等の防止に関する法

四日市市新浜町11番 7号

館 秋太郎
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62.3.14 
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21 I律案」 （スパイ防止法案

）に反対する意見書の提

出について

毛利道哉 総務委員会

取り下げ

61. 3. 10受理 1四日市市新町2-9 

国家秘密法案（国家秘密 小林けい子

＾ 3
月

9

日）

一般質問通告一覧表

に係るスパイ行為等の防

3 I止に関する法律案）に反

対する意見書の提出につ

いて

小井道夫

ほか76名

総務委員会

62.3.14 

取り下げ

61.12.15受理

保育料などについて

13 

四日市市三重五丁目170

公立保育園連合保護者会

会長片岡博ー 1継 続

ほか12,676名

森安吉 山本 勝 I教育民生委員会

順序 氏 名 要 旨 ページ

1 売上税について

公 明党 2 公害指定地域解除について

1 久保博正 3 エイズ対策について｀ 68 

（発言時間50分） 4 物流拠点として

5 団地造成について

1 国際化への対応について

2 商店街の活性化について

3 市民に親しまれる港湾整備

について

公 明 党 4 コ‘ノベ‘ノショ‘ノシティにつ 87 

2 毛利道哉 いて

（発言時間50分） 5 人命尊重の都市づくりにつ

いて

(1) 鉄道踏切の安全対策

(2) 防災計画

(3) ヘリコプターの導入

新風クラプ 1 魅力と活力のある都市づく

3 伊藤雅敏 りについて 103 

（発言時間60分） 2 老人福祉について

3 青少年の健全育成について
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1 北勢バイパスと伊勢湾岸道

路について 1 加藤市政にのぞむ諸問題

新政クラプ 2 北部地域（富田・富洲原・ 政友クラプ (1) 機構及び制度上における

4 1古市元一 大矢知地区）の治排水につ 118 ， 後藤長六 問題点 185 

（発言時間60分） いて （発言時間60分） (2) 農業の振興

3 地場産業の育成発展と用途 (3) 都市並びに産業の活性化

地域規制の整合性について 対策
|＇ 

新政クラプ 1 人事管理について 1 工業高校跡地開発に関連し

5 前川辰男 2 文化対策について 133 自由クラプ て

（発言時間60分） ｀ 3 四日市港のあり方について 10 小川四郎 2 四日市大学に関連して 197 

（発言時間60分） 3 塩浜地区の諸問題について

1 21世紀に向けて (1) 公共下水道問題

清風会 (1) 30万都市に育てる (2) 塩浜病院問題

6 高木 勲 (2) 高齢化社会への対応 150 

（発言時間50分） 2 農政について 1 売上税導入問題への対応に

(1) 三重用水事業 ついて

(2) 地域問題 2 62年度予算案について

(1)，住民負担を一層強いる保

(3月10日）

清風会 1 旧富田港魚市場跡地の活性

7 後藤寛次 化について 170 

（発言時間40分） 2 営繕課のあり方について

育料等の値上げ

日本共産党 (2) 円高不況対策

11 佐野光信 (3) 清掃事業における諸問題 220 

（発言時間60分） (4) 博物館

清風会 1 北勢公設地方卸売市場の運 (5) 激化する自動車交通渋滞

8 JII ロ 洋二 営について 176 の解決策

（発言時間30分） (6) その他（国庫補助金、負

担金等）
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3 公害指定地域解除について
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の市長の意見表明について 議案質疑通告一覧表

市民クラプ 1 福祉行政に対する取り組み 順序 氏 名 件 名 ページ

12 森 安吉 について 244 

（発言時間60分） 2 各種地元の同意書について 日本共産党 1 議案第8号昭和62年度四日市市

1 佐野光信 営駐車場特別会計予算 257 

1 議案第 1号昭和62年度四日市市

一般会計予算

(1) 歳入

イ 第 1款市税

ロ 第8款使用料及ぴ手数料

日本共産党 ノ、第 9款国庫支出金

2 小井道夫 (2) 歳出 260 

イ 第3款民生費

ロ 第4款衛生費

ノ、第7款商工費

二第10款教育費

2 議案第3号昭和62年度四日市市

国民健康保険特別会計予算

3 議案第30号四日市市保育所入所

措置条例の制定について
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付託議案一覧表

〇総務委員会
i 

議案第 1号 昭和62年度四日市市一般会計予算

第 1条歳入歳出予算

歳入全般

歳出第 1款議会費

第2款総務費

第4款衛生費

第9款消防費

第11款公債費

第12款予備費

第2条債務負担行為

第3条地方債

第4条一時借入金

第5条歳出予算の流用

議案第7号 昭和62年度四日市市交通災害共済事業特別会計予算

議案第14号 昭和62年度四日市市桜財産区予算・

議案第15号 四日市市事務分掌条例の一部改正について

議案第16号 四日市市都市提携委員会条例の一部改正について

議案第17号 四日市市職員定数条例の一部改正について

議案第18号 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

議案第19号 四日市市職員給与条例の-部改正について

議案第20号 育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正について

議案第21号 四日市市公営企業戦員の給与の種類及び基準に定める条例の

一部改正について

-334-

議案第22号 四日市市水道事業管理者給与等支給条例の一部改正について

議案第23号 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

の一部改正について

議案第24号 四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の全

部改正について

議案第25号 四日市市戦員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正

について

議案第26号 四日市市地区市民セソタ一条例の一部改正について

議案第40号 工事請負契約の締結について

議案第41号 議会の議員その他非常勤の戦員の公務災害補償等に関する事

務の受託に関する協議について

議案第42号 三重県自治会館組合の設立に関する協議について

議案第43号 町及び字の区域の設定及び変更について

議案第44号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）

第 1条 歳入歳出予算の補正

歳入全般

歳出第2款総務費

第4款衛生費

第9款消防費

第2条繰越明許費

第3条地方債の補正

〇教育民生委員会

議案第1号 昭和62年度四日市市一般会計予算

第 1条歳入歳出予算

歳出第3款民生費

第10款教育費
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議案第3号 昭和62年度四日市市国民健康保険特別会計予算

議案第9号 昭和62年度四日市市福祉資金貸付事業特別会計予算

議案第11号 昭和62年度四日市市老人保健医療特別会計予算

議案第30号・四日市市保育所入所措置条例の制定について

議案第34号 四日市市幼稚園保育料及び教育委託料徴収条例の一部改正に

ついてし

議案第35号 四日市市少年自然の家条例の制定について

議案第44号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）

第1条 歳入歳出予算の補正

歳出第 3款民生費

第10款教育費

議案第45号 昭和61年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

〇産業公営企業委員会

議案第 1号 昭和62年度四日市市一般会計予算

第1条歳入歳出予算

歳出第5款第 1項労鋤諸費

第6款農林水産業骰

第7款商工伐

議案第2号 昭和62年度四日市市競輪事業特別会計予箕

議案第4号 昭和62年度四日市市食肉セソター食肉市場特別会計予算

議案第12号 昭和62年度四日市市立四日市病院事業会計予算

議案第13号 昭和62年度四日市市水道事業会計予算

議案第27号 四日市市農業委員会の委員の定数に関する条例の一部改正に

ついて

議案第28号 四日市市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区において選

挙すべき委員の定数に関する条例の一部改正について

-336-

議案第29号 四日市市農業委員会の部会構成員の定数に関する条例の一部

改正について

議案第31号 四日市市立労働福祉会館条例の一部改正について

議案第36号 四日市市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について

議案第37号市立四日市病院事業の設置等に関する条例の一部改正につい

て

議案第44号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）

第1条 歳入歳出予算の補正

歳出第6款農林水産業費

第7款商工費

第13款第 1項 農林水産施設災害復旧費

議案第46号 昭和61年度四日市市食肉セソター食肉市場特別会計補正予算

（第 2号）

議案第50号 昭和61年度四日市市立四日市病院事業会計第 1回補正予算

議案第51号 昭和61年度四日市市水道事業会計第2回補正予算

〇建設委員会

議案第 1号 昭和62年度四日市市一般会計予算

第 1条歳入歳出予算

歳出第8款土木吸

議案第 5号 昭和62年度四日市市公共下水道特別会計予算

議案第6号 昭和62年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算

議案第8号 昭和62年度四日市市営駐車場特別会計予算

議案第10号 昭和62年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

議案第32号 四日市市公共下水道条例の一部改正について

議案第33号 四日市市水洗便所改造助成条例の一部改正について

議案第38号 市道路線の認定について

-337-



議案第39号 委託契約の変更について

議案第44号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第4号）

第 1条 歳入歳出予算の補正

歳出第8款土木費

第13款第2項 土木施設災害復旧費

議案第47号 昭和61年度四日市市公共下水道特別会計補正予算（第 3号）

議案第48号 昭和61年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算

（第 3号）

議案第49号 昭和61年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第 1号）
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常任委員会の閉会中の調査報告について

常任委員会の閉会中の調査について、会議規則第98条の規定により別紙

のとおり報告します。

昭和62年3月18日

四日市市議会

総務委員長

産業公営企業委員長

議長 訓覇也男殿

総務委員会

〇海洋投棄について

佐野光信

森 真寿朗

本市のし尿処理量は、浄化槽汚泥を含め、昭和60年度の実績では102,601

k£である。そのうち朝明衛生処理場での処理24,977k£、下水処理施設への

投入14,710k.e、残り61％の62,914k2は海洋投棄に依存している状況である。

当委員会は、海洋投棄への依存度が非常に高く、海洋汚染にもつながり、

好ましくないことから、し尿処理のあり方、及び、海洋投棄所の改築計画

について検討した。

〔海洋投棄の現状及ぴ今後の対応）

現在、海洋投棄所は、市内東邦町に設置されているが、施設が老朽化し

ており、防臭設備も完全でないことから、付近住民への悪影響もあり、改

築が迫られている。

これに要する改築費は、債務負担行為を含め、約2億 7千万円で既に議

決している。
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理事者からは、

・ 北勢沿岸流域下水道北部処理区が63年には一部供用開始されることに

なるが、処理区域の上流部への拡大がなされていない現状から、これの

活用について検討するとともに、し尿の再利用の方策などについても次

年度中に具体的に検討していきたい。

• 海洋投棄所の改築場所については、 12月議会の指摘等を踏まえ、四日

市港全域の中で検討したが、適当な場所が見出せず、先に予定した建築

場所で整備を行いたい。

・工事着手については、これらの調査等に時間を要したため、今年度の
予算執行ができなくなり、次年度に繰り越さざるを得ず、当初予定より

3カ月程度遅れる見通しとなった

との説明があった。

〔委員会での主な意見等〕

・ し尿の処理は、海洋投棄に多くを依存するのではいけない。衛生的な

処理を行うべきであり、既存施設の効率的利用を図るほか、し尿の液肥

化等の再利用を検討すべきである。

• 海洋投棄所の整備費は、既に議決しており、当然に、理事者は予算執

行に最大限の努力を払うべきである。． ＇ 

・ 付近住民は、し～悪臭に悩まされており、海洋投棄所の整備を待ち望んで

いる。次年度に繰り越しとなり、工事着手が遅れることについては、理

事者は、深く反省すべきである。

• 海洋投棄の積出しに際しては、水害時等の安全対策についても十分検

討すべきである。

当委員会は、し尿処理については、安易に海洋投棄に依存するのでなく、

大局的な観点から衛生的な処理を第一に考え、今後も積極的な取り組みを

すべきである。当面の対策としては、海洋投棄所が老朽化しており、付近

住民への影響もあることから、早急にその改善に取り組むべきであると考
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える。

産業公営企業委員会，

0 地場産業振興セソターについて

三重北勢地域地場産業振興セソターは、 60年度、 61年度の 2カ年事業と

して工業高校跡地に建設中である。

ところが、 62年3月を完成予定として進めてきた建設工事が遅れ、エ期

を4カ月延長せざるを得なくなったこと、さらに、建設途中に工事の設計

変更を行うため、追加補正を必要とする事態が生じたことから、工事の進

捗状況及び追加変更工事の内容について建設現場の視察を実施するととも

に、地場産業振興セソターの建設について調査研究を行った。

工期変更及ぴ設計変更の理由について、理事者から次のような説明があ

った。

1.. 工期変更理由

(1) 60年10月14日に地域指定を受けてから補助決定までに予想以上の日

数を要したため、工事施行者決定が遅れた。

(2) 杭打工事完了後に雨天が多く、地下工事期問中に予想を上回る出水

があった。

(3) 近隣住民から夜問・日曜日等の作業について多くの苦情があり、作

業時間が制限された。

2.設計変更理由

地場産業振興セソターの建物規模・構造上の特殊性に対し設計期間が短

かったため、工事着工後、使用上・技術上不都合が生じ、財団法人三重北

勢地域地場産業振興セソターからの要請により設計変更を行った。

地場産業振興セソターの完成時期が当初の予定から遅れ、また工事着工

後に設計変更をせざるを得なかったことは遺憾と言わざるを得ない。

今後、公共施設建設にあたっては、関係部局間の連携を密にするととも
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に、工事計画立案については十分な事前調査を行う必要がある。

また、基本設計•実施設計のための期間を十分取り、設計に対するチェ

ックに万全を期し、工事着工後に設計変更を行う事態が生じないよう努め

るべきである。

_̀-―-．
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＇ 

に、工事計画立案については十分な事前調査を行う必要がある。

また、基本設計•実施設計のための期問を十分取り、設計に対するチェ

ックに万全を期し、工事着工後に設計変更を行う事態が生じないよう努め

るべきである。

，，， 
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